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令和２年２月２５日（火曜日） 
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３９番 中 村 和 弥 君

４０番 徳 永 達 也 君

４１番 中 島 ● 義 君

４２番 溝 口 芙美雄 君

４３番 中 山   功 君

４４番 小 林 克 敏 君

４５番 田 中 愛 国 君

４６番 八 江 利 春 君

説明のため出席した者 

知 事 中 村 法 道 君

副 知 事 上 田 裕 司 君

副 知 事 平 田   研 君

統 轄 監 濱 田 厚 史 君

危 機 管 理 監 荒 木   秀 君

総 務 部 長 平 田 修 三 君

企 画 振 興 部 長 柿 本 敏 晶 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

県 民 生 活 部 長 木 山 勝 己 君

環 境 部 長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 中 田 勝 己 君

福 祉 保 健 部

こども政策局長
園 田 俊 輔 君

産 業 労 働 部 長 廣 田 義 美 君

水 産 部 長 坂 本 清 一 君

農 林 部 長 中 村   功 君

土 木 部 長 岩 見 洋 一 君

会 計 管 理 者 野 嶋 克 哉 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

企画振興部政策監 前 川 謙 介 君



令和２年長崎県議会・２月定例会（２月２５日） 

 ― 3 ―

文化観光国際部政策監 浦   真 樹 君

産業労働部政策監 貞 方   学 君

教 育 委 員 会 

教 育 長 
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員長 葺 本 昭 晴 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 本 田 哲 士 君

公安委員会委員長 片 岡 瑠美子 君

警 察 本 部 長 迫 田 裕 治 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長 

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

警察本部総務課長 多 田 浩 之 君

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

次長兼総務課長 柴 田 昌 造 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 １分 開会 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、令和2年 

2月定例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

この際、知事並びに警察本部長より、新任の

幹部職員を紹介をしたい旨、申し出があってお

りますので、これを受けることにいたします－

知事。 

〇知事(中村法道君） さきの令和元年11月定例

県議会におきまして、ご同意をいただき、任命

いたしました特別職をご紹介いたします。 

 教育委員会委員 森 百合子君でございます。

（拍手） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 警察本部長。 

〇警察本部長(迫田裕治君） 2月14日付で発令

いたしました警察本部の幹部職員をご紹介いた

します。 

 警務部長 菅谷大岳君でございます。（拍手）。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 次に、昨年11月定例会に

おいて、選挙の結果、当選されました長崎県選

挙管理委員をご紹介申し上げます。 

 葺本昭晴君（拍手）。堀江憲二君（拍手）。髙

比良末男君（拍手）。久原巻二君（拍手）。 

 以上でございます。 

 次に、議席の一部変更を行います。 

 議席の一部変更につきましては、お手元の議

席表のとおり決定をいたします。 

 次に、会期の決定をいたします。 

 本定例会の会期は、本日より3月19日までの

24日間とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は、24日間と決定されました。 

 次に、会議録署名議員の指名をいたします。 

 本定例会の会議録署名議員につきましては、

山本由夫議員及び浦川基継議員を指名いたしま

す。 

 次に、知事より、知事専決事項報告書が、さ

きに配付いたしましたとおり提出されておりま

すので、ご報告いたします。 

 次に、現在設置いたしております離島・半島

地域振興特別委員会、ＩＲ・観光振興対策特別
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委員会、九州新幹線西九州ルート・交通対策特

別委員会の付議事件の調査に関する経過等につ

いて、順次、報告を求めることにいたします。 

まず、離島・半島地域振興特別委員長に報告

を求めます。 

 近藤委員長―21番。 

〇離島・半島地域振興特別委員長(近藤智昭君）

（拍手）〔登壇〕 離島・半島地域振興特別委員

会の審査結果について、ご報告いたします。 

 本委員会の付議事件は、「離島・半島地域振

興対策」、「有人国境離島法対策」、「離島地域航

路・航空路対策」及び「人口減少対策」であり

ます。 

 昨年6月以降、これまでに、委員会を6回実施

いたしました。また、県内現地調査を実施した

際には、雇用機会拡充事業採択事業者の皆様な

どから貴重なご意見を頂戴し、その後の委員会

審査に反映させております。 

 それでは、各付議事件に対しての調査結果及

び主な論議事項について、ご報告いたします。 

 はじめに、「離島・半島地域振興対策」につ

いて、ご報告いたします。 

 離島・半島地域は、豊かな自然や独自の歴

史・文化を有し、自然環境の保全や食料の安定

的な供給などで我が国にとって重要な役割を

担っており、県民のみならず国民共通の財産で

あります。 

 まず、世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリ

シタン関連遺産」について、構成資産へといざ

なう交通アクセスについては、道路などの整備

を促進すること、また、九州内からの来訪者の

拡大、インバウンド対策としての受入環境の整

備、構成資産の維持管理などについても対策を

講じ、交流人口の拡大を図ることとの意見があ

りました。 

 また、ＵＩターンの促進、雇用の増加などを

図るため、離島におけるケーブルインターネッ

トへの対応や半島を含めた超高速ブロードバン

ドの整備を市町と連携して進め、情報インフラ

の格差解消に努めることとの意見がありました。 

 長崎市野母崎地区の振興策について、長崎市

が整備する恐竜博物館等を核として、地域の交

流人口の拡大が図られるよう、長崎市や地域住

民などと連携して取り組むこととの意見があり

ました。 

 また、対馬における韓国人観光客の減少対策

については、国の予算等を活用した切れ目のな

い支援や両国の地域間交流を継続するとともに、

国内観光客の誘客強化などを図ることとの意見

がありました。 

 次に、「有人国境離島法対策」では、特定有

人国境離島地域において、「有人国境離島法」

の施行を受け、雇用機会の拡充などに取り組ん

だ結果、人口の社会減の抑制が図られるなど一

定の効果があらわれていますが、これを一過性

とすることなく継続し、さらに拡充させていく

ことが必要であります。 

 まず、雇用機会拡充事業については、採択事

業者のフォローアップなどを十分に行うととも

に、人材確保や新たな事業者の掘り起こし、関

係市町との情報共有などに引き続き努めること、

また、島外からの創業や事業を拡大する事業者

を増やすための情報発信の強化を図るとともに、

若者の島内定着を図るため、新規高校卒業者の

採用を促進することとの意見がありました。 

 また、航路・航空路の運賃低廉化に関しては、

島民以外にも運賃の割引がなされるよう必要な

支援制度の充実などを国へ要望することとの意

見がありました。 

 次に、「離島地域航路・航空路対策」では、
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ジェットフォイルにおける船舶共有建造制度に

おいて、事業者の自己負担が大きいため、補助

制度の創設を国に要望するなど、ジェットフォ

イルの更新に必要な取組を進めることとの意見

がありました。 

 次に、「人口減少対策」では、若年層は、子

どもの教育、医療、福祉等に対する支援を期待

しており、子どもを産み育てやすい環境を整備

し、女性の県内定着の促進及びＵＩターンの拡

大促進に結びつけることとの意見がありました。 

 また、県立高校に配置しているキャリアサ

ポートスタッフについては、高校生の県内就職

の促進に有効なことから、現状を確認するとと

もに、スタッフの人数を含め改善を図ることと

の意見がありました。 

 ＵＩターンについては、ながさき移住サポー

トセンターを中心にきめ細かな対応などを行っ

た結果、一定の成果が確認されており、今後も

市町と連携し、さらなる移住相談体制の充実・

強化を図ることとの意見がありました。 

 また、農業分野における外国人材の活用につ

いて、株式会社エヌを設置し、受け入れを実現

したものの、当初目標からの遅れが見られるた

め、より早期に要望に沿った受け入れが行われ

るよう努めることとの意見がありました。 

 このほか、種々活発な論議がございましたが、

その詳細については、この際、省略させていた

だきます。 

 なお、これまでご報告した事項について、本

委員会から、別途、「離島・半島地域の振興対

策について」の意見書提出方の動議を提出して

おりますので、議員各位のご賛同を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

以上、離島・半島地域振興特別委員会のご報

告といたします。 

ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 次に、ＩＲ・観光振興対

策特別委員長に報告を求めます。 

 松本委員長―23番。 

〇ＩＲ・観光振興対策特別委員長(松本洋介君）

（拍手）〔登壇〕 ＩＲ・観光振興対策特別委員

会の活動経過について、ご報告いたします。 

 本委員会の付議事件は、「ＩＲ対策」、「観光

振興対策」及び「国際戦略」でございます。 

 昨年6月以降、これまでに、委員会を7回、県

内現地調査を2回、県外現地調査を1回実施いた

しました。 

委員会では、観光関係団体の皆様との意見交

換を行ったほか、韓国のＩＲ施設やギャンブル

依存症対策施設の視察、県北地区における世界

遺産関連施設や民泊体験施設、ＩＲ整備予定地

の視察などを実施し、委員会の審査に反映して

まいりました。 

また、10月には、長崎県ＩＲ推進議員連盟及

び佐世保市議会・特定複合観光施設（ＩＲ）推

進特別委員会と合同で、九州・長崎ＩＲの推進

を求める要望活動を実施いたしました。 

 それでは、各付議事件に対しての調査結果及

び主な論議事項について、ご報告いたします。 

 近年の本県における観光客数は、「明治日本

の産業革命遺産」と「長崎と天草地方の潜伏キ

リシタン関連遺産」の2つの世界遺産登録によ

る効果に加え、旺盛なクルーズ客船の寄港等も

あり、増加傾向にあります。 

 しかしながら、県内各地に点在する観光地へ

の交通アクセスや、宿泊者数及び観光消費額の

伸び悩みは、本県にとって長年の課題であり、

いまだ改善できておりません。 

 国は、観光を成長戦略の柱、地方創生の切り

札との認識のもと、2030年に訪日外国人旅行者
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数を6,000万人、旅行消費額を15兆円にするこ

とを目標に掲げ、その受入環境の整備に関する

事業を展開しており、本県においても、この機

会を捉え、国の補助金を活用して様々な事業に

取り組んでいるところであります。 

 また、国の目標達成に大きな貢献が見込まれ

る九州・長崎ＩＲは、最大3カ所が上限とされ

る国の区域認定を受けるべく、民間・行政・議

会が一体となった「オール九州」による誘致活

動を展開しているところでありますが、本年は

共同で区域整備計画を策定する事業者を選定す

るなど、認定申請に向けた諸準備を進める重要

な年であります。 

 まず、「ＩＲ対策」に関しまして、ＩＲの整

備は、観光振興や地域経済の活性化、新たな雇

用の創出など、九州・長崎の地方創生の起爆剤

となる千載一遇の好機である。さらには、アジ

アからの新たなゲートウェイとして、インバウ

ンドを飛躍的に増加させるものであり、我が国

の成長にも大きく貢献するものであることから、

上限3カ所とされる区域認定の獲得に向け、庁

内各部局が一丸となって諸準備を加速させ、万

全を期すこととの意見がありました。 

 また、交通アクセスの強化は、区域認定の獲

得に向けた重要な課題の一つであることから、

国や交通事業者との連携を密にしながら、ＩＲ

区域周辺の国道や県道における交通量増加を見

据えた対策案を検討するとともに、ＩＲ区域へ

の主要な交通インフラである道路や鉄道、港湾、

空港の整備や機能拡大など、陸海空それぞれの

アクセス強化を図ることとの意見がありました。 

さらに、ＩＲの整備に当たっては、県民の理

解促進に取り組むとともに、懸念される社会的

リスクの最小化に向け、ギャンブル依存症対策

や青少年の健全育成、周辺環境の保全等につい

て、国や関係団体等と連携し、十分な対策を講

じることとの意見がありました。 

 次に、「観光振興対策」について、ご報告い

たします。 

 観光県長崎のさらなる魅力アップや経済振興

のため、観光関連予算の拡充や国、九州各県及

び県内市町との連携強化に努めること、県内各

地に点在する世界遺産の効率的な周遊ルートや、

世界遺産に限らず複数の観光地を巡る周遊ルー

トの開発、さらには朝型観光の推進など、旅行

者に県内周遊や延泊を促す取組に力を入れるこ

ととの意見がありました。 

 また、国内の人口減少や高齢化が進む中、ユ

ニバーサルツーリズム市場の対象となる高齢者

や障害者等は人口の約3分の1を占めており、今

後、宿泊客の維持・拡大を図るためには、この

方々を受け入れる窓口をはじめとした環境づく

りが急務であることから、市町や観光及び福祉

関係団体・事業者と連携し、ユニバーサルツー

リズムの推進に引き続き取り組んでいくことと

の意見がありました。 

 次に、「国際戦略」についてであります。 

 中国発着クルーズのビジネスモデルが確立さ

れた中にあっても、ランドオペレーターに対す

る周遊プランの提案や県産品販売の機会創出等

により、県内経済への波及効果を最大限高める

よう努めることとの意見がありました。 

 また、韓国人観光客の減少が本県の観光にも

大きく影響する中、既に様々な対策に取り組ん

でいるところであるが、今後とも現場の声を聴

き、多面的かつ効果的な支援を続けていくこと

との意見がありました。 

 さらに、観光資源の多言語解説やＷｉ－Ｆｉ

環境の整備、洋式トイレの増設等、インバウン

ド受入体制の強化に向けた取組を、国の事業も
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活用しながら、市町や民間事業者とともに進め

ること、また、整備した受入体制とともに県内

各地の魅力を外国人観光客に広く知ってもらい、

実際に訪問してもらうため、海外へのＷＥＢ、

ＳＮＳ等による積極的な情報発信を強化、継続

することとの意見がありました。 

 このほか、種々活発な論議がございましたが、

その詳細については、この際、省略をさせてい

ただきます。 

 なお、これまでご報告した事項について、本

委員会から、別途、「ＩＲ推進及び観光振興に

ついて」の意見書提出方の動議を提出しており

ますので、議員各位のご賛同を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

以上、ＩＲ・観光振興対策特別委員会のご報

告といたします。 

ご清聴まことにありがとうございました。

（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 次に、九州新幹線西九州

ルート・交通対策特別委員長に報告を求めます。 

 八江委員長―46番。 

〇九州新幹線西九州ルート・交通対策特別委員

長(八江利春君）〔登壇〕 皆さん、おはようご

ざいます。 

九州新幹線西九州ルート・交通対策特別委員

会の活動経過について、ご報告いたします。 

本委員会の付議事件は、「九州新幹線西九州

ルート整備対策」、「地域二次交通対策」、「交通

弱者対策」及び「長崎空港対策」でございます。 

 昨年5月以降、本日までの間に、委員会6回、

県外現地調査及び県内現地調査をそれぞれ1回、

さらに、本県選出国会議員との意見交換会を実

施いたしました。 

 それでは、各付議事件に対しての調査結果及

び主な論議事項について、ご報告いたします。 

 まず、「九州新幹線西九州ルート整備対策」

について、ご報告いたします。 

 本件につきましては、新鳥栖・武雄温泉間の

整備のあり方における国の動向及び県の取組、

また、武雄温泉・長崎間の令和4年度開業に向

けた取組等について審査いたしました。 

 新鳥栖・武雄温泉間の整備のあり方について

は、武雄温泉駅での対面乗換を早期に解消し、

一刻も早くフル規格による整備を実現するため、

早期にルートを決定するとともに、地方負担、

並行在来線等の課題解決に向けて、関係者間の

合意形成が図られるよう、政府等へ働きかけを

行っていただきたいとの意見がありました。 

 また、令和4年度の開業に向けては、沿線地

域において、官民が一体となって、ソフト・

ハード両面から新幹線を活用した魅力あるまち

づくりに懸命に取り組んでいる中、整備効果等

に対する県民の理解促進や市町等との連携強化

などに努め、開業効果を高めるための受入体制

の構築を図っていただきたいとの意見がありま

した。 

 また、本県選出国会議員と本委員会との意見

交換会を開催し、九州新幹線西九州ルートの整

備に関する今後の進め方について、ご助言をい

ただきました。 

 次に、「地域二次交通対策」について、ご報

告いたします。 

 本件につきましては、地域公共交通網形成計

画の国の方針や、自治体の動向等に対する県の

取組について審査をいたしました。 

 人口減少や少子・高齢化の進展により、地域

交通を取り巻く環境が年々厳しさを増しており、

輸送人員の減少によるサービス水準の低下が懸

念される中、地域公共交通網形成計画について、

快適な地域の暮らしや活性化のためには、市町
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が速やかに計画を策定する必要があり、県が総

合調整の役割を果たし、市町の取組の後押しを

図っていただきたいとの意見がありました。 

 次に、「交通弱者対策」について、ご報告い

たします。 

 本件につきましては、高齢者交通安全対策に

関する取組について審査いたしました。 

 近年、高齢者による重大交通事故が社会問題

化している中、運転免許返納者が増えており、

返納者や公共交通空白地域の住民、高齢者など

の交通弱者に対し、各地域の実情に応じ、公共

交通利用等の支援策が講じられるように努めて

いただきたい。また、コミュニティ交通につい

て、市町と連携し、利用促進を図っていただき

たいとの意見がありました。 

 次に、「長崎空港対策」について、ご報告い

たします。 

 本件につきましては、空港24時間化や空港活

性化に関することについて審査いたしました。 

 近年、訪日客が増加している現状において、

長崎空港が担う役割が大きくなっている中、交

流人口拡大や地域活性化のため、航空路線の誘

致等の推進が求められており、国際線利用者の

増加に向け、定期便化を見据えたチャーター便

の誘致に取り組んでいただきたい。また、空港

24時間化を目指す中で、一部リモート化による

運用時間の延長を進めるとともに、空港の活性

化に向けてコンセッション方式を含めた運営手

法についても検討を継続していただきたいとの

意見がありました。 

 また、昨年8月の県外現地調査では、「新幹線

の整備促進、並行在来線対策」等について調査

を実施し、長野県では、新幹線駅周辺のまちづ

くりや交通ネットワーク構築の取組、石川県で

は、新幹線の開業効果や並行在来線の運営状況、

新大阪延伸に向けた取組などを伺うことができ

ました。 

 また、11月の県内現地調査では、雲仙温泉観

光協会や島原半島観光連盟及び「女将の会」の

皆様から直接実態等をお伺いし、意見交換を行

いました。 

 関係団体からの主な意見として、「新幹線西

九州ルート開通にあわせ、諫早駅駅名の一部に

雲仙温泉の名前を入れていただくよう関係諸機

関への要望の協力をいただきたい」、「諫早駅、

長崎駅、長崎空港から雲仙温泉までの公共交通

機関の利便性の拡充について、関係諸機関に対

しての働きかけをお願いしたい」などがありま

した。 

 このほか、種々活発な論議がございましたが、

その詳細については、この際、省略させていた

だきます。 

 なお、これまでご報告した事項について、本

委員会から、別途、「九州新幹線西九州ルート

の整備促進・交通対策について」の意見書提出

方の動議を提出しておりますので、議員各位の

ご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

以上、九州新幹線西九州ルート・交通対策特

別委員会のご報告といたします。 

ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 以上で、各特別委員長の

報告は終わりました。 

次に、お手元に配付いたしております動議件

名一覧表のとおり、各特別委員会から、知事あ

て意見書提出の動議が提出されております。 

まず、離島・半島地域振興特別委員会から提

出されております「離島・半島地域の振興対策

について」、これを議題といたします。 

お諮りいたします。 
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 本動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

本動議は、可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本動議は、可決されました。 

次に、ＩＲ・観光振興対策特別委員会から提

出されております「ＩＲ推進及び観光振興につ

いて」、これを議題といたします。 

 これより、質疑・討論に入ります。 

 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君）〔登壇〕 日本共産党

の堀江ひとみです。 

 ただいま、議題となりました「ＩＲ推進及び

観光振興について」。 

観光県長崎のさらなる魅力アップや経済振興

のため、観光関連予算の拡充など必要な手立て

をとることは当然です。しかし、本意見書には、

ＩＲ、カジノの推進を求めており、同意できま

せん。 

一昨日、「カジノ（賭博場）は、日本のどこ

にも要らない」と呼びかける全国シンポジウム

が横浜市内で開かれました。「全国でも、長崎

でもカジノ（賭博場）は要らない」が県民の声

です。 

カジノ誘致をめぐっては、カジノ担当内閣府

副大臣だった秋元 司衆議院議員が、今月、カ

ジノ参入企業から賄賂を受け取ったとして、収

賄罪で起訴されました。 

さらに、開会中の国会で日本共産党が明らか

にしましたが、萩生田光一文部科学大臣が、カ

ジノ関連事業者から政治資金の提供を受けたう

え、一度、開設した後は、住民や自治体が拒否

しても訴訟リスクが生じるとして、開設した後

も初回は10年、以後5年ごとの更新制を骨抜き

にする発言も問題になっています。 

ニューヨーク在住で、建築デザイナーとして

活動し、これまでに30近いカジノの誘致や建設、

実際の運営状況を見てきたという村尾武洋氏は、

「カジノの実態を知る限り、わざわざ日本にカ

ジノを誘致する必要はないと思う。カジノはも

うかると言われるが、もうけは全て他のお客が

すったお金だ。ただ、カジノがパチンコと違う

のは、1回の賭けに1,000万円くらい賭けること

ができ、1分ほどで勝ち負けが決まる。1億円く

らいを、あっという間にすってしまう危険性が

ある点だ。そもそも、カジノという施設は、そ

うせんがための仕掛けがし尽されている。いわ

ゆるカジノを中心にホテルやレストラン、店舗、

劇場が配置され、家族連れでも数日が楽しめる。

ソファーやベンチは置かない。お客にギャンブ

ルの場に座っていただき、徹底して、お金をつ

ぎ込んでいただく。誘致する人たちは、『市税

が増える、雇用も増える』とＰＲするが、その

原資は全て全財産をなくしたお客の代償によっ

ていることを自覚してほしい。カジノとは、つ

まるところ賭博場だ。魅力的な観光財源があふ

れている日本にカジノは必要ない」と語ってい

ます。 

カジノに頼らない観光振興策を強く求め、カ

ジノ推進に反対する討論といたします。 

〇議長(瀬川光之君） 前田議員―26番。 

〇２６番(前田哲也君）〔登壇〕 自由民主党の

前田哲也です。 

 会派を代表いたしまして、「ＩＲ推進及び観

光振興に関する意見書案」について、賛成の立
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場で意見を申し述べ、議員各位のご賛同を得た

いと存じます。 

 2016年12月に、カジノを含むＩＲ整備の基本

的な考え方や理念を盛り込む「ＩＲ推進法」が

議員立法で成立しました。18年7月には、カジ

ノの違法性を阻却する規定をはじめ、カジノ管

理委員会の設置など、厳格なカジノ規制、監視、

ＩＲの設置数や選定手続、カジノの収益金規定、

日本人のカジノ施設への入場制限などを広く定

めた「ＩＲ整備法」が成立し、本県においても、

誘致に向けて、現在、積極的な取組を展開して

いるところであります。 

 そもそも、国は、ＩＲを観光立国実現のため

の国際拠点として整備し、2030年、訪日外国人

旅客数6,000万人目標達成の起爆剤として位置

づけています。 

 九州並びに本県は、今後の観光需要が急速に

拡大するアジアに近く、国内外から観光客を惹

きつける質の高い観光資源を有しており、そこ

にＩＲという国内外からの新たな玄関口を設け

ることで、今までにない人の流れを生み出すこ

とができると確信しております。 

 また、ＩＲは、関連する業種が多岐にわたり、

すそ野が広い産業であることから、その経済効

果を多くの業種に波及し、さまざまな分野にお

いて、新たな雇用の創出が見込まれるものであ

ります。 

 本県において、人口の減少は喫緊の課題であ

りますが、ＩＲが生み出す新たな雇用は、若者

の地元定着を後押しするとともに、進学や就職

で転出した若者が地元に戻ってくる受け皿とな

るものであり、九州並びに本県の地方創生の契

機となる千載一遇の好機であります。 

 事実、先日、佐賀県議会議員の方々との意見

交換の機会を得、ＩＲの内容について説明した

折、限定的な場ではありましたが、大いに関心

があり、「佐賀県の経済活性にもつながればと

思う。しっかり応援します」という趣旨のご意

見もいただきました。 

 ちなみに、ＩＲが実現した場合の九州全域へ

の経済効果は3,200億円から4,200億円、延べ集

客人数は、年間最大930万人、雇用創出効果も2

万8,000人から3万6,000人と試算がなされてい

ます。さらに、カジノのあら収益の15％が納付

金として本県へ歳入となりますが、納付金につ

いては、観光振興、地域経済振興、社会福祉増

進及び文化・芸術の振興等に関する施策に充て

ることが、「ＩＲ整備法」に明記されており、

収益が地域社会に還元される仕組みは、既存の

公営競技と同様であります。 

 一方、ＩＲ導入に際しては、依存症の増加や

治安の悪化などの懸念をどう払拭していくかと

いう視点が重要であり、しっかりした対策を講

じる必要があることは言うまでもありません。 

 とりわけ、ギャンブル依存症対策については、

「ＩＲ整備法」等において、マイナンバーカー

ドによる厳格な入場制限やＩＲ事業者による相

談窓口の設置など、重層的、多段階的な対策を

講じることとされております。 

 本県においても、本年1月、ほかの候補地に

先駆けて「ギャンブル等依存症対策推進計画」

を策定し、医療機関や大学、関係団体とも連携

しながら、「相談」、「普及啓発」、「教育」、「回

復支援」の4つを施策の柱として取り組まれて

いるところでありますが、ＩＲ整備を見据え、

引き続き、しっかりとした対策を講じていかな

ければなりません。 

 最後に、今後のＩＲの設置運営を担う民間事

業者の決定に当たっては、自治体と国による二

重の選抜体制を敷く中で、県においては、さら
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に厳格な規制と監視等の高度な関与が不可欠で

あり、また、誘致実現の大前提である地元の合

意形成、つまり県民の中で、例えばＩＲイコー

ルカジノのイメージが一部先行しがちでありま

すが、カジノ施設は、ＩＲ全体の延べ床面積の

3％以下に過ぎず、国際会議場や展示場、

ショッピングモール、美術館ほか、さまざまな

施設からなる総合的な観光施設であるというよ

うな基本的な認識や、先ほど述べた依存症や青

少年への悪影響、治安の悪化などへの不安や心

配に対して丁寧に説明を継続して、本県がＩＲ

誘致に向け取り組んでいくことへ、県民の理解

促進に注力せねばなりません。 

 今回、提出された意見書は、県に対し、こう

した取組を強く求めるものであり、九州・長崎

ＩＲの推進、ひいては本県の観光振興に重要な

役割を果たすものであることから、賛意を表明

するものであります。議員各位のご賛同を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。 

 本動議は、可決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、本動議は、可決されました。 

 次に、九州新幹線西九州ルート・交通対策特

別委員会から提出されております「九州新幹線

西九州ルートの整備促進・交通対策について」、

これを議題といたします。 

 これより、質疑・討論に入ります。 

 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君）〔登壇〕 ただいま、

議題となりました意見書「九州新幹線西九州

ルートの整備促進・交通対策について」は、住

み続けられる長崎県とするために、乗合バスな

どの地域二次交通対策、交通弱者対策を推し進

めていくことは当然必要です。しかし、本意見

書で要望している九州新幹線西九州ルートの整

備促進については同意できません。 

 長崎から特急かもめで乗り換えることなく博

多まで行けるものを、2022年暫定開業予定の長

崎新幹線は、武雄温泉で必ず乗り換えなければ

なりません。特急かもめもなくなります。長崎

から武雄温泉間はフル規格のため料金が上がり

ます。必ず乗り換えなくてはならず、料金も上

がる長崎だけ新幹線、県民にとっていいことは

ありません。 

意見書は、「武雄温泉・新鳥栖間を一刻も早

く全線フル規格で整備してほしい」と求めてい

ます。 

長崎新幹線は、フリーゲージトレイン導入で

合意をし、進められてきた事業です。佐賀県は、

時間短縮効果がわずかしかないのに合意をした

のは、在来線を活用するという合意があったか

らです。「武雄温泉・新鳥栖間については、フ

ル規格整備を」との与党検討委員会の基本方針

が示され、長崎県が賛同していますが、佐賀県

は、これまで新幹線整備を求めたこともなく、

現在も求めていない区間です。フル規格にした

場合、武雄温泉・新鳥栖間の工事費は約6,200

億円と算出され、地元負担については、長崎県

がゼロ円に対して、佐賀県は2,066億円と算出

されています。 

山口佐賀県知事は、「佐賀県は、これまで

スーパー特急、フリーゲージトレイン、リレー

方式には合意してきた。その他の選択肢も含め

て議論するのであれば、フル規格ありきではな

く、しっかり時間をかけ、ゼロベースから幅広
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く議論をされなければならない」と主張してい

ます。 

長崎新幹線事業、武雄温泉・新鳥栖間のフル

規格化は、合意の見通しも、実現の見通しもあ

りません。この際、長崎新幹線計画は、凍結す

べきです。一旦、立ち止まって、県民の声をよ

く聞くこと。長崎本線の整備、新幹線に頼らな

い交通網の整備、県内どこに住んでも確保され

る地域公共交通体系の充実などを進めるべきで

す。 

以上、長崎新幹線整備促進に反対する討論と

いたします。 

〇議長(瀬川光之君） 小林議員―44番。 

〇４４番（小林克敏君）〔登壇〕 自由民主党・

県民会議の小林克敏でございます。 

 会派を代表いたしまして、「九州新幹線西九

州ルートの整備促進・交通対策に関する意見書

案」について、賛成する立場をもって意見を申

し上げたいと思います。 

 我々は、これまで、なぜ長崎新幹線が必要な

のか、あらゆる機会を捉えて、幾度となく訴え

てきたことは、新幹線は、地域の振興や交流人

口の拡大を図るため絶対に欠かすことのできな

い重要な交通基盤であるということであります。 

 実際、鹿児島新幹線及び北陸新幹線の開業に

よって、観光客やビジネス客が相当数増加し、

それぞれの地域がどれだけ大きく盛り上がって

いるのか、ご案内のとおりであります。 

 今、我々は、令和4年の対面乗換方式による

開業を控えて、長崎県及び沿線自治体は、新幹

線開業効果を高め、「新幹線を活かした魅力あ

るまちづくり」を合言葉に、アクションプラン

を策定し、官民一体となって推進体制を構築し、

県民の機運醸成を図りながら、誘客促進などの

取組が熱心に進められているのであります。 

 改めて言うまでもありませんが、新幹線の整

備は国家プロジェクト、いわゆる国策であり、

西九州ルートは、全国の高速鉄道ネットワーク

につながって、はじめて、その効果が大きく発

揮されるものであります。 

 そのためにも、一刻も早く時間短縮効果、投

資効果、さらに収支改善効果が最も高いフル規

格で整備し、新大阪までの直通運行を実現する

ことが必要不可欠であり、国におかれましては、

フリーゲージ等のこれまでの経過をよくよく踏

まえ、佐賀県等との協議を全力で進めていただ

くことを強く要望したいと思うのであります。 

 今回提出された意見書は、二次交通や交通弱

者対策、長崎空港等整備の必要性についても言

及されており、その役割は十分果たすものと確

信いたす次第であります。 

 以上、賛成意見を申し上げ、議員各位のご賛

同を賜りますよう、切にお願い申し上げ、賛成

討論といたします。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。 

 本動議は、可決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、本動議は、可決されました。 

次に、各常任委員会及び議会運営委員会の委

員並びに正副委員長の改選を行います。 

本改選につきましては、お手元の名簿のとお

り、それぞれ選任することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり選任することに決定され
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ました。 

 次に、特別委員会について、お諮りいたしま

す。 

現在、設置いたしております特別委員会につ

いて、「離島・半島地域振興特別委員会」につ

きましては、引き続き存置し、「ＩＲ・観光振

興対策特別委員会」、「九州新幹線西九州ルー

ト・交通対策特別委員会」につきましては、こ

れを「観光振興・交通対策特別委員会」に改組

し、「人口減少・雇用対策特別委員会」につき

ましては、設置することとし、付議事件等は、

お手元の特別委員会の付議事件等一覧表のとお

りとすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 これより、各特別委員会の委員並びに正副委

員長の選任を行います。 

 「離島・半島地域振興特別委員会」及び「観

光振興・交通対策特別委員会」、並びに「人口

減少・雇用対策特別委員会」は、10名をもって

構成し、お手元の名簿のとおり、それぞれ選任

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり選任することに決定され

ました。 

 これより、長崎県病院企業団議会議員の選挙

を行います。 

議場を閉鎖いたします。 

〔議場閉鎖〕 

〇議長(瀬川光之君） ただいまの出席議員は、

46名であります。 

 お諮りいたします。 

 選挙立会人2名を、議長において指名いたし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、石本政弘議員及び久保田将誠議員を

指名いたします。 

投票用紙を配付いたさせます。 

〔投票用紙配付〕 

〇議長(瀬川光之君） 投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） 配付漏れ なしと認めま

す。 

石本政弘議員及び久保田将誠議員の立ち会い

をお願いいたします。 

〔選挙立会人・立ち会い〕 

〇議長(瀬川光之君） 投票箱を改めます。 

〔投票箱点検〕 

〇議長(瀬川光之君） 異状なしと認めます。 

 本選挙につきましては、地方自治法第118条

第1項の規定に基づき、公職選挙法を準用いた

します。 

 この際、念のため申し上げます。 

 投票は、単記無記名でありますので、投票用

紙に、被選挙人の氏名1名のみを記載のうえ、

点呼に応じて順次、ご投票を願います。 

氏名を点呼いたさせます。 

〔点呼・投票〕 

〇議会事務局長(木下 忠君）宮島議員、宮本

議員、赤木議員、中村泰輔議員、饗庭議員、堤

議員、下条議員、山下議員、北村議員、浦川議

員、久保田議員、石本議員、中村一三議員、大

場議員、山口経正議員、麻生議員、川崎議員、

坂本 浩議員、深堀議員、山口初實議員、近藤

議員、宅島議員、松本議員、ごう議員、山本啓

介議員、前田議員、山本由夫議員、吉村議員、
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大久保議員、中島浩介議員、浅田議員、山田博

司議員、堀江議員、山田朋子議員、西川議員、

外間議員、瀬川議員、坂本智徳議員、中村和弥

議員、徳永議員、中島●義議員、溝口議員、中

山議員、小林議員、田中議員、八江議員。 

〇議長(瀬川光之君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） 投票漏れ なしと認めま

す。 

 投票を終了いたします。 

 これより、開票をいたします。 

〔開  票〕 

〇議長(瀬川光之君） 選挙の結果を報告いたし

ます。 

 投票総数46票。うち有効投票45票、無効投票

1票であります。 

 有効投票中、近藤智昭議員24票。大場博文議

員20票。山田博司議員1票。 

 以上のとおりであります。 

 本選挙の法定得票数は、6票であります。 

この結果、近藤智昭議員、大場博文議員が、

長崎県病院企業団議会議員に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場閉鎖解除〕 

〇議長(瀬川光之君） 次に、知事より、第1号

議案乃至第93号議案の送付がありましたので、

これを一括上程いたします。 

ただいま、上程いたしました議案について、

知事の説明を求めます－知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 本日、ここに、

令和2年2月定例県議会を招集いたしましたとこ

ろ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜り、

厚く御礼を申し上げます。 

 説明に入ります前に、このたびの新型コロナ

ウイルス感染症により、湖北省をはじめ中国国

内では、多くの尊い命が失われ、国内において

も、感染者の方がお亡くなりになるなど、依然

として感染拡大が続いております 

 県民を代表して、お亡くなりになられた方々

に深く哀悼の意を表しますとともに、治療を受

けられている皆様に心からお見舞いを申し上げ

ます。 

 中国と深い友好交流の絆で結ばれている本県

としては、できる限りの支援を行ってまいりた

いと考え、長崎市と合同で医療関係物資を湖北

省等へお送りしたところであり、一日も早く事

態が収束し、中国の皆様方が平穏な生活を取り

戻されることを心からお祈りいたします。 

 それでは、開会に当たり、県政運営について

所信を申し述べますとともに、令和2年度当初

予算案について、その概要をご説明申し上げま

す。 

 来年度は、「長崎県総合計画 チャレンジ2020」

の最終年度を迎え、計画に掲げられている目標

達成の実現に向けた集大成の年度となります。 

 この間、私は、総合計画の基本理念である

「人、産業、地域が輝く たくましい長崎県づ

くり」に力を注ぎ、県民の皆様と思いを共有し

ながら、総力を結集し、福祉・医療・子育て支

援の充実、産業の活性化と雇用の場の拡大、地

域の創意工夫を活かした地域づくりなどに全力

で取り組んでまいりました。 

 特に、人口減少や県民所得の低迷、地域活力

の低下という本県の抱える構造的課題について

は、「県民所得向上対策」や「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を策定のうえ、目標を明ら

かにして、各種施策を積極的に展開してきたと

ころであります。 

 現状においては、大学新卒者の県内就職率の

伸び悩みに加え、世界的な海運市況低迷による
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県内造船の受注量減少等の影響を受け、基幹産

業である造船関連の従業員数が減少するなど、

人口減少等の課題解決までには至っていない状

況であります。 

 しかしながら、県外からの移住者数並びに企

業誘致等による雇用創出は順調に推移するとと

もに、県民所得の増加や高校新卒者の県内就職

率の上昇に加え、一部の離島地域における人口

の社会減の大幅な改善など、明るい兆しも見え

始めております。 

 さらに今日、本県では、九州新幹線西九州

ルートの開業を見据えた県下各地での新たなま

ちづくりや、長崎港松が枝国際観光船埠頭の2

バース化、特定複合観光施設（ＩＲ）区域認定

に向けた取組など、様々なプロジェクトが同時

並行的に進められているところであります。 

 また、産業面では、研究開発型の企業立地や

成長分野における企業の事業展開など、新たな

産業構造への転換に向けた動きも出てきており、

県としては、100年に一度とも言うべき、こう

した変革の流れを県内経済の活性化に結びつけ

てまいりたいと考えております。 

 このような中、予算編成に当たっては、まず、

地域経済の下支えと県民の安全・安心の観点か

ら、国の経済対策に迅速に取り組むこととし、

経済活動の基盤となる道路整備、河川等の防

災・減災対策、県立学校の高速通信ネットワー

ク整備及び対馬地域における交流人口の拡大施

策等に力を注いでまいります。 

 そして、経済対策補正予算と令和2年度当初

予算を一体的に編成し、「第2期長崎県まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に基づき、本県の未

来を切り拓くための力強い政策群を投入するこ

とにより、地方創生が大きく前進するよう、県

議会のご支援とご協力を賜りながら、この一年、

全力を尽くしてまいります。 

－人口減少対策の推進－ 

 我が国では、長年にわたり増加してきた人口

が、減少に転じたことから、政府においては、

総合戦略を策定し、人口減少を克服して、将来

にわたって成長力を確保するための対策を進め

てきたところであります 

 現状において、国の総合戦略の期間である平

成27年度から30年度までの4年間は、東京圏へ

の一極集中が依然として続いており、地方にお

ける生産年齢人口の減少は著しく、全体的な人

口減少を女性や高齢者の社会進出が補う状況に

あります。 

 一方、本県では、平成27年度に「長崎県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、

様々な対策を講じた結果、企業誘致や県内製造

業等への支援を通した雇用が創出されているも

のの、大学新卒者の県内就職率の伸び悩み等も

あり、引き続き、その課題解決に向けた対策を

強化する必要があると考えております 

 そのため、若者の県内定着に向けて、県内就

職の促進と県内企業の採用力強化の両面から対

策を講じることとし、大学生に向けては、本県

及び福岡県を中心に県内就職を促す情報発信を

強化するとともに、インターンシップ等を通し

て学生と企業との交流を促進し、合同企業面談

会や合同就職説明会に至るまで、一体的に施策

を推進してまいります。 

 併せて、企業の採用力強化に向け、新たに人

材活躍支援のための体制を整備し、個々の企業

の特性に応じたきめ細かな支援を実施するほか、

県内外の多様な求職者と県内企業を結びつけて

まいります。 

 一方、移住促進に向けては、本県に移住され

た方々の暮らしなどの情報発信を充実するほか、
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県外からの創業希望者の掘り起こし、農業・漁

業の集落移住促進のための農漁村生活体験、住

まいの確保対策及び農業・漁業へのＵ・Ｉター

ン者の就業支援等を強化するとともに、移住者

の裾野拡大を目指して、新たに「関係人口」の

創出に向けた施策を展開してまいります。 

 そして、妊娠、出産、子育てへの切れ目のな

い支援や社会全体で結婚・子育てを応援する機

運の醸成を行うほか、待機児童解消に向けた受

け皿の整備と担い手となる保育人材の確保に取

り組んでまいります。 

 さらに、人々が互いに支え合いながら、幸せ

に日々の暮らしを送り、産業や地域に活気が溢

れる長崎県であり続けるため、Society5.0時代

を見据えて、ＡＩ・ＩｏＴを活用し、未来技術

につながるための基盤整備を積極的に進めると

ともに、「持続可能で、誰一人取り残さない」

社会の実現というＳＤＧsの理念も踏まえ、産

業、福祉及び教育施策等を推進してまいります。 

 それでは、このような基本的姿勢に基づく、

新年度の主な施策について、「長崎県総合計画 

チャレンジ2020」の5つの将来像と10の基本戦

略に沿って、ご説明いたします。 

－長崎県総合計画 チャレンジ2020の推進－ 

 １ 交流でにぎわう長崎県 

（交流を生み出し活力を取り込む施策の推進） 

 本県観光の動向については、「長崎と天草地

方の潜伏キリシタン関連遺産」の登録効果によ

り観光客が大きく増加した地域がある一方、昨

年7月以降の韓国人観光客の減少や台風・大雨

などの影響から厳しい状況も見受けられます。 

 また、外国人観光客については、過去最高を

記録しておりますが、九州各県と比較して低い

伸び率に留まっております。 

 本年は、東京2020オリンピック・パラリン

ピックの開催を契機として、訪日外国人観光客

のさらなる拡大が期待されることから、本県の

魅力発信と併せ、ハード・ソフト両面での受入

環境の質を向上させ、満足度を高めてリピー

ターの増加につなげられるよう各種施策を強力

に推進してまいりたいと考えております。 

 インバウンドの誘客拡大については、個人旅

行化が急速に進展している中、東アジアにおい

て、訪日旅行に関心がある階層などターゲット

を絞り込んだうえで、ＰＲ動画をウェブ上で配

信し、効果検証を行うなどのデジタルマーケ

ティングに新たに取り組んでまいります。 

また、東アジア、東南アジア及び欧米豪の地

域において、各市場の特性に応じ、メディアや

旅行会社、航空会社などと連携した情報発信を

充実・強化することとしております。 

 国際航空路線については、昨年、連続チャー

ターとして運航された台湾線の定期化に取り組

むとともに、就航1周年を迎えた香港線や週3便

へ増便された上海線の安定的な搭乗率の確保に

向けて、利用促進に努めてまいります。 

 国内の誘客拡大については、誰もが安心して

旅行を楽しむ環境を整備するため、旅行者への

事前案内機能を備えたユニバーサルツーリズム

センターの長崎空港内への開設や宿泊施設での

入浴介助等のネットワーク構築を支援するほか、

観光地や宿泊施設のバリアフリー情報の発信や

県内外の旅行需要の開拓に取り組むなど総合的

な対策を推進してまいります。 

 また、令和4年度に開業を迎える九州新幹線

西九州ルートについては、その開業効果を最大

限に高めるため、「新幹線開業に向けたアク

ションプラン」に基づき、市町・民間団体と連

携し、2次交通対策や観光資源の活用策等を推

進するとともに、新たなモビリティサービスの
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導入に向けた指針を策定してまいります。 

 一方、中華人民共和国駐長崎総領事館が開設

35周年を迎えることから、訪中団の派遣や長崎

県美術館における「日中絵画展」の開催等を通

して、長年にわたり築いてきた本県と中国との

友情を深め、交流の絆をさらに強固なものにし

てまいりたいと考えております。 

 このほか、朝鮮通信使を活用した情報発信や

交流イベントにより、韓国との交流を促進する

とともに、ベトナムについては、ホイアン市と

連携した情報発信や御朱印船を活用した民間交

流を促進することにより、本県の認知度向上や

交流拡大に取り組んでまいります。 

 さらに、本年は、被爆75年を迎え、発効後50

年となる核不拡散条約（ＮＰＴ）運用検討会議

が開催される節目の年であることから、長崎市

や関係団体と連携しながら被爆の実相をより多

くの方に理解していただけるよう、ローマ教皇

の平和のメッセージや長崎訪問の状況を発信す

ることと併せ、被爆体験の県内外への周知及び

核兵器廃絶に向けた活動を推進してまいります。 

（交流を支える地域を創出する施策の推進） 

 令和4年度の新幹線開業に向けて、長崎駅周

辺の魅力あるまちづくりが進められております

が、来る3月28日、長崎市川口町から長崎駅ま

での在来線約2.5kmの区間が高架線路へと切り

替わり、併せて、長崎駅、浦上駅の新駅舎が開

業する運びとなりました。 

 高架線路への切替えにより、踏切での交通渋

滞や事故の危険性が解消され、安全で円滑な交

通環境が確保されるとともに、東西市街地の一

体化により、地域の発展と賑わいの創出が図ら

れるものと考えております。 

 一方、本県は、若年層を中心とした県外への

転出者が多いことから、若者の県内定着対策と

併せて、本県へ移住を希望する方々の裾野を広

げていくことが、重要な課題であり、地域間競

争が激しくなる中、対策の一層の強化が必要で

あります。 

 そのため、地域おこし協力隊による情報発信

員を新たに配置し、県内各地のひと・しごと・

くらしの実情を移住者の視点で発信するととも

に、移住者の方々と協働し、ＳＮＳ等を活用し

た情報発信の仕組みづくりに取り組むことで、

移住希望者のさらなる掘り起こしを進めてまい

ります。 

 このほか、「ながさき移住サポートセンター」

を通した、移住検討段階から定住までのワンス

トップ支援体制によるきめ細かなサポートの充

実に加え、東京23区からの移住支援や住宅支援

員による賃貸物件のマッチング、空き家を改

修・提供する民間団体の育成などに引き続き取

り組んでまいります。 

 また、人口減少が進み、地域を支える担い手

の確保が課題となる中、地域と都市部の住民・

企業等が継続的に多様な形で関わる「関係人口」

の創出・拡大を進めることも重要であります。 

 そのため、市町と連携したパブリシティ活動

や地域・産業の魅力を積極的に情報発信するこ

とで、本県に興味・関心を持つファン層を掘り

起こすことと併せ、地方において、仕事と休暇

を組み合わせた滞在型テレワークを行う都市部

企業とのマッチングツアーを推進してまいりま

す。 

 加えて、本県スタートアップ企業の交流拠点

である「ＣＯ－ＤＥＪＩＭＡ」において、首都

圏の交流拠点との連携を強化し、県内の課題解

決に向けた提案や実証に向けた交流事業を展開

してまいります。 

 これらの施策に加え、人口減少が著しい半
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島・過疎地域等では、新たな雇用創出につなが

る事業拡大にチャレンジする事業者などを支援

しておりますが、関係団体と連携した事業者の

掘り起こしの強化や採択事業者のフォローアッ

プ等に努め、雇用創出効果をさらに高めてまい

ります。 

2 地域のみんなが支え合う長崎県 

（互いに支えあい見守る社会をつくる施策の推

進） 

 人口減少と少子・高齢化が進行する中、人生

100年時代の到来を間近に控え、障害がある方

や高齢者など、県民の誰もが、地域でお互いに

支えあいながら、心豊かな生活ができるよう、

医療・介護・福祉サービスの充実を図るととも

に、誰もが安心して暮らし、生きがいを持って

生活できる地域づくりの推進が大切であると考

えております。 

 そのため、地域医療構想に基づく効率的で質

の高い医療提供体制の整備を推進するとともに、

地域医療で求められている総合診療医を養成す

るための研修資金の貸与や、へき地診療所に勤

務する前の医師に対する研修支援のほか、ヘリ

コプターを活用した離島への医師派遣など、地

域における医療体制づくりを推進してまいりま

す。 

 また、地域包括ケアシステムについては、令

和5年度末までの県内全域での構築に向けて、

将来の人口推計や福祉資源の情報を地図上に可

視化し、地域の課題把握や分析に取り組むほか、

医療資源が不足する地域における在宅医療提供

体制の構築を進めることとしております。 

 さらに、2040年問題に対応する観点から、地

域住民主体による集落維持の仕組みづくりに向

けた地域運営組織の立ち上げや育成の強化を図

るとともに、民間企業やＮＰＯ団体等と連携し

た地域における生活支援サービスの推進に努め

てまいります。 

 一方、子どもの貧困対策については、長崎県

ひとり親家庭等自立促進センターに総合相談窓

口を設置するとともに、市町や民間団体とも協

働しながら、子どもの居場所づくりや学習支援

並びにフードバンクシステムの普及促進に努め

てまいります。 

 加えて、児童や家庭に関する問題について、

地域に密着した相談・支援体制を強化するため、

県内3カ所目となる児童家庭支援センターを島

原地区に設置いたします。 

 また、ギャンブル等依存症対策については、

去る1月29日に公表した「長崎県ギャンブル等

依存症対策推進計画」に基づき、相談支援体制

の強化や予防教育・啓発等に関する施策を推進

するとともに、治療拠点機関となる長崎大学病

院と連携のうえ、ギャンブル等依存症患者が適

切な治療を受けられるよう、医療提供体制の整

備を進めてまいります。 

 さらに、特別支援学校と農業法人等が連携し、

障害のある生徒の農業分野における就労支援と

キャリア教育の充実を図るほか、新たに芸術文

化活動を通じた障害者の社会参加を推進するた

めの拠点を設置し、相談体制の整備や人材育成、

発表の機会の拡大に力を注いでまいります。 

（生きがいを持って活躍できる社会をつくる施

策の推進） 

 県民の皆様がいつまでも健康で、生きがいを

持って活躍できる環境づくりを進めるためには、

県民の健康寿命の延伸や女性の活躍の場を拡大

し、多様な主体が支えあう体制を構築していく

必要があります。 

 そのため、健康長寿日本一の長崎県づくりに

ついては、「食」と「運動」を通した健康づく
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りや県内企業への健康経営の普及促進並びに高

齢者の口腔ケアの推進などに取り組むとともに、

健康長寿メイト制度やポータルサイトの充実な

ど、県民の皆様お一人おひとりの健康を支え、

楽しく取り組める環境づくりを推進してまいり

ます。 

 また、元気で生きがいを持って活躍できる社

会に向けて、引き続き、「ながさき生涯現役応

援センター」における、就業・社会参加意欲が

ある高齢者を対象とした相談対応や市町等と連

携したセミナーの開催など、元気な高齢者の社

会参画を支援してまいります。 

 さらに、女性の職業生活における活躍を目指

し、一般事業主行動計画の策定を加速するとと

もに、女性登用や働きやすい職場環境づくりに

積極的に取り組む女性活躍推進企業の認知度向

上を図るほか、女子大学生の企業訪問及び女性

社員との意見交換を実施するなど、「ながさき

女性活躍推進会議」と連携しながら、女性が働

きやすい職場環境づくりを進めてまいります。 

 このほか、義務教育段階の教育を十分に受け

ていない方々に対し、その能力に応じた教育の

機会を確保するため、夜間中学の設置にかかる

調査・研究を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

3 次代を担う『人財』豊かな長崎県 

（次代を担う子どもを育む施策の推進） 

 人口の自然減に歯止めをかけるには、少子化

の最大の要因である未婚化・晩婚化の進行を抑

え、県民の皆様が希望どおりに結婚、妊娠・出

産し、安心して子育てができる地域社会を実現

していく必要があると考えております。 

 そのため、結婚を希望する方々や子育て家庭

を県全体で応援する機運の醸成を図るため、各

企業や団体の皆様方に、従業員の方々の結婚や

子育ての応援を宣言いただく取組を引き続き推

進するほか、マスメディアと連携した効果的な

情報発信に力を注いでまいります。 

 また、結婚支援については、長崎県婚活サ

ポートセンターの開所日時の拡大やお見合いシ

ステム登録料の割引キャンペーンにより、利便

性の向上及び新規会員の獲得を目指すとともに、

会員向けのセミナーや独身者の親世代に向けた

相談会の実施など、個人への結婚支援や職域結

婚の活性化に向けた企業間交流を一体的に行う

など、総合的な結婚支援を実施してまいります。 

 子育て施策については、妊娠期から子育て期

まで、切れ目のない支援を提供する「子育て世

代包括支援センター」の市町への設置を促進す

るほか、育児負担の軽減のため、子育て世代に

対し、地域における育児支援や男性の家事参画

等にかかる情報発信を充実することとしており

ます。 

 また、保育人材の確保については、就職合同

面談会や修学資金の貸付を行うとともに、子育

て支援員の養成や潜在保育士の再就職支援に取

り組んでまいります。 

 このほか、子育て世代の住環境の改善に向け、

多子世帯等のリフォーム工事や中古住宅の取得

を市町と連携して支援してまいります。 

 一方、子どもたちが、グローバル化や技術革

新の進展など変化の激しい社会を主体的・創造

的に生き抜いていくためには、多様な人々との

協働を通して課題を解決できる資質・能力を備

えた「確かな学力」を身につけることが必要で

あると考えております。 

 そのため、情報技術が急速に進化する中、

Society5.0時代に向けた学校教育の一層の充実

を図るため、全ての県立学校に、高速・大容量

の教育用通信ネットワークの整備を進めてまい



令和２年長崎県議会・２月定例会（２月２５日） 

 ― 20 ―

ります 

 また、国際的な視野を持って社会を牽引する

人材を育成するため、海外での語学研修とグ

ローバル企業への訪問研修並びに県内の大学と

連携し、生徒の能力や関心に応じて大学で高度

な学びに取り組むことができる教育カリキュラ

ムを構築することとしております。 

 さらに、高校生の離島留学については、広報

活動の強化や体験入学制度の充実により、入学

者が増加しておりますが、県外からの進学を積

極的に受け入れることとし、新たに帰省費支援

を行うなど、制度のさらなる充実を図ってまい

ります。 

 一方、今年度の幼児教育・保育の無償化に続

き、来年度から、学生・生徒が、経済的理由に

より進学等を断念することがないよう、高等教

育の修学支援にかかる新たな制度が開始されま

す。 

 県においては、県立大学及び私立専門学校に

おいて、その経済的負担を軽減することにより、

修学の機会が幅広く得られるよう、支援を行っ

てまいります。 

 また、私立高校等についても、来年度から、

年収目安が一定額未満の世帯における生徒を対

象として、授業料に対する就学支援金制度が拡

充されます。 

 県では、国の制度拡充の対象とならない一定

の世帯に対して、本県独自に授業料の軽減措置

を講ずることにより、国の施策と一体的に制度

の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 さらに、高校生の遠距離通学にかかる支援制

度を大幅に拡充し、子どもたちが安心して学ぶ

ことができる教育環境の整備に力を注いでまい

ります。 

（産業を支える人材を育て、活かす施策の推進） 

 全国的に人手不足が深刻化する中、産業振興

や地域の活性化を図るうえで、人材の安定的な

育成・確保が大きな課題となっており、県内企

業においても、一層の人材採用力の強化が求め

られております。 

 そのため、県内企業の皆様には、求人票の早

期提出や雇用環境の改善並びに昇進等の道筋を

示したキャリアパスの導入推進を働きかけてま

いりましたが、こうした動きをさらに促進する

ため、総合就業支援センターの機能を見直した

うえで、新たに人材活躍支援センターを設置し、

勤務条件等の改善など企業の採用力強化に向け

て、関係機関と連携した伴走型の支援を実施し

てまいります。 

 併せて、同センターに無料職業紹介機能を新

たに付加し、県内外の卒業後数年以内の既卒者

や就職氷河期世代の方々を含む多様な求職者と

県内企業とのマッチングを図ることで、産業人

材の確保を後押ししてまいります。 

 一方、若者の県内就職対策については、大学

生対策として、県内外へ進学した大学生の保護

者あてに、県内就職支援に関する県の施策を紹

介するお手紙を送付するとともに、民間放送局

と連携した企業ＣＭの放映及び交流会等の就職

イベントの集中的な開催等を通して、県民全体

の県内就職促進に対する意識の醸成を図ってま

いります。 

 さらに、県内大学等との協定締結を推進し、

大学発の県内定着対策の支援や女子学生を対象

とした企業との交流会を実施してまいりたいと

考えております。 

 高校生対策としては、県内高校へのキャリア

サポートスタッフの配置を拡充し、生徒の希望

に沿った県内求人の開拓に取り組むとともに、

校内企業説明会や企業見学会を通して県内企業
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に関心を持っていただけるよう就職支援策を講

じてまいります。 

 Ｕターン就職対策については、本県出身の学

生が多い福岡地区への対策を強化することとし、

新たに学生の県人サークルを設置し、学生と企

業との交流会や大学での学生相談会を開催する

ほか、県外からのインターンシップ参加等にか

かる旅費を支援してまいります。 

 このほか、県内の中学生が地元企業の協力を

得ながら、仮想会社設立等に取り組む職業体験

学習を推進することにより、ふるさとへの理解

を深め、本県の将来を担うための実践力を育む

学習プログラムの展開を進めてまいります。 

 一方、県立大学においては、高い専門性と実

践力を身につけた情報セキュリティ人材の育成

に努めておりますが、大学の特色強化と企業と

の連携を一層推進するため、本県の強みを生み

出す拠点として、県立大学情報セキュリティ産

学共同研究センター（仮称）を整備してまいり

ます。 

 また、令和3年4月に、情報セキュリティ学科

の入学定員を40名から80名に増員する予定とし

ており、産学の共同研究機能とＩＴ人材の育成

を強化してまいります。 

 農林水産業の人材確保については、農業分野

において、新規就農者の半数を占める農家出身

のＵターン対策を強化することとし、新たに産

地自ら研修生の受入れを行う「産地主導型就農

ルート」を構築するなど地域の就農支援体制を

強化するとともに、新規就農相談センターによ

る技術習得支援研修の受入れを拡大してまいり

ます。 

 水産業分野においては、漁業就業のための技

術習得研修について、受入促進や独立前の支援

期間の延長に取り組むほか、さらなる漁業就業

者の確保を図るため、県内高校生はもとより、

県外の高校生へも水産事業者と連携し、県内へ

の就職を働きかけることとしております。 

 このほか、外国人の活用においては、各産業

での人材の育成・確保を図るため、昨年10月に

人材交流に関する覚書を締結したベトナム国

クァンナム省からの技能実習生の受入れ等を進

めるほか、特に、高い日本語能力が求められる

介護分野では、受け入れを行う介護施設等に対

し、入国後の日本語教育に対する支援を実施し

てまいります。 

 また、農業分野においては、農業サービス事

業体からの外国人材の派遣による安定的な労力

確保システムの構築を目指しており、昨年から

島原半島をモデルとして受け入れを開始してお

りますが、引き続き各地域への受入拡大に力を

注いでまいります。 

4 力強い産業を創造する長崎県 

（たくましい経済と良質な雇用を創出する施策

の推進） 

 ＡＩ・ＩｏＴを活用したイノベーションによ

り世界中で革新的なビジネスやサービスが生み

出される中、本県においても、産学官の連携を

深めながら、造船関連産業を中心に培われてき

た優秀な人材や高い技術力など本県の強みを活

かした基幹産業の創出に力を注いでいく必要が

あると考えております。 

 そのため、新たな基幹産業の創出に向けた、

今後10年間のロードマップを策定し、企業間連

携の促進や専門人材の育成など、積極的な施策

を推進しているところであります。 

 海洋エネルギー関連産業については、昨年12

月に本県五島市沖が「再エネ海域利用法」に基

づく促進区域に指定されたところであり、洋上

風力発電の商用化に備えた共同受注体制の整備
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を推進するとともに、日本財団の支援をいただ

きながら、専門人材の育成を行う長崎海洋アカ

デミーの開講を目指してまいります。 

 航空機関連産業については、さらなるサプラ

イチェーンの充実・強化を図るため、設備投資

や技術力向上、ビジネスマッチングの支援に加

え、企業と大学との技術革新を見据えた共同研

究の促進など、県内企業の状況に応じた支援に

努めるとともに、今後の一貫生産体制構築に向

けた国内外の市場環境調査などを実施してまい

ります。 

 また、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット関連産業につ

いては、様々な産業分野への普及を図るための

新製品や新サービスの創出、事業拡大の推進に

加え、県内のサプライヤーとユーザー企業をつ

なぎ、先端技術の導入効果を検証する対策と併

せ、産学官による研究会を設置し、新技術の開

発や人材育成について協議してまいりたいと考

えております。 

 一方、地域経済における雇用の担い手や多様

な技術・技能の担い手として、小規模事業者は

重要な役割を果たしており、その振興や後継者

対策が重要であると考えております。 

 そのため、小規模事業者の持続的発展等を目

指す商工団体等の支援計画づくりの推進や地域

の事業者が連携した外貨獲得に向けた事業に対

する支援のほか、事業承継の課題に直面する事

業者への個別支援体制の充実や県外からの移住

者を含む創業希望者と廃業希望者とのマッチン

グの強化などに力を注いでまいります。 

 一方、企業誘致については、去る2月18日、

福岡県に本社を置く株式会社ゼンリンが、長崎

市への立地を決定されました。同社は、5年間

で12人を雇用して、ＡＩを活用した地図データ

作成に関する研究開発を行うこととされており

ます。 

 また、昨年11月に「長崎イノベーションラボ」

を開設した京セラコミュニケーションシステム

株式会社は、オフィスを拡張して、地元大学等

との共創の場となるオープンラボを新たに設置

することを決定されました。これにより、同社

の雇用計画数は50人増加して100人となり、ク

レインハーバー長崎ビルは満床となりました。 

 さらに、2月4日には、平成27年に大村市に立

地した大川原製作所の子会社である、オーカワ

ラテック株式会社の新工場が西諫早産業団地内

に完成し、竣工式が執り行われました。同社は、

21人体制で、医薬・食品・化学関連装置の製造

等を行うこととされております。 

 このほか、大村市への立地が決定しておりま

した、株式会社電溶工業と1月28日に立地協定

を締結したところであります。 

 今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化に

つながるよう地元自治体等と連携しながら、企

業誘致の推進に努めてまいります。 

（元気で豊かな農林水産業を育てる施策の推 

進） 

 環太平洋パートナーシップ協定や日本・欧州

連合経済連携協定の発効に続く日米貿易協定な

ど、我が国の第一次産業を取り巻く環境が大き

く変化する中、たくましい農林水産業を育成す

るためには、産地計画、地域別施策展開計画を

基軸としながら、先端技術の活用による生産性

向上や経営力強化に向けた施策を推進していく

必要があります。 

 そのため、農林業においては、園芸産出額

1,000億円の達成を目指し、県内企業との連携

により、コストを抑えた本県独自の統合環境制

御技術の開発を目指すとともに、高収量を実現

するための栽培指針を作成し、普及・拡大に努
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めてまいります。 

 さらに、ＡＩ・ＩｏＴを活用した高度な環境

制御技術の開発を目指した拠点施設を農林技術

開発センター内に整備し、花き栽培技術の高度

化を推進するとともに、ドローンやロボットな

ど先端技術を活用したスマート農業の普及並び

に機械導入支援等に取り組み、農作業の効率化

等による就業環境の改善を図ることとしており

ます。 

 また、畜産産出額600億円の達成に向け、畜

産クラスター計画に基づく牛舎や鶏舎等の整備、

優良家畜の導入、全国和牛能力共進会鹿児島大

会に向けた出品候補牛の確保と併せ、担い手の

規模拡大や生産性向上に向けた農業生産基盤の

整備、新規就業者の確保・育成に力を注いでま

いります。 

 一方、水産業については、近年の台風の大型

化等による定置網漁具の被害の増加に対し、新

たに定置網経営体が行う気象変化に備えた漁具

改良や省力化にかかる対策を支援することとし、

海域及び操業形態に応じた経営モデルの確立を

目指してまいります。 

 このほか、養殖業の成長産業化に向け、国の

支援事業を積極的に活用しながら、大規模漁場

創出のための漁場再編や利用度の低い遊休漁場

等への新規参入、施設整備への支援等による産

地強化を推進してまいります。 

 また、県産品の輸出においては、さらなる輸

出拡大を目指し、中国向け鮮魚等の新たな輸送

ルートの開拓、商材の掘り起こし及びトップ

セールスによる既存取引先との関係強化に取り

組むこととしております。 

 さらに、中国や韓国、香港を中心に、総合

フェアや飲食店での販売促進プロモーション活

動の展開と併せ、県産品をはじめとした本県の

魅力の総合的な発信により、本県への誘客拡大

並びに輸出促進を図ってまいります。 

5 安心快適な暮らし広がる長崎県 

（快適で安全・安心な暮らしをつくる施策の推

進） 

 県民の皆様に住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けていただくためには、犯罪や交通事故の

ないまちづくりを推進するとともに、頻発・激

甚化している自然災害から県民の皆様の生命・

財産を守るための総合的な防災・減災、国土強

靭化対策を講じていくことが大切であります。 

 そのため、自主防災組織の活動支援や消防団

員の確保対策の推進に加え、将来の消防力の維

持・強化に向けた消防の広域化に関する研究を

進めるとともに、河川・土砂災害のハザード

マップや要配慮者利用施設の避難確保計画づく

りなどソフト面の対策を推進してまいります。 

 一方、ハード面の対策については、国の「防

災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対  

策」を踏まえ、土木、農林関係をはじめとする

防災インフラの積極的な整備を進めてまいりま

す。また、新たに創設された有利な地方債を活

用し、河川の浚渫に重点的に取り組むとともに、

急傾斜地及び道路法面等の防災対策に力を注い

でまいります。 

 石木ダムについては、川棚川の抜本的な治水

対策と佐世保市の慢性的な水源不足解消のため

には必要不可欠な事業であり、全国各地で自然

災害が頻発する中、その重要性は一層高まって

いるものと考えております。 

 現場の安全を確保しながら、事業の着実な進

捗に努めるとともに、地元の方々に対し、県民

の安全・安心確保のため、事業に協力していた

だけるよう、粘り強く働きかけを続けてまいり

ます。 
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 今後も、本事業を取り巻く状況の変化を見極

めながら、適切に対処し、令和7年度末の完成

を目指して、佐世保市及び川棚町と一体となっ

て事業の推進に努めてまいります。 

 一方、国境離島地域の振興については、平成

29年の「有人国境離島法」施行以降、新設され

た国の交付金を有効に活用しながら、地元市町

と一体となって、雇用機会の拡充や滞在型観光

の促進などに取り組んでまいりました。 

 国境離島地域の人口については、計画を上回

る改善が図られており、令和元年の関係5市町

の社会減は644人となり、特に五島市において

は、市町村合併後初となる社会増が実現される

など、「有人国境離島法」に基づく各種施策の

成果が着実にあらわれているものと考えており

ます。 

 今後、こうした成功事例が他の地域へ波及す

るよう関係市町と情報共有を十分に図りながら、

国境離島地域の振興と人口減少の抑制に全力を

注いでまいります。 

 また、しまの産品の振興による地域活性化を

図るため、食品流通専門の団体と連携しながら、

消費者視点を重視した商品開発やブランド化の

推進並びに販路拡大を見据えた生産力の向上な

ど官民一体となったプロジェクトを展開してま

いります。 

（にぎわいと暮らしを支える社会基盤を整備す

る施策の推進） 

 多くの離島・半島を有する本県において、交

流人口の拡大や産業の振興による地域の活性化

を図るためには、それを支える新幹線や道路等

の社会基盤の計画的な整備を推進していく必要

があります。 

 幹線道路の整備については、島原道路の諫早

インター工区において、九州横断自動車道と接

続する諫早インターから小船越インター間の約

1.6kmが来月22日に完成供用し、既に部分供用

している栗面インター間と合わせて工区全体の

約4.3kmが完成することとなりました。この整

備により、諫早市街地の国道34号、57号の交通

混雑が緩和されるとともに、高速性・定時性が

確保され、地域活性化や救急搬送支援に大きく

寄与するものと期待しております。 

 今後も残る工区について、早期完成が図られ

るよう、引き続き、全力で取り組んでまいりま

す。 

 一方、人口減少や少子・高齢化など多くの課

題を抱える本県にとって、ＡＩ・ＩｏＴなど急

速に進展する先端技術を積極的に取り込み、産

業振興や地域課題の解決に活用していくことが

重要であります。 

 そのため、先進的な活動を行っている団体や

事業者、大学、通信事業者など、官民が連携し

た組織を立ち上げ、「ながさきＩＣＴ戦略」に

代わる新たな戦略づくりを推進し、Society5.0

社会を展望しながら、各分野における先端技術

導入の促進に力を注いでまいりたいと考えてお

ります。  

 それでは、次に、これまでの5つの将来像に

沿った事業以外の主な施策や懸案事項などにつ

いて、ご報告を申し上げます。 

（特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進） 

ＩＲ区域の整備については、去る1月7日、カ

ジノ管理委員会が内閣府の外局として新たに設

置され、カジノ免許の付与や事業者の監督など

に関する具体的なルールづくりが進められてい

るところであります。 

 こうした中、去る2月1日、本県のＩＲ区域整

備を見据え、九州への波及効果の最大化に向け

た方策等を議論する「日経統合型リゾートセミ
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ナーｉｎ九州」が日本経済新聞社の主催により、

九州地方知事会、九州経済連合会及び九州観光

推進機構の後援のもと、福岡市において開催さ

れ、経済界の皆様をはじめ、約300名の方々が

参加されました。 

 当日は、本県から、九州・長崎ＩＲの目指す

姿や県・市の取組を紹介するとともに、その実

現に向けて、強く協力を呼び掛けたところであ

ります。 

 今後とも、県議会や県民の皆様のご意見を伺

いながら、本県のみならず、九州の観光及び地

域経済の活性化に寄与し、我が国の発展にも貢

献する九州・長崎ＩＲの実現に力を注いでまい

ります。 

（九州新幹線西九州ルートの整備促進） 

 九州新幹線西九州ルートについては、昨年8

月に与党整備新幹線建設推進プロジェクトチー

ム九州新幹線（西九州ルート）検討委員会から、

整備のあり方等に関する基本方針が示され、フ

ル規格により整備することが適当であり、国土

交通省に対して、関係者間での協議を実施する

よう求めたところであります。 

 これを受け、昨年12月には、国土交通大臣と

佐賀県知事との会談が行われ、新鳥栖・武雄温

泉間の整備にかかる協議のあり方について、事

務的な確認を行うことで意見が一致し、現在、

国土交通省と佐賀県との間で調整が行われてお

りますが、いまだ協議の開始には至っていない

状況であります。 

 県としては、早期に具体的な協議が開始され

ることを期待しており、西九州ルートの関係者

として、議論の前進に向け、積極的に対応する

など、全線フル規格による整備の実現に力を注

いでまいりたいと考えております。 

（県庁舎の跡地活用） 

 県庁舎の跡地活用については、この地の歴史

を活かしながら、新たな賑わいの場を創出する

ため、「広場」、「交流・おもてなしの空間」、

「質の高い文化芸術ホール」をはじめとする活

用策を検討してまいりました。 

 旧県庁舎の解体工事終了後、昨年10月から、

予定していた埋蔵文化財調査を実施し、旧県庁

本館部分の中央から東側にかけて、遺構等を含

まない地山を確認したところであります。 

 また、過去の調査で確認されていた石垣のほ

か、跡地西側や旧県庁南門付近では、江戸時代

の瓦などを含む土の層や町屋の礎石などの遺構

が確認され、今回委嘱した専門家からは、確認

された遺構を壊さないよう配慮する必要がある、

さらに詳細な調査の実施を検討してほしいとの

意見をいただきました。 

 県としては、今回、出土した遺構の周辺につ

いて、さらに詳細な調査を行う必要があると考

えており、現時点では、この周辺に建物を建て

る決断を行うことは難しいものと認識しており

ます。 

 このような中、去る1月31日、長崎市からは、

専門家の意見や今後の整備スケジュールを考慮

すると、新たな文化施設を県庁舎跡地で実現す

ることは難しいことから、現市庁舎跡地に整備

したいとの考えが示されました。 

 文化芸術ホールについては、県市双方のニー

ズを満たすようなホールの整備を念頭に協議を

重ねてきたところであり、今回、長崎市が現市

庁舎跡地に質の高いホールを整備されるのであ

れば、県において、県庁舎跡地に同様の機能を

有するホールを整備する必要はないものと考え

ております。 

 県庁舎跡地活用については、この間、懇話会

や県議会などにおいて様々なご議論をいただき、
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今日に至っているところであり、引き続き、埋

蔵文化財調査の結果や幅広いご意見等を踏まえ

ながら、歴史を活かし、賑わいの創出につなが

るような活用策の検討を進めてまいります。 

（対馬市の韓国人観光客減少に伴う対策） 

 昨年7月以降、対馬市を訪れる韓国人観光客

が急激に減少し、島内経済を支える観光産業に

深刻な影響が及んでおります。 

 そのため、県では、中小企業者に対して資金

繰り支援を行うとともに、国境離島交付金等を

活用して、「行っ得！つしま宿泊割引キャン

ペーン」を展開するなど、対馬市と連携しなが

ら、国内観光客の誘致促進等に取り組んでおり

ます。 

 また、観光誘客等の対策については、谷川自

民党離島振興特別委員長をはじめ、本県選出国

会議員や関係国会議員の皆様に多大のご尽力を

いただいた結果、今年度の国の経済対策補正予

算において、対馬地域の振興に特化した関連予

算を措置していただいたところであります。 

 県としては、こうした国の予算を対馬市とと

もに積極的に活用して、旅行商品の造成・販売

への支援や個人向けの宿泊料の割引などの施策

を推進し、観光客の誘致に全力を注いでまいり

たいと考えております。 

（新型コロナウイルス感染症の影響と対策） 

 中華人民共和国湖北省武漢市において、昨年

12月以降、新型コロナウイルス感染症が発生し、

中国を中心に、日本を含む多くの国と地域へ感

染が拡大しております。 

 このような事態を受け、県では、水際対策と

しての検疫体制及び県内10カ所の感染症指定医

療機関での患者受入れ等の医療体制などについ

て、医療関係者を交えた対策会議を開催し、感

染の疑いのある患者の早期発見から、患者搬送、

入院治療まで速やかに対応できる体制を整えた

ところであります。 

 併せて、交通事業者や宿泊事業者等に対し、

予防・まん延防止の徹底を呼びかけるとともに、

新型コロナウイルス感染症に関する情報や相談

窓口・連絡先を県のホームページ等で適宜提供

することとしております。 

 一方、中国政府は、中国から海外への団体旅

行を当面禁止する措置を講じており、本県にお

いても、長崎・上海線の国際定期航空路線の2

月7日からの欠航及びクルーズ船の寄港中止の

ほか、中国の小中学校の修学旅行や団体ツアー

のキャンセルなど観光産業への影響が生じてお

ります。 

 県としては、引き続き新型コロナウイルス感

染症関連の動向を注視し、関係機関と連携しな

がら、県民の安全・安心の確保に努めるととも

に、必要な対策に万全を期してまいります。 

（バチカン市国及びフランスへの訪問） 

 去る1月22日、昨年11月にご来県いただいた

ローマ教皇フランシスコ台下に直接お礼を申し

上げるため、瀬川県議会議長とともにバチカン

市国を訪問し、県を代表して教皇台下に謁見し

てまいりました。 

 教皇台下からは、「これからも共に平和への

道を歩み続けていきましょう」とのお言葉をい

ただきました。 

 併せて、ローマ教皇庁要人の方々にもお会い

し、教皇ご来県のお礼とともに、「長崎と天草

地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登

録にかかるこれまでのご支援に対する謝意をお

伝えしてまいりました。 

 また、バチカン市国訪問に先立ち、1月20日

にはユネスコ本部のあるパリにおいて、世界遺

産登録を支持いただいたユネスコ各国代表部大
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使や関係者にもお礼を申し上げたところであり

ます。併せて、メディアや旅行会社等に、フラ

ンスと縁の深い潜伏キリシタン関連遺産をはじ

めとした長崎県の歴史・文化、自然や食など多

彩な魅力を発信してまいりました 

 今後も様々な機会を捉え、世界遺産の価値や

本県の魅力を世界に向けて発信し、誘客につな

げてまいります。 

（国内定期航空路線の新規就航） 

 去る1月28日、ピーチ・アビエーション株式

会社から、長崎～東京（成田）路線の新規就航

が発表されました。 

 運航については、本年3月29日から毎日1往復

を予定しており、昨年度就航のジェットス

ター･ジャパン社と合わせると、成田空港への

路線は毎日2往復が運航されることとなり、長

崎と成田を結ぶ路線が強化されることで、国内

外からの観光客等の増加や県民の皆様の利便性

が高まるものと期待しております。 

 県としては、今回の就航を契機に、首都圏は

もとより、成田・関西など国際空港からの乗り

継ぎによるインバウンド客の誘致促進に努める

とともに、長崎空港の24時間化に向けて路線誘

致を強化し、交流人口の拡大や地域の活性化を

目指してまいります。 

（県立高等学校教育改革の推進） 

 現在の高校改革基本方針が令和2年度で終期

を迎えることから、県議会でのご議論や有識者

による推進会議、県民の皆様等のご意見を踏ま

え、「第三期長崎県立高等学校改革基本方針」

を策定し、本議会に議案として提出しておりま

す。 

 この基本方針案では、生徒が「変化の激しい

社会において自立的に生き、社会の形成に参画

する力」や「ふるさと長崎への愛着と誇りを持

ち、本県の未来を担う力」を身につけることを

目指した、県立高校の教育制度の改革並びに適

正配置等に関する基本的な考え方を示しており

ます。 

 今後は、同基本方針の内容について、県民の

皆様への周知を図り、ご理解とご協力をいただ

きながら、活力と魅力に溢れた高等学校づくり

に取り組んでまいります。 

（東京2020オリンピック・パラリンピックに向

けた取組） 

 本年7月から9月にかけて、いよいよ「東京

2020オリンピック・パラリンピック」が開催さ

れます。本県は、これまでにベトナム、スペイ

ン、フィリピン、ポルトガル、ラオスのホスト

タウンとして登録を受け、関係市町や競技団体

等と連携を図りながら、大会事前キャンプの誘

致はもとより、トレーニングキャンプの受け入

れや、県民とのスポーツ交流等を進めてまいり

ました。 

 今後、事前キャンプの受入準備に万全を期す

とともに、こうしたキャンプの受け入れをきっ

かけとして、相手国との信頼関係を醸成するこ

とにより、将来にわたって人的・経済的・文化

的な国際交流を推進してまいります。 

 オリンピックの聖火リレーについては、5月8

日から9日にかけて、本県の離島を含む17市町

において実施され、幅広い分野から選定された

ランナーが県内を走行することとなっておりま

す。 

 また、パラリンピックの聖火についても、県

内9市で採火された火を集めて東京へ送り出す

出立イベントを、8月16日に長崎県庁横の「お

のうえの丘」で開催することとしております。 

 これらの取組については、県民に夢や希望を

与え、本県の魅力を広く発信できるものである
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ことから、大会組織委員会や関係市町等と連携

を密にして準備を進めてまいります。 

 次に、議案関係について、ご説明いたします 

 まず、令和2年度予算については、「長崎県総

合計画 チャレンジ2020」や、さきの11月定例

会での長崎県重点戦略案に対する議論、政策評

価の結果等を踏まえて編成いたしております。 

 一般会計の予算額は、7,259億8,838万4,000

円、特別会計の予算額は、2,074億455万2,000

円、企業会計の収益的支出及び資本的支出の総

額は、98億3,191万5,000円となっております。 

 次に、令和元年度補正予算でありますが、今

回の補正予算は、国の経済対策補正予算への対

応と国庫支出金の決定等に伴う事業費の増減、

その他年度内に執行を要する緊急な事業費等に

ついて計上いたしました。 

 一般会計3億9,218万3,000円の増額、特別会

計13億266万5,000円の増額、企業会計21億

2,712万3,000円の減額補正をしております。 

 この結果、令和元年度の一般会計の累計予算

額は、7,164億8,714万8,000円となっておりま

す。 

 次に、予算以外の議案のうち、主なものにつ

いて、ご説明いたします。 

 第23号議案「内部組織の設置に関する条例の

一部を改正する条例」は、重要施策の企画立案

及び連携体制並びに地域振興関連施策等の推進

体制を強化するため、所要の改正をしようとす

るものであります。 

 第28号議案「ふるさと長崎応援寄附金基金条

例」は、ふるさと納税制度を活用して、本県に

寄せられた寄附金を適切に管理するため、基金

を造成しようとするものであります。 

 第63号議案「契約の締結について」は、高田

南宅地整備事業の請負契約を締結しようとする

ものであります。 

 第93号議案は、長崎県監査委員の選任につい

て議会の同意を得ようとするものであります。 

 委員といたしまして、砺山和仁君、浅田ます

み君、ごうまなみ君を選任しようとするもので

あります。 

 いずれの委員も適任と存じますので、ご決定

を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、監査委員を退任されます山田朋子君、

山本由夫君には、在任中、多大のご尽力をいた

だきました。この機会に厚くお礼申し上げます。 

 その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。 

 以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

 何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） ただいま上程いたしまし

た議案のうち、第72号議案、第91号議案及び第

92号議案につきましては、お手元の議案付託表

のとおり、予算決算委員会に付託いたします。 

 本日の会議は、これにて終了いたします。 

 2月27日は、午後1時より本会議を開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後零時 ８分 散会 ― 
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文化観光国際部政策監 浦   真 樹 君

産業労働部政策監 貞 方   学 君

教 育 委 員 会 

教 育 長 
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員長 葺 本 昭 晴 君
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― 午後 １時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、さきに、予算決算委員会に付託し

て審査をお願いいたしておりました議案につい

て、審議することにいたします。 

予算決算委員長の報告を求めます。 

 大久保委員長―29番。 

〇予算決算委員長(大久保潔重君）（拍手）〔登

壇〕 予算決算委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

 今回、本委員会で審査いたしました案件は、

国の経済対策補正に伴い付託されました第72号

議案、第91号議案及び第92号議案の3件の議案

でございます。 

 慎重に審査いたしました結果、いずれも、原

案のとおり、可決すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、総務分科会では、国境離島振興事業費

に関し、対馬観光誘客対策事業費において、対

馬市内への国内客の誘致目標が3万人となって

いるが、その数値の根拠はどのようなものかと

の質問に対し、昨年の9月補正による対策も含

め、年間で約1万8,000人の誘客の実績見込みで

あることから、その数字をもとに、事業を進め

てきた旅行代理店や国とも協議し、目標値を立

てているとの答弁がありました。 

 これに対し、本県において観光振興対策は重

要な役割を担っている。この国内客の誘致によ

り経済対策としての効果が十分あらわれるよう

事業を進めてもらいたいとの意見がございまし

た。 

 次に、文教厚生分科会では、すいすいスクー

ルネットワーク整備事業費に関し、高速通信

ネットワーク環境を整備することで、現状の教

育環境がどのように改善されるのか。また、経

済対策という観点から、環境整備に係る工事等

においては、本県への経済波及効果を最大限に

発揮させるため、県内企業への発注を考えてい

るのかとの質問に対し、全ての普通教室等の通

信環境が向上するため、通信障害の改善はもと

より、複数台のパソコンや電子黒板などを活用

した教育活動が、これまで以上にスムーズに実
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施することができる。また、この整備に関する

工事等については、県内企業への発注を考えて

いるとの答弁がありました。 

 次に、環境生活分科会では、土木部の経済対

策補正予算全般に関し、今回の補正予算額約

147億円及び国の補正予算額に占める本県への

内示割合は、前年度と比較してどのようになっ

ているのかとの質問に対し、本県への内示額に

ついては、今回が約147億円に対し、昨年は約

90億円で、約57億円増加し、国から本県への内

示割合は、国土交通省の公共事業関係予算の補

正予算額1兆7,074億円に対し、長崎県への交付

額は約147億円と0.86％を占めている。 

 昨年の交付割合は0.72％だったので、大きく

上回った内示であり、道路補助事業では、全国

で2番目、九州ではトップの交付額となってい

るとの答弁がありました。 

 次に、農水経済分科会では、環境林整備造林

事業費に関し、松くい虫の被害木については、

伐採し、焼却するとのことだが、事業実施後に

植栽は行っているのかとの質問に対し、防風林

として重要な役割を果たしている海岸線では、

松くい虫に抵抗性のある松の植栽を行っている

ところであり、そのほかの箇所においては、植

栽の必要性を判断しながら取り組んでいるとこ

ろであるとの答弁がありました。 

 これに対し、事業実施後のフォローアップに

ついて、今後もしっかり取り組んでいただきた

いとの意見がありました。 

 以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 

 以上で、予算決算委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

本日の会議は、これにて終了いたします。 

明日から3月2日までは、議案調査等のため本

会議は休会、3月3日は、定刻より本会議を開き

ます。 

本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 １時 ６分 散会 ― 
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文化観光国際部政策監 浦   真 樹 君

産業労働部政策監 貞 方   学 君

教 育 委 員 会 

教 育 長 
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員 久 原 巻 二 君
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人事委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員 川 口 博 樹 君

警 察 本 部 長 迫 田 裕 治 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長 

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君
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選挙管理委員会委員 久 原 巻 二 君

警察本部総務課長 多 田 浩 之 君

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

次長兼総務課長 柴 田 昌 造 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君
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議事課主任主事 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、一般質問を行います。 

 八江議員―46番。 

〇４６番(八江利春君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

おはようございます。 

 自由民主党・県民会議、諫早市選出の八江利

春でございます。 

 年に一度の割り当て、質問でありますので、

たくさんの質問をさせていただきますので、中

村知事はじめ関係部長のご答弁をよろしくお願

い申し上げておきたいと思います。 

 1、令和2年度の当初予算について。 

 県は、一般会計の総額約7,260億円、対前年

度283億円増となる令和2年度当初予算案を編成

され、本定例会県議会に提案されたところであ

ります。 

 その当初予算案の基本方針や重点的な取り組

み事項においては、「長崎県総合計画 チャレン

ジ2020」の最終年度を迎え、計画の目標達成に

向けた施策を展開するとともに、「第2期まち・

ひと・しごと創生総合戦略」のスタートに当た

り、人口減少対策のさらなる充実・強化を図る

こととされております。 

 具体的には、「新規学卒者」と「県内企業」

のマッチング促進や県内企業の採用力強化など

の施策について、重点的に取り組まれています。 

 また、県民の生命・財産を守るための防災・

減災対策を強化され、公共事業費や県単独の緊

急自然災害防止対策事業、緊急しゅんせつ推進

事業を積極的に計上されるなど、全般的にきめ

細かな予算措置がなされており、大変評価がで

きるものであります。 

 そこで、知事は、当初予算案にどのような思

いや決意を込めて編成されたのか、お尋ねをい

たします。 

 2、九州新幹線西九州ルート全線フル規格へ

の取り組みについて。 

 私は、長年にわたり整備促進に取り組み、特

に特別委員会、長崎新幹線建設推進実行委員会

としての議論の進展に努め、地元負担や在来線

の問題など、佐賀県の課題について、一緒に

なって解決に努めたいという思いで、政府・与
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党への働きかけや佐賀県議会議員との意見交換

など、多くの関係団体の方々とさまざまな活動

を行ってまいりました。 

 現在の佐賀県内では、国土交通省は、県及び

県議会に対し国の計画の説明を行い、また、フ

ル規格の推進派によるシンポジウムの開催がさ

れるなど、西九州ルートの全線フル規格化への

実現に向け、活発な活動が行われているところ

であります。 

 武雄温泉―長崎間については、令和4年度の

開業に向けて、着実に整備が進められています

が、一方で、未整備区間の新鳥栖―武雄温泉間

の整備のあり方については、昨年8月、与党Ｐ

Ｔ西九州ルート検討委員会から基本方針が示さ

れ、この中で本県が求めてきたフル規格による

整備が適当とされるとともに、関係者による協

議が求められているところであります。 

 これまで国土交通大臣と佐賀県知事の会談が

2回にわたり行われ、協議のあり方や進め方の

確認作業を行うことで一致し、現在もなお、国

土交通省と佐賀県の間で協議の前段階の調整が

行われていますが、国土交通省が回答したもの

に、佐賀県は、「確認したいことに対する回答

になっていない」などとして難航しており、こ

のような現在の状況において、長崎県として、

どのように認識しておられるのか、また、今後

どのように対応しようと考えておられるのか、

知事の考えをお伺いしておきたいと思います。 

 3、新型コロナウイルス感染拡大と長崎県の

対応について。 

 （1）新型コロナウイルス感染症対策につい

て。 

 昨年12月の中華人民共和国湖北省武漢市での

発生報告以降、世界中に感染が拡大しており、

1月30日には、国際保健機関（ＷＨＯ）におい

て、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態

が宣言されたところであります。 

 我が国においても、横浜港に停泊したダイヤ

モンド・プリンセス号では、船内で集団感染が

発生し、全国各地で感染者の報告が相次いでい

る状況であり、国は、国内の複数地域で、感染

経路が明らかではない患者が発生しており、現

時点では、大規模な感染拡大を防止するうえで

重要な局面であるとの見解を示しております。 

 2月25日には、国の対策本部から、新型コロ

ナウイルス感染症対策の基本方針が発令され、

2月27日に安倍首相は、全国の小・中学校、高

等学校等を一斉休校するよう要請、発表された

ところであります。 

 また、本県においても、2月28日、中村知事

から、「まさに今が健康被害を最小限に抑える

うえで極めて重要な時期」との見解が示された

ところであり、今後の国内、県内での感染拡大

防止対策が問われるところであります。 

 そこで、県として、新型コロナウイルス感染

症に対して、相談窓口や医療体制について、現

在どのような対応を行っているのか、また、今

後の感染拡大に備えてどのような対策を考えて

いるのか、お尋ねをいたします。 

 （2）新型コロナウイルスの観光面への影響

について。 

 観光は、本県の基幹産業でありますが、今回

のコロナウイルスが観光面にはどのように影響

を及ぼしているのか、また、県はどのように対

応するのか、その対策をお尋ねいたします。 

 4、ＩＲ誘致促進について。 

 政府においては、観光は、我が国の成長戦略

と地方創生の大きな柱と位置づけており、観光

先進国の実現に向け、国と地方が一丸となって

積極的に取り組む必要があるものと考えており
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ます。 

 ＩＲ導入は、その実現を大きく後押しするも

のであり、2030年に訪日外国人旅行者数を

6,000万人、観光消費額を15兆円とする政府目

標の達成に大きく貢献し、我が国の新たな観光

の原動力となるものであります。 

 また、ＩＲが実現すると、本県の地域振興の

みならず、九州全体の観光振興や地域経済に寄

与することで、その経済効果は多くの業種に波

及するとともに、さまざまな分野において新た

な雇用の創出が期待されるものであります。 

 本県において、人口減少は喫緊の課題であり

ますが、ＩＲが生み出す新たな雇用は、進学や

就職で県外へ転出した若者が地元に戻ってくる

受け皿となるものであり、若者の地元定着を後

押しするとともに、九州及び本県の地方創生の

起爆剤であり、千載一遇の好機であります。 

 そこで、ＩＲ導入による経済波及効果や雇用

創出効果をどのように見込んでいるのか、お尋

ねをいたします。 

 5、文化芸術の振興と国民文化祭の誘致につ

いて。 

 文化芸術は、人々の心豊かな活力ある社会の

形成にとって、極めて重要な意義を持ち、少

子・高齢化が進む中、地域自らがその特色ある

文化芸術資源を磨き上げ、地域の活性化のため

に活用していくことは、今後ますます重要に

なっていくものと考えております。 

 このような中、文化庁では、地域の文化資源

の特色を活かした全国規模の文化の祭典として、

毎年都道府県との共催により「国民文化祭」を

開催し、地域の伝統文化の継承、担い手の育成

とその拡大など、多くの効果をもたらしていま

す。 

 九州・沖縄では、未開催県は本県と佐賀県の

みとなっております。豊かな歴史文化を持つ長

崎県が、これまでどうしてできなかったのか。

国体のように、47都道府県の優秀な芸術作品を

一堂に集めた展覧会等を加えて実施すべきだと

思います。そして、文化芸術の質の向上や、観

客の動員では、本県の交流人口の拡大にも大き

く資するものと思われます。 

 県は、これ以上の遅れをとることなく、また、

2022年度の九州新幹線西九州ルート開業の効果

も見据え、国民文化祭を誘致すべきであると考

えますが、地域における文化芸術の振興への取

組と国民文化祭の長崎での開催について、県は

どのようにお考えなのか、お尋ねをいたします。 

 6、ドローンの普及と県の管理組織について。 

 （1）県の管理組織について。 

 ドローンは、農業分野、土木分野など既に実

用化されており、今後、それ以外でも物流や災

害対応など、さらに、さまざまな場面での活用

が期待されております。 

 他県においては、さまざまな分野のドローン

の活用や、ドローン産業の集積を目指して、民

間企業や各種団体が一緒になって協議会を立ち

上げているところもありますが、本県において

は離島・半島等の地域があり、先んじた取組が

必要であると思います。 

 現況のドローン飛行に関するトラブルや事故

も発生している状況を踏まえると、ドローンの

普及を進めるためにも、必要に応じた適切な規

制を行い、また、適正な利用、操縦に関する人

材育成も求められている状況であります。 

 そこで、本県においてもさまざまな分野での

ドローンの活用を積極的に推進するとともに、

ドローンの適切な規制や管理面を担う担当組織

を設置することをお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 
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 （2）ドローンによる農薬散布の現状と今後

の推進方策について。 

 農業分野におけるドローンの活用は、病害虫

防除をはじめ栽培管理において、労力の軽減や

作業の効率化につながる有効な手段と考えてお

ります。 

 そこで、本県におけるドローンによる農薬散

布の現状はどうなっているのか、また、県とし

て、今後どのように推進をしようと考えている

のか、お尋ねをいたします。 

 7、有明海沿岸道路建設の促進について。 

 有明海沿岸地域の道路整備について、島原道

路や有明海沿岸道路、熊本天草幹線道路といっ

た、有明海を環状に結ぶ高速の交通ネットワー

クを形成する地域高規格道路の整備が進められ

ております。 

 このうち、福岡県大牟田市から佐賀県鹿島市

を結ぶ有明海沿岸道路については、これまで福

岡県の大牟田から大川の区間、佐賀県の一部の

区間が供用されており、地域間の移動時間短縮

に大きく貢献しているところであります。 

 しかしながら、鹿島から諫早間については明

確な計画がなく、災害に強い道路のネットワー

クや広域的な交流、物流ネットワークの確保な

ど、環状交通網の本来の機能が発揮されない状

況にあります。 

 さらには、新幹線の並行在来線の問題を抱え

ている当地域の住民からは、高速交通体系区間

から取り残されているのではないかとの懸念を

抱く声も聞いております。 

 このような中、昨年12月には、諫早市議会よ

り国に対し、有明沿岸道路の鹿島から諫早間の

新たな広域道路交通計画で幹線道路としての位

置づけ、並びに重要物流道路、地域高規格道路

としての路線指定を求める意見書が提出されて

いるところでありますが、有明海沿岸道路とし

ての当区間の位置づけなど、県はどのように対

応していこうとしているのか、お尋ねをいたし

ます。 

 8、県央振興局の組織再編と移転建設につい

て。 

 県が平成20年3月に策定した「長崎県地方機

関再編の基本方針」に基づく振興局の見直しに

ついては、県北地域は平成21年度に実施済みで

すが、県南地域は庁舎の確保が問題となってお

ります。この庁舎の確保については、かねてか

ら、諫早市が諫早駅前の市先行取得用地への建

設を要望してまいりました。 

 2022年の新幹線開業が迫る中、諫早駅前のに

ぎわいづくりを早く進めるためにも、1年でも

早く振興局の移転建設を地元では求めていると

ころであり、その計画と取組及び進捗状況はど

のようになっているのか、また、早期の建設に

向けての知事の決意をお聞かせいただきたいと

思います。 

 9、諫早湾干拓事業と本明川利活用による日

本一のボート場整備について。 

 諫早湾干拓は、最高裁で「開門してはならな

い」という方向が定まった今、諫早湾干拓事業

で創出された干陸地や調整池などの利活用につ

いて、これまで以上に積極的に取り組み、地域

振興につなげていくべきだと考えます。 

 こうした中、本明川下流域は、5,000メート

ルの直線が確保でき、波が立ちにくい自然護岸

であるなど、ボート場としてのポテンシャルの

高さは全国一と言われており、近年、県外から

の合宿も増加している状況にあります。 

 このような恵まれた地形を活かし、これまで

県と諫早市においてボート場の整備に向けた協

議が進められてきたところです。 
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 このたび、来年度当初予算案に、この整備に

関する予算は計上されていないようであります。

合宿誘致による交流人口の増加や競技力向上の

ために、常設ブイや艇庫の整備が早急に必要と

考えますが、県としてどのようにこのボート場

を整備しようとしているのか、お尋ねいたしま

す。 

 また、ボート競技は、1854年に長崎海軍伝習

所で教科として採用され、そして、1861年には、

長崎湾で日本で初の大会となる「長崎レガッタ」

が開催されるなど、日本におけるボート競技の

歴史は長崎からはじまったと言えます。 

 そのような歴史を背景として、地域経済の活

性化や諫早湾干拓地のイメージアップにつなが

るためにも、このボート場で全国規模の大会を

開催することが必要ではないか、見解をお尋ね

いたします。 

 10、農業振興と施設園芸の環境制御技術の普

及について。 

 施設園芸の生産拡大が続く中、施設そのもの

も大きく変化してきており、新しい技術の導入

で省力化、増収化へつながる事例も多く見られ

るようになりました。 

 高生産分野の施設園芸において、施設内の温

度や湿度、炭酸ガスなどの環境を植物の成長に

適した状態に制御した、環境制御技術の実証に

より、輪菊で増収効果が確認されたと、前回、

答弁をいただいております。 

 今後、増収性の高い施設園芸の確実にもうか

る農業を実現し、人を呼び込むためには、環境

制御技術の導入により、収量や品質を上げてい

くことが重要な取組であると考えます。 

 そこで、県は、産出額が全国第5位となり、

県内施設園芸での産出額、シェア第1位の品目

である「いちご」の環境制御技術の確立と普及

を図るための事業を行うと聞いておりますが、

その取り組み内容と将来的な成果をどのように

考えているのか、お尋ねをいたします。 

 11、日本の商業捕鯨再開の現状と今後の取り

組みについて。 

 長崎県と鯨の関係は、大変深いものがありま

す。江戸時代には、各地に鯨組が組織され、浜

を潤し、昭和40年代まで沿岸捕鯨基地が稼働し

ていたなどの長い歴史があり、現在でも鯨に関

わる行事や食文化が継承され、消費量は全国

トップクラスであると聞いております。 

 県議会でも、20年ほど前に、鯨を食べる文化

の承継を目的に議員団を結成し、私自身も、地

元諫早において「諫早くじら食文化を守る会」

をつくり、定期的に会合を開催し、鯨を食べる

文化の承継に、微力ながら貢献しているところ

であります。 

 さて、国では、昨年6月末に、ＩＷＣから脱

会し、7月から国際機関と連携して、鯨類の資

源管理に貢献しながら、日本周辺での商業捕鯨

を再開しているところです。 

 そこで、長崎県として、商業捕鯨を行う事業

体を結成し、船団による商業捕鯨に名乗りを挙

げるべきだと考えます。そしてまた、本県で捕

鯨の許可を得ることができないものか、また、

消費日本一の長崎を商業捕鯨の流通基地とする

ことを目指すべきではないかと思いますが、県

の考えをお尋ねいたします。 

 12、健康長寿日本一への取り組みについて。 

 全国に先駆けて高齢化が進む中、知事自ら、

「健康長寿日本一の長崎県づくり」を旗印に、

健康寿命をトップ水準まで引き上げる目標を掲

げたことは、大いに評価するところであります。 

 本県の健康寿命は、全国平均を下回っている

状況であり、日本一へ向けての道のりは簡単で
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はありません。現在、県では、「ながさき3ＭＹ

チャレンジ」をキャッチフレーズに、健診の受

診や運動、食習慣の改善などを呼びかけており

ますが、日本一の実現に向けては、もっと身近

に実践できる取組も必要ではないかと考えます。 

 そこで、私は、前回の一般質問で、歌による

健康づくりを提案しました。仲間でカラオケを

楽しむなど、高齢者が地域や社会とつながるこ

とは生きがいとなり、健康増進にもつながる。

高齢者の社会参加について、県としてどのよう

に考えておられるのか、お尋ねし、壇上からの

質問を終わらせていただきます。 

 必要によっては、対面演壇席から質問させて

いただきます。よろしくお願いします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 八江議員のご質

問にお答えいたします。 

 まず、当初予算にどのような思いを込めて編

成したのかとのお尋ねであります。 

 令和2年度は、総合計画の最終年度であり、

目標達成に向けて各種施策を推進してまいりま

すとともに、第2期総合戦略のスタートの年で

もありますことから、地方創生のさらなる 

充実・強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 そのため、予算編成に当たっては、人口減少

対策において、若者の県内定着や移住促進、結

婚、子育て支援に力を注ぐとともに、移住者の

すそ野拡大を目指すための関係人口の創出や

Society5.0社会を展望した先端技術の導入促進

など、新たな視点も織り込みながら、施策を構

築したところであります。 

 さらに、新たな産業構造への転換に向けて、

成長産業としての航空機関連、海洋エネルギー

関連、ＡＩ・ＩoＴ・ロボット関連産業の育成

に力を注ぐとともに、県民の生命・財産を守る

ため、道路・河川等の防災・減災対策を強化す

ることとしております。 

 令和2年度においては、こうした施策の推進

により、地域活力の創出や県内経済の活性化、

県民生活の安全・安心確保など、県勢の発展に

向けて全力を注いでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、九州新幹線西九州ルートについて、現

状認識と今後の対応について、どう考えるのか

とのお尋ねであります。 

 九州新幹線西九州ルートの新鳥栖―武雄温泉

間の整備については、与党ＰＴ検討委員会が示

した基本方針を受け、昨年12月に行われた国土

交通大臣と佐賀県知事との会談において、協議

のあり方についての確認を行うことで一致した

ことから、協議が進展していくものと考え、そ

の動向に注目しておりましたが、現在も事務レ

ベルでの調整が続いており、いまだ協議の開始

には至っていない状況であります。 

 県としては、この調整が早期に整い、具体的

な協議が開始されることを期待しているところ

であり、現在、赤羽国土交通大臣をはじめ国土

交通省におかれては、佐賀県との調整に真摯に

対応されておりますので、現段階では、その状

況を注視してまいりたいと考えております。 

 また、今後は、協議の場において、佐賀県が

重視されている在来線や地方負担の問題など、

佐賀県と連携できるものについては協力関係を

構築しつつ積極的に対応するとともに、本県の

考え方をしっかりとお示ししながら議論の進展

に努め、フル規格による整備の実現に力を注い

でまいりたいと考えております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症について、

相談窓口や医療体制について、どのような対応
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を行っているのか、今後の感染拡大に備えてど

のような対策を考えているのかとのお尋ねであ

ります。 

 新型コロナウイルス感染症対策については、

これまでに県内すべての保健所に24時間対応の

健康に関する相談窓口や、福祉保健部には総合

相談窓口を設置して、県民の皆様のさまざまな

相談に対応できる体制を整備しております。 

 さらに、感染が疑われる方々に対しては、県

内すべての保健所に24時間対応する相談窓口を

設置して、専門医療機関を受診できる体制を既

に整えております。 

 現在、県内では、感染者は発生していない状

況でありますが、今後、県内で感染が拡大した

場合に備えて、新型コロナウイルス患者を受け

入れる医療機関の拡充に向けて、関係機関等と

調整を進めているところであり、さらに、感染

が拡大した場合には、一般の医療機関でも対応

していただく体制を整備していくこととしてお

ります。 

 この2週間は、新型コロナウイルス感染症が

大きく流行するか否かを決定づける非常に重要

な時期であり、県民の皆様お一人おひとりに、

手洗い、咳エチケット等の感染予防策の徹底、

人混みや閉鎖的空間など感染しやすい環境に行

くことを避ける、風邪や発熱の症状がある方は

外出を控え、症状が続く場合には、かかりつけ

医に相談したうえで受診するなど、感染拡大防

止に取り組んでいただくことが何よりも大切で

あると考えております。 

 県といたしましては、今後とも、引き続き、

新型コロナウイルスの現状を的確に把握し、正

確でわかりやすい情報の提供に努め、国や関係

団体、医療関係者、そして、県民の皆様と一丸

となって県内の感染拡大防止にしっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。 

 次に、ＩＲによる経済波及効果、雇用創出効

果をどのように見込んでいるのかとのお尋ねで

あります。 

 九州・長崎ＩＲの経済波及効果及び雇用創出

効果につきましては、ＩＲ整備法や同法施行令

で示された、ＭＩＣＥや宿泊施設の規模及び

6,000円の入場料といった要素を反映させると

ともに、ＲＦＣを含む事業者からの提案等を踏

まえ、基本構想案の検討の中で新たな試算を

行ったところであります。 

 試算では、建設投資規模が3,500億円から

4,600億円との想定のもと、年間の集客延べ人

数を690万人から930万人と見込んでおり、これ

がＩＲに関連するさまざまな業種に波及してま

いりますため、ＩＲ施設の運営による九州圏内

への波及効果として、毎年3,200億円から4,200

億円、雇用創出効果として2万8,000人から3万

6,000人を見込んでいるところであります。 

 このように、ＩＲは、地域経済に大きなイン

パクトをもたらすものであり、新たな雇用、質

の高い雇用を生み出すことで、若者の地元定着

の機会が拡大してまいりますとともに、進学や

就職で県外へ転出した若者が地元へ戻ってくる

受け皿となることが期待されますことから、地

域経済の発展や雇用創出効果による県勢浮揚の

好機であると考えているところであります。 

 県としましては、地元佐世保市をはじめ、九

州・山口各県並びに経済界と連携、協力して誘

致活動に取り組み、地方創生に資する九州・長

崎ＩＲの実現を目指してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、地域における文化芸術振興への取り組

みと国民文化祭の長崎での開催についてのお尋

ねであります。 
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 県では、地域の誇りとなる魅力のある文化芸

術活動による地域づくりや人材育成を推進する

ため、長崎県美術展覧会の開催、文化団体協議

会を通した地域文化の振興、また、若者が主体

となって取り組む文化芸術活動や離島各地域が

行う文化芸術の多様な取組である「長崎しまの

芸術祭」を実施してきているところであります。 

 ご提案のとおり、国民文化祭は、地域の特色

ある文化芸術活動をさらに活発化し、本県固有

の文化を全国へ発信するとともに、地域の魅力

の再発見による観光振興やまちづくりの大きな

契機となるものと考えております。 

 国民文化祭の誘致については、県だけではな

く、市町や文化団体等の理解と協力、機運の高

まりが不可欠でありますことから、これまでさ

まざまな機会を捉えて議論を重ねてきたところ、

多くの市町、文化団体等からは、誘致に賛同す

るとのご意見をいただいているところでありま

す。 

 県といたしましては、新幹線開業のほか、今

後予定されております大型事業との関連も踏ま

えながら、国民文化祭の誘致に向け、開催時期

や事業内容等について具体的に検討を進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、県央振興局の見直し計画と進捗状況、

早期建設に向けた決意についてのお尋ねであり

ます。 

 平成20年3月に策定いたしました「長崎県地

方機関再編の基本方針」に基づいて進めており

ます、県南地区の振興局の見直しにつきまして

は、各地域において、税務関係窓口などの県民

サービスを確保するために必要な機能を配置し

たうえで振興局を一つに集約し、新たな庁舎は

諫早市に建設することといたしました。 

 今後、県議会や各市町等のご意見も踏まえな

がら、さらに検討を加え、来年度中をめどに再

編の実施案を策定し、庁舎の設計、建設を経て、

令和7年度ごろの再編実施を目指すこととして

おり、現在、関係市町等の考えをお聞きしてい

るところであります。 

 新たな庁舎は、現時点の想定で、約500名程

度が従事する、延べ床面積約1万3,000平方メー

トル程度の規模になると見込んでいるところで

あり、諫早駅前のにぎわい創出のためにも、で

きる限り早期の建設を目指してまいりたいと考

えているところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 新型コロナ

ウイルスの観光面への影響についてのお尋ねで

ございますが、新型コロナウイルス感染症の問

題が表面化して以降、本県では、クルーズ船の

入港キャンセルが、本年の入港見込み約440隻

中60隻を超え、主要イベントも60件近く中止さ

れております。 

 また、主な宿泊施設では、今後の予約も含め、

約7万人泊のキャンセルが生じるなど、観光業

への影響が顕在化している状況であります。 

 今後、こうした状況がさらに拡大するおそれ

もあるため、まずは、関係事業者と連携して、

感染症の発生防止に努めるとともに、事態が収

束に向かう時期には、効果的な誘客対策を講じ

ることができるよう、しっかりと準備を進めて

まいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） ドローンの活用と管

理を担う担当組織を設置することを提案したい

が、県の考えをというお尋ねでございます。 

 今後、Society5.0の到来を見据えまして、Ａ
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ＩやＩoＴなどの先端技術を活用し、地域活性

化や産業振興、県民の利便性向上に向けて、各

分野での施策のさらなる推進を図るため、新た

に「次世代情報化推進室」を設置することとし

ております。 

 ドローンについても、その先端技術の一つと

して、例えば林道作業道等の測量への活用を探

る実証事業なども予定をしております。 

 一方で、ドローンの管理につきましては、国

が航空法や小型無人機等飛行禁止法などにより、

その使用方法や使用区域等に関する規制を行う

などの対応をしております。 

 また、ドローンの所有者情報等を登録し、機

体ごとに発行された識別番号を飛行中に無線で

発信することを義務づける航空法の改正も予定

をされておるところでありまして、引き続き、

国による今後のさらなる規制の動向等を注視し

てまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 私から2点、お答え

をいたします。 

 まず、本県でのドローンによる農薬散布の現

状と、県の今後の推進の考え方についてのお尋

ねでございます。 

 平成30年度の防除実績では、無人ヘリコプ

ター及びドローンを合わせて5,124ヘクタール

で実施されており、うちドローンは125ヘク

タールとなっております。その大半は水稲であ

りまして、栽培面積の約4割となる4,750ヘク

タールで実施され、このうちドローンは105ヘ

クタールで活用されております。 

 航空防除の推進の考え方につきましては、平

坦地の水田においては、作業の効率性を考慮し、

受委託による無人ヘリコプターの活用を推進す

るとともに、中山間地域の水田や畑地において

は、機体が軽量で小回りが効くドローンの導入

を進めてまいりたいと考えております。 

 航空防除の導入拡大に向けましては、野菜や

果樹においては、ドローンで使用できる農薬が

まだ少ないことが課題でございまして、県とい

たしましては、露地野菜等に対する農薬登録の

拡大に取り組んでいるところでございます。 

 あわせて、中山間地域の集落営農組織の育成

やオペレーターの養成、国・県の事業を活用し

た導入促進などに取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、いちごでの環境制御技術の確立と普及

を図るための事業について、その取り組み内容

と将来的な成果をどのように考えているのかと

のお尋ねでございます。 

 県では、農業所得の向上に向けて、平成29年

度から、いちごなどの施設園芸11品目で環境制

御技術の実証圃を設置し、技術確立に取り組ん

できたところであり、いちごでは、27％の増収

効果を確認したところでございます。 

 あわせて、県と県内企業が共同して、低コス

ト型の統合環境制御機器を開発し、農林技術開

発センターにおいて、従来品と同等の機能を確

認したところでございまして、来年度から、こ

の機器の現地実証を県下6カ所のいちごハウス

で行うとともに、指導員等の育成や生産マニュ

アルの策定を進め、生産者の勉強会を通じて普

及を図っていくことといたしております。 

 このことで、いちごの農業所得600万円以上

の農家数を、現在の200戸から、生産者の半数

に当たる450戸へ増加を目指してまいりたいと

考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 有明海沿岸道路鹿島

諫早間の位置づけについてのお尋ねですが、鹿
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島から諫早間の広域的な交通ネットワークの形

成は、地域間の交流や連携を促すことはもとよ

り、物流の効率化を図るうえでも重要であると

認識していることから、これまでも地元期成会

が開催する勉強会に佐賀県と参加するとともに、

当該区間の計画の明確化について、国へ要望を

行ってまいりました。 

 このような中、「重要物流道路制度」が創設

されたことに伴い、現在、長崎県の新たな広域

道路交通計画の検討を進めているところであり、

佐賀県とも十分連携しながら、当該道路が本計

画に位置づけできるよう、強い意思を持って国

と協議してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 諫早湾干拓事業

と本明川利活用によるボート場整備について、

お答えをいたします。 

 まず、県として、どのように本明川のボート

場を整備しようとしているのかとのお尋ねでご

ざいます。 

 議員ご指摘のとおり、本明川下流域につきま

しては、日本代表チームをはじめ、県外の実業

団や大学のチームが連続して合宿に訪れるなど、

ボートの練習場として、高い評価を受けている

ところでございます。 

 合宿、大会の誘致に向けた施設の整備につい

ては、地域活性化に資する事業として、基本的

には、地元自治体が事業主体となって整備され

ておりますが、本明川下流域につきましては、

現在、主に諫早市以外の競技者の練習場として

活用され、広く県内ボート競技者の競技力向上

に資する施設であることや、合宿大会の誘致に

よる経済波及効果は諫早市内にとどまらず、広

域的な効果が期待できますことから、必要な施

設設備の整備及び維持管理等については、県と

諫早市が共同で行い、その経費は、県と市で折

半することを基本として整備を進めております。 

 当面必要な設備のうち、常設のセンターブイ

については、県と市における協議のうえで事業

内容が確定次第、補正予算対応も含めて早急に

着手したいと考えており、艇庫につきましても、

設置場所や整備方法について、県ボート協会の

意向も踏まえながら、具体的な協議を進めてま

いります。 

 次に、本明川のボート場で全国規模の大会を

開催することが必要とのお尋ねでございます。 

 本明川下流域のボート場につきましては、練

習場としての高い評価はいただいているものの、

これまでに大会の開催実績がほとんどないため、

県としましては、諫早市及び県ボート協会と連

携のうえ、まずは、今後どれくらいの規模の大

会が誘致できるのかを検証し、そのために、ど

のような施設設備が必要になるのかを明確にし

てまいりたいと考えております。 

 また、今後も、県外チームの合宿受け入れの

実績をさらに積み重ねることにより、誘致を目

指す大会の関係者へ、本ボート場の優位性をア

ピールし、大会開催を働きかけてまいりたいと

考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） 私の方からは、日本

の商業捕鯨再開について、お答えいたします。 

 本県で捕鯨の許可を取得することができない

のか、また、鯨肉消費日本一の長崎を鯨肉の流

通基地とすることを目指すべきではないかとの

お尋ねでございます。 

 商業捕鯨は、昭和63年以降中断されてきまし

たが、令和元年7月から領海及び排他的経済水

域に限定して再開されました。 

 国は、日本周辺の鯨資源の分布状況や、これ
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までの小型捕鯨の実績から、太平洋沖合域で調

査捕鯨を担ってきた日新丸一船団、及び和歌山

県以北を本拠地として太平洋沿岸で操業する小

型捕鯨の5隻に捕獲枠を設定のうえ、捕鯨許可

を発給しましたが、現状では、許可隻数等の拡

大は行わない方針とされておりますので、本県

での新たな捕鯨許可の取得は難しい状況となっ

ております。 

 次に、鯨肉の流通につきましては、調査捕鯨

時代に日新丸が長崎港に寄港した際、鯨肉が直

接水揚げされるとともに、イベント等の実施に

より長崎がにぎわった経緯を踏まえ、長崎が鯨

肉の流通拠点となるよう、まずは捕鯨船団の長

崎港への寄港について、地元鯨肉流通業者等と

ともに働きかけてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 健康長寿日本一

の取り組みについて、高齢者の社会参加は生き

がいや健康につながる重要な取り組みであるが、

県としてどのように考えているのかとのお尋ね

でございます。 

 高齢者につきましては、仕事や趣味、ボラン

ティアなどを通して社会と関わる活動に参加す

ることが、介護予防や認知症予防などにつなが

るとの調査報告もあり、高齢者の皆様が楽しみ

ながら、さまざまな活動に参加いただき、社会

参加されることは大変意義のあることだと考え

ております。 

 県では、高齢者の皆様の生きがいづくりや健

康づくりを推進するため、市町の老人クラブ連

合会の活動を支援しており、その中で幾つかの

地域で、趣味の活動としてカラオケが取り入れ

られていることも承知しております。 

 今後も、できるだけ多くの高齢者の方に、カ

ラオケも含めた趣味などを通して、生きがいづ

くりや健康づくりの活動に参加していただきた

いと考えており、引き続き、老人クラブ活動の

支援や各市町に対するサロン形成の支援などに

取り組み、高齢者の社会参加を促進してまいり

たいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 八江議員―46番。 

〇４６番(八江利春君） たくさんな質問であり

ましたので、皆さんには大変ご迷惑かけたと思

いますが、的確なご答弁ありがとうございまし

た。 

 まずは、今話題であります、一番深刻な問題

でもあります新型コロナウイルス感染拡大につ

いてのことについては、2月28日、知事から、

まさに今が健康被害を最小限に抑えるうえで極

めて重要な時期だということを含めて、県内の

感染拡大防止にいろいろ手を打っていただいて

いること、それを含めて、長崎県は今のところ

感染者が一人もいないという状況にある中で、

これは先手必勝というか、そういう意味で歯止

めをかけていただいていることは、大変ありが

たいなと思うし、これを引き続き、それぞれの

地域で頑張っていただきたいなと思うし、また、

学校等におきましても、教育委員会教育長から

全校休校するということでもありますので、そ

の点、学校、教育界においても、そのようにひ

とつ、全国の、あるいは総理が求めているそう

いったものと並行しながらやっていただきたい

と、これは要望しておきたいと思います。 

 それから、ボートのことでありますけれど、

先ほど企画振興部長から答弁をいただきました。

私たちは諫早に住んでおる者でありまして、諫

早湾干拓事業そのものが負の遺産だと言われる

時期も非常にありました。私たちは良の遺産だ

と思っておりますけれども、取り方によっては、

そういうことに受け止められる部分があって、
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何とかこれを払拭したいなという思いの中で、

今は有明海を、あるいは諫早湾を中心としたフ

ルマラソンの計画とか、そして、いろいろなス

ポーツの関係で、諫早湾のよかところが伝わっ

ていけばと思っております。 

 その中で、ちょうど有明海の中の、あるいは

諫早湾の中の本明川の下流域が立派なコースに

なるということは、大変ありがたいなと思って

おります。 

 そこで、私たちがそういうことを求めておる

こともですけれど、やっぱりそこには精通した

人がいなければならないのではないかなと、こ

のように思って、いろいろ聞いておると、前回

も答弁いただいておりましたけれども、平田副

知事は、東大のボート部出身だということであ

りますので、知事、これのプロジェクトチーム

長として指名をしていただいて、大会の開催は

もちろんのこと、設備の充実などに努力してい

ただきたいなと思いますけれども、よかったら、

平田副知事の方から、ご答弁をお願いしたいと

思います。 

〇議長(瀬川光之君） 平田副知事。 

〇副知事(平田 研君） 本明川下流域のボート

場は、諫早湾干拓地の恵まれた環境のもと、長

距離の直線コースをとることができるという、

他にはない優位性を有しておりまして、合宿誘

致や大会誘致の大きな可能性を秘めていると考

えております。 

 今後、その特性を活かして、本明川下流域が

全国的なボート競技の拠点となれるよう、必要

な施設整備にも取り組みながら、合宿や大会の

誘致に向けて関係者への働きかけを積極的に進

めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 八江議員―46番。 

〇４６番(八江利春君） せっかくの日本一、世

界一立派なコースだと言われているものですか

ら、あとは整備を進めていかなければ、いろん

な大会も開くことができませんし、また、呼ぶ

こともできない。そういうことになりますので、

それを十分肝に銘じながら、長崎県の今後のス

ポーツの振興も含めて、しっかり考えていただ

きたいと思います。よろしくお願いを申し上げ

ておきたいと思います。 

 そしてまた、予算についてのご答弁もいただ

きました。県なのか、諫早市なのかと、両方が

話し合いをしていくということで、過去ずっと

続いておったようでありますけれど、先ほど企

画振興部長の方から前向きな答弁をいただいて

おりますので、ぜひひとつ、それは県が大きな

リーダーシップを発揮しながら、予算の格付け

をして、そしてまた、市町に求めるものは、そ

ういうようなこともお願いをしておきたいと思

いますけれども、間違いなく、先ほど補正予算

等も含めてということでありますけれども、も

う一度確認しておきたいんですけれど、よろし

いでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） この本明川下流

域のボート場の施設整備につきましては、これ

までも諫早市との間で、県の方で協議をお願い

しながら、具体的に議論を積み重ねてきている

ところでございます。 

 その中で、先ほど申し上げましたような整備

についての方向性について、考え方が一致をし

てきておりますので、繰り返しになりますけれ

ども、今後、補正予算での対応もしっかりと

やっていくということで、さらに進めてまいり

たいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 八江議員―46番。 

〇４６番(八江利春君） よろしくお願いをいた
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します。 

 それから、先ほど知事からのご答弁もありま

した、国民文化祭の開催についてでありますけ

れど、これは長い間、私はこの壇上でお願いも

してまいりました。 

 九州では、佐賀県と長崎県だけが開催してな

い。中には、大分県は2回も開催している。い

ろんな集客効果は100万人前後の効果でありま

して、そして、どこも競ってやっておったので

はないかと思いますけれど、これまで長崎県が

少し遠ざかっておったのは、関係諸団体、ある

市町村との話し合いがうまくいかなかったのか

どうかということも考えられますけれど、それ

はもう済んだことであります。 

 これからは、市あたりの協力は得なければ、

あるいは文化団体等の協力を得なければできま

せんけれど、やっぱりこれは県がやるぞと言っ

て旗を振らなければ、なかなかついていきにく

い部分があると思います。あとは、運営上は、

予算措置とかいろんな問題もあると思いますけ

れど、その点は、もう一度確認しておきたいん

ですけれど、来年は宮崎県なんですよ。3年後

は沖縄県です。それで、あと残りは長崎県、佐

賀県なんです。それでしても、まだ4～5年後に

なるんですけれど、今から挙げてないとできな

いから、やるということにして、後、内輪は詰

め合わせていかなければならないんですけれど、

知事、その点をもう一度確認したいんですけれ

ど、いかがですか。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 議員ご指摘のとおり、今

後の開催見込みについても、令和5年度までは

ほぼ開催地が決まっているような状況にあるも

のと理解をいたしております。 

 したがいまして、これから手を挙げるとする

と、令和6年以降の開催地に手を挙げるという

ことになろうと思いますけれども、新幹線の開

業を機ににぎわいを創出し、全国からお客様を

お迎えすると、そういったタイミングで、鹿児

島県などにおいても取り組んでこられた実績が

あるわけでありまして、私どももそういった新

幹線の開業という大きな節目もありますし、さ

らに、さまざまな施設が整備されてまいります。

そういった事業、プロジェクトとの兼ね合いを

つけて、どのタイミングで手を挙げた方が一番

多くの方々にお出かけいただけるか、また、地

元にとっても好ましい形になるのか、その点に

ついては、これからしっかり実務的に精査をし

たうえで目標を定めて、開催の準備に取りか

かっていければと考えているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 八江議員―46番。 

〇４６番(八江利春君） 今、お話にありました

ように、4～5年後ということになりますから、

準備期間というのはまだたくさんあるかと思い

ますけれども、先ほどのお話のように、しっか

りお願いしておきたいと思います。 

 一つは、考え方は、国体は、2巡目の国体を

もう各県やっております。これは文化の国体と

いうことと同じ、文化の関係から考えればです

ね。体育の関係からすれば、国体、しかし、こ

れは文化、文化というのは、長崎は文化の発祥

の地じゃないかなと、西洋文化を含めての話に

なりますけれど。そういうことにした時に、過

去の知事たちがあまり興味がなかったのかなと、

振り返ることになりますから、これは中村知事

がしっかり文化に興味を持ちというよりも、

持っておられると思いますから、そこはしっか

りやっていただきたいということで、これは要

望しておきたいと思います。 

 最後に、新幹線の問題でもありますけれど、
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新幹線については、先ほどご答弁がありました

ように、なかなか難しい状況の中にあることは

事実です。我々も議会に与えられた任務でいろ

いろやってまいりましたけれども、ここ1年、

全く動きがとれないような状況にあります。そ

れは、どこがどうなのかというのは、想像のと

おりでありますけれども、なかなかうまくいか

ない。だから、国の方も、4者会談等を含めて

なかなかうまくいかないのも、佐賀県と国土交

通省の話が進んではおりますけれど、それがま

だ前向きに取り組んでいない部分があります。 

 そういう中で、やっぱり刺激をしないために

は、控え目の行動をこれまでもやってまいりま

した。これからも、それも必要です。また、そ

ういうことを含めながら、佐賀県とどのように

向きあいながらやっていくかということは、当

然考えていかなければならないと思います。 

 よく言われるわけですけれど、フル規格に向

かって長崎県民が知恵と汗をかけと、知恵と行

動をせろと、知恵をもう少し使えと言われるよ

うな話さえ聞こえる部分があります。 

 ですから、我々は精いっぱい、県と議会も一

緒になって知恵を出して佐賀県の同意を得られ

るように、何をすればいいかということになり

ますけれど、そこには、やっぱりトップ会談等

が出てきます。 

 そこで、今までの経過はよくわかりますけれ

ど、知事が、それぞれの知事会、あるいはそれ

ぞれの会の時に、山口佐賀県知事にお会いする

機会もたくさんあったかと思いますけれども、

改めて、新年度を迎えるに当たって、あるいは

今月末の年度末を迎えるに当たって、もう一度

訪問し、いろんなことをしていくことが必要で

はないかなと思いますけれど、そのことについ

て知事のお考えをお尋ねしておきたいと思いま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） この九州新幹線西九州

ルートの問題につきましては、いろいろな会議

開催の機会にということだけではなくて、私は

たびだびこの問題について、山口佐賀県知事と

直接話し合うための機会をいただいてきたとこ

ろであります。 

 昨年の12月におきましても、なかなか議論の

進展が見えないということもありまして、そう

であれば、佐賀県の課題認識、どういった点に

どのような問題意識をお持ちであるのか、山口

佐賀県知事のお話を直接お聞かせいただきたい

と考えまして、会談の時間をいただきたいとい

うお願いをさせていただいたところであります

けれども、その際にも、新たな提案があれば、

お会いしてもいいんだけれどもといったような

ご回答でありました。 

 したがいまして、まずは協議の場がスタート

するということになると、佐賀県において、ど

のような課題認識をお持ちであるのか、それに

対して、どう取り組んでいけば課題の解決に結

びつくのかという協議が可能になってくるもの

と思いますけれども、ただ、まずは、やはり協

議の場に参加をしていただくということが一番

重要なことであろうと思っております。 

 今、国土交通省で精力的な調整作業を進めて

いただいておるものと受け止めているところで

ありますので、その動きを、今は見極めていく

必要があるのではなかろうかと考えているとこ

ろであります。 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 １分 休憩 ― 
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― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 山本啓介議員―25番。 

〇２５番(山本啓介君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党、山本啓介でございます。 

 早速、質問に入らせていただきます。一括質

問方式にて一般質問を行います。 

 知事をはじめ副知事、関係部局長の明快な答

弁を求めます。 

 議会棟から眺める窓の外には、日々刻々と変

わっていく風景があります。長崎駅周辺の再開

発です。この議会棟や県庁舎、県警本部も含め、

短期間に「尾上町」という地名のこのエリアは、

激しく様変わりを遂げています。その変化を目

の当たりにする時、まちの躍動感や勢いを感じ

るとともに、県庁所在地の新しい空間の連続し

た創造に胸が高まってまいります。 

 私は、行政のトップである知事には導いてい

ただきたいと思っています。行政を、県民を、

産業を、地域を、時代を導いていただきたい。

目の前に迫りくる事態の対応だけでなく、新た

な展開を切り拓いていただきたいと期待を寄せ

ております。 

 今日は、その姿を確認させていただきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 まず初めに、令和2年度当初予算編成につい

て、本県の財政状況をお尋ねします。 

 1、令和2年度当初予算編成について。 

 （1）本県の財政状況。 

 今回の予算編成も、大変厳しい財政状況の中

での取組であったと受け止めます。 

 知事は、これらの編成について、開会日の知

事説明において、「地域経済の下支えと県民の

安全・安心の観点から、国の経済対策に迅速に

取り組むこととし、経済活動の基盤となる道路

整備、河川等の防災・減災対策、県立学校の高

速通信ネットワーク整備及び対馬地域における

交流人口の拡大施策等に力を注いでまいります」

と述べられました。 

 そして、「経済対策補正予算と令和2年度当初

予算を一体的に編成し、『第2期長崎県まち・ひ

と・しごと創生総合戦略』に基づき、本県の未

来を切り拓くための力強い政策群を投入するこ

とにより、地方創生が大きく前進するよう、こ

の一年全力を尽くしてまいります」と力強く宣

言されたことは、まさしく本県の課題を乗り越

えることのみならず、新たな時代を自ら切り拓

いていくという意気込みを示されたと思います。 

 予算の中身は、さまざまな分野において、打

ち込むべき場所を見極め、きめ細かく施策を構

築した、バランスと合理性を感じられる予算で

あると評価いたします。 

 今回の質問の聞き取りにおいて、担当者より、

「入るを量りて出ずるを制す」という礼記の言

葉を聞きました。これは、我が国の近世におい

て、多くの藩の財政立て直しに活躍した二宮尊

徳の報徳の思想のうち、中心的考えであるとこ

ろの「分度」に通じる言葉であると理解してい

ます。 

 しかしながら、これは財政の健全化を目指し

縮小均衡の緊縮型にばかり向かうのではなく、

不退転の決意で歳出を削減しつつも、同時に産

業育成に取り組んだ二宮翁の姿がそこにはあり

ます。 

 そこで、令和2年度当初予算における本県の

財政はどのような状況であるのか、お尋ねいた

します。 
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 （2）当初予算のポイントと県勢発展のため

の投資について。 

 知事は、3期目の選挙に際し、厳しい経営環

境にある造船業に比肩する産業として、新産業

の活性化に努力すると表明されました。そのよ

うな考えに対し、私は、これからの変わりゆく

本県の未来を見据え、長崎県のグランドデザイ

ンを求めてきました。 

 こうした中、県では新産業に係るロードマッ

プが示され、民間企業との連携を活発化し、県

内の資源や人材、特性を十分熟知した同時多発

的な企業誘致に関する仕掛けなど熱心に取り組

まれたことにより、精密機器やＩＴ関連、研究

開発型などの企業誘致が実現し、新たな産業の

育成に結びついております。 

 そして今、議会棟から見える風景を中心に知

事が掲げる長崎県の近未来像に国内外から大変

多くの可能性が寄せられ、さらに九州新幹線西

九州ルートの開業、ＩＲの誘致、松が枝観光埠

頭の2バース化、長崎スタジアム構想、離島地

域におけるホテルなどの開発、雇用創出・移住

促進など、県選出国会議員のご努力や民間の新

しい発想など、まさしく官民大小さまざまな取

組が相まって、現在、最も外需が期待できる展

開が訪れているのだと思うのであります。 

 私は、財政を健全化するためには、歳出削減

を踏まえつつ県勢の発展、すなわち人口を増や

し、産業を活性化させ、自主財源を増やすため

には、いわゆる攻めの予算が必要であると思い

ます。 

 そこで、令和2年度当初予算における投資的

観点からの施策はどのように講じられているの

か、お尋ねいたします。 

 2、重要政策の推進について。 

 （1）人口減少社会対策。 

 本県の人口は、個々の21市町においては増加

している団体もあるものの、1960年の176万人

が2015年には138万人と、この間一貫して減少

しております。 

 それは、県庁所在地である長崎市の人口ダム

機能が他県に比べて弱く、若い世代を中心に県

外に人口が流出するとともに、本県が離島・半

島地域を多く有し、経済的な波及効果が県内域

に及びにくい地理的、地形的な特徴があること

も要因であると考えております。 

 また、日本全国共通の問題でもありますが、

農山漁村地域における第一次産業の衰退に加え、

都市部においても機械化、省力化によって多く

の人間の手による作業や仕事が不要になった影

響もあるのではないかと考えます。 

 他方、それぞれのコミュニティを見てみます

と、本県が長年取り組んできた第一次産業対策

や企業誘致などの施策効果により、人口増加が

数値としてあらわれている地域があるのも、ま

た確かであります。 

 そこで、まず、本県人口の推移について、産

業、地域ごとにどう把握されているのか、お尋

ねします。 

 次に、本県の将来を考えた時に、先ほど述べ

たような、それぞれの集落、コミュニティが維

持され、その価値が再評価されることは極めて

重要であると思うのですが、そのような観点で

令和2年度予算に計上された事業があるのか、

お伺いします。 

 （2）九州新幹線西九州ルートの整備。 

 整備新幹線は、新幹線の計画路線のうち昭和

48年に決定した、青森市から札幌市までの北海

道新幹線、盛岡市から青森市までの東北新幹線、

上信越・北陸地方を経由して東京と大阪を結ぶ

北陸新幹線、九州新幹線の鹿児島ルートと西九
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州ルートの5路線を指します。 

 一部報道によると、自民党北陸新幹線整備プ

ロジェクトチームの中間取りまとめ案了承の記

事において、23年度予算における大幅な国費確

保などが言及されたとあります。 

 本県においても、令和4年度新幹線開業に向

けて、真新しい駅が姿をあらわし始め、それら

を中心とした各駅周辺のまちづくりや、刻一刻

と変化していく見慣れた風景に、地元市民のみ

ならず心を躍らせています。 

 昭和48年から始まった整備新幹線の今後の見

通し及びスケジュールについて、お尋ねします。 

 また、長崎駅周辺においては、九州新幹線西

九州ルート、ＪＲ長崎本線連続立体交差事業と

長崎駅周辺土地区画整理事業の3つが一体と

なって、交通混雑の解消や土地の有効活用を図

ることにより、地域の交流と賑わいの創出を目

指しています。 

 県の連続立体交差事業により在来線が3月28

日に高架に切り替わり、新しい長崎駅が西側に

150メートルほど移動します。 

 2008年12月に決定した長崎市の都市計画では、

トランジットモール線に路面電車が新しい長崎

駅まで乗り入れる計画でありました。 

 その後、バスターミナルも駅のそばに移転す

る計画になったと聞いております。 

 しかし、路面電車の乗り入れの計画は廃止さ

れており、現在は、県と市、交通事業者、国土

交通省などでつくる「長崎市中心部の交通結節

等検討会議」において、ＪＲと路面電車、バス

の乗り継ぎの利便性確保策として、現在地での

バスターミナルの再整備と併せて、国道にデッ

キを設け、動く歩道を設置する方向で検討され

ていると聞いております。 

 そこで、事業化や完成のめどをお尋ねします。 

 このままでは、22年度の九州新幹線西九州

ルートの暫定開業には間に合わないと思われま

すが、なぜ新幹線開業に合わせたスケジュール

に取り組まれなかったのでしょうか。デッキや

動く歩道が完成するまでの間、ＪＲと路面電車、

バスの乗り継ぎの利便性をどう確保していくの

か、重ねてお尋ねします。 

 （3）特定複合観光施設区域整備。 

 ＩＲ区域整備について、お尋ねします。 

 本年1月7日にカジノ管理委員会が内閣府の外

局として新たに設置され、カジノ免許の付与や

事業者の監督などに関する具体的なルールづく

りが進められていると説明がありました。 

 また、本県へのＩＲ区域整備を見据え、2月1

日に福岡市において「日経統合型リゾートセミ

ナー」が開催され、経済界をはじめ多くの方々

が参加されました。 

 ＩＲは、もはや長崎だけの取組ではなく、九

州地域経済の活力につながる要素の一つであり

ます。立地自治体だけでなく、九州の多くの生

産者や企業が、ＩＲにどのような人材が必要で、

どのようなものが必要なのか、そのことを知る

ことによって、県内はもちろん多くの事業者の

準備も進むのではないかと考える次第です。 

 水面に投じる石は、大きければ大きいほど広

い範囲に波紋を広げます。投資規模が大きけれ

ば大きいほど広がりも期待できますが、県下の

みならず、九州全域にわたって各産業、経済界

が、その波紋を待つのではなく、波紋を広げる

側になれないだろうかと考えています。要する

に、九州各県及び経済界と情報を共有し、ＩＲ

事業者が決定されると直ちにスタートできるよ

う、未来を見据えた準備を行い、アイドリング

状態でいることが大切だと思うのであります。 

 そこで、ＩＲ事業者が決定されるまでの間に、
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知事におかれましては、九州各県並びに経済界

とのトップ会談、トップセールスなどに積極的

に取り組まれますことをご提案いたします。 

 九州及び県内の早い段階での準備、そして体

制づくりが必要であると考えますが、知事の認

識をお伺いします。 

 （4）県庁舎跡地の活用。 

 開港前のかの地は、多くの木々が茂る長い森

の岬で小さな漁村でありました。県庁舎建物に

接する位置には、豊漁と安全を祈願する恵比寿

さんが祀られていたと考えられます。そして、

その地に、今でも多くの文献に残る森崎神社が

鎮座されていました。 

 その後、教会を中心とした村が形成されるわ

けでありますが、森崎神社をはじめ多くの神社

仏閣は姿を消します。 

 歴史認識は、さまざまな書物や発掘などの調

査によって明らかになりますが、どの部分をス

タートにするかで情報の受け止めの印象は大き

く変わります。 

 県庁舎跡地の活用について、お尋ねします。 

 県庁舎跡地においては、旧県庁舎の解体工事

終了後、昨年10月から実施された埋蔵文化財調

査の結果、跡地南側において、江戸時代の石垣

や町屋の一部と思われる遺構が確認されました。 

 また、跡地西側では江戸時代の瓦などを含む

土の層が複数確認され、県で委嘱した埋蔵文化

財の専門家からは、「確認された遺構を壊さな

いように配慮する必要がある。さらに詳細な調

査の実施を検討してほしい」などの意見が述べ

られました。 

 これを受け、先般、県においては、引き続き

予断を持つことなく、出土した遺構周辺につい

て、さらに詳細な調査を行う必要があるといっ

た考え方を示されたところです。 

 こうした専門家の意見等を踏まえ、長崎市か

ら、ホールについては現市庁舎跡地に整備した

いとの考えが示され、先般、知事からも、県に

おいて県庁舎跡地に同様の機能を有するホール

を整備する必要はないものと考えている旨の説

明があったところです。 

 ついては、ホール整備が市役所跡地となる中、

「広場」、「交流・おもてなしの空間」、「文化芸

術ホール」を柱とする現在の活用策をどのよう

に見直していくのか、お尋ねします。 

 （5）石木ダムの建設。 

 石木ダム事業につきましては、近年、気象変

動の影響により、県内を含む全国各地で自然災

害が頻発する中、地域住民の生命・財産を守る

という事業の目的が、さらに重要性を増してい

ることは言うまでもありません。 

 しかし、この事業については、それだけでな

く、反対住民の方々が提起した訴訟に対して司

法はどのような判断をしているのか、押さえる

必要があります。 

 また、令和2年2月の佐世保市議会において、

朝長佐世保市長が「石木ダム以外に水源不足の

抜本的解決策がない」と表明されていますが、

25万人の人口を有する本県第二の都市というこ

とだけでなく、県北地域全体の中心となって発

展すべき佐世保市の今後をどのように考えるか

などの視点が極めて重要であり、そのような観

点も踏まえたうえで、今後進むべき事業展開を

考えることが肝要であります。 

 昨年11月には、反対住民の方々が国を相手に

提起した事業認定取消訴訟の控訴審判決におい

て、福岡高裁は、第1審の長崎地裁判決に続き、

「石木ダム完成により得られる公共の利益は、

住民の生命の安全にも関わる大きなものであっ

て、失われる利益に優越している」として、事
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業の公益性を全面的に認めたうえで地元住民ら

の請求を棄却しており、この判断は非常に重要

な意義があると考えております。 

 このような司法の判断がなされる状況におい

ても、依然として反対住民の方々の協力は得ら

れていませんが、県は、昨年の公共事業再評価

によって見直された新たな工事工程に沿って、

ダム本体工事にかかる経費の一部を新年度予算

案に計上されています。 

 そこで、このような状況を踏まえ、今後、県

として、ダムの令和7年度完成に向け、事業を

どのように推進していくのか、お尋ねします。 

 （6）犯罪被害者等支援条例について。 

 誰もが犯罪被害者等になり得るとの認識を県

民が共有し、犯罪被害者等に対する問題を社会

全体で考え、ともに支えあい、誰もが安心して

暮らすことができる社会の実現に寄与すること

などを目的とした「犯罪被害者等支援条例」が

公布され、7カ月が過ぎました。 

 これまでどのような取組が行われたのか、21

市町との連携や県の窓口の設置などについて、

お尋ねします。 

 また、条例には県の役割として、県民の理解

の増進や学校における教育と支援とありますが、

これまでの実施例や、これからの取組などにつ

いて、お尋ねします。 

 3、将来の国の新しい形との連動。 

 （1）地球温暖化などの気候変動に関する取

り組み。 

 壱岐市は、令和元年9月25日、我が国自治体

初の「気候非常事態宣言」を行いました。水産

資源の変化や枯渇、異常気象による農業への影

響、局地的な大雨などによる災害の多発など、

壱岐市民の暮らしに目に見えて影響が出ていま

す。漁業者が困っています。農業者が困ってい

ます。災害が暮らしを脅かしています。事態の

深刻さを感じることが多くあります。 

 知事は、現在の状況をどのように感じていま

すか。温暖化などによる産業や地域への影響、

壱岐市の宣言に対しての認識と、県の動きとつ

ながるものはあるのか、お尋ねします。 

 （2）国際的な取り組みに機能する体制づく

り。 

 本県に限らず多くの都道府県、市町村が、さ

まざまな分野において国際的な取組を展開して

います。 

 一般財団法人自治体国際化協会クレアの発表

によると、令和2年2月現在、883もの自治体が

1,762件もの姉妹都市提携を結んでいるとのこ

とですが、交流の内容も教育、文化、スポーツ、

医療、農業、工業、商業、行政などさまざまで

す。 

 本県の交流都市のある国々は、中国、韓国、

オランダ、ベトナムであります。 

 県庁国際課は、共有する歴史的なゆかりなど

を核とし、交流の積み上げによって地道な取組

を継続的に展開しています。それらの歩みは時

間がかかるものばかりでありますが、途切れる

ことのない関係性が構築できているのだと思い

ます。 

 また、ビジネスの世界では、県内においても

スピード感のある展開もあります。県庁内にお

いても、特定の分野についてはそれぞれの部局

が主体的に進めている事柄もあります。 

 国際課の位置づけと国際的な人材の確保、県

が主体的に進めている国際的な事業をお示しく

ださい。 

 4、人材確保対策について。 

 長崎県の近未来像を示すことによって、本県

の方向性が広く知られ浸透しつつあります。 
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 次に広く示すべき事柄は、長崎県に集まる可

能性に必要な人材であると考えます。 

 どのようなスキルが必要であるのか、そして

どのくらいの数が必要であるのか、産業ごとの

人材確保の数字を明確な数字として示すことが

できれば、そのことが県外からの人流のター

ゲットとなる要素もあると考えられます。 

 一次産業、サービス業、ものづくり、ＩＴな

どの職業、また、多言語やＡＩ、ＩｏＴなどの

必要なスキルなど、日本中が足りない状況にあ

ります。そのような中、本県は必要な人材をど

のように確保するのか。 

 今回は産業界における人材確保の進め方につ

いて、お示しください。 

 また、知事が掲げる新産業の推進について、

新産業における一貫体制の構築を期待するとこ

ろでありますが、それはどのような姿なので

しょうか。構築される分野ごとのスケジュール

やエリア、具体的な展望について、お尋ねしま

す。 

 5、離島振興について。 

 （1）有人国境離島法による成果と今後の対

策。 

 平成29年からの有人国境離島法による取組の

成果について、知事の総括をいただきたいと思

います。 

 （2）水産業の振興。 

 水産業の担い手対策における、漁家子弟に対

する再評価と現状の取組について、お尋ねしま

す。 

 改めて言うまでもなく、本県において、一次

産業は大変重要な産業であります。従事する

方々は、地域産業の牽引者であるだけでなく、

コミュニティの原動力であり、リーダーである

ことも多くあります。そのことが地域に腰を据

え、長年にわたって取り組んでいる漁家であれ

ば、なおのことであります。 

 新たな人材育成や移住者による人材確保も当

然重要でありますが、漁業を承継する漁家子弟

は担い手の基本であり、環境や技術を受け継ぐ

うえでも大変重要であります。 

 漁家子弟の承継について、県の認識と支援に

ついて、お尋ねします。 

 6、新型コロナウイルス感染症について。 

 こども政策局におかれましては、新たな情報

及び取組についてのご説明を求めたいと思いま

す。 

 そして、最後に産業労働部長に、企業支援に

ついての説明を求めます。 

 以上で、本壇からの質問を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 山本啓介議員の

ご質問にお答えいたします。 

 令和2年度当初予算における本県の財政状況

はどのような状況であるのかとのお尋ねであり

ます。 

 令和2年度当初予算において、歳入面では、

消費税率引上げや法人関係税の伸びにより、県

税収入が過去最高額となるとともに、地方法人

課税の偏在是正措置等によって、実質的な地方

交付税が令和元年度並みの見通しとなり、自主

財源比率は前年度を上回っております。 

 歳出面では、前年度と比較し義務的経費の割

合が減少する一方、幼児教育・保育の無償化、

高等教育への修学支援等により消費的経費が増

加したほか、防災・減災対策の強化により投資

的経費も増加したところであります。 

 また、予算編成に当たっては、国の有利な財

源措置を積極的に活用するとともに、行財政改
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革等の取組により財政調整基金の取崩しは、対

前年度比14億円減の142億円に圧縮し、最終的

な取崩しも2億円と見込まれるため、一定の改

善が図られたものと認識をいたしております。 

 今後においても、引き続き施策の選択と集中

に努めるなど、財政の健全化を着実に推進して

まいりたいと考えております。 

 次に、投資的観点からの施策はどのように講

じているのかとのお尋ねであります。 

 当初予算編成においては、県勢の発展に向け

て、さまざまな環境変化をチャンスに変えてい

くよう、投資的な経費についても工夫を重ねた

ところであります。 

 例えば、成長産業など新たな産業構造への転

換を目指し、航空機、海洋エネルギー及びＡＩ、

ＩｏＴ、ロボット関連産業において、各企業連

携のもと、共同受注体制の構築支援等を図って

まいります。 

 また、首都圏の交流拠点との連携によるス

タートアップ支援施策の強化や、研究開発型の

企業立地を踏まえた県立大学の情報セキュリ

ティ産学共同研究センターの整備など、新たな

時代に対応した力強い産業を育成してまいりた

いと考えております。 

 さらに、社会資本の整備にかかる公共投資に

ついては、県庁舎建設経費を除き、知事就任後

最大となる約1,540億円の規模により、経済活

性化の基盤となる広域幹線道路の整備や、担い

手確保につながる農地整備など積極的に投資施

策を推進することといたしております。 

 次に、ＩＲについて、九州各県や経済界との

トップ会談等を積極的に行い、九州や県内の準

備等を進める必要があるのではないかとのお尋

ねであります。 

 ＩＲは、観光振興の起爆剤となることはもと

より、関連する業種が多岐にわたる、すそ野が

広い産業でありますことから、海外での事例で

は、ＩＲ施設内で使用される多種多様な物品や

サービスが地元企業に発注されております。 

 ＩＲが地域にもたらす、こうした高い経済効

果を、九州並びに県内経済界の皆様が幅広く取

り込むことができるよう、あらかじめ準備を進

めることが重要であります。 

 このため、私と副知事が、九州・山口各県の

知事、副知事並びに経済界のトップの皆様を訪

問のうえ、ＩＲの高い経済効果を説明し協力を

要請するとともに、九州地方知事会議並びに九

州地域戦略会議においても同様の要請を行って

きたところであります。 

 その結果、昨年6月に開催された知事会議並

びに戦略会議において、本県ＩＲを九州第一弾

のＩＲとして応援することが決議されるととも

に、戦略会議のもとにプロジェクトチームが設

置され、広域周遊や九州各地からの食材調達な

どについて検討が進められているところであり

ます。 

 経済界のさらなる機運醸成を図るため、現在、

私と副知事が、経済界トップの皆様を改めて訪

問し、九州・長崎ＩＲの高い経済効果や今後の

スケジュール等について説明を行っているとこ

ろであり、九州・山口各県に対しても、今後の

事業者選定時期などを踏まえながら、知事会議

などさまざまな機会を通して、九州・長崎ＩＲ

の経済効果をしっかりと波及させるための協力

を要請してまいりたいと考えております。 

 次に、県庁舎跡地の活用についてのお尋ねで

あります。 

 県庁舎跡地の活用については、活用策の検討

と併せ、旧県庁舎の解体後、予定していた埋蔵

文化財調査を実施し、石垣や町屋の礎石、江戸
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時代の瓦などを含む土の層などが確認され、専

門家からは、さらに詳細な調査の実施を検討し

てほしいなどの意見をいただいたところであり

ます。 

 県としては、こうした専門家の意見を踏まえ、

出土した遺構の周辺について、詳細な調査を実

施する必要があると判断したところであります。 

 また、先般、長崎市からは、県庁舎跡地での

ホールの整備を断念し、現市庁舎跡地で整備す

るとの考え方が示され、今後さらに活用策の検

討を行っていく必要があると考えております。 

 県庁舎跡地の活用については、この間、懇話

会や県議会などにおいて、さまざまなご議論を

いただいてきており、今後の検討に当たっても、

賑わいの創出につながるものとして、ご議論い

ただいてきた「広場」、経済界や地元関係者の

皆様からも要請のあっている観光客などを呼び

込むための「交流・おもてなしの空間」の整備

を基本としつつ、検討を進めてまいりたいと考

えております。 

 さらに、新たにどういった機能を付加するか

という点につきましても、専門家等にご意見を

伺い、議論を深めてまいりたいと考えており、

埋蔵文化財調査結果や県議会におけるご議論な

どを踏まえて、歴史を活かし賑わいの創出につ

ながるような活用策を検討してまいりたいと考

えております。 

 次に、石木ダムの建設についてのお尋ねであ

ります。 

 石木ダム建設事業は、近年、全国各地で自然

災害が頻発する中で、その必要性が一層高まっ

ているものと考えております。 

 また、佐世保市において、都市の基盤となる

水道水源を確保するダムの建設は、県北地域全

体の発展にとっても必要不可欠な事業でありま

す。 

 今後の事業の進捗につきましては、令和7年

度末のダム完成に向け、令和2年度は、現場の

状況等も勘案しながらダム本体工事の一部に着

手し、進捗を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、先般、11月の事業認定取消訴訟の控訴

審判決において、事業の公益上の必要性が認め

られているところであり、反対住民の方々には、

自ら提訴された訴訟の司法判断も受け止めてい

ただき、早期に事業に協力していただけるよう

粘り強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。 

 今後も、本事業を取り巻く状況の変化を見極

めながら適切に対処し、ダムの早期完成を目指

して、佐世保市、川棚町と一体となって事業の

推進に全力を注いでまいります。 

 次に、地球温暖化に関連し、壱岐市の「気候

非常事態宣言」に対する認識等についてのお尋

ねであります。 

 近年、気候変動による自然災害の激甚化が見

られ、壱岐市においても、平成30年には公共土

木施設や農林水産業に被害を受けているところ

であります。 

 また、水産業においては、アラメ、カジメ類

の藻場の減少が見られ、これらは地球温暖化に

よる影響とも言われております。 

 このような気候変動に対処し、県民の生命・

財産を守り、経済等の持続可能な発展を図るた

めには、温室効果ガスの削減とともに、その影

響を予防、軽減するための対策を進める必要が

あると考えております。 

 こうした中、壱岐市においては、明確なビ

ジョンに基づき、「気候非常事態宣言」をなさ

れたものと受け止めております。 
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 また、宣言にある再生可能エネルギーへの完

全移行について、県としても、壱岐市とともに

その実現を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、産業界の人材確保の進め方についての

お尋ねであります。 

 全国的に人口減少で人手不足の状況が続く中

で、本県においては、特に、医療・福祉、卸・

小売業、製造業、宿泊業、飲食サービス業、建

設業等の分野において厳しい状況となっており

ます。 

 このような中、若者等の県内定着促進と併せ

て喫緊の課題である各産業の人材確保を支援す

るため、新年度においては、高校生及び大学生

の県内就職促進対策に注力するとともに、県内

企業の採用力向上や女性の県内定着促進、外国

人材の確保対策などに取り組んでまいります。 

 特に、4月に開設する「人材活躍支援セン

ター」においては、無料職業紹介機能を備え、

第二新卒を含む県内外の多様な求職者と企業と

のマッチングを図るとともに、人手不足企業に

対して、市町や商工団体と連携して採用力向上

への伴走型の支援を実施することとしておりま

す。 

 今後とも、産業界や市町、大学等と緊密に連

携を図りながら、産業界の人材確保を積極的に

支援してまいりたいと考えております。 

 次に、有人国境離島法による取組の成果につ

いてのお尋ねであります。 

 この有人国境離島法は、自民党離島振興特別

委員長の谷川衆議院議員をはじめ、本県選出国

会議員の皆様の多大なるご尽力により、議員立

法で制定されたものであります。 

 県では、国境離島地域の人口減少に歯止めを

かけるという法律に込められた強い思いを酌み

取り、市町と一体となって、新設された国の交

付金を有効に活用し、雇用機会の拡充や滞在型

観光の促進などに取り組んでまいりました。 

 平成29年の法施行以降、850人を超える雇用

の場が創出され、これに伴い、昨年度の県外か

らの移住者も約4倍となる457人に増えるととも

に、平成30年の延べ宿泊者は約91万9,000人、

14％増と県平均を大幅に上回る伸び率となって

おります。 

 法律に基づく国の基本目標であります人口の

社会減に関しては、令和元年の実績で計画を上

回る644人となっており、法関連施策の成果が

着実にあらわれているものと考えております。 

 さらに、世界遺産登録等の効果も相まって、

質の高い宿泊施設の新設など民間投資の動きも

活発化しており、若年層を中心に意欲のある移

住者も増加傾向にあるなど好循環の兆しも見え

始めているところであります。 

 今後とも、国境離島交付金をはじめ、国の手

厚い支援制度を余すことなく活用し、関係市町

とともに国境離島地域の社会増の実現に向けて

全力を注いでまいりたいと考えております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 3点、お答えを

させていただきます。 

 人口減少対策について、本県人口の推移、産

業、地域ごとにどう把握しているのかとのお尋

ねでございます。 

 本県では、自然減、社会減合わせて、毎年1

万人を超える人口減少が続いており、長崎市、

佐世保市の都市部で減少が全体の半数を占める

ほか、離島・半島地域においても人口減少が厳

しい状況にあります。 
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 そのうち都市部においては、近年、製造業の

うち汎用機械、輸送用機械の従業者数が減少傾

向にあるほか、離島・半島地域においては、基

幹産業である農業や漁業の従業者数が減少傾向

にありますが、一方で地域によっては、農業の

収益性向上や生産基盤強化のための支援により、

農業所得や地域の子どもの数が増加した地区も

あります。 

 また、離島地域においては、有人国境離島法

の施策の効果などにより、五島市が令和元年に

転入超過に転じるなど、具体的な成果につな

がってきております。 

 今後は、各地域の特性に応じた産業振興を図

ることなどにより、人口減少の抑制につながる

効果的な対策を講じていくことが重要だと考え

ております。 

 次に、集落、コミュニティが維持され、価値

が再評価される、そういった観点で計上された

事業があるのかとのお尋ねでございます。 

 県としては、地域での支えあいや住民主体の

地域運営を促進するため、市町に対して住民等

の意識醸成を図るワークショップの開催やアド

バイザー派遣等の支援を行ってきたところであ

ります。 

 令和2年度においては、このような取組に加

え、ＮＰＯや民間事業者と連携した取組に対し

ても市町とともに支援をするほか、地域住民の

さらなる意識醸成を進めるということにいたし

ております。 

 住民同士が支えあう「共助」の力を促すこと

が、地域で安心して暮らすことができるまちづ

くりや地域の活力を取り戻すことにもつながる

ため、今後も集落、コミュニティ対策の強化に

努めてまいります。 

 次に、九州新幹線西九州ルートの整備につい

て、整備新幹線の今後の見通し、スケジュール

についてのお尋ねでございます。 

 整備計画5路線のうち、現在、西九州ルート

の武雄温泉－長崎間をはじめ3路線で工事が進

められており、未着工区間は北陸新幹線、敦賀

－新大阪間と西九州ルート、新鳥栖－武雄温泉

間の2区間のみであり、今後、建設財源の議論

が行われることとなってまいります。 

 北陸新幹線については、フル規格による整備

を前提として、沿線自治体などは、令和4年度

末の敦賀開業に引き続き、令和5年度の敦賀－

新大阪間の着工を求めており、既に今年度から

環境影響評価調査が行われ、着工に向けて財源

確保の議論が行われる見込みであります。 

 一方、西九州ルートについては、昨年8月に

与党ＰＴ検討委員会から基本方針が示されて以

降、現在も国土交通省と佐賀県との間で協議の

あり方について、事務レベルでの調整が続けら

れており、具体的な協議の開始には至っており

ません。 

 こうしたことから、県としては、できるだけ

早期に整備方針についての議論を進めていただ

く必要があると考えており、そのため、国土交

通省と佐賀県との調整が進展し、早期に関係者

の議論につなげていただきたいと考えていると

ころでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 長崎駅周辺の交通結

節対策の事業化や完成のめど、また、完成まで

の間の利便性をどのように確保していくのかと

のお尋ねですが、長崎駅周辺の交通対策につい

ては、長崎市が主体となって検討がなされてき

ましたが、路面電車の乗入れや国道の平面横断

は困難と整理された経緯があります。 

 一方、昨年2月の長崎サミットで経済界から
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交通結節の充実を求める声が挙がったこともあ

り、8月に県と市が共同で「長崎市中心部の交

通結節等検討会議」を立ち上げ、国の助言も受

けながら再検討を進めているところです。 

 会議では、大黒町側にバスターミナルを再整

備し、歩行者デッキで駅側と接続する案など、

複数の対策案が検討されていますが、いずれも

実現には相当な時間を要し、新幹線開業には間

に合わないと考えられます。 

 新幹線開業時の対策としましては、新駅舎の

東西両側に整備する交通広場への一定数のバス

の乗入れや長崎駅前電停へのエレベータの設置

などを検討しており、利用者の利便性の確保を

図ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木山勝己君） 長崎県犯罪被害

者等支援条例施行後の取組についてのお尋ねで

ございますが、条例施行後、県においては、

「長崎県市町犯罪被害者等支援推進協議会」や

総合的対応窓口を設置するとともに、担当職員

に対する研修会を開催するなど、県及び市町と

の連携強化を図っております。 

 また、県民の理解の増進を図るため、「長崎

県犯罪被害者等支援シンポジウム」を開催する

ほか、中学、高校においては、「命（いのち）

の大切さを学ぶ教室」を開催し、学校における

教育等支援にも取り組んでおります。 

 今後は、新たに策定した「犯罪被害者等支援

計画」に基づき、犯罪被害者遺族による講演会

の開催など、市町関係団体と連携した犯罪被害

者等支援のさらなる充実に努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 正樹君） 国際課

の位置づけ、国際的な人材の確保及び主体的に

取り組んでいる事業についてのお尋ねでありま

すが、国際課は、国際施策の企画・推進、海外

との窓口、庁内各課並びに関係機関との総合調

整機能などを担っております。 

 また、国際施策を円滑に推進するため、海外

の大学への語学研修や自治体国際化協会への派

遣を通じた人材育成に取り組みますとともに、

海外からの国際交流員を配置し、多様な視点か

らの施策を展開しているところであります。 

 国際課の主な事業といたしましては、海外の

政府機関や青少年の交流推進、海外とのネット

ワークの構築・強化、県内企業・団体の現地活

動の支援等を行う海外事務所の運営などであり

ます。 

 今後も関係機関と連携しながら、本県の国際

施策が着実に推進するよう取り組んでまいりた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 私の方からは、

2点お答えをいたします。 

 知事が掲げる新産業推進に関し、分野ごとの

スケジュールやエリア、具体的な展望について

のお尋ねですが、新たな基幹産業の創出に向け、

各クラスター協議会を中心に、専門人材の育成

やサプライチェーンの構築を支援しているとこ

ろです。 

 海洋関連につきましては、昨年12月に、五島

市沖が再エネ海域利用法に基づく国内初となる

促進区域の指定を受けたところであり、県内企

業の共同受注体制の構築支援を強化するととも

に、海洋人材育成センターの開講に向けた準備

に取り組んでまいります。 

 ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット関連については、新

サービス創出に向けた開発実証支援等により具

体な事業化の動きが出はじめているとともに、

今後は、県立大学に「情報セキュリティ産学共
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同研究センター（仮称）」を整備し、人材育成

や共同研究機能の強化を図ってまいります。 

 航空機関連については、10年以内に九州内で

県内企業を中核とするサプライチェーンの構築

を目指しており、三菱重工航空エンジンの新工

場建設決定等もあり、県内企業の令和10年度売

上目標125億円は、前倒し可能と考えておりま

す。 

 次に、新型コロナウイルス感染症に係る企業

支援についてのお尋ねですが、県内中小企業者

に対する資金面の支援として、県では、昨日、

国のセーフティネット保証4号の指定と連動さ

せる形で、県制度資金で最も貸付条件が有利な

「緊急資金繰り支援資金」を発動したところで

あります。 

 県では、既に商工団体や制度資金の取扱い金

融機関等と連携して相談窓口を設置しており、

今後とも、国や県の支援策について、しっかり

と周知を図り、支援を行ってまいりたいと考え

ております。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） 私の方からは、漁家

子弟に対する支援について、お答えいたします。 

 新規就業者の5年後の定着率は約7割ですが、

その中でも漁家子弟は9割と高く、また、親の

漁業技術や漁船等を承継できることから、漁業

の担い手として重要と認識しております。 

 漁家子弟に対する就業前研修については、親

と同一生計の場合でもＵターン者を対象とする

など支援を順次強化し、さらに今年度からは、

全ての漁家子弟を支援対象といたしました。 

 この結果、支援対象のうち漁家子弟の占める

割合は年々増加しているところであり、今後と

も市町や関係団体と連携を強化し、漁家子弟の

漁業承継に力を注いでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） こども政策局

における新型コロナウイルス感染症対策につい

てのお尋ねですが、今回の学校の臨時休校に当

たり、共働き家庭など留守家庭の小学校に就学

している子どもを対象とする放課後児童クラブ

は、感染の予防に留意したええで、夏休みなど

の長期休暇に準じて開所していただくことと

なっており、追加で生じる運営費用や保護者負

担については、国において措置されることと

なっております。 

 なお、開所時間の延長や受入児童の増加に対

応するための職員の確保については、各市町に

おいて、放課後児童クラブ等関係団体への協力

要請や、小学校教員の業務従事など、実情に応

じた対応を検討いただいているところでありま

す。 

 職員の配置が困難な場合については、小学校

低学年の児童を学校で受け入れることとしてい

る市町もあり、県といたしましては、これらの

状況を把握しながら必要な支援を行ってまいり

ます。 

 また、感染予防策や発生した場合の対応等に

ついて、改めてわかりやすいマニュアルを作成

し、放課後児童クラブの感染症対策の徹底にも

努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 山本啓介議員―25番。 

〇２５番(山本啓介君） ありがとうございまし

た。少し時間がありますので、いただいた答弁

に対しての再質問を行っていきたいと思います。 

 新型コロナウイルスの対策の取組については、

非常に厳しい何かしらの制約や、取り組むに当

たっては情報の収集など熱心にお取り組みをい

ただいておりますことに、まずは心から敬意を

申し上げたいと思います。 
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 議会もともに、そして県民一体となって、一

丸となって、この難局にしっかりと闘っていか

なければいけないのかなというふうに思ってお

ります。 

 そのうえで、ぜひとも、こども政策局長、さ

らには産業労働部長にもお話いただきますし、

既に教育委員会教育長におかれては各学校の取

組をいただいておりますので、それぞれの現場

の声を丁寧に吸い上げて、丁寧に対応していく

というところを心がけていただきたいというふ

うに思っております。 

 冒頭の令和2年度当初予算編成について、少

し再質問をさせていただきます。総合計画と財

政状況について、改めてお尋ねしたいと思いま

す。 

 来年度は、「長崎県総合計画 チャレンジ2020」

の最終年度を迎えます。総合計画の基本理念で

ある人・産業・地域が輝くたくましい長崎県づ

くりに取り組み、計画に掲げられている目標達

成、すなわち成果が問われる時であります。 

 現状は、人口減少などの課題の根本的な解決

には至っていないものの、先ほど来申し上げま

すとおり、さまざまな取組や可能性によって、

一部に改善の明るい兆しは確かに確認できます。 

 先ほど持ち出した礼記ですけれども、あれに

は、30年間の平均で国の予算を組み立てるとい

うところがあります。 

 この4年間の取組について、総合計画、予算

編成、財政状況の評価と最終年度の結果に対す

る思いをお尋ねします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） この4年間の予算編成に

ついてでありますが、大変厳しい財政状況の中

で、さまざまな課題が顕在化し、施策の集中・

重点化に力を注ぐ必要があると考えてきたとこ

ろであります。 

 そうした結果、職員給与費と公債費を除く一

般歳出について考えてみます時に、総合計画に

掲げる施策の関連予算の割合、これが約7割を

占めるというような状況であり、一定重点化が

進んできたということのあらわれではなかろう

かと考えております。 

 それから、また財政状況でありますけれども、

財政調整のための基金の最終的な取崩し額は、

先ほどもお答えをいたしましたけれども、平成

28年度の48億円から、令和2年度は最終的には2

億円程度の取崩しに収めたいと、こう考えてい

るところであり、圧縮に努めて総合計画関連施

策に予算を振り向けつつ、財政の健全化にも意

を配ってきたところであります。 

 そうした中、総合計画における平成30年度末

のさまざまな数値目標の達成状況でありますけ

れども、「企業誘致等による雇用計画数」、ある

いは「県内への移住者数」が目標を上回って推

移するなど、約6割の項目で所期の目標を達成

しているところであり、そういった面でも具体

的な成果に結びつきつつあると受け止めている

ところであります。 

 しかしながら、一方で「県内高校生、大学生

の県内就職率」、あるいは合計特殊出生率につ

いては、一向に目標どおり動かないというよう

な状況がありますので、残り4割の項目につい

ては、さらに進捗に努めていく必要があるもの

と考えているところであります。 

 そうした状況を踏まえて、来年度予算では、

新規学卒者と県内企業のマッチング促進、企業

の採用力の強化、社会全体で結婚、子育てを応

援する機運の醸成など、これまでの課題等を踏

まえながら、施策の追加、拡充に努めたところ

であり、目標達成の実現に向けて、引き続き全
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力を注いでまいりたいと考えているところであ

ります。 

〇議長(瀬川光之君） 山本啓介議員―25番。 

〇２５番(山本啓介君） ぜひとも本県が抱える

課題を解決する、人口減少や、それぞれの所得

の向上等々、常に挙げられている目標はありま

す。そういった事柄が、今の取組の最終年度に

しっかりと成果として見える、そういったとこ

ろを、総仕上げを求めたいと思います。 

 次に、ご答弁いただいた離島振興について、

再質問を行います。 

 有人国境離島法による成果と今後の対策につ

いての答弁をいただきました。3年間の成果を

さらに伸ばすためには、これまでどおりの取組

ではもちろん足りないわけであります。 

 効果が発現するポイントがどこにあり、国の

制度の活用だけでなく、それを重層的にしてい

くためにどういったことを考えているのか、再

度質問します。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(前川謙介君） 今後とも、

社会減の抑制などの成果を着実に伸ばしていく

ためには、雇用機会の拡充、あるいは滞在型観

光の促進に関する施策効果をさらに高めていく

必要があると認識しております。 

 雇用機会の拡充につきましては、島内での人

材確保が大きな課題となる中、県独自の新たな

取組といたしまして、民間の大手求人広告会社

と連携をいたしまして、島内事業者の採用力の

向上や求人サイトへの登録促進に取り組むこと

で、都市部からの人材確保の強化に努めてまい

りたいと考えております。 

 また、働き方の多様化が進む中、「関係人口」

の創出拡大の一環といたしまして、近年広がり

つつあるテレワークに着目し、都市部住民等を

呼び込み、地域との関わりを創出する事業を市

町とともに取り組むことといたしております。 

 移住促進と併せまして、都市部企業による交

付金を活用した島内での事業展開につながって

いくことも期待しているところでございます。 

 滞在型観光の促進につきましては、宿泊施設

のハード、ソフト両面からのサービスの質の向

上や観光人材の確保、育成の強化など、市町と

一体となって足らざる部分の底上げを図るとと

もに、朝型・夜型観光など滞在期間の延長につ

ながる市町の取組をこれまで以上に支援してま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山本啓介議員―25番。 

〇２５番(山本啓介君） 五島市が社会増に転じ

た中身を見ていくと、この法律の事業をフル活

用して雇用を生み出し、移住を促進した取組が

あるわけですけれども、数字にならないまでも

各離島には成果を生み出したポイントというの

があると思います。それらの情報を互いに共有

し、学ぶことはまねることという姿勢が重要で

あろうと思いますが、今こそ広域連携、広域調

整の核たる県が、それらのリーダーシップを発

揮し、連携体制の構築に努めるべきだと思いま

すが、いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(前川謙介君） 昨年、社会

増に転じました五島市におきましては、雇用拡

充、あるいは移住促進等の分野で、他の離島市

町を上回る実績が出ているところでございます。 

 その要因の一つといたしまして、それぞれの

離島の市町と各振興局で組織をいたしましたプ

ロジェクトチームによりまして、効果的な支援

等が行われ、有人国境離島法関連事業を活用し

ようとする地域の事業者の意欲的な取組につな

がったものと考えております。 
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 例えば、雇用機会拡充事業におきましては、

農林、水産、観光など分野別のチームが、関係

者の掘り起しやフォローアップに一体的に取り

組んでおりまして、移住担当の部署も含め、互

いに情報共有を徹底することで、多くの雇用創

出と人材の確保に結びついているところでござ

います。 

 こうした取組を他の地域へも横展開していく

ことは、広域行政を担う県にとって重要な役割

と考えております。この五島地域におけるプロ

ジェクトチームの具体的な支援プロセス、ある

いは各振興局で取り組んできた支援プロセス等

を共有化し、それを実践していくことで、各地

域の事業者の意欲の向上を図るなど、本県の国

境離島地域全体でさらに成果を上げることがで

きるように積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山本啓介議員―25番。 

〇２５番(山本啓介君） やっぱり必要なのは瞬

発力だと思いますし、短期間に一気に取り組ん

で、一気に形をつくっていくと、そういったこ

とが大事だと思います。 

 そのためには、スマートな方法は幾らでもあ

ると思うんです。いろんな方法があると思うん

です。 

 ただ、何よりも人が行うことだと考えれば、

やはり島民の方々と、または地元市町行政と、

さらにはそこの中の経済をつくっている方々、

そして県が、我々も含めですけれども、いま一

度、一体となってやるんだという気持ちの部分

を醸成していくことが一番重要なのかなと。 

 3年目にして、いま一度、そういった部分に

ついて、しっかりと、気を引き締めて取り組ん

でいくことをともにやっていきたいというふう

に思っています。 

 次に、水産業の振興について、再質問したい

と思います。 

 水産業は、気候変動、魚価低迷、資源枯渇な

ど、従事している漁業者ではどうにもならない

ことによって、衰退が今、続いています。これ

まで漁獲対象としていた魚種が、さまざまな要

因で獲れなくなっていて、新たな魚種や漁法へ

の転換が厳しく、漁業はやめて、ほかの仕事に

就く人も出てきています。 

 昨年末には緊急的な対策を講じていただきま

したが、そもそも経営的にさらなる融資を受け

られる状況にない方が多く、地域を支える漁業

を継いで地域に住もうと思う若者が新たにあら

われるほどの魅力を漁業に見出せるのかと思う

ところもあります。もはや待ったなしの状態の

地域もあります。 

 不漁が長期化した時の継続的な支援や、魚種

や漁法の転換が難しい人に対しての対応、特に、

この時期に期待されながらも不漁であるいか漁

について、県の支援を求めたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） いか釣り漁業の不漁

に対する県の支援についてのお尋ねでございま

すけれども、いか釣り漁業の不漁対策につきま

しては、関係機関と連携し、特認資金の運用の

開始、漁業共済金の一部仮渡しなどの緊急的な

対策を進めるとともに、去る1月28日に、いか

不漁の窮状と支援策について、漁業者とともに

水産庁等へ訴えてきたところでございます。 

 長引く不漁に対しては漁業共済制度や収入安

定対策を活用した経営の安定化が急がれるため、

浜回りを実施し加入促進に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 また、漁業経営の多角化や操業の効率化のた

め、経営計画の策定や必要となる機器等の導入
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支援を進め、経営計画のフォローアップを行い、

優良経営体の取組事例の普及に継続的に取り組

み、漁業者の所得向上につなげていくこととし

ております。 

 今後とも、漁模様や漁業者の経営状況を丁寧

に聞き取り、必要な対策を検討するとともに、

国に対し厳しい状況をお伝えしながら、いか不

漁の原因究明や経営改善に必要な国の予算確保

に努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 山本啓介議員―25番。 

〇２５番(山本啓介君） 時間がありませんので、

ぜひとも聞き取りをしていただいてですね。い

や、いつもしていただいています。浜回りもし

ていただいていますし、それぞれの地域のそれ

ぞれの都合も聞いていただいています。しかし、

何が今、必要なのかという部分を見出した時に、

さらなる支援というものをやはり漁業者の方々

が求めております。検討をお願いしたいと思い

ます。 

 そして、先ほど、国際課のことについて、少

しお尋ねしました。 

 国際的な取組に機能する体制づくりというこ

とで、私は、国際的な展開を主体に行える官民

や自治体間の連携などによる組織の必要性とい

うものを提案したいと思います。 

 外国人の存在が当たり前のものになるばかり

ではなく、人材として、またコミュニティにお

いてもメンバーとして役割を果たしている地域

もあります。今や必要な人材として、誰もが世

界のことを考える機会に触れています。お考え

を求めたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 正樹君） 海外向

けの各種施策につきましては、これまでも国の

関係機関、市町、団体等々とも連携しながら取

り組んでまいりました。 

 ただ、今後さらに各分野における国際施策を

推進し、これまで以上に本県の経済活性化につ

なげていくためには、海外との関係を有する金

融機関をはじめとした民間企業の方々や大学等

の意見、ニーズ等をしっかり集め、施策に反映

させていくことが重要であると考えております。 

 また、その際に、施策を実施していくに当た

りましては、市町や関係団体も含め一層の官民

連携を図りながら取り組むことが必要不可欠で

ありますので、議員ご提案の趣旨も十分踏まえ

ながら、より実効性の高い取組になるような形

をとれるよう、しっかりと努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山本啓介議員―25番。 

〇２５番(山本啓介君） ありがとうございまし

た。 

 先ほど、新産業の観点で航空産業について、

プロジェクトのロードマップの10年、125億円

を前倒しにできるというような答弁があったと

思います。 

 であれば、もともとの10年後の125億円が幾

らに今度設定されるのか、非常に期待をもつと

ころでありますが、知事、最後に、さまざまな

そういった新しい産業の導入や取組ということ

が、長崎県の経済に非常に活気を与えている現

状があると思います。他方で、国境離島法など

による支援によって、離島のそれぞれの数字に

も変化が見出されてきております。 

 総合計画の最終年度、先ほど決意はいただき

ましたが、ぜひともいま一度、全地域がしっか

りと発展する取組について、お言葉をいただい

て終わりたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 私はいつも申し上げてい
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るのでありますが、この県の総合計画を達成す

るためには、行政の力だけでは到底不可能な内

容でありまして、幅広い分野の各関係団体の皆

様、企業の皆様方、地域の皆様方と思いを一つ

にして目標を共有しながら、さまざまな施策の

推進に力を注いでいく必要があるものと考えて

おります。そういった中で長崎県の活性化を実

現できるように、引き続き力を注いでまいりた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時 １６分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 中島廣義議員―41番。 

〇４１番(中島廣義君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党・県民会議、中島廣義でございます。 

 一括して質問をさせていただきます。 

 1、人口減少対策について。 

 本県の最重要課題であります人口減少につい

て、まず、雇用の場の確保と若者の県内定着対

策について、お伺いをいたします。 

 平成27年度に「長崎県まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定し、さまざまな対策を講じ

てこられました。 

 企業誘致については、成果が上がっておりま

すが、県内高校卒業生の県内就職率は61％、大

学生の県内就職率は41％と足踏み状態が続いて

おり、合わせて3,200人を超える若者が県外へ

就職し、県外大学進学者を含めると6,141人が

本県を離れる状況にあります。 

 人口減少に歯止めをかけるためには、若者を

県内にとどめる必要があり、若者が希望するよ

うな企業の誘致をさらに進めていく必要がある

と考えています。 

 そこで、過去10年間の企業誘致の状況と受け

皿となる工業団地の整備状況について、お尋ね

をいたします。 

 あわせて、若者の県外流出に歯止めをかける

ため、どのような企業誘致に取り組んでいくの

かもお尋ねをいたします。 

 一方で、若者に県内に定着してもらうために

は、長崎県の暮らしやすさをもっと若い方に

知ってもらう必要があると思っております。家

族の近くで生活することの安心感や、都市部に

比べて給料が安いということもあると思います

が、地元でも都会と余り変わらない生活ができ

るなど、もっとＰＲすべきではないかと考えま

す。 

 そこで、県として、高校生や大学生に対して、

長崎県の暮らしやすさや都会で生活する場合と

比べた収支などについて、どのようにＰＲして

いるのかをお尋ねいたします。 

 移住対策について。 

 移住の促進については、人口減少対策の柱の

一つとして、これまで市町と連携し、さまざま

な事業に取り組んできた結果、平成30年度の移

住者実績は1,121人と過去最高であり、社会減

対策に一定の成果が出ているものと理解してお

りますし、今後も、この取組に私自身、期待を

いたしているところであります。さらに移住を

促進させるに当たっては、これまでの実績の詳

細を踏まえ、次につなげていくべきだと思いま

す。 

 そこで、これまで移住された方々のＵＩター

ン別の内訳、性別、年齢、前住所や移住先、移

住後の職業がどうなっているのか、また定住率
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がどうなっているのか、お尋ねをいたします。 

 さらに、これらの結果を新年度、どのような

取組を進めようとしているのか、あわせてお尋

ねをいたします。 

 集落維持・活性化の対策について。 

 本県は、多くの離島・半島を有し、全国を上

回るスピードで人口減少、少子・高齢化が進ん

でおります。しかしながら、これらの地域にお

いては、人々が生活し、田畑や山林の管理を行

うことにより、集落としての機能が維持されて

きましたが、今後、人が少なくなり、人が住ま

なくなれば、田畑や山林は荒れ、防災や防犯機

能、生活支援サービスなどにも大きな影響が出

てくるものと思われます。集落自体、ひいては

地域コミュニティが維持できなくなるのではな

いかと危惧しているところであります。 

 私も平成28年11月定例会において、集落の機

能維持の観点から、条件不利地域について質問

をさせていただき、その際に、県内の条件不利

地域は集落数で1,956集落あり、そのうち65歳

以上の占める割合が50％以上となる集落が245

集落あるとの答弁をいただきましたが、その後

の状況はどのようになっているのか、お尋ねを

いたします。 

 また、県においては、県内における小さな拠

点づくりを市町と一体となって進めております

が、人口減少、少子・高齢化が進展する中、集

落を消滅させないため、集落の維持・活性化対

策の強化にどのように取り組んでこられたのか、

お伺いをいたします。 

 次に、結婚、出産、子育て支援について、お

尋ねをいたします。 

 私は、人口減少対策を進めるに当たっては、

若者の人口流出とともに、少子化に歯止めをか

けることが最も重要であると認識しており、そ

の克服に向けて、地域の皆さんへの結婚支援と

夫婦が希望にかなった子どもをもうけていただ

けるような子育てしやすい環境整備を両輪とし

て取り組んでいく必要があると考えます。 

 これまで、結婚支援については、県が開設し

た「長崎県婚活サポートセンター」での「お見

合いシステム」によるひき合わせや地域の仲人

さんである「縁結び隊」の養成などに取り組ま

れておりますが、これらの支援策により、今年

度、何組の方が結婚に至ったのか、実績をお示

しいただくとともに、次年度、さらなる成婚数

の増加に向けて、どのような取組を展開してい

くのか、お尋ねをいたします。 

 2、県民所得向上対策について。 

 子育て環境の整備に当たっては、昨年10月か

らは、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るた

め、幼児教育・保育の無償化がはじまり、また

待機児童の解消に向け、受け皿の整備やその担

い手となる保育人材の確保にも努めていただく

など、子育て環境の整備に着々と取り組んでい

ただいておりますが、結婚した夫婦が2人目、3

人目と子どもを産み、育てようと思っていただ

くには、やはり県民所得の向上を図り、子ども

を養育できる生活基盤を整えることが非常に重

要であると考えます。そこで、県民所得につい

て、お尋ねをいたします。 

 知事は、一人当たり県民所得が全国40位台に

とどまっている現状を打開するため、力強い産

業を育て、県民の働く場を創出し、成長につな

げる付加価値の高い産業群を構築できるよう、

県民所得向上対策を県政の最重要課題と掲げ、

積極果敢に取り組んでこられました。 

 平成28年度からは、製造業、農業、水産業、

観光業、サービス産業を施策の対象として、令

和2年度に県民所得を1,028億円増加させる目標
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を掲げ各種施策を推進しており、県の重点戦略

においても、令和2年度の取組がまとめられて

いるところであります。 

 そこで、まずは県民所得向上対策の現在の状

況について、お尋ねをいたします。 

 次に、私は、県民所得向上対策は、人口減少

対策にもつながり、県民所得、とりわけ個人の

所得が上がらないと、結婚も進まず、2人目、3

人目と子どもを産み、育てていこうという気に

もつながらないのではないか、県の長期人口ビ

ジョンに掲げる県民の希望出生率2.08の達成の

ためにも、個人の所得を引き上げるよう取り組

むことが重要ではないかと考えます。 

 そこで、県民所得向上対策において、個人の

所得を引き上げるために、どういった取組を

行っていくのか、お尋ねをいたします。 

 3、石木ダムについて。 

 石木ダムの建設については、これまでも申し

上げてきたとおり、40年以上の長きにわたり、

県と佐世保市、そして地元川棚町が取り組んで

いる県の重要課題であります。 

 近年、全国各地で大きな被害を伴う自然災害

が頻発しており、いつ起きても不思議ではない

大きな洪水、渇水から県民を守り、防災・減災

対策としての事業の必要性は言うまでもありま

せん。 

 加えて、佐世保市においては、既存の水源が

不足し、新たな地下水確保もままならず、水源

不足が企業誘致の制約条件となっております。 

 このようなことから、いつでも水に困らない

状態を確保することは、佐世保市だけでなく、

通勤圏内となる県北地域全体の雇用確保による

人口減少対策や若者の流出抑制を進めるために

も、石木ダムは必要不可欠なものであります。 

 昨年11月には、長崎県公共事業評価監視委員

会から事業継続を認める答申がなされるととも

に、事業に反対されている住民らが国を相手に

提起されている事業認定取り消し闘争の訴訟審

判判決において、福岡高裁は、第一審に続き原

告の請求を棄却し、改めて事業の公益上の必要

性を認めております。 

 反対されている方々には、このような司法の

判断に加え、過去の洪水、渇水で大変な思いを

された方や事業に協力いただいた地域の皆さん

が一日も早いダムの完成を願っていることもよ

く考えていただきたいと思います。 

 また、こういった事業の公益性をより広く県

民の皆様にも知っていただき、事業推進の声を

一つにして大きな力とするため、県議会として

も、地元佐世保市、川棚町の当局や議会とより

一層連携を深めなければならないと考えており

ます。 

 このような状況を踏まえ、県として、今後、

石木ダム建設事業にどのように取り組んでいく

のか、知事の見解をお尋ねします。 

 4、林業の振興について。 

 本格的な利用期を迎えた県内の森林資源を循

環利用し、林業の振興を図るため、県では、路

網整備や高性能林業機械の導入による木材の生

産量を拡大するとともに、県庁舎などの公共建

築物の木造・木質化やバイオマス活用による県

産材の利用拡大に取り組み、木材生産量を令和

7年度には28万立方メートルまで倍増させる計

画と聞いております。 

 しかしながら、森林現場には、所有者や境界

不明森林の増加、木材価格の低迷による森林経

営意欲の低下や担い手不足といった課題があり、

森林の手入れが行き届かないことが一因となっ

て、山腹崩壊等の被害などが発生するなど、森

林整備の促進が喫緊の課題となっております。 
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 こうした状況を踏まえ、国においては、温室

効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図る

ため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保

する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税

が創設され、令和元年から森林環境譲与税が市

町村と都道府県に譲与されています。 

 そこで、まず、森林環境譲与税について質問

ですが、森林環境譲与税は、市町が主体となっ

て取り組む間伐等の森林整備などに充て、県は、

市町の支援等に充てるとされており、市町が森

林環境譲与税を有効に活用することで、これま

で手入れができていなかった森林の整備が進む

と期待しておりますが、市町の森林環境譲与税

の活用状況と県の支援体制はどのようになって

いるのか、お尋ねをいたします。 

 次に、森林環境譲与税により森林整備に安定

的な財源が確保されることで、森林の適切な管

理と林業の成長産業化の両立とともに、農山村

地域の活性化にも大きく寄与するものと考えて

おりますが、県は、林業の担い手確保について、

どのように取り組んでいこうとされるのか、お

尋ねをいたします。 

 5、県庁舎跡地活用について。 

 県庁舎跡地の活用については、にぎわいと憩

いの場を創出する広場、歴史・観光情報等の発

信などを行う「交流・おもてなしの空間」、「質

の高い文化芸術ホール」を主要機能とする活用

策の検討が進められてきました。 

 このような中、昨年11月から今年の1月にか

けて埋蔵文化財調査が行われ、石垣をはじめ、

出土した遺構等に対する専門家からの意見を踏

まえ、県として、出土した遺構等の周辺につい

て、さらに詳細な調査を実施する必要があると

の考え方が示されました。 

 また、長崎市からは、専門家の意見や今後の

整備のスケジュール等を考慮し、新たな文化施

設については、県庁舎跡地ではなく、現市庁舎

跡地で整備していきたいとの考えが示され、こ

れに対し、県としても、長崎市が現市庁舎跡地

に質の高いホールを整備されるのであれば、県

庁舎跡地に同様の機能を有するホールを整備す

る必要はないものと考える旨の見解が示された

ところであります。 

 そこで、お尋ねをいたします。 

 主要機能の一つであるホール機能がなくなり、

改めて活用策を検討していくことになりますが、

県庁舎跡地活用については、これまでも長年に

わたりさまざまな議論がなされ、現在の主要機

能が整理されてきているものと認識しています。 

 これまでの議論の積み重ねを県としてどのよ

うに認識し、今後の活用策の検討を進めていく

つもりなのか、お尋ねをいたします。 

 また、今後、埋蔵文化財の詳細な調査を行う

こととされていますが、早期のにぎわいを創出

してほしいとの声もあります。県として、どの

ように対応していくのか、お伺いをいたします。 

 6、道路整備について。 

 佐世保市と東彼杵町を結ぶ国道205号は、慢

性的な交通渋滞が発生しており、事故発生時や

災害時には、大きく迂回路を余儀なくされ、長

崎空港の定時性の確保など、産業や観光振興、

日常生活の妨げになっている状況であります。 

 また、ハウステンボス地域へのＩＲ誘致が実

現しますと、年間740万人もの集客人数が想定

されており、東彼杵町からハウステンボスまで

の区間においては、相当の交通量の増加が見込

まれることから、この区間の渋滞対策や事故対

策といった問題にさらに輪をかけることが予想

されます。 

 この課題解決をして、県北地域の長年の悲願
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であります東彼杵道路の整備が必要不可欠であ

り、また当面の対策として、国道205号の事故

対策などの整備が必要と思われますが、県の考

え方をお尋ねいたします。 

 7、陶磁器産業の振興について。 

 離島や半島からなる本県は、それぞれの地域

に根づいた産業が発展することにより、県全体

の経済や雇用を支えてきました。 

 私の地元波佐見町でも、陶磁器産業に多くの

方々が従事し、その発展に努めてまいりました。 

 波佐見焼については、バブル崩壊など厳しい

時代の後、行政と産業が一体となった取組を続

け、週末には多くの観光客でにぎわい、東京で

開催される日本最大の食器等の展示販売会にお

いては、特集ブースが設けられるほどの知名度

を得て、売上も上向いてきたところであります。 

 しかしながら、波佐見焼、三川内焼を支える

生産現場に目を転じますと、おのおの課題を抱

えております。 

 波佐見焼では、各生産段階において分業体制

をとっていることが特徴であり、強みでもあり

ます。型製造業者や生地製造業者などを経て、

窯元で絵付けをし、さらに上絵付け業者が焼成

して、商品へと仕上がります。 

 それぞれの工程を担う窯元、型製造業者、生

地製造業者、上絵付け業者は、海外製品との価

格競争に加え、破棄する型の費用処分等がかさ

むなど、厳しい状況が続いております。 

 さらに、高齢化の進展により、絵付けなど伝

統技術の継承も難しくなるなど、生産の現場は

揺らいでおります。 

 今後とも、消費者の皆様に魅力ある波佐見焼

をお届けするためにも、窯元、型製造業者、生

地業者、上絵付け業者への支援とともに、伝統

技術の継承に対する支援も必要と考えておりま

すが、現在の取組をお尋ねいたします。 

 さらに、幅広く産地や企業の意見を聞くこと

が効果的な事業構築に欠かせないと考えていま

す。 

 県においては、産地と意見交換を密にするた

めに、「陶磁器産業活性化推進本部」を設置さ

れておりますが、本年度の状況について、あわ

せてお伺いをいたします。 

 8、千綿女子高等学園跡地活用について。 

 千綿女子高等学園については、平成15年3月

の閉園後、県は、その跡地の活用方法を長年検

討され、利活用も公募されてきたところであり

ますが、いまだその有効活用には至っていない

状況であります。 

 県においては、平成30年度において、農業生

産による地域の農業振興への貢献等を条件とし

て活用事業者の募集を行い、1件の応募者が

あったとお聞きをしておりました。 

 その一方で、東彼杵町における千綿女子高等

学園跡地の活用を検討されていますが、県とし

て、この活用策をどのように考えているのか、

お尋ねをいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終わり、あとは対

面演壇席から質問をさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 中島廣義議員の

ご質問にお答えいたします。 

 石木ダムの建設について、今後、事業にどの

ように取り組んでいくのかとのお尋ねでござい

ます。 

 石木ダムの建設は、川棚川の抜本的な治水対

策と佐世保市の慢性的な水源不足解消のため必

要不可欠な事業であり、近年、自然災害が頻発

する中で、県民の安全・安心の確保は行政の重

要な責務となっているところであります。 
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 また、佐世保市民が渇水で不便な思いをしな

いためにも、県北地域全体の振興や活性化とい

う観点からも、水道水源を確保するダム建設は

欠かすことができない事業であると考えており

ます。 

 さらに、反対住民の方々がダムは不要として

提起された訴訟でも、さきの福岡高裁の判決に

おいて、事業の公益上の必要性が認められてい

ることから、このことをしっかり受け止める必

要もあるものと考えております。 

 また、ダムを必要としている地元の声もまた

大切にしながら、これまで以上に地元市町や地

域の皆様の代表である各議会とも連携をしてい

くことが肝要であると考えております。 

 県といたしましては、現在進めております工

事の進捗に全力を尽くすとともに、反対住民の

方々には、ダムの早期完成を望む方々の思いや

昨今の自然災害の状況を御理解いただき、早期

に推進に向けた話し合いに応じていただけるよ

う、粘り強く働きかけを続けてまいりたいと考

えております。 

 今後も、ダムの令和7年度末の完成に向け、

佐世保市、川棚町と一体となって事業の推進に

全力を注いでまいりたいと考えております。 

 次に、県庁舎跡地活用について、これまでの

議論の積み重ねをどのように認識し、活用策の

検討を進めていくのかとのお尋ねであります。 

 県庁舎跡地活用については、懇話会の提言等

を踏まえ、整備すべき機能等の整理を行い、県

議会などにおいて、さまざまなご議論をいただ

きながら検討を進めてきたところであります。 

 具体的には、「広場」については、県内各地

の物産展など、さまざまなイベントの開催や県

民、市民の日常的な憩いの場づくり等により、

これまで長崎になかった新たなにぎわいの創出

につながるものとしてご議論をいただき、検討

を進めてまいりました。 

 また、「交流・おもてなしの空間」について

は、経済団体をはじめ、関係者の皆様からも、

県民、市民や観光客の交流によって、にぎわい

を生み出す機能について要請をいただき、また、

この地を訪れた観光客の皆様に、県内各地をめ

ぐっていただくきっかけとなるような歴史や観

光等の情報発信、カフェ等の飲食機能の整備な

どについてもご議論をいただき、検討を進めて

きたところであります。 

 県といたしましては、こうしたご議論を踏ま

えたうえで、「広場」や「交流・おもてなしの

空間」の整備を基本として、今後の活用策を検

討していく必要があるものと考えております。 

 あわせて、新たにどのような機能を付加する

ことができるかという点についても、民間デベ

ロッパーや商業空間デザイナーなど、幅広い専

門家の皆様のご意見もお聞きしながら、一定の

考え方を整理したうえで、埋蔵文化財調査の結

果や県議会におけるご議論などを踏まえて、効

果的な整備のあり方を検討し、活用策に反映さ

せてまいりたいと考えております。 

 また、早期ににぎわいを創出してほしいとの

地元の声があるが、どのように対応していくの

かとのお尋ねであります。 

 県といたしましても、経済団体や地域の皆様

などから、県庁舎跡地に早期ににぎわいを創出

してほしいとの声があることは十分認識をして

いるところであり、今後、活用策については、

年内を目途に埋蔵文化財調査を実施しながら、

並行して、整備すべき機能等について検討を進

め、その配置や規模などを整理することといた

しております。 

 さらに、少しでも早くにぎわいを創出するた
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め、活用策を一定整理した時点で、石垣下の空

間などを活用した先行的なにぎわいの創出につ

いても検討を行い、ソフト面も含めた利活用の

推進を図ってまいりたいと考えているところで

あります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 私からは、3点

についてお答えをいたします。 

 まず、過去10年間の企業誘致と工業団地の整

備の状況について、また若者の県外流出に歯止

めをかけるため、どのような企業誘致に取り組

んでいくのかとのお尋ねでございますが、企業

誘致につきましては、リーマンショック後の雇

用環境が大変厳しい中において、多くの良質な

雇用の場を確保するため、自動車関連企業や

コールセンター等の誘致に取り組み、その後、

金融バックオフィス構想を作成し、金融、保険、

ＢＰＯサービス、ＩＴ関連企業の誘致に力を入

れてまいりました。 

 その結果、平成21年度から平成30年度までの

10年間で、企業誘致は64件、その雇用計画数は

6,237人となり、今年度においては、日本を代

表する情報システム関連企業の立地が進んでい

るところであります。 

 また、工業団地の整備につきましては、市町

営工業団地整備支援事業により整備を進め、昨

年、平戸市、大村市及び佐世保市での分譲が開

始されたほか、現在、諫早市、西海市及び長崎

市において整備が行われており、令和3年度ま

でに、約40ヘクタールの工業団地が確保される

こととなっております。 

 今後の企業誘致につきましては、若者に魅力

のある良質な雇用の場と新たな基幹産業の創出

を目指し、ＡＩ、ロボット、ＩｏＴ、航空機関

連など、今後成長が見込まれる分野の企業誘致

を積極的に進めるとともに、工業団地を活かし

た製造業の誘致にも引き続き力を入れ、人口減

少に歯止めをかけてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、陶磁器産業にかかる型製造業者や生地

製造業者など関連業者の支援、あわせて伝統技

術の承継に対する支援についてのお尋ねでござ

いますが、波佐見焼をはじめとする陶磁器産業

は、地域を支える重要な産業であることから、

生産体制を含めた維持・強化が必要と考え、県

においても支援策を講じております。 

 窯業技術センターでは、石膏型を製作、加工

する機器や３Ｄデータをもとに立体物を造形す

る機器などを導入し、これらを活用した支援を

行うことにより、型製造業者の生産性向上に努

めているところであります。 

 また、市町と産地が一体となって、生地製造

業者への就業希望者に対し技術研修を行うとと

もに、伝統工芸士による絵付け等の研修を通じ

て伝統技術の承継を図っております。 

 今後とも、波佐見焼の生産現場を支えるため、

地元の意見を踏まえた支援策を実施し、陶磁器

産業の振興を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、陶磁器産業活性化推進本部の今年度の

状況についてのお尋ねでございますが、「陶磁

器産業活性化推進本部」につきましては、今年

1月14日、波佐見町で会議を開催いたしました

が、私も会議に出席をし、直接、産地の皆様か

らご意見をお伺いしたところでございます。 

 会議には、商社、窯元、型・生地製造業者の

代表者や県、町などの関係者が参加し、県から、

次年度の予算案の内容や各団体の取組状況につ
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いて報告がありました。 

 団体からは、東京で開催されます日本最大の

食器等の展示販売会について、波佐見焼の認知

度向上などに効果的であり、今後とも、ぜひ支

援を継続してほしいとの意見が出るなど、貴重

な意見交換の場となっております。 

 一方で、各代表者が一堂に会する会議であり、

各企業から個別の意見をお伺いする場となって

いないことから、窯業技術センターを中心に、

個別の企業訪問を実施しております。 

 今後とも、各団体の代表者などとの意見交換

に加え、企業情報の把握に努め、陶磁器産業の

振興策に反映してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 人口減少対

策について、若者の県内定着対策に関し、高校

生や大学生に対する長崎県の暮らしやすさなど

のＰＲについてのお尋ねでございますが、若者

の県内就職促進を図るためには、本県の暮らし

やすさや魅力をわかりやすく伝えることが重要

だと考えており、これまでも、健康や子育ての

指標に係る全国順位などについて、パンフレッ

トで周知を図ってきたところでございます。 

 今般、このパンフレットを改定し、家族の近

くで生活することの良さを実感されている方や

仕事が終わった後、同級生と趣味を楽しむ方の

声、都市部と変わらない生活費の収支差や地震

や犯罪の少なさなど、より多くの内容を盛り込

むとともに、新たに、保護者向けパンフレット

や全高校の教室に掲示するポスターを作成する

など、本県の暮らしやすさや魅力について、幅

広くＰＲしていくことといたしております。 

 あわせて、高校や大学における講演のほか、

ＳＮＳ等のさまざまな媒体を活用しながら、今

後とも、広く本県の魅力をＰＲしてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 私から、5点お

答えをいたします。 

 まず、人口減少対策について、移住実績につ

いて、ＵＩターン別、男女別、年齢、住所、移

住後の職業、定住率がどうなっているのかとの

お尋ねでございますが、平成30年度の移住実績

の詳細については、Ｕターンが574人、Ｉター

ンが547人で、近年、特に、Ｕターン者が増加

傾向にあります。 

 性別では、男性が617人、女性が504人と女性

が若干少なく、年齢別では、40歳代以下の若い

世代の移住者が8割を超えております。 

 移住者の前住所地は、福岡県が311人と全体

の約3割を占め、次いで東京都、大阪府の順に

多く、近年、Ｕターンでは福岡県が、Ｉターン

では東京都などが伸びております。 

 県内の移住先は、佐世保市、五島市、対馬市

の順に多く、近年では、有人国境離島法による

雇用拡大等で、離島地域が増えてきております。 

 また、移住後の職業については、民間会社・

団体への就職や創業などによる自営業の方が多

くを占めているほか、定住率については、平成

28年度に実施した過去5年間の移住者を対象と

した調査によると、89％の方が定住している状

況にあり、前回調査と比べて若干増えたという

結果になっております。 

 次に、移住実績の結果を受け、どのように移

住者の増加に向けて取り組むのかというお尋ね

でございます。 

 移住実績の状況を踏まえると、ＵＩターン別

の特徴に応じた対策や若い世代向けの働く場の

確保、女性視点も踏まえた対策などを積極的に

推進していくことが重要と考えております。 

 このため、新年度は、さらなるＵターン促進
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策として、「ながさき移住倶楽部」の登録者な

どに対して、誘致企業等の有益な企業・求人情

報を発信する仕組みづくりに向け、移住専用サ

イトの改修などを進めるほか、本県からの転出

が最も多い福岡県在住の本県出身者をターゲッ

トに、情報発信の充実を図ることといたしてお

ります。 

 また、Ｉターン対策としては、地域おこし協

力隊を情報発信員として配置し、女性視点も踏

まえた地域の魅力や子育て情報等の発信に力を

入れてまいります。 

 このほか、地域での創業や雇用創出を伴う事

業拡充に取り組む市町を支援するなど、移住者

の確保と定住促進に努めてまいります。 

 次に、集落維持・活性化対策について、集落

の現状及び集落の維持・活性化対策の強化にど

のように取り組むのかというお尋ねでございま

す。 

 県内の条件不利地域における集落数は、現在、

1,955集落であり、そのうち「65歳以上の占め

る割合が50％以上の集落数」は全体の約2割と

なっており、4年前の前回調査時点では約1割で

あったことを踏まえると、集落の維持・活性化

対策は、先送りできない重要な課題であると認

識をいたしております。 

 県としては、平成27年度から、「小さな楽園

プロジェクト」として、地域住民主体の小さな

拠点づくりに取り組むとともに、平成30年度か

らは、こうした集落の維持・活性化対策を県下

全域に拡大していく考えのもと、人口減少対策

の柱の一つに位置づけ、市町と連携を図りなが

ら、その取組を促進してまいりました。 

 今年度においては、関係部局によるプロジェ

クトチームを中心に、県内市町と密に意見交換

を行いながら、研修会の開催や地域運営組織の

立ち上げに向けた支援を行うなど、市町の集落

対策を後押ししているところであります。 

 新年度からは、ＮＰＯや民間企業等の参画促

進やボランティア活動を行う企業等と連携した

中山間地域での集落維持活動の推進など、新た

な取組も加え、強化を図ることとしており、持

続可能な地域づくりに向けた対策を推進してま

いります。 

 次に、県民所得向上対策について、現在の状

況はどうかというお尋ねでございます。 

 直近の県民経済計算に基づく平成28年度の実

績は、増加目標の223億円を大きく上回る1,097

億円の増加となっております。 

 分野別では、製造業において、大企業の付加

価値額が引き続き増加したことに加え、県が主

な支援対象としている中堅企業も着実に増加し

たことから、増加目標である64億円を大きく上

回る770億円の増加となっております。 

 また、農業、サービス業においても目標を上

回って推移しているほか、水産業においても、

漁場の縮小や資源の悪化などにより目標は達成

できなかったものの、一定増加をしております。 

 一方で、製造業は、大企業の動向により大き

く変動する要素があり、平成29年度の見込みに

ついて、工業統計の状況を見ると、輸送用機械

や汎用機械の付加価値額が減少していることか

ら、今後の動向に留意する必要があるものと考

えております。 

 次に、県民所得向上対策において、個人の所

得を引き上げるために、どういった取組を行っ

ているのかというお尋ねでございます。 

 県が実施している県民所得向上対策について

は、製造業などの産業分野ごとに、県内で生産

される付加価値額を向上させることを目指して

おり、こうした取組を進めることにより、企業
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等の収益を向上させ、最終的に個人の所得の改

善につながるものと考えております。 

 これまでの取組の成果につきましては、製造

業は、県が支援を行った中小企業の売上高や従

業者数が支援前と比べて増加をしており、企業

の業績も順調に推移しているところであります。 

 また、個別の農家、漁家の所得向上を目標に

掲げて施策に取り組んだ結果、農業所得1,000

万円以上が可能となる経営体数や一経営体平均

の漁業所得も平成29年度は総合計画の目標を上

回る実績となっております。 

 今後も、企業や生産者などの皆様方と連携し

ながら、産業の振興や企業等の収益向上を図る

とともに、企業の採用力向上に向けた処遇改善

などの取組を働きかけますことにより、個人の

所得の改善にもつなげてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 今年度の結婚

支援事業による実績と次年度の取組についての

お尋ねですが、県の結婚支援事業における今年

度の成婚数は、「お見合いシステム」、「縁結び

隊」、「婚活イベント」によって出会いの場を提

供する「ながさきめぐりあい」の3事業で目標

100組に対し、1月末時点で85組となっておりま

す。 

 次年度は、さらなる成婚数の増加に向け、

「長崎県婚活サポートセンター」の開所時間の

拡大や市町と連携したセミナーの開催による会

員の利便性の向上、お見合いシステム登録料の

割引キャンペーンによる新規会員の獲得など、

施策の充実を図ってまいります。 

 また、あわせて県民の結婚に対する希望をか

なえるためには、行政と民間が一体となった取

組を推進する必要があることから、昨年10月に

立ち上げた、県と市町が共同で企業間のグルー

プ交流を促進する「ウィズコンながさき」や、

企業・団体で取り組んでいただく「ながさき結

婚・子育て応援宣言」についても、さらなる推

進を図り、県全体で県民の皆様が希望どおりに

結婚、妊娠、出産し、安心して子育てができる

社会の実現に向けて取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 私から、3点お答え

いたします。 

 まず、市町の森林環境譲与税の活用状況と県

の支援体制についてのお尋ねでございます。 

 現在、市町においては、新たな森林管理制度

を円滑に進めるため、19市町で872ヘクタール

のモデル地区を設定し、所有者探索や森林経営

の意向調査を実施しているところであり、これ

らの取組を進めるため、森林組合ＯＢなどのア

ドバイザー活用や森林調査委託等の経費に森林

環境譲与税が活用されております。 

 県においては、市町に対して、森林管理の実

務研修会やアドバイザーの育成研修会の開催、

市町が森林整備を発注するための各種基準書や

手引書の作成のほか、市町のモデル地区の取組

に対して、各振興局が支援を行っているところ

であります。 

 県といたしましては、今後とも、森林環境譲

与税を活用した市町の取組を積極的に支援し、

未整備森林の整備を進めてまいります。 

 次に、林業の担い手確保に対する県の考え方

についてのお尋ねでございます。 

 林業の担い手確保につきましては、林業事業

体の労働生産性の向上により、事業量を拡大し、

林業専業作業員の所得向上につなげ、さらなる

民間の参入や作業員の確保を図っていくという

好循環を生み出すことが重要と考えております。 
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 具体的には、林業事業体への高性能林業機械

等の導入支援、機械・技術研修の開催、森林施

業プランナーによる施業集約化の促進、ＩＣＴ

機器の導入支援などに取り組むことで生産量を

拡大し、林業専業作業員の年収500万円の確保

につなげてまいりたいと考えております。 

 これらの取組とあわせ、林業事業体に対して、

新規雇用者の人件費や安全防護服、チェーン

ソーなどの装備、社会保険制度への加入など、

処遇改善に対する支援とともに、給与を得なが

ら現場研修ができる「緑の雇用制度」の活用な

どに取り組むことで、林業専業作業員400名の

確保を目指してまいります。 

 次に、千綿女子高等学園跡地の活用策につい

てのお尋ねでございます。 

 千綿女子高等学園跡地につきましては、平成

30年10月に活用事業者を募集した結果、県外の

畜産事業者から応募がありましたが、環境面へ

の不安など、地元住民の理解を得られなかった

ことから、9月に東彼杵町から、同事業者の選

定を見送るよう県に申し出があったところであ

ります。 

 その際、東彼杵町から、ＵＩターンなどの地

方移住を促進するため、跡地を町外からの利用

も含めた町民農園として活用したいとの意向が

示され、昨年12月に、具体的な事業計画の提案

を受けたところであります。 

 この計画は、跡地を公共用に供するものとの

説明であり、未利用地の有効活用により地域振

興に寄与することが期待できることから、県と

しては、跡地を東彼杵町に譲与する方向で準備

を進めているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 東彼杵道路及び国道

205号の整備促進についてのお尋ねですが、東

彼杵道路は、県北地域と長崎空港を結び、観光

振興など、地域活性化に大きく貢献する道路で

あり、ＩＲ誘致のためにも必要と考えておりま

す。 

 事業化に向けては、計画段階評価への着手が

必要であるため、これまでも、県と地元自治体

などで構成する期成会とともに、国に対し要望

活動を行ってきたところであります。 

 昨年12月には、佐世保市において、地域の関

係者など約550名の参加のもと、建設促進総決

起大会が開催され、有料道路事業の活用を含め、

早期に整備が実現できるよう国へ検討を要望し

ていく旨の意思決定がなされたところであり、

地元の機運も高まっております。 

 また、国道205号においては、これまで国に

おいて、交差点改良を中心に整備が行われてき

ており、現在も、川棚医療センター入口交差点

の改良事業が進められております。 

 今後も、関係市町と協力して、東彼杵道路の

早期着手に向けて積極的に取り組み、現道対策

についても、国にしっかり要望してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 中島廣義議員－41番。 

〇４１番(中島廣義君） 人口減少対策について

は、今まで本当にさまざまな施策を講じてこら

れております。しかし、なかなかこれはどこに

対してでも歯止めをかけるということは大変で

あると、そのように思っておりますけれども、

過去5年間の長崎県の人口、これは平成26年か

ら平成31年の1月、これで5万8,999人減少して

いるんです。年に平均しますと約1万1,780人、

いろんな面で、企業誘致をやり、雇用を増やし、

そして移住、ＵＩターンで、それぞれ雇用者も

増えています、移住者も増えています。しかし、

それ以上のスピードで長崎県の人口は減少して

いるんです。 
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 平成26年から5年間を見ますと、社会減が大

体5,000人台から6,000人台で減っています。こ

れはほとんどが高校を卒業する若者たちが県外

に就職なり、あるいは県外の大学に進学をして

いると、そういう状況にあります。 

 特に、平成31年の3月に高校を卒業した人が1

万2,289人、そのうち県内に61％、県外に39％

高校生が就職されます。しかし、県内の大学と

県内に就職される方、これを合わせますと

5,927人、49％、そして県外の就職と県外の大

学に進学される6,141人、51％なんです。やは

りここをまず止めること。 

 ですから、今、産業労働部長から、10年間の

企業誘致64件、そして雇用数も四千幾らと答弁

をいただきました。そのうちの71％は雇用は女

性なんですよ。県内に10年間のうちに呼び込ん

で、そしてそのうちに雇用された男女で見ます

と、71％が女性雇用、女性の雇用も本当に必要

です。しかし、男性のもっと働ける、そういう

企業誘致、これもしっかりやるべきだと思いま

す。 

 今度、市町が造成されていますね。そこにも

先ほどお答えがありましたけれども、男性雇用

に向けて、今からどういう取組をやっていかれ

るのか、企業誘致をやっていかれるのか、お尋

ねをします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 今後の企業誘致

についてのお尋ねでございますけれども、議員

ご指摘のとおり、人口減少に歯止めをかけるた

めには、やはり男性の良質な雇用の場をつくっ

ていくことが非常に大切かと思っております。

そのようなことから、これまでも自動車関連産

業でありますとか、そういった企業誘致に努め

てまいりました。 

 昨今につきましては、先ほど答弁をいたしま

したように、情報関係の企業でありますとか、

そういった男性が多く働ける雇用の場というの

もつくっております。 

 そしてまた、航空機関連産業、これも今後、

成長産業として見込まれる分野でございますの

で、そういった男性が働けるような良質な雇用

の場ということも念頭に置いて、積極的な企業

誘致に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中島廣義議員―41番。 

〇４１番(中島廣義君） それから、人口減少、

長崎県の中で、人口が増えているのは大村なん

ですね。そして、長与とか時津、これは減少し

てもわずかなものです。こういうふうに人口が

増えている地域、課税所得、これをいただきま

した。県民所得は企業の所得とか、あるいは企

業の財産所得が入りますけれども、課税所得は

それを含んでいないですね。100万円いただけ

る給料なら、税金が30万円かかれば、残りの70

万円、こういう計算だそうです。より個人の所

得に近い数字だそうです。これは長崎県の21市

町の中で上位と下位、手取りの中で106万8,000

円差があるんですよ。 

 そして、この上位というのは、人口が増えて

いる地域、あるいは微増の地域、ここはいいん

ですね。やはり手取りの収入が多いところは、

人口も余り減っていないんです。 

 それと、死亡者等の自然減、これも亡くなる

方よりも、子どもさんが生まれる数の方が多い、

大村、時津、長与。 

 人口を減らさないためには、やはり個人の所

得が必要なんですよ。ですから、県民所得を上

げていくとともに、個人の所得を上げるような、

そういう働きかけも絶対必要だと、私はそのよ

うに思っております。 
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 それと、長崎県健康長寿日本一、これを掲げ

て、なるだけ高齢者の方が元気で長生きしても

らおうという施策を一生懸命展開をされていま

す。 

 しかし、人口減少は、まず少子化を止めなけ

れば、今、各県で一生懸命移住対策をやってい

ます。それは単なる人口の奪いあいなんですよ。

あくまでも我が国全体から考えれば、少子化を

止めなければ、本当に今の若い人たちの社会保

障負担、これも増加していきます。ですから、

我が国全体で、まず少子化を止めること、（発

言する者あり）そのために、先ほど言いました

ように、長崎県健康長寿日本一、これを掲げて

おいでになるように、まず、結婚、出産、子育

て、ここに大胆な施策を打つべきだと。 

 例えば、さっき言いました健康長寿日本一、

もう一つ、子育てにやさしい環境県日本一、そ

して大胆に少子化対策をやらなければ。 

 人口減少対策で特別枠で予算があるでしょう。

それも大胆に子育て支援、少子化に予算をつぎ

込むべきです。そして、少子化をまず止めるこ

と、お考えをお願いします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 確かに日本全体のことを

考えますと、その要因は少子化に集約されるわ

けであります。 

 議員ご承知のとおり、長崎県は、合計特殊出

生率全国で第6位と高い方の県ではありますが、

なお、人口の安定的な推移には出生率が足りな

いという状況でありますので、そういった意味

で、少子化の最大の要因がどこにあるのか分析

をしたところ、やっぱり結婚年齢の高齢化が進

む、あるいは未婚化が進む、そのために、まず

は結婚していただこう、結婚の夢をかなえてい

ただこう、そういった施策に全力を注いでいる

わけであります。 

 あわせて、確かに子育て環境の整備を進める

ことによって、安心して子どもをもうけていた

だくような環境を整えるということが極めて重

要であると思いますけれども、例えば、海外の

例などを参考にいたしますと、相当の財政負担

が求められてくるということになりますので、

そこは私どももこれまでも申し上げてきたとお

り、国策としての充実をこれまで以上に図って

いただけるよう、要請活動を続けていかなけれ

ばいけないと思っているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 中島廣義議員―41番。 

〇４１番(中島廣義君） もちろん、知事がおっ

しゃるように、国策でしっかりとやっていただ

くことが必要だと私も思っておりますので、ぜ

ひ国の方にも、そういう要望はしっかりとして

いただきたい。 

 それから、石木ダムです。 

 私は地元ですので、毎回石木ダムをやらない

わけにはいきません。 

 壇上でも申し上げたように、水はあり余って

いなければ、本当に佐世保市なんか今…。もう

時間ですか。 

〇議長(瀬川光之君） 時間です。 

〇４１番(中島廣義君） 終わります。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君）（拍手）〔登壇〕 改革
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21、国民民主党の深堀ひろしです。 

 質問に入る前に、感染拡大が懸念される新型

コロナウイルス感染症について、知事をはじめ、

県庁組織一丸となって、日夜、県民の健康・安

全を第一に考えた対策を検討、実施されている

ことに、感謝と敬意を表したいと思います。 

 感染が拡大していくか、収束に向かうかは、

ここ1～2週間が重要な時期であり、分岐点にな

るとも言われております。どうか引き続き、県

議会とも連携を図りながら、万全の体制で取り

組まれることをお願いいたします。 

 それでは、質問通告に従い、一問一答方式で

質問させていただきます。 

 知事及び関係理事者の簡潔、明瞭な答弁をお

願いいたします。 

 1、長崎県2040年研究会からの提言について。 

 （1）研究会からの提言に対する知事の所感。 

 私は、平成30年9月定例会の一般質問におい

て、2040年問題を取り上げ、議論をさせていた

だきました。 

 ご案内のとおり、2040年問題とは、国内人口

が1億1,092万人まで減少し、高齢者人口がピー

クを迎え、生産年齢人口は全体の53.9％まで減

少するという、これまで経験したことのない状

況となり、我が国が抱える最大の危機、「見え

ざる有事」と言われている問題です。 

 前回の質疑の際、私が要望した趣旨は、2040

年問題という大きな課題について、国の議論を

待つのではなく、本県独自に2040年を見据えて、

過去の常識に捉われず、長崎県の目指すべき姿

を想定し、それに向けた対応策を検討していく

べきというものでした。 

 知事も、答弁では、「専門家の皆様のお知恵

もおかりしながら、しっかりと研究を進めてい

く必要がある」と述べられております。 

 その後、長崎県においては、本県は、全国よ

り早く、2025年に高齢者人口がピークを迎え、

2040年頃には、生産年齢人口が5割を切ること

が見込まれていることから、2040年頃に想定さ

れる課題を見据えるとともに、長崎県の今後の

取組の構築に当たり、過去からの延長線で議論

するのではなく、将来の危機と、その危機を克

服する姿を想定するバックキャスティングの視

点で、各種課題に対応する対策の方向性を検討

するために、昨年4月に、「長崎県2040年研究 

会」を立ち上げられた次第です。 

 本県の有識者が集い、令和元年4月から8月ま

で議論を重ね、大変貴重な報告書が10月に取り

まとめられております。これらの取組に対して、

感謝と敬意を表したいと思います。 

 研究会においては、4つの視点で今後の対応

の方向性を議論されたと伺っております。 

 一つは、地域において、医療、介護、インフ

ラ、公共交通、コミュニティなどをどのように

維持、確保していくのか。 

 次に、生産年齢人口の減少による労働力不足

をいかに補うのか。 

 次に、新技術、ＩоＴ、ＡＩ等の進化・発展

をどのように活用し、また、どのような産業を

伸ばしていくのか。 

 そして、人口減少、人口構造の変化に対応し

た自治体サービスのあり方について。 

 そこで、まず、この報告内容について、率直

な知事の所感を伺いたいと思います。 

 以後の質問については、対面演壇席より行い

ますので、よろしくお願いいたします。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 深堀議員のご質

問にお答えをいたします。 

 2040年研究会からの提言に対する所感につい
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てのお尋ねでございます。 

 本県は、離島・半島を多く抱え、人口減少や

少子・高齢化が国よりも早いスピードで進み、

大変厳しい状況が見込まれますことから、今後、

取り組むべき対応策を検討するため、有識者等

で構成する「長崎県2040年研究会」を設置し、

ご議論をいただいてきたところであります。 

 研究会からは、先ほど議員がお触れになられ

ました4つの視点で、本県の特性や実情を踏ま

えた課題や、その対応の方向性について、ご提

言をいただいたところでありますが、2040年頃

を見据え、逆算して、今のうちから取り組んで

いく必要があること、さらに、市町とも危機感

を共有し、取り組んでいかなければならないこ

とを強く認識したところであります。 

 県においては、昨年7月の「県・市町スクラ

ムミーティング」において、市町との危機感の

共有を図るとともに、ご提言いただいた視点に

基づき、施策の検討を行い、「第2期まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」へ反映させたところ

であり、今後も、引き続き、議論を重ねながら、

次期総合計画にも、しっかりとその考え方に基

づき、さまざまな施策の構築を図ってまいりた

いと考えているところであります。 

 以後のご質問については、自席の方からお答

えをさせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） ありがとうございま

した。 

 知事が答弁で触れられたように、いろんな視

点での議論がされ、非常に有益な報告書であっ

たというふうに思います。 

 （2）県政策への反映。 

 ここで非常に重要になるのが、今、知事が、

まち・ひと・しごと創生総合戦略や次期総合計

画の中で反映をさせていくんだということを

おっしゃられたわけですけれども、これを具体

的に、これは、いろんな委員会の中でもこう

いった報告について、次期の戦略にどう織り込

むのかという話をした経緯があるんですが、当

然この報告書の中身については反映させていく

んだというお話はあったんですけれども、具体

的にどのような点に注目をして、この戦略の策

定に当たって落とし込みをしたのかということ

について、お伺いをしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 「第2期長崎県

まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に当

たりましては、素案を作成する段階から、この

2040年問題を新たな視点ということで位置づけ

をいたしまして、庁内の本部会議においても、

研究会の報告書の内容を共有をし、課題意識を

明確にするとともに、各部局とも議論を行いな

がら、第2期総合戦略に反映をさせてまいりま

した。 

 その結果、総合戦略において、集落などの維

持・確保、健康長寿対策、地域の公共交通網の

形成など、いち早く対応が必要な取組につきま

しては、具体的な施策を盛り込みますとともに、

例えばSociety5.0の推進など、今後の戦略を検

討するための体制が必要なものについては、そ

ういった体制づくりも盛り込んだところでござ

います。 

 なお、今後は、その他の分野についても引き

続き検討を行い、次期総合計画において、必要

な施策を反映してまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 改めて、もう一回質

問しますけれども、報告書では、長崎県が2040

年、どういう姿であるべきかという「目指すべ
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き姿」というのが提言されているわけですね。 

 例えば、それを紹介しますと、一つは「民

間・県民との連携・協働により、さまざまな課

題解決が図られ、公・共・私の役割分担により、

行政は選択と集中の考え方が確立されたサービ

スの提供が行われている」とか、「Society5.0

の進展とその活用により、地理的ハンディが克

服され、離島や僻地でも都会と遜色なく仕事が

できる状況や、遠隔診療、自動運転なども普及

しており、本土、離島、どこに住んでいたとし

ても、生活に地理的格差を感じることなく生活

を送ることが可能となっている」とか、「人口

減少下において、一定のまちのコンパクト化、

集約化等が進み、さまざまな世代の人々が互い

に支えあい、助けあう社会が構築されている」

などの、非常に概念的な姿が示されているわけ

ですね。 

 そして、その姿を実現するために、冒頭申し

上げた4つの視点で議論がされているわけです。 

 医療、介護、インフラ、公共交通、コミュニ

ティなど、どのように維持・確保していくかと

いう一つの視点については、各研究会の中で34

項目の方向性が示され、そして、生産年齢人口、

労働力をいかに補うかについては19項目の方向

性、新技術の進展・発展をどのように活用し、

どのような産業を伸ばしていくかということに

ついては29項目、人口減少、人口構造の変化に

対応した自治体サービスのあり方については13

項目、トータルで95項目の具体的な方向性が提

起されているようです。 

 その具体的な提言を少し報告しますと、例え

ば、「県土に広がったインフラを人口減少下に

おいて、どのように縮めるか検討する際、現状、

長崎県では、個人の住み替え等について後押し

する施策はなく、個人の資産に対して規制や制

限をかけるような大きな施策もない。コンパク

トシティを機能させるため、今後は、個人の流

動に対するインセンティブの付与など、施策も

検討していく必要がある」とか、「日本におけ

る法規制が多いことにより、新技術の導入が遅

れているという実態がある。長崎県に新技術を

導入していくため、実証フィールドの提供など

も含め、規制緩和を図り、民間企業の参入等を

促していく必要がある」とか、「県の業務を、

職員も含めて、基礎自治体である市町へ移管し、

二重行政や類似した業務を解消していく必要が

あるのではないか。また、それが離島等の地域

の人口増にもつながるのではないか。」 

 こういった95項目の方向性を見ると、何か頭

にもう事業が浮かぶような、具体的な方向性が、

ある意味エッジの効いた方向性が95項目、全て

とは言いませんが、いろんなものが出ている。 

 しかし、この報告書では、この95項目は、最

終的には10項目に収れんをされています。 

 そして、結局、10項目に収れんされた結果、

どういった方向性になったかというと、これも

少し紹介しますと、「県、市町、民間、住民を

含めた広い範囲での危機意識の共有と同時に、

危機意識を募らせるだけでなく、その解決に向

けた展望や取り組む方向性を提示する」とか、

「地域の問題は自分たちの問題として取り組む

姿勢と意識の醸成を図る」とか、「社会の大き

な変化を踏まえ、県、市町、民間、県民など、

各主体が担う役割を改めて見直し、公助、自助

や共助の意識を改めて醸成し、連携を図りなが

ら、住民主体の地域運営体制を構築する。」 

 冒頭、目指すべき姿が非常に概念的と申し上

げましたが、結局、95項目ほど具体的な方向性

が示されたんだけれども、最終的な報告書の考

察・提言においては10項目に収れんされ、それ
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も非常に概念的といいますか、スローガン的な、

抽象的な方向性にとどまっているのではないか

というふうに私は思います。 

 当然、これは、研究会が事業を打ち出すわけ

ではありませんので、そういうふうになったと

いうのはわかるんですけれども、こういった抽

象的な、概念的な方向性が示された中で、県と

して、先ほど部長が、「戦略や総合計画に反映

させている」と言われたんだけれども、非常に

抽象的な部分をどういうふうに咀嚼して戦略に

活かしきれるのかなということを、率直な疑問

として私は感じたんです。その点についての見

解をお知らせください。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） この2040年問題

につきましては、ご指摘がございましたように、

非常に広い分野にまたがる問題でございまして、

多くの項目に関わってくるということでござい

ます。 

 そして、その内容につきましても、いろんな

国の制度の問題でありますとか、技術の進展、

そういったところによって変化もしてくるとい

うところがあると思っております。 

 そういったことも踏まえながら、現在、総合

戦略の中に具体的に盛り込んでいくものについ

ては、先ほど申し上げましたような点で、具体

的に一緒に盛り込みをいたしまして、そして、

さらに、それぞれの分野において検討を深めて

いく必要があるものを、先ほど申し上げた

Society5.0でありますとか、それから今度、市

町と一体になって、どういった事務・事業のあ

り方を行っていくか、そういった問題もござい

まして、それぞれ、そういった分野については、

体制を整えて、Society5.0については、また新

たな体制で、民間も含めて、そういった具体的

な対策を検討していくような体制をつくってい

こうと思っておりますし、それから、市町との

関係では、「人口減少社会に適応した行政サー

ビスの提供のあり方研究会」、こういったもの

を今年度から既に立ち上げて検討をしておりま

して、その議論も深めているといった状況でご

ざいます。 

 そういった形で、具体的に施策として方向性

が見えているものについては、戦略として総合

計画にも落とし込みながら、そして、さらに議

論を深めていく必要があるものについては、そ

ういった体制の中で議論を深めていくという形

で今進めているところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 現時点の中で、2040

年の姿をもっと具体的に示してすべきじゃない

かというのが、私の意見といいますか、気持ち

なんですけれども、当然のことながら、あと20

年先の話、いろんな社会環境が変わってくる、

技術の進展もあると、そういった中で、現時点

でなかなかそういったものをつくり得ない、難

しいというのも一定理解するんです。 

 ただ、これから5年単位の戦略や総合計画を

策定する中で、では、2030年にはどの程度まで

進展すべきなのか、長崎県の2040年のあるべき

姿をしっかりとつくって、2030年までにどこま

でそれに近づけていくのかということを考えた

時に、そういった具体的なロードマップを考え

なければいけないというふうに私は考えるんで

す。 

 確かに、5年ごとの計画を策定する時点で、

その時点で考えるということも理解はするんで

すけれども、そういった長期的な2040年の姿を

もう少し明確にして、2030年までにどこまでい

くのか、そういった議論をぜひやってほしいと
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思うんですよね。その点はいかがですか。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） この2040年問題

といいますのは、そういった状況、2040年頃で

ありますとか、そういった時点を、その姿を考

えて、それに向けて逆算して取り組んでいくと

いうことでありますので、そういった視点は常

に持っておく必要があると思っておりますし、

例えば、この総合計画で5年間の計画を立てる

際にも、必ずしもその5年間だけを見るのでは

なくて、そこから先の状況も当然想定しながら、

この5年間で何を取り組んでいくかということ

を整理していくといった考え方で進めていく必

要があると思っておりますし、今回の次期総合

計画だけに限らず、その後も、そういった状況

の変化を捉えながら、今後も議論を継続してい

くべきものだというふうにも考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） この点については最

後にしますが、今回、「2040年問題研究会」を

立ち上げて、専門家の皆さんを交えていろんな

意見交換をされたわけですけれども、ぜひ、次

の5年後のいろんな次期計画や戦略策定時にも、

こういった有識者の皆さんに、2040年を見据え

た議論を専門家の皆さんにもぜひやってもらい

たいというふうに思うんですけれども、その点

はよろしいでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 今後、先ほど申

し上げましたように、いろんな状況の変化とい

うのは出てくると思いますので、それぞれの時

点において、また、今回、議論をしていただい

たような状況と異なるような将来の状況、そう

いったところを踏まえて、また議論が必要にな

るということになれば、そういったところは、

また改めて有識者の皆様のご意見を聞く、そう

いったことも検討をしていく必要があるという

ふうに考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） ぜひ、お願いいたし

ます。 

 2、公共交通対策について。 

 （1）地域公共交通活性化再生法等の見直し

について。 

 公共交通を取り巻く経営環境は、人口減少や

人口密度の低下などを背景に年々厳しさを増し

ております。 

 現在でも、全国の乗合バス事業者の7割が赤

字、九州内でのバス輸送人員は、昭和44年度の

12憶人から、平成29年度には4憶人と3分の1ま

で減少しているとの報告もあります。 

 そこで、国においては、持続可能な公共交通

ネットワークの確保を目指し、法改正を検討し

ているようですけれども、その状況について、

把握している内容をお尋ねしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 国におきまして

は、地域の移動手段の確保・充実のため、地方

公共団体主導で公共交通サービスを改善し、路

線バスなどの従来の公共交通機関に加えて、デ

マンドタクシーや病院等の送迎バスなど、地域

のさまざまな輸送資源を活用することを目的と

する「地域公共交通活性化再生法」の改正案が、

先月、閣議決定をされたところであります。 

 この改正案では、地方公共団体による「地域

公共交通計画（マスタープラン）」の作成が努

力義務化され、過疎地等で自家用車による有償

運送を実施する際に、バス、タクシー事業者へ

運行管理などを委託できる制度の創設や、貨物

と乗客を同じ車両に乗せて運行の効率化を図る
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「貨客混載」のための手続の円滑化など、持続

可能な輸送サービスの提供を確保するためのさ

まざまな取組が掲げられております。 

 その中で創設される地域公共交通利便増進事

業では、複数事業者が共同で運行ダイヤの調整

を行い、待ち時間の短縮や利用しやすいダイヤ

を設定することなどが可能となり、利便性の向

上が期待されているところでありますが、その

実現には、独占禁止法の規制の適用除外が必要

になるということで、本日、その特例法案が閣

議決定がされたというふうに伺っております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 当然、国も、将来予

想される地域公共交通ネットワークを確保して

いくために、法改正を見据えて動いているとい

うことですね。 

 次に、先進的な取組を実施している熊本地区

での公共交通再編について、お尋ねをしたいと

いうふうに思います。 

 本年1月末、熊本では、乗客減や運転手不足

の対応策として、重複区間の再編を進め、運行

の効率化を図るため、5つの交通事業者が路線

バス事業を共同経営することに合意したとの報

道を見ました。 

 人口減少が進み、人口密度も低下する中で、

今後、公共交通事業は一段と厳しくなるのが明

らかであります。しかし、地域住民の交通移動

手段として、公的な使命は守らなければなりま

せん。そのような観点から、熊本では先駆けて

取り組んできたものと私は推察しますが、その

具体的な内容について、把握をしていれば、お

尋ねをしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） ご指摘のように、

熊本市が中心となり、乗合バス事業者5社と熊

本県に呼びかけ、「熊本におけるバス交通のあ

り方検討会」が設置をされ、去る1月27日の検

討会において、熊本県内のバス交通のあり方に

関する今後の方向性としまして、乗合バス事業

者による共同経営に向けて準備を進めることが

合意されたと伺っております。 

 検討会では、バス利用者の減少やサービス水

準の低下、それから運転士不足の深刻化などの

課題を解決するため、重複区間における運行の

一本化や、需要に応じたコミュニティ交通との

役割分担のほか、共通定期券や均一運賃制など

の取組が必要であると示されております。 

 さらに、その取組を着実に実施していくため、

事業者間における路線やダイヤ、運賃などの調

整のほか、必要に応じて運賃収入の分配も可能

とする共同経営型の事業形態を目指すものと

伺っております。 

 4月には、バス事業者5社による「共同経営準

備室」を設置し、共同経営にかかる課題を整理

しながら、先ほど申し上げました独占禁止法の

特例法案の施行後に、共同経営型の事業形態へ

移行できるよう準備を進めていくと伺っている

ところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 熊本の先進的な取組

の事例の報告がありました。当然これは熊本市

が主体となってというように答弁がされました。

当然これは基礎自治体が主導すべき、マスター

プランについてもそうなんだろうというふうに

思いますけれども、今回、令和2年度の予算の

中でも、地域公共交通再編事業費なるものを当

然計上されています。これも、今、議論してい

る内容を進めるための一つの事業だというふう

に思います。 

 そういった意味では、県も、長崎地区におい
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ては交通事業者の一人でもあるわけですから、

こういうところに、もう少し県が積極的に旗を

振るべきではないのかというふうに私は率直に

感じているんですけれども、その点はいかがで

すか。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） ご指摘がありま

したように、来年度の新規事業の中で、地域公

共交通再編事業ということを新たに立ち上げる

こととしております。 

 その中で、持続可能な地域公共交通ネット

ワークを確保していくということで、各市町が

地域の実情に応じて公共交通の計画策定や見直

しをやっていく、そういつた取組を支援をして

いこうというふうに考えております。 

 具体的には、地域ごとのブロック会議を開催

したり、それから各地域の状況や課題を把握す

るとともに、市町の実情にあわせて、交通計画

やまちづくりなどの分野に精通したアドバイ

ザーの派遣なども行っていこうと考えておりま

す。 

 ご指摘の長崎地区の問題につきましては、基

本的には、まずは、今、長崎バス、県営バス、

2社がこの地域で運行しているというふうな状

況の中で、競合している地域が主に長崎市の中

心部ということになっておりますので、長崎市

において、どういった考えを持っておられるか

ということが、まず大事になってくると思って

おりますので、そういったことを、よく県とし

ても状況を把握し、意見交換をしながら、そう

いった状況に応じて、この事業なども活用して、

県としても関わりを持っていきたいというふう

に考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） ぜひ、その県の関わ

りというのもしっかり、今、答弁で言っていた

だきましたので、そういう観点で取組を進めて

いただきたいというふうに思います。 

 （2）交通結節等検討会議について。 

 先ほども質疑があったんですけれども、長崎

市中心部の交通結節等検討会議についてであり

ます。 

 令和4年度の長崎新幹線開通や、松が枝国際

埠頭の2バース化などを見据えて、長崎市中心

部の交通結節機能の強化・充実を検討するため

に立ち上げられた会議でありますけれども、現

在の検討状況について、お尋ねをしたいという

ふうに思います。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 長崎市中心部におい

ては、新しい長崎駅が国道から離れ、鉄道とバ

ス、路面電車との乗り継ぎが不便になることや、

クルーズ船が着岸する松が枝岸壁と市内各地と

の公共交通によるアクセスが貧弱であるなど、

交通結節上の課題が指摘されております。 

 これらの課題を解決し、県民、市民や観光客

の皆様に、快適で利便性の高い公共交通サービ

スを提供するため、昨年8月、学識経験者や経

済界、交通事業者、行政による「長崎市中心部

の交通結節等検討会議」を設立し、抜本的な対

策の検討を進めております。 

 これまで、検討会議を2回、下部組織である

幹事会を4回開催して議論を重ねており、2月19

日に開催した第2回検討会議では、長崎駅周辺

地区と松が枝地区について、課題解決に向けた

複数の対策案をお示しし、各委員からたくさん

の意見や助言をいただいたところです。 

 具体的には、長崎駅周辺地区では、大黒町側

にバスターミナルを再整備し、歩行者デッキを

駅側と接続する案など、また、松が枝地区では、
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松が枝と長崎駅方面と路面電車を直通化するた

めの複数の案が示され、議論されたところです。 

 今月末には、第3回の検討会議を開催し、将

来の交通結節の基本的な方向性や、実施すべき

対応策を取りまとめることとしております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 状況は伺いました。 

 私がこの件で質問するのは、今、幾つか複数

のいろんな案が出ている、交通事業者も入って

議論をしているということは理解をしているわ

けですけれども、問題は、そういう議論をして

できあがった計画、誰が事業主体になるのかと

いう話なんです。恐らく、道路管理者であると

いうふうに私は思うんですけれども、そこにい

ろんな交通事業者、実際にそういう計画を実行

するに当たっては、交通事業者のいろんな負担

とかが当然発生する可能性があるわけですよね。

だから、そういった問題が明確に、最初から、

事業主体はここなんだというようなことを明確

にしないと、本当に風通しのいい議論というの

は、なかなかやりにくいんじゃないか。もしか

したら、こんなことを言えば自分たちに負担が

生じるのではないか、そういったことも私は懸

念されるのではないかと考えるわけです。 

 まず、この計画が、会議が終結をして、実際

にこういったことをやろうとなった時に、事業

主体は、当然、県とか市とか、そういったこと

になるんですね。そこをまず確認したいと思い

ます。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 検討会議には、路面

電車やバス等を運行する交通事業者にも委員と

して参画いただいております。 

 会議において、基本的な方向性や対応策を取

りまとめた後は、事業化に向けた取組を進めて

いくことになりますが、公共交通の結節機能の

改善については、行政のみ、あるいは交通事業

者のみで実現できるものではなく、関係者が連

携して取り組むことが不可欠であります。 

 今後、整備手法や事業主体など、具体的に検

討する中で、各交通事業者の意向も十分踏まえ

ながら、計画の実現に向け、官民が一致協力し

て、それぞれの役割を明らかにし、取り組んで

いきたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 官民連携してという

ことで、参画も合意も得たうえで進めていくと

いうことで理解をします。くれぐれも一方的な

押しつけのようなことに絶対ならないように、

その点だけお願いをしておきたいというふうに

思います。 

 3、人口減少対策について。 

 （1）社会減の状況。 

 先ほども種々議論がありました。ご案内のと

おり、本県の最重要課題である人口減少問題で

あります。 

 本県では、平成27年に「長崎県長期人口ビ

ジョン」を策定するとともに、総合戦略、基本

目標においても、転出超過数、社会減ですね、

これを3割程度改善するということが掲げられ

ております。 

 具体的には、今年度、令和元年度ですね、転

出超過数の目標は3,500人程度というふうに

なっておりますけれども、まだ年度途中なんで

すが、2019年の人口調査では、どのような状況

になっているのか、報告をいただきたいという

ふうに思います。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） ご指摘のとおり、

現総合戦略において、従来5,200人ほどの転出
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超過数を1,700人程度改善して、3,500人とする

ことを目標としております。 

 一方で、移動人口調査によりますと、平成31

年1月から令和元年12月までの間、合併後、は

じめて転入超過に転じた五島市をはじめ、一部

の市町で、前年から転出超過数が改善した市町

もありますものの、全体としては6,590人の転

出超過となっております。 

 現総合戦略の最終年度となる令和元年度の実

績については、まだ確定はしておりませんけれ

ども、こうした状況を踏まえますと、目標の達

成は難しいものと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 年度の途中なんだけ

れども、2019年時点、1年間で見れば、社会減

は6,590人、戦略の年度の目標である3,500人に

は、現時点で非常にもう厳しい状況であるとい

うことであります。 

 かなり大きな差が出ているわけですね、

3,500人の目標に対して6,590人ですから、この

目標未達になると思われるこの実績について、

原因分析も踏まえて、どうしてここまで大きく

社会減が膨らんでしまったのかという見解をお

聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 社会減の状況を

市町別に見ますと、離島地域においては、「有

人国境離島法」に基づく交付金の積極的な活用

もあり、改善傾向にございます。 

 一方で、長崎市や佐世保市においては、転出

超過数が大きくなっており、全体としては、社

会減が拡大しているという状況にございます。 

 こうした状況は、求人の種類や給与などの雇

用面での課題、それから県内企業の認知度や暮

らしやすさへの理解の不足などから、依然とし

て、高校生、大学生の県外転出が続き、さらに、

そうした方々がなかなか本県に帰ってこられな

いこと、それから、女性の転出超過が拡大して

いること、そういったことに加えまして、さら

に世界的な海運市況低迷による県内造船の受注

量減少等の影響を受け、基幹産業である造船関

連の従業員数が減少していることなどが要因で

あると認識をしております。 

 このため、第2期総合戦略においては、こう

した要因の分析と課題の検証を行ったうえで、

対応する施策を盛り込んだところであり、これ

らの施策を着実に推進することで、社会減の抑

制につなげていきたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 種々、分析について

の答弁がありました。幾つか着目する点がある

というふうに思うんですけれども、まず、女性

という観点ですね。 

 私は、統計課から資料をもらって、2012年以

降、男性と女性の社会減の数の動きを、これは

日本国内だけではなくて、全体の数なんですけ

れども、それを見ると、やはりこれまで8年間

の平均で見ると、女性の方が社会減のマイナス

は700人から800人ぐらい多い、ずっとこの8年

間の状況を見ると、ということは、やはり女性

の転出超過ということに、ある意味スポットを

当てて、どういうことなのか。ただ、15歳から

24歳までの若年層で見ると、そんな動きはない

んですよね。そんな大幅な動きはあってない。

そこから、どうしてこの女性が安定的に転出を

しているのか。そこを一度調査、分析をしてみ

るべきだというふうに思いますけれども、その

点、何か計画がありますか。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） この女性の転出
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超過ということにつきましては、全国的な傾向

として、地方からの転出超過数が、女性の方が

男性を上回って推移をしているということがご

ざいます。 

 本県においても、近年、女性の転出超過数が

男性を上回っておりまして、かつ拡大している

という傾向にございます。 

 そういった中で、女性の転出入の状況を男性

と比較をしますと、福岡県への転出超過数が大

きいということや、大学進学率が上昇し、県外

進学率が高まっていること、それから、県外大

学卒業後、転入が少ないということなどから、

女性が望む働く場の確保や環境の整備が課題と

なってくるものと考えております。 

 このため、次期戦略におきましては、女性の

県内定着に向け、福岡県を中心とした看護、介

護、保育などの学生のＵＩターン就職の促進や、

女性に特化した就職説明会の開催、男女がとも

に働きやすい職場環境づくり、女性のライフス

テージに応じたキャリア形成支援などの施策も

盛り込んだところでございます。 

 また、さらなる要因分析としまして、県内、

福岡県、東京圏在住の本県に居住経験がある女

性を対象とした県外転出入に関する意識調査に

着手をしておりまして、今後も、そうした要因

分析、課題検証を進めながら、女性の県内定着

やＵＩターンの促進につながる施策に反映をし

てまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 意識調査もやられる

ということだったので、そこで得られたデータ

といいますか、中身を次の戦略といいますか、

施策に、ぜひ活かしていただきたいというふう

に思います。 

 先ほども若年層の話が少しありました。高校

生の県内就職促進のために、昨年1月に「高校

生の就職等に関する意識調査」というもの、こ

れは1月だったんですけれども、6,391名に実施

して、その部分をいかに活用するのかというこ

とを少し事前にお尋ねしているんですけれども、

その活用状況、分析したものを活用している状

況について、お尋ねをしたいというふうに思い

ます。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 昨年1月実

施したアンケートについて、現在の活用状況で

ございますが、そこで得られた、どういった項

目を優先して就職先を決定しているかという結

果につきましては、これまで高校と県内企業の

名刺交換会や、地元企業説明会などにおいて、

約500社に対して説明をし、改善を促してきて

いるところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 今、500社程度とい

う話がありました。県内には、高校生を採用す

る企業というのは、これは事前にいろいろお伺

いすると、1,800社を超えるというような話も

聞いております。 

 そういった意味では、6,391名もの高校生に

アンケートを取って得られたアンケート結果で

すね、これは紹介しませんが、分析をされてい

ます。それは、高校生を採用する企業側にとっ

ては非常に有益な資料になるというふうに思い

ます。そういった意味では、こういった有益な

意識調査をした結果を、いかに企業の皆さんに

お伝えするかということは、非常に重要だと思

うんですね。 

 ですから、企業説明会等々で伝えたという話

なんですが、ぜひこういったものは、例えば県

のホームページとかに、その実績、中身を載せ
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て、それを広く企業の皆さんに見てもらうよう

な施策というのも必要だというふうに思うんで

すけれども、いかがですか。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 議員ご指摘

のとおり、500社というのは、私どもも決して

十分な企業数だとは考えておりません。 

 したがいまして、このアンケート結果につき

ましては、これまでの周知方法に加えまして、

「Ｎなび」登録企業への情報提供でございます

とか、県のホームページへの掲載による周知、

また、新たに設置いたします「人材活躍支援セ

ンター」とも情報を共有し、商工関係団体や個

別企業へ直接説明を行うなど、より多くの県内

企業への周知を行って、若者に選ばれる企業と

なるように働きかけをしてまいりたいと考えて

おります。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） ぜひ、有益なデータ

ですので、開示をよろしくお願いいたします。 

 次に、これは先ほど中島廣義議員の一般質問

の中でも議論になったところなんですけれども、

若年層の転出超過の分析ということで、先ほど

ご紹介がありました。 

 2019年、昨年の3月、高校を卒業した数が1万

2,289名という紹介がありました。このうち、

8,485名、実に69％ですね、高校卒業生の69％

が進学、3,583名、29％が就職。 

 そして、この進学のうち、県外に進学した人

が4,748名、進学者のうちの56％。県外就職は、

1,393名で39％。 

 高校卒業者の県外転出は、全体で、就職、進

学合わせて6,141名ですから、その県外に出て

行った高校卒業生の実に77％が進学によるもの

なんですね。 

 これまで、地元企業への定着、県内企業への

就職、こういったものにいろんな施策を講じて、

実績も上げられています。そのことは非常にい

いことだと思うし、県外に進学した大学生を長

崎に呼び戻すことも非常に大切な施策であると

いうふうに思うんです。 

 一方で、今言ったように、高校生の卒業者の

県外転出の7割、77％は進学。 

 では、進学というものに対して、県外に出て

行くことに対して、どういうふうに考えるのか。

それは、個々人のいろんな状況により、学力の

話もありますけれども、政策として打てないの

か。ややもすれば、進学による県外流出は仕方

のないものだというふうに考えるのかどうか。

そのあたりを、まず、大きな観点として、お尋

ねをしたいというふうに思います。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 特に、県外

に進学する学生のＵターン就職に関しまして、

昨年10月に「ＵＩターン支援センター」を福岡

県に設置いたしまして、以降、福岡県に進学し

た生徒のＵターン就職に特に力を入れてきてい

るところでございます。 

 そのほか、東京にもキャリアコーディネー

ターを配置いたしまして、Ｕターン就職の支援

を進めるとともに、来年度は、新たに、例えば

インターンシップ等で長崎に帰ってこられる方

の旅費を支援する等、新たな取組、施策も加え

まして、今後、県外進学者へのＵターン就職に

も力を入れてまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） ちょっと、今、私が

聞いたことに対する答弁にはなってないと思う

んですけれども、知事、何か見解があれば、お

願いします。 



令和２年長崎県議会・２月定例会（３月３日） 

 ― 89 ―

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 県内の高校を卒業された

方が進学をされる時に、県内の大学に進学され

る方、県外の大学に進学される方、それぞれい

らっしゃるわけでありますが、実情を申します

と、高校卒業生の全てを県内の大学で受け入れ

るということは若干無理がございます。 

 したがいまして、一定数県外の大学に進学せ

ざるを得ない状況であるのは事実でありますが、

そういった中で、やはり将来の就職等を考える

際に、やっぱり県内で学んだ方々は県内に定着

する可能性が高いんではないかということで、

私どもも、県内の優秀な学生を県内の大学に進

学させることが重要ではないかというような観

点で話をしたところでありますけれども、全国

の大学の動向を見ますと、ほとんど変わらない

ような、特に、国立大学については、県内の大

学に進学するのは半分に満たないような状況、

かわりに県内の大学で、あいた分野については、

他県から、しっかりと受験、進学をしてこられ

ていると。 

 そういう実情にある中で、いかにして、県内

の優秀な学生を県内の大学に進学させて、将来

にわたって地元に定着させていくかというのは、

これは非常に大切な視点だろうと思いますけれ

ども、これは意識改革を含めて、考え方をしっ

かりと変えていかないと難しいものがあるので

はないか。 

 それと、県内の大学には、やっぱり一人ひと

りの学生が将来の職業を考えた際に、全ての学

部学科等がそろっているような状況ではないと

いうのも、これまた大きな課題の一つになって

いるわけであります。 

 私どもとしては、ぜひ優秀な学生、県内の大

学に進学をさせていただければありがたいと、

こう考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 知事、ありがとうご

ざいました。 

 私がこの質問をしているのは、片一方で、何

回も言いますけれども、県外に出て行っている

高校卒業生の77％が進学なんですよ。だから、

そこが本当に適正なのか。もう少し長崎の県内

でそういった学びの場を確保できないのだろう

か。そういった視点で分析をするべきではない

のかということを問いかけたかったんですね。 

 私もちょっと調べてみたんです。知事が今

おっしゃったような中身にはなるんですけれど

も、学校基本調査という文部科学省がやってい

るものがあり、そこには各県の大学生の数や高

校生の数が出るんですけれども、どうやったら

長崎の大学という学びの場が、この高校生の数

に対してどうなんだろうかという視点で、九州

の8県の高校生の数、短大、大学、大学院生の

数というものを調べました。 

 そうすると、高校生に対する大学生のウエー

トというのは、本県は53％程度でした。だから、

さっき言われた大学の定員は、高校生に比べれ

ば半分ぐらいしかない。学年が違いますけれど

も、53％ぐらいと。これを九州8県で比べると、

断トツで福岡県が高いですね。福岡県が98.5％。

しかし、それ以降は、九州の8県の中では、熊

本県が60％、大分県が58％、長崎県が4番目な

んですね。 

 そういう意味では、ある意味、大学、短大、

大学院という括りで言うならば、ある程度の数、

大学の数や学部、そういったものは、ほかの各

県と比べて、そんな遜色はないんじゃないかと

いうことが、私は見てとれました。 

 ただ、進学の中に、今度は専修学校というの
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があります。この9割は専門学校と言われると

ころなんですけれども、専修学校を見ると、こ

の数字は全然違うんですね。 

 長崎は、高校生に占める専修学校の数という

ことでパーセンテージを出すと、実に10.9％、

九州の8県の中では最下位なんです。福岡県は

33.7％、沖縄県は21.7％というふうに、専修学

校という括りで見れば、長崎は専修学校に通っ

ている生徒の数は非常に少ないということが私

は見てとれます。 

 そういったことを県当局として、若者の県内

定着という観点から、そういったことを分析し

ているのかということが非常に気になってお尋

ねをしているわけです。 

 特に、この専修学校は、県内の高校生が行っ

ている数というのは、平成31年3月卒業でいけ

ば、専修学校へ進学した人は3,059名、このう

ち県外の専修学校に行った人は1,438名なんで

す。就職で県外に出た人は1,393名ですから、

就職で県外に出て行った人よりも、専修学校の

ために県外に出て行った人が多い、これが長崎

県の実態なんです。そういったところを、いか

に評価するのか、何か手を打つことがないのか。

私はこの数を調べた時に、そういうふうに

ちょっと思ったわけですけれども、それについ

ての見解があれば、お尋ねしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 県内の高校

と専修学校の生徒数の割合につきまして、九州

各県と比較いたしますと、議員ご指摘のとおり、

本県は、宮崎県や大分県などの14％程度よりも

さらに低い11％程度で、九州では一番低い率と

なっております。 

 一方で、専修学校に進学する生徒約3,000人

のうちに、その半数が県外に進学している中で、

一方、県内の専修学校の定員充足率は5割程度

にとどまっている状況であります。 

 県内の専修学校を卒業した方の県内就職率は、

75％と一定高い割合にありますことから、今後、

議員のご意見も参考にしながら、専修学校の設

置状況でありますとか、定員の充足率等々を分

析し、若者の県内定着促進に向けて、どのよう

な方策が考えられるのか、研究してまいりたい

と考えております。（発言する者あり） 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） ぜひ研究していただ

きたいと思います。 

 その中で、一つだけ紹介をしたいことがあり

ます。私も専修学校の方に、どうすれば県内の

高校生が県内の専修学校に通うんだろうかとい

うような意見交換を少ししたんですけれども、

その時の意見が非常に残っていて、お伝えしま

すけれども、長崎県内の専修学校というのは、

どうしてもやっぱり長崎、佐世保に集中してい

るわけですね。そうすれば、地理的特性から、

県内の、例えば島原であったり、県北であった

り、離島であったり、そういったところの生徒

さんが専修学校に通うとすれば、当然、親元を

離れて一人住まいをしなければいけない。その

時に、同じ一人住まいをして経済的負担がかか

るならば、長崎、佐世保よりも、もっと充実し

た福岡に行くと。だから、福岡に全部生徒が、

長崎や佐世保にいる在住者はそこに通うでしょ

う。でも、それ以外の通えない、通学できない

ような地域の高校生は、どうしても福岡の方に

行ってしまう。 

 だから、そういった意味で、いかに県内の学

生が、長崎や佐世保にある専門学校に通うため

には、例えば、県内の県の施設等々を住宅とし

て提供してあげるとか、これは産業界に対して
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は、そういった県の職員公舎を若い従業員のた

めに貸し出すという制度も昨年度実施したとい

うふうに、平成30年度から、そういった県の公

舎を企業に、商工会議所と連携してやっている

という制度があるというふうにお聞きしました。

実際に、大学よりも規模が小さい専修学校は、

独自で寮を持つことは、まず、できません。そ

ういった意味では、企業に対して支援をしてい

るような仕組みがあれば、県内の子どもたちが

長崎や佐世保の専修学校に通うインセンティブ

にもなるのではないか、そういった意見も少し

いただきましたので、一応ご紹介しました。ぜ

ひ参考にしていただきたいというふうに思いま

す。 

 4、長崎南北幹線道路について。 

 （1）事業の現状。 

 長崎市茂里町から時津町の約7キロの建設に

ついては、長年、多くの議員の皆さん、そして

地元自治体や期成会の方々の粘り強い要請行動

を得て前に進み出しております。感謝を申し上

げたいというふうに思います。 

 私もこれまで、平成26年、28年の県政一般質

問において質疑を実施しておりますけれども、

現時点の取組状況とか、前回の質疑で明らかに

なっていなかったルートの選定状況や、建設費

の概算について、まずお尋ねしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 長崎市茂里町から時

津町までの区間については、事業化に向け、有

識者や地元関係者で構成するルート選定委員会

により検討を進めております。 

 これまで、2回の委員会を開催し、市街地の

西側をトンネルで通過する案が最適であるとの

意見をいただいております。 

 ただし、起点側の茂里町から下大橋付近まで

の区間は、高架橋形式となり、特に、市街地へ

の影響が大きいことから、さらに詳細なルート

の検討を進めているところです。 

 また、昨年12月から、長崎市と時津町の各地

域において、意見交換を延べ14回開催しており、

国道206号の交通混雑の緩和のため、早く整備

を進めてほしいとのご意見を多くいただいてお

ります。 

 概算事業費につきましては、市街地の西側

ルートで400億円から500億円を想定しておりま

すが、今後、詳細な設計を進める中で、さらに

精査してまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） ありがとうございま

す。 

 事業費が400億円から500億円という話があり

ました。私が確認をしたいのは、どれくらいの

スケジュール感でできあがるのかという話を、

そのために金額も聞いたわけですけれども、当

然、都市計画の策定であったり、決定であった

り、そういったことにももちろん時間はかかる

でしょう。その後、実際に着工してからも予算

との関係もあって、かなりの期間になると思う

んですけれども、部長、どれくらいかかると思

われていますか。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 現在、進めておりま

すルート選定作業は、一定の幅を持ったルート

帯での絞り込みを行うものであり、その後、市

街地の状況や地形的な制約、技術的な基準など

を踏まえながら、詳細なルートの設計を行いま

す。 

 この詳細ルート案について、地元説明会や公

聴会、縦覧、都市計画審議会での審議を経て、

都市計画決定を行い、事業化へと進んでまいり
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ます。 

 事業期間につきましては、現時点で明確にお

示しできる状況ではございませんが、事業の規

模から考えますと、少なくとも10年以上は要す

るものと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） 少なくとも10年以上、

ある意味当然のことだと思うんですね。 

 前回、平成28年の時も土木部長に要請したん

ですけれども、かなり長期間になるのはわかっ

ていることなので、できれば、その効果ができ

るだけ早く出現するように、ルートを設定した

ら、その工事区間、どこをすれば一番早く効果

の出現があるのかということも考えながら、ぜ

ひ事業をやってくださいということで、その当

時の土木部長は、もう当然のことですという答

弁をいただいたわけです。 

 そこで、私が気になるのは、人口がずっと減

少する話も今までしてきたわけですが、交通量

は、今から10年以上かかる南北幹線道路ですか

ら、国道206号の渋滞や安全の確保のために南

北幹線道路をつくる。この交通量は、1日に4万

台から5万台というふうに言われていますけれ

ども、10年ぐらい先を見越して、この交通量と

いうのは、変わるのか、変わらないのか。その

点、想定があれば教えてください。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 国道206号の長崎市

北部から時津町の区間には、現状で1日約4万台

から5万台の車が通行しており、概略の検討で

ございますが、長崎南北幹線道路が整備されな

い場合、将来的にも交通量は大きく変わらず、

混雑している状態が続くものと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） わかりました。交通

量は、ほとんど変わらないだろうと推測してい

る。ということは、今の国道206号の現状は、

10年以上変わらないということになってしまう。 

 私は、その期間、南北幹線道路ができるまで、

いかにしてこの国道206号の交通渋滞をなくし、

安全な交通事故多発交差点を減らしていくかと

いうことを考えた時に、代替策を考えなければ

いけないと思うんですね。当然ソフト、ハード

あると思うんですけれども、私はこれまで2回

ほど、この問題について議論させてもらったと

申し上げました。その時に、必ず言っているの

は川平有料道路のことなんですね。 

 南北幹線道路ができるまでの間、暫定的でも

いいので、西山バイパスから川平有料道路を

通って、長崎の中心部から時津の方に抜ける、

この道路をいかに有効に使うのか。今、それが

あまり交通量は多くない。その国道206号の交

通量の一部でも移管できれば、少しでも国道

206号の交通渋滞が緩和される。ただ、そこで

ネックになるのが通行料だということでお話を

してきました。 

 通行料が370円、西山バイパスから川平有料

道路を通って370円。しかし、このことをした

時に、前回もそうだったんですが、川平有料道

路は終日3割引きしている。川平有料道路は210

円だけれども、150円にしているんだというこ

とがありました。それでも310円なんですよ、

西山バイパスと合わせれば。距離から考えれば、

長崎バイパスよりも距離が短いこの2つの道路

の方が、それでも割高になっている。そこをや

はりちょっと考えていただかなければいけない

のかなと。 

 特に、時津まで行く手前に長与の分岐があっ

て降りられます。長与の人たちは、もっと距離

が短いのに310円かかるということを考えれば、
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例えば、交通渋滞を緩和させるための政策的な

対策として、朝夕の混雑する時間帯だけでも、

今の150円から100円ぐらいに割引をするとか、

そういう政策的な投資の仕方というのは、私は

必要ではないかなと思うんですけれども、いか

がですか。（発言する者あり） 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 川平有料道路の料金

値下げにつきましては、令和10年度までと定め

られた当該道路の償還計画に支障を来すことや、

平成22年に行われました長崎バイパス無料化社

会実験の際、当該道路の交通量増加に伴う速度

低下に大きな課題があったことから、現時点で

実施することは困難であると考えております。 

 しかしながら、長崎南北幹線道路が完成する

までの間、国道206号の交通混雑の解消を図る

ためには、市内へのマイカー流入を抑制するソ

フト対策を講じることなどが必要であると認識

しており、今後も、関係機関と協力し、検討を

進めてまいりたいと考えております。（発言す

る者あり） 

〇副議長(西川克己君） 深堀議員―19番。 

〇１９番(深堀ひろし君） ありがとうございま

す。ぜひお願いします。 

 最後に、川平有料道路の交通料金の表示が

370円と出るんですよ。実際には310円なのに

370円と表示が出る、これは早急に改善をお願

いしたいと思います。（発言する者あり） 

 以上で終わります。お願いします。 

〇副議長(西川克己君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４６分 散会 ― 

 





第　９　日　目





 ― 95 ―

令和２年２月定例会 令和２年３月４日 

 

議   事   日   程 

 

第 ９ 日 目 

◇ ◇

 

 

 １  開    議 

 

 

 

 

 ２ 県政一般に対する質問 

 

 

 

 

 ３ 散    会 

 



令和２年長崎県議会・２月定例会（３月４日） 

 ― 96 ―

令和２年３月４日（水曜日） 

出 席 議 員（４６名） 

１番 宮 島 大 典 君

２番 宮 本 法 広 君

３番 赤 木 幸 仁 君

４番 中 村 泰 輔 君

５番 饗 庭 敦 子 君

６番  堤   典 子 君

７番 下 条 博 文 君

８番 山 下 博 史 君

９番 北 村 貴 寿 君

１０番 浦 川 基 継 君

１１番 久保田 将 誠 君

１２番 石 本 政 弘 君

１３番 中 村 一 三 君

１４番 大 場 博 文 君

１５番 山 口 経 正 君

１６番 麻 生   隆 君

１７番 川 崎 祥 司 君

１８番 坂 本   浩 君

１９番 深 堀 ひろし 君

２０番 山 口 初 實 君

２１番 近 藤 智 昭 君

２２番 宅 島 寿 一 君

２３番 松 本 洋 介 君

２４番 ご う まなみ 君

２５番 山 本 啓 介 君

２６番 前 田 哲 也 君

２７番 山 本 由 夫 君

２８番 吉 村   洋 君

２９番 大久保 潔 重 君

３０番 中 島 浩 介 君

３１番 浅 田 ますみ 君

３２番 山 田 博 司 君

３３番 堀 江 ひとみ 君

３４番 山 田 朋 子 君

３５番 西 川 克 己 君

３６番 外 間 雅 広 君

３７番 瀬 川 光 之 君

３８番 坂 本 智 徳 君

３９番 中 村 和 弥 君

４０番 徳 永 達 也 君

４１番 中 島 ● 義 君

４２番 溝 口 芙美雄 君

４３番 中 山   功 君

４４番 小 林 克 敏 君

４５番 田 中 愛 国 君

４６番 八 江 利 春 君

説明のため出席した者 

知 事 中 村 法 道 君

副 知 事 上 田 裕 司 君

副 知 事 平 田   研 君

統 轄 監 濱 田 厚 史 君

危 機 管 理 監 荒 木   秀 君

総 務 部 長 平 田 修 三 君

企 画 振 興 部 長 柿 本 敏 晶 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

県 民 生 活 部 長 木 山 勝 己 君

環 境 部 長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 中 田 勝 己 君

福 祉 保 健 部

こども政策局長
園 田 俊 輔 君

産 業 労 働 部 長 廣 田 義 美 君

水 産 部 長 坂 本 清 一 君

農 林 部 長 中 村   功 君

土 木 部 長 岩 見 洋 一 君

会 計 管 理 者 野 嶋 克 哉 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

企画振興部政策監 前 川 謙 介 君
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文化観光国際部政策監 浦   真 樹 君

産業労働部政策監 貞 方   学 君

教 育 委 員 会 

教 育 長 
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員 堀 江 憲 二 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 本 田 哲 士 君

公安委員会委員 山 中 勝 義 君

警 察 本 部 長 迫 田 裕 治 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長 

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

警察本部総務課長 多 田 浩 之 君

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

次長兼総務課長 柴 田 昌 造 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

おはようございます。 

 自由民主党、久保田将誠でございます。 

 今日は、このような機会を与えていただき、

まことにありがとうございます。 

 それでは、質問通告に従いまして、質問に入

らせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 1、移住促進と持続可能な地域づくりについ

て。 

 （1）さらなる移住促進対策に向けた取組に

ついて。 

 人口減少が深刻化する本県において、「長崎

県まち・ひと・しごと創生総合戦略」により、

若者の県内定着をはじめとしたさまざまな取組

が進められており、中でも、県外からの移住者

の確保に向けた取組においては、着実に成果を

出されており、社会減の抑制に一定効果が出て

きているものと考えております。 

 知事は、今議会の冒頭説明において、引き続

き人口減少対策を強化する必要があり、移住促

進については情報発信の充実をはじめ、さまざ

まな施策を展開していくと述べられました。 

 また、次期総合戦略においても、令和7年度

における移住者目標として3,000人を超える目

標を設定し、さまざまな対策に取り組んでいく

ことを検討されており、移住者確保に向けた大

きな期待が見てとれます。 

 私としても、東京一極集中が進み、移住に関

する地域間競争がますます激しくなっている中、

地域や産業の担い手が不足していく本県におい

て、移住のさらなる促進に取り組んでもらいた

いと考えております。 

 移住をさらに促進するためには、現状や課題

を踏まえた必要な改善を図っていくことは、移

住者のさらなる拡大につながるものと考えます

が、県の考えをお尋ねいたします。 

 （2）集落維持・活性化について。 
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 「国立社会保障・人口問題研究所」の推計に

よれば、我が国においては、2040年に高齢者数

のピークを迎えることが見込まれており、この

まま人口減少、少子・高齢化が進展した場合、

社会保障費の増加やインフラの維持管理、集落

機能の低下など、地域住民の日常生活に大きな

影響が出てくるのではないかと危惧していると

ころであります。 

 そのような中、本県においては、全国と比べ

て早いスピードで人口減少や高齢化が進んでお

り、2025年には高齢者数のピークを迎えるもの

と見込まれております。 

 また、最近の社会問題として取り上げられて

いる高齢者の運転免許証返納問題も加わり、通

院や買い物などの移動サービス支援などにいち

早く取り組んでいく必要があるのではないかと

考えております。 

 ついては、県として、離島・半島を多く抱え、

人口減少や高齢化が国より早く進んでいる本県

の集落対策について、どのように取り組もうと

しているのか、お尋ねをいたします。 

 （3）新たな過疎法の制定について。 

 新たな過疎法の制定については、前回の11月

定例会において、同僚先輩議員である坂本智徳

議員からも質問させていただいたところであり

ますが、その際に、「市町村合併にかかる特例

の継続も含めて、年度内の早い時期に、さらな

る要望活動を展開することが重要」との答弁を

いただいたところであります。 

 先ほども言いましたが、本県は、全国的に見

ても人口減少、少子・高齢化が早いスピードで

進んでいるとともに、本県の過疎地域は、県土

面積の約7割を占め、その大部分が離島・半島

地域となっており、このような過疎地域の活性

化、振興には、新たな過疎法の制定は不可欠な

ものと考えております。 

 県として、現行過疎法の期限が令和3年3月末

に迫る中、新たな過疎法の制定に向け、これま

でどのような要望活動を行ってきたのか、また、

今後どのように取り組んでいくのか、お尋ねを

いたします。 

 2、水産業の振興について。 

 （1）漁港の防災・減災対策について。 

 長崎県は、漁港を中心に集落が形成された地

区が多く、漁港を守ることは国土保全のみなら

ず、多くの県民の安全・安心に寄与するものと

考えております。 

 近年、大型化する台風や地震、冬季風浪等に

より、全国的に防波堤や護岸が被災したり、越

波により漁船や漁具等が被害を受けたりしてい

ると聞いております。 

 県内でも、昨年多くの台風が来襲しましたが、

昨年9月の台風17号で防波堤が転倒して被災す

るなど、漁業活動に支障を来す状況がたびたび

発生しております。 

 本県は、水産業など1次産業が主たる産業で

あり、地域経済の要になっていて、その基盤と

なる漁港においては、台風などの災害に強い施

設整備を推進する必要があると考えております

が、防災・減災の観点から、水産基盤整備のあ

り方について、県としての考えをお伺いいたし

ます。 

 （2）漁業協同組合の合併推進について。 

 本年1月下旬に、小長井町漁協、瑞穂漁協、

国見漁協で臨時総会が開催され、合併を承認し

たとの報道がありました。今後は、3月の調印

式などを経て、令和2年4月1日には諫早湾漁協

として合併する見込みであると聞いております。 

 また、直近では、平成31年4月1日に大村湾漁

協、多良見町漁協、川棚漁協が合併し、経営の
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効率化とともに、組合員が水揚げした水産物の

販売力強化などの新たな取組が進められている

ともお聞きしています。 

 漁業者の減少・高齢化が進み、水揚げも減少

する中、漁村を支える漁業協同組合も脆弱化し

ているのではないかと懸念するところであり、

合併の推進が必要であると考えますが、県は漁

協合併をどのように捉え、どのように対応する

のか、お伺いをいたします。 

 （3）水産物の輸出促進について。 

 我が国における魚介類の消費量は減少を続け

ており、統計によれば、食用魚介類の年間一人

当たりの消費量は、平成13年の40.2キロをピー

クに、平成29年に24.4キロとなっております。 

 一方で、世界に目を向ければ、日本と距離が

近いアジアを中心とした新興国では、経済成長、

人口増加が進み、日本食ブームもあり、安全・

安心な日本の水産物の需要がさらに拡大すると

見込まれる中で、水産物の輸出は販路拡大につ

ながる重要な手段と考えております。 

 特に、全国に水産物を供給する本県にとって、

国内消費の先細りが予測される中で、安定した

漁家経営を維持、発展させていくためには、水

産物の輸出を積極的に進めていかなければなり

ません。 

 県は、これまでも水産物輸出の取組を進めら

れておりますが、輸出の現状と輸出拡大に向け

た今後の取組について、お伺いをいたします。 

 3、農業の振興について。 

 農業は、本県の重要な基幹産業でありますが、

農業を取り巻く環境は、高齢化に伴う担い手の

減少、国際貿易の自由化、異常気象の発生など、

厳しい状況にあります。 

 私は、農業の振興は、食料の安定供給はもと

より、地域の活性化や自然環境の保全など非常

に重要であると考えております。 

 そのため、今後、本県農業を持続的に発展さ

せていくための取組について、2点お伺いをい

たします。 

 （1）新規就農者の確保について。 

 県全体として少子・高齢化、人口減少が進ん

でいる状況の中で、農業に従事している方々の

高齢化も進行し、農業の主な担い手である認定

農業者は、平成27年からの3年間で259名減少し、

県全体で5,561名となるなど、このままでは担

い手の確保ができず、農業そのものが衰退して

しまうのではないかといった不安もよぎります。 

 このため、今後の農業を担っていく新規就農

者を確保し、これまで先代が築いてこられた農

業技術に加え、農地や施設などの経営資産を

しっかりと受け継いでいくことで、本県農業の

持続的発展が展望できるものと考えております。 

 そこで、本県の農業を担う新規就農者の確保

について、これまでどのような対策に取り組み、

その実績はどうなっているのか、また、人口減

少が進む中、新規就農者のさらなる確保が必要

と思いますが、今後、どのように対策を進めて

いこうと考えているのか、あわせてお尋ねをい

たします。 

 次に、新規就農者の確保のためには、何より

も農業に対して若者が将来を描けるような所得

の確保が必要であると考えております。 

 県では、これまでも収益性向上に向けた生産

対策や生産基盤など、さまざまな取組を進めて

いると思いますが、中でも、本県の農業産出額

のトップである肉用牛について、お尋ねをいた

します。 

 （2）「長崎和牛」の銘柄確立について。 

 本県の農業において肉用牛は、平成30年度の

農業産出額1,499億円のうち259億円を占めてお
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り、前年度と比べても7.5％の伸びを示してお

ります。 

 私は、長崎和牛は、全国的に見てもおいしい

和牛であると思っておりますが、その認知度は

どこまで浸透しているのか、疑問に感じており

ます。 

 長崎和牛が、平成24年に本県で開催された

「第10回全国和牛能力共進会」において、「肉

牛の部」で、日本一となる「内閣総理大臣賞」

を受賞し、第11回宮城大会においても、脂肪の

質やさしのきめ細かさが高く評価され、特別賞

である「交雑脂肪の形状賞」を受賞するなど、

肉質の高さを全国に示している和牛であること

をＰＲすることは、生産者の生産意欲の向上と

所得向上にもつながるものであり、後継者や新

しく就農を考える人にとっても魅力の一つにな

ると考えております。 

 そこで、長崎和牛を県内外にアピールをして、

生産者の所得向上につなげていくために、県は

どのような取組をしているのか、お尋ねをいた

します。 

 4、国際航空路線誘致と観光人材の確保・育

成について。 

 （1）台湾からのチャーター誘致の取組状況

について。 

 本県へのインバウンドの受け入れを拡大して

いくためには、本県と海外を結ぶ航空路線が重

要であり、既存の上海線や香港線に加えて、新

たな路線の誘致にも積極的に取り組んでいく必

要があると考えております。 

 日本政府観光局が1月に発表した推計により

ますと、2019年の訪日外国人旅行者数は、前年

比2.2％増の3,188万2,000人となっております。

この訪日旅行者数を国、地域別で見ますと、中

国、韓国に続き台湾が3番目に多く、489万人と

過去最高を記録しています。 

 また、本県においても、2018年の外国人延べ

宿泊者数は、韓国に次いで台湾が2番目に多く

なっております。 

 そのような中、昨年、本県と台湾とを結ぶ連

続チャーターが実現をしております。本年1月、

私も台湾を訪問し、昨年連続チャーターを運航

した航空会社と意見交換を行ってまいりました

が、航空会社においても、長崎への就航に強い

意向を持っておられるとの発言がございました。 

 本県への台湾からの観光客を拡大していくた

めにも、新たな国際定期路線として、台湾から

の連続チャーター便、定期便化を実現してほし

いと考えますが、路線誘致に向けた取組状況に

ついて、お尋ねをいたします。 

 （2）観光人材の確保・育成について。 

 長崎県平成30年度の観光統計によりますと、

観光客延べ数が3,550万人と、「長崎と天草地方

の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産への登

録効果などによって、過去最高を記録したとこ

ろでありますが、一方で、観光消費がより大き

い延べ宿泊者数は836万人と、「明治日本の産業

革命遺産」の世界遺産登録効果によって好調で

あった平成27年の857万人には至っておらず、

今後のさらなる宿泊客の増加が期待されるとこ

ろであります。 

 一方で、観光客をお迎えする宿泊施設では、

従業員が不足しているとのお話を耳にしている

ところです。本県の基幹産業である観光業のさ

らなる発展や、観光客及び観光消費額の拡大を

見据えた場合、宿泊施設で働く人材の確保が何

よりも重要であると考えますが、県ではどのよ

うな対策をとっているのか、お伺いをいたしま

す。 

 5、若者の県内定着について。 
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 （1）県内大学生の県内就職促進について。 

 本県においては、国全体よりも早く人口減少

が始まったことから、人口減少対策については、

全国に先駆けた取組を進めてきており、平成27

年12月には、第一期総合戦略を策定し、転出超

過数の改善や企業誘致、移住促進、合計特殊出

生率の上昇等を目標として、さまざまな施策を

講じてこられました。 

 この第一期総合戦略も、今年度が最終年度と

いうことでありますが、昨年度までの進捗状況

を見てみますと、企業誘致による雇用創出数や

移住者数は目標を上回り、施策の効果が見られ

ており、私も評価しているところですが、一方、

高校生については明るい兆しもあるところです

が、大学生の県内就職率については、全く目標

に届いておりません。 

 若者の県外流出が続けば、単に人口が減ると

いうばかりでなく、県内産業の担い手が不足し、

産業の振興にも大きな影響が懸念されます。若

者が県内に定着し、地域を盛り上げていくこと

が大変重要であると考えております。 

 高校生と大学生をそれぞれで見てみますと、

高校生の県内就職率は目標に届いておりません

が、基準年度である平成26年度の57.7％と比較

しますと、平成30年度は61.1％となっており、

一定改善をしております。 

 一方、大学生の県内就職率は、基準年度の平

成26年度が44.9％であるのに対し、平成30年度

は41.0％と、基準年度を下回る結果となってお

り、さらなる取組が必要ではないかと思います。 

 そこで、県内大学生の県内就職促進について、

これまでの取組状況や、これからどのように取

り組んでいこうとされているのか、お尋ねをし

ます。 

 （2）県外に進学した大学生のＵターン就職

促進について。 

 高校生の進路状況を見てみますと、県全体で

約1万2,000人いる卒業生の中で、その7割の

8,500人が進学しております。この8,500人の内

訳を見てみますと、県内への進学者が約3,700

人、県外への進学者が約4,800人となっており

ます。進学する生徒の皆さんは、自分が学ぼう

とする分野や内容、レベルなどにより、進学先

を選んでいると思いますので、自分の学びたい

大学等へ進学していただき、知識や技術を身に

つけていただきたいと思っておりますが、卒業

し就職する場合は、できれば県内に戻ってきて、

県内で活躍していただきたいと願っているとこ

ろであります。 

 そうした学生のＵターン就職については、第

一期総合戦略においては目標は掲げられており

ませんでしたが、第二期総合戦略では、県外へ

の大学等に進学した長崎県出身者のＵターン就

職数についても目標を掲げ取り組むこととされ

ており、人口減少対策としても、一歩踏み込ん

だものとなっております。 

 そこで、県外に進学した大学生のＵターン就

職促進について、これまでの取組状況やこれか

らどのように取り組んでいこうとされているの

か、お尋ねをいたします。 

 6、海岸漂着物対策について。 

 海洋プラスチックごみ等による環境汚染は世

界的な課題とされており、昨年6月に開催され

た「Ｇ２０大阪サミット」において、海洋プラ

スチック問題が焦点の一つとなり、2050年まで

に海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を

ゼロにすることを目指すという「大阪ブルー・

オーシャン・ビジョン」が示されました。 

 本県は、日本の西端に位置し、離島や半島が

多く、北海道に次いで全国第2位の海岸線を有
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しており、また、黒潮から派生する対馬暖流に

よる海流の影響を受けやすい地理的な特性から、

毎年繰り返し多くの海洋ごみが漂着しておりま

す。漂着ごみは、景観、自然環境、水産資源、

観光等への影響があることから、関係自治体に

おいて、日々回収処理に努めていますが、本県

における漂着ごみの実態とその回収処理、また、

繰り返し漂着する海洋ごみを発生させない取組

はどうなっているのか、状況をお聞きします。 

 7、消費生活苦情相談の状況と被害防止の取

組について。 

 本県を取り巻く環境は、少子・高齢化の進行、

高度情報化の進展、消費サービスのグローバル

化などによって大きく変化しており、それに

伴って消費者問題もますます複雑多様化してお

ります。 

 例えばスマートフォンをはじめとしたイン

ターネットの急速な普及は、国内外を問わず、

遠隔地の事業者と消費者を結びつけ、取引の増

加に拍車をかけました。多くの事業者からさま

ざまな商品やサービスが提供され、選択肢が拡

大するなど、消費者の利便性が向上する一方で、

商品サービスの形態や販売方法、決済方法が複

雑多様化したことによって、事業者と消費者と

のトラブルのリスクも高くなり、メールによる

架空請求や情報サイトからの不当請求、フィッ

シング詐欺などの被害も増えていると聞き及ん

でおります。 

 また、高齢者を狙った悪質商法や特殊詐欺の

被害も問題になっております。悪質業者が、健

康、孤独、お金などの不安につけ込み、巧みな

言葉につられて不要な契約をさせられる、次々

と必要以上に契約を繰り返してしまう、高利回

りをうたった投資話など、被害のニュースが後

を絶ちません。 

 消費は、ライフラインや衣食住のほか、私た

ちの生活の根幹を支える大きな問題であり、県

民の安全・安心な消費生活を実現しなければな

りません。 

 県消費生活センターでは、消費生活に関する

苦情相談対応、そして、被害防止の啓発等も

行っているとのことですが、苦情相談の状況と

消費者被害防止の取組について、お尋ねいたし

ます。 

 8、県庁組織の見直しについて。 

 今後の長崎県の組織の見直しが考えられてい

ますが、それらについてお尋ねをします。 

 （1）令和2年度本庁組織の改正について。 

 本県は、人口減少や全国に先んじて進む高齢

化、一人当たりの県民所得の低迷、しまをはじ

めとする地域活力の低下といった構造的な問題

の解決に向け、最終年度を迎える「長崎県総合

計画 チャレンジ2020」と、新たに策定した

「第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

沿った各種施策を着実に推進していく必要があ

ります。特に、人口減少をはじめとした多くの

重要課題に対し、できるだけ早期に成果を上げ

るためには、予算面はもちろんのこと、必要に

応じて、県の組織体制も柔軟に見直していかな

ければならないと考えています。 

 そのような中、令和2年度の本庁組織に関し

て、企画振興部の再編、県民生活部と環境部の

統合などの見直しを行う内容となっております

が、改正の目的について、お尋ねをします。 

 （2）振興局の見直しについて。 

 県の地方機関の見直しについて、お尋ねをい

たします。 

 去る11月定例会総務委員会において説明が

あった、「長崎県地方機関再編の基本方針に基

づく振興局見直しの方向性」においては、長崎



令和２年長崎県議会・２月定例会（３月４日） 

 ― 103 ―

振興局、県央振興局、島原振興局を一つの総合

機関に集約する考えが示されています。 

 振興局などの地方機関は、県の行政サービス

を現場において県民の皆様に提供する役割を

担っているものと承知しています。人口減少も

進む中で、行政体も効率化を進めなければなら

ない中での一つ改革だと承知しており、将来の

行政のあり方や費用対効果があっての計画だと

思いますが、どのようなことを目指して振興局

の見直しをしようとしているのか、お尋ねをい

たします。 

 9、ふるさと教育の充実について。 

 本県の最重要課題の一つである人口減少問題

に対して、企業誘致や移住促進の取組などが行

われ、社会増に転じる自治体が出てくるなど、

一定の効果があらわれつつありますが、依然と

して厳しい状況にあります。 

 長崎県が持続可能な自治体であり続けるため

には、今後とも、オール長崎で手を携えて人口

増のための取組を行っていかなければなりませ

ん。 

 この取組は、教育の分野においても大変重要

であると考えます。例えば、ふるさと意識が芽

ばえる小・中学校の段階において、ふるさとの

豊かな自然や、これまで受け継がれてきた伝統

や文化などを学び、肯定的に地域を捉える「ふ

るさと教育」を行うことが、ふるさとへの愛着

を育み、本県の若者の地元定着につながるもの

と考えます。 

 あわせて、地域コミュニティを維持していく

ためには、地域を担おうとする人材の育成が求

められているところであります。そのためには、

地域の課題を客観的に見つめ、現実的な解決方

法を考えることができる中学校段階において、

自分が住んでいるふるさととのつながりを強く

した「ふるさと教育」を充実しなければならな

いと感じているところであります。 

 このような中、本県では、地域を担って立つ

ような人材を育成するために、現在、中学校で

どのような取組が行われているのか、お尋ねを

いたします。 

 以上で、演壇からの質問を終わらせていただ

き、以降は、対面演壇席でご答弁を聞かせてい

ただき、内容によっては、再度質問をさせてい

ただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 久保田議員のご

質問にお答えいたします。 

 さらなる移住促進に向けた取組についてのお

尋ねでございます。 

 県内の移住者数は、これまでの移住施策の効

果により、目標を上回って推移しておりますも

のの、社会減の改善を図るためには、増加傾向

にあるＵターン者のさらなる確保対策のほか、

情報発信の充実や移住者のすそ野の拡大など、

移住促進対策の強化が必要であると考えており

ます。 

 このため、Ｕターン対策としては、就業支援

が重要でありますことから、移住推進の核であ

る「移住サポートセンター」と、新たに設置す

る「人材確保支援センター」との間で情報共有

や支援対策等の連携を図り、移住者に対する就

業支援体制の強化を進めることとしております。 

 あわせて、移住専用サイト「移住ナビ」と、

県内就職応援サイト「Ｎなび」をシステム上で

連携させ、移住者に対する有益な求人情報等の

発信機能を充実させてまいりたいと考えており

ます。 

 また、情報発信に関しましては、ＳＮＳ等の
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活用が有効であり、新たに情報発信員を配置し、

先輩移住者等との協働により、県内のリアルな

地域情報を発信するなど、効果的な発信に力を

注いでまいりたいと考えております。 

 さらに、移住者のすそ野の拡大に向けて、県

内地域の魅力の発信等に努め、長崎県のファン

づくりを進めながら、テレワーク等の多様な働

き方にも着目し、県内での地域住民との交流や

本県の課題解決に関わる都市部の住民や企業等

を増やすことで、関係人口の創出・拡大を図る

こととしているところであります。 

 こうした関連施策を市町とも連携しながら一

丸となって推進していくことにより、移住者の

さらなる拡大に向けて全力で取り組んでまいり

たいと考えているところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 集落維持・活性

化について、人口減少や高齢化が国よりも早く

進んでいる本県で、どのように取り組もうとし

ているのかというお尋ねでございます。 

 2040年問題が大きな課題となる中、今後は、

「公助」に頼るだけでなく、「共助」も含めて

地域社会を維持していく仕組みづくりが大変重

要になってくるものと考えております。 

 県においては、これまで地域住民同士が支え

あい、多様な主体が協働するための核となる地

域運営組織の立ち上げ、育成に向けて、市町に

対するアドバイザー派遣や研修会の開催などの

支援に力を入れてまいりました。 

 こうした中、高齢者の運転免許証返納などの

問題により、多くの地域で課題となりつつある

移動手段の確保に向けた取組が、特に重要に

なってくると考えており、今年度、「住民主体

による移動サービスのあり方研修会」を開催し

たところであります。 

 また、こうした分野においては、行政や地域

住民だけでなく、民間団体の協力を得ることに

より、課題解決につながるケースも多いことか

ら、新年度新たに移動サービスや買い物支援に

おいて、ＮＰＯや民間事業者等と連携した取組

を支援していくことといたしております。 

 引き続き、市町と連携しながら、多様な主体

が協働し、支えあう仕組みづくりを推進してま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(前川謙介君） 新たな過疎

法の制定についてのお尋ねでございますが、昨

年6月の政府施策要望において、新たな重点項

目の一つに掲げ、「新法の制定等について」要

望を行い、昨年11月には、県内過疎地域の市町

で構成する「県過疎地域自立促進協議会」とと

もに、国や県選出国会議員の方々に対して、要

望活動を行ってきたところであります。 

 また、前回の11月定例会一般質問後の12月16

日には、市町村合併に関する特例措置である

「みなし過疎」、「一部過疎」の継続に重点を置

き、対象地域である雲仙市、長崎市、佐世保市

の3市と合同で要望活動を実施し、県議会のご

協力もいただきながら、国や関係国会議員等に

対して、関係市の実情を訴えてきたところであ

ります。 

 さらに、本県の瀬川県議会議長をはじめ、九

州の関係県議会議長による意見交換をきっかけ

に、九州内の「みなし過疎」対象市町村が合同

で要望を行う動きも出てきております。 

 本年3月末には、国の過疎問題懇談会による

新たな過疎法制定に向けた提言案が取りまとめ

られる予定でありますことから、国の動向を見
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極め、県過疎地域自立促進協議会などとも連携

しながら、本県の特性を的確に反映した指定要

件等について、時機を逸することなく、国等に

対し、要望を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） 私の方から、3点お

答えいたします。 

 まず、漁港の防災・減災対策についてのお尋

ねですが、本県は、全国第2位の長大な海岸線

を有しており、その海岸に点在する229の漁港

は、漁業活動の生産・流通基盤として、また、

交通の拠点など、地域の生産基盤として重要な

役割を担っております。 

 これらの漁港やその背後に広がる漁村の多く

は、急峻で狭隘な地形に水産基盤施設や人家が

密集していることから、大型の台風や低気圧災

害、大規模な地震が発生した場合、甚大な漁業

への影響や人命・財産の損失が懸念されており

ます。 

 このようなことから、県では、平成26年度か

ら、拠点となる漁港の主要岸壁や防波堤の強靱

性について診断を行っております。 

 県といたしましては、この診断結果に基づき、

増大する高波や地震に耐え得る強固な防波堤や

岸壁に改良するなど、計画的に水産基盤施設の

強化を進めているところです。 

 今後とも、引き続き大型台風の来襲や大規模

地震の発生に備え、災害に強く、安心して暮ら

していくことができる漁港・漁村づくりに努め

てまいりたいと考えています。 

 次に、県は漁協合併について、どのように捉

え、どう対応していくのかというお尋ねでござ

いますが、漁協は、漁村の中核的組織として、

組合員の経営指導、販売力強化などの課題に的

確に対応し、組合員の漁業活動を支える各種

サービスを提供していく役割を担っております。 

 さらに、国の水産政策の改革で掲げられた新

たな資源管理や水産業の成長産業化などに対応

するため、漁協には、より一層の指導力の発揮

が求められております。 

 しかしながら、本県の漁協は、経営規模が小

さく、漁業者の減少や高齢化が進行しているこ

とから、漁協合併は必要であると考えており、

現在、11地区39漁協で協議が進められておりま

す。 

 県としては、県漁連等の系統団体や市町との

連携をさらに強化し、組合員の負託に応え得る

漁協の実現を目指し、合併を推進してまいりま

す。 

 このために、実効性のある合併計画の策定に

向け、来年度から中小企業診断士による経営診

断を盛り込むなど、支援を充実することとして

おります。 

 合併の推進により、経営基盤の安定と漁協の

組織・機能の強化を図ってまいります。 

 3点目といたしまして、水産物の輸出の現状

と今後の取組についてのお尋ねですが、本県の

水産物輸出実績は、平成26年度の11億8,000万

円に対し、平成30年度は33億円と順調に伸びて

おります。 

 今後の取組といたしましては、最大の輸出先

である中国市場でのシェア拡大を図るため、中

国内陸部の販路開拓を行うとともに、長崎鮮魚

輸出15周年イベントの開催等にも取り組んでま

いります。 

 また、アメリカでニーズの高い脂質含有量の

多い大型ブリの増産に向けて、養殖漁場の再編

による漁場の確保を図り、輸出量の拡大に取り

組むこととしております。 
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〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 私から、2点お答え

いたします。 

 まず、新規就農者の確保について、これまで

の取り組み実績と今後の対策についてのお尋ね

でございます。 

 農業の担い手を確保するためには、しっかり

もうかる仕組みを構築するとともに、軽作業化

など改善された就業環境を見せることで、農業

を魅力ある産業として選択してもらい、その担

い手がもうかる経営体に育てていくという好循

環につなげていくことが重要と考えております。 

 このため、県では、これまで産地計画を基軸

として生産・流通・販売対策に取り組むととも

に、農業所得1,000万円以上経営体の情報発信

とあわせ、受け入れ団体等登録制度を活用して、

地域ぐるみでの新規就農者の受け入れ・育成に

取り組んだ結果、直近の3年間の平均が227名で、

徐々に増加傾向にあります。 

 しかしながら、担い手である認定農業者の減

少に歯止めがかかっていないことから、新規就

農者の半数以上を占める農家出身のＵターン者

の受け入れ強化に向け、ＪＡと産地が連携し、

農家子弟の就農希望者を受け入れる「産地主導

型就農ルート」を新たに構築するとともに、就

農情報発信力の強化や「技術習得支援研修」の

受講者の増加等により、新規就農者の育成・確

保を加速してまいります。 

 次に、「長崎和牛」を県内外にアピールして、

生産者の所得向上につなげていくために、県は

どのような取り組みをしているのかとのお尋ね

でございます。 

 長崎和牛のＰＲにつきましては、生産者、農

業団体、流通業者等で構成する「長崎和牛銘柄

推進協議会」において、関係者一体となってＰ

Ｒ事業を展開しているところであります。 

 具体的には、県内主要駅等への広告看板の掲

出や販売促進資材の製作はもとより、長崎和牛

指定店・協力店409店舗でのプレゼントキャン

ペーンの実施や、全国放送番組のプレゼント

コーナーへの商品提供、海外でのフェア開催等

に取り組んできたところでございます。 

 今年度は、人気ユーチューバーとのタイアッ

プによる情報発信や、県内のホテル・旅館経営

者等を対象に、産地視察や意見交換を実施し、

長崎和牛をメニューに取り入れていただく働き

かけも行っております。 

 今後とも、長崎和牛の認知度向上に向けた情

報発信により需要拡大を図り、農家所得の向上

につなげてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） 台湾路

線誘致への取組状況についてのお尋ねでありま

すが、台湾との航空路線につきましては、昨年

6月から10月まで連続チャーター便が実現した

ところでありまして、期間中の搭乗率は91.5％

と高い数字となりました。 

 航空会社や旅行会社におかれましては、その

後も引き続き、チャーター便実施の意向が示さ

れておりましたけれども、機材繰り等の調整が

つかず、残念ながら、運航については見送りと

なっておりました。 

 このため、県といたしましては、運航実現に

向けて、航空会社や旅行会社と継続して協議を

重ねますとともに、現地旅行博への出展や観光

説明会の開催のほか、航空会社や旅行会社、メ

ディアを招聘しての現地視察を実施するなど、

台湾における本県の認知度向上や旅行商品造成

の働きかけにも取り組んできたところでありま

す。 
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 現在、長崎空港における受け入れ環境の課題

等につきまして、航空会社や関係機関と具体的

な協議、調整を進めているところでありまして、

連続チャーター便や定期便化の本年夏ごろの実

現を目指して、引き続き努力してまいりたいと

考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 宿泊施設の

人材確保対策についてのお尋ねでございますが、

現在、県内では、新幹線開業などを見据え、新

たなホテル建設の動きが活発化している一方で、

本県の宿泊・飲食サービス業の求人充足率は約

12％と、人材不足が顕著な業種となっておりま

す。 

 こうした状況を踏まえ、今年度から新たに高

校2年生を対象に、「観光の『ミライ☆ニナイ』

塾」を開講し、ホテル経営者や若手スタッフに

よる講座などを通じて、明確な職業イメージを

持って就職し、将来にわたって観光産業を担っ

ていただく人材の確保に取り組んでいるところ

でございます。 

 引き続き、採用側である宿泊施設とも連携し

ながら、観光産業のさらなる発展に向け、人材

確保に努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 私からは、

若者の県内定着について、2点お答えをいたし

ます。 

 県内大学生の県内就職促進にかかる取組状況

と今後の取組についてのお尋ねでございますが、

県内大学生対策につきましては、これまで長崎

大学を中心に、他の大学とも連携しながら、学

生と企業の交流会やキャリアコーディネーター

による個別相談などを実施してきているところ

でございますが、県内就職率は、最終年度の目

標55％に対し、各年度40％台の前半で推移をし

てきております。 

 このため、次年度におきましては、新たに県

と各大学との間で、県内定着に関する連携協定

の締結を進め、協定に基づく大学独自の取組を

支援するとともに、女子学生を対象とした企業

との交流会の開催やキャリアコーディネーター

による学生への働きかけの充実など、県内就職

促進にかかる取組を強化してまいります。 

 次に、県内に進学した大学生のＵターン就職

にかかる取組状況と、今後の取組についてのお

尋ねでございます。 

 県外進学者対策につきましては、これまでＳ

ＮＳ等を活用した情報発信や、首都圏や福岡地

区担当のキャリアコーディネーターによる個別

相談等を実施してきているところでございます。 

 特に、本県からの進学者が多い福岡地区につ

きましては、昨年10月、「ながさきＵＩターン

就職支援センター」を設置したところであり、

次年度におきましては、新たに学生による県人

サークルを立ち上げ、学生とのつながりを強め

ながら、就職イベントや県内企業との交流会を

実施するなど、その取組を強化してまいります。 

 また、県外進学者が県内企業へのインターン

シップや合同企業説明会等に参加する際の旅費

に対し助成制度を設けるなど、新たな対策も講

じながら、Ｕターン就職の促進を図ってまいり

たいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 環境部長。 

○環境部長(宮﨑浩善君） 本県における漂着ご

みの実態と回収処理、発生抑制対策についての

お尋ねでございます。 

 漂着ごみにつきましては、県及び10市5町に

おいて、平成30年度は1,762トン、今年度は、

これまで約2,000トンを回収し、焼却または埋
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め立てなどによる処理を行っているところでご

ざいます。 

 発生抑制対策につきましては、本県には外国

由来のごみが多く漂着していることから、釜山

広域市と県内離島の高校生やＮＰＯ等による海

ごみ交流事業を平成28年度から実施し、海岸清

掃やワークショップなどを通じて、発生抑制の

重要性について理解を深めるとともに、参加者

によるＳＮＳ等での情報発信が行われていると

ころでございます。 

 また、「2050年までに追加的な汚染ゼロを目

指す」とする国の方針を踏まえ、県内市町、Ｎ

ＰＯ等と連携し、ポイ捨て、不法投棄による河

川への流出防止、散乱ごみの回収などをさらに

推進いたしまして、海岸環境の保全に努めてま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活部長。 

○県民生活部長(木山勝己君） 県消費生活セン

ターにおける苦情相談の状況と被害防止の取組

についてのお尋ねでございますが、平成30年度

に、県消費生活センターに寄せられた消費生活

苦情相談は2,371件であり、70歳以上が、全体

の26.8％を占め、60歳代を含めると約半数とな

り、年代が高くなるほど相談件数は多くなって

おります。 

 最も多い相談内容は、インターネットサイト

の架空請求や不当請求などの相談で、次いで、

フリーローンやサラ金の相談、健康食品に関す

る相談となっております。 

 消費者被害防止の取組としましては、テレビ、

ラジオ、新聞を活用した広報啓発やメールなど

により、最新の悪質商法の手口や対処方法をリ

アルタイムに発信するほか、街頭キャンペーン

や出前講座、学校授業への講師派遣などを実施

しております。 

 また、高齢者の被害防止は特に重要と考えて

おり、自動通話録音装置の貸し出しや、県警、

ＮＰＯと連携してシニア向け講座の開催、はが

きでの直接的な注意喚起などを行っております。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 来年度の組織改正の

目的についてのお尋ねでございます。 

 人口減少をはじめとした重要課題に対しては、

これまで以上に迅速に施策等を推進していくと

ともに、部局の枠を超えて、より一層の連携強

化を図りながら、効果的に施策を推進していく

必要があります。 

 さらに、具体的な成果を上げるため、総合計

画や総合戦略の目標などの進捗管理や施策の効

果等の検証を行い、横断的に新たな施策の構築、

推進を図ることが重要であると考えております。 

 このような観点から、令和2年度においては、

重要施策等の企画立案及び連携体制、並びに推

進体制を強化するため、部の再編などの組織の

見直しを行おうと考えているものでございます。 

 次に、振興局の見直しの目的についてのお尋

ねでございます。 

 長崎、県央、島原の各振興局庁舎は、いずれ

も築50年以上が経過して老朽化が進み、それぞ

れ近いうちに建て替える必要があります。 

 また、市町村合併の進展のほか、交通・通信

網の整備による生活圏域の拡大などを背景に、

地方機関のあり方を全体的に見直すこととして、

平成20年3月、「長崎県地方機関再編の基本方針」

を策定し、最終的には、県南地区の地方機関を

一つの総合地方機関で集約することとしました

が、この基本方針に沿った再編はまだ途中段階

にあります。 

 現在の厳しさを増す財政状況や生活圏域の広

域化がさらに進んでいる状況等を考慮しますと、
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この基本方針に沿った再編を進める必要があり、

県南地区の3つの振興局を、諫早市に建設する

一つの総合地方機関に集約し、効率的な体制に

見直していく必要があるものと考えているとこ

ろでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 地域を担っ

て立つような人材を育成するための中学校での

取組についてのお尋ねですが、本県では、中学

生のふるさとを担おうとする意欲を高めるため

に、県内で活躍する企業等の協力による仮想会

社の設立など、ふるさとの強みを活かした職業

体験学習プログラムの開発を目指す、ふるさと

を活性化するキャリア教育充実事業に取り組ん

でおります。 

 現在、県内で6校実践しておりますが、その

一つであります長崎市立野母崎中学校では、地

元商工会の協力のもと、加工食品販売模擬会社

をつくり、地元食材を使った商品の開発・販売

を行いました。その過程において、生徒たちは

さまざまな課題を主体的に解決していったとい

うことであります。 

 同じく、長与町立高田中学校では、学校でと

れる梅を梅干しに加工し販売する模擬株式会社

を設立しました。設立に当たりましては、保護

者や住民に目的や経営理念、商品や予算などを

説明し、株式を発行することで資金を集め、さ

らなる地域活性化に向けた取組を計画している

ということであります。 

 どちらの学校におきましても、生徒の意欲溢

れた活動が展開されており、保護者や地域住民

の方からも期待の声が挙がっております。 

 このように、地域の人や産業と触れ合いなが

ら、地域の強みを活かしたり、地域の課題を解

決したりする活動を、中学生の段階から意図的

に位置づけることにより、ふるさとへの愛着が

一層深まるとともに、チャレンジ精神や企画力

など、ふるさとを担おうとする実践力も培われ、

ひいては、県内定着へもつながるものと期待し

ているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） ご答弁いただき、あ

りがとうございました。 

 それでは、残り時間の間、再度質問をさせて

いただきます。 

 まず、ながさき移住倶楽部の取組について、

再度お尋ねをいたしますが、移住対策は、人口

減少対策の要でもあるので、しっかりと取り組

んでいただきたいと思います。 

 答弁の中でも触れていた「ながさき移住倶楽

部」については、2月7日の長崎新聞に、移住を

後押しする取組として掲載されておりましたが、

移住者の拡大に向けたいい取組だと思っており

ますし、移住者の確保に向けては、移住希望者

をいかに増やしていくかが大事だと考えます。 

 そこで、「ながさき移住倶楽部」の現状と課

題、さらには、今後の登録者拡大に向けてどの

ような取組を行うのか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 「ながさき移住

倶楽部」は、不動産業者や引っ越し事業者など

の協力による料金割引等の特典付与や移住相談

会等の情報提供を行うことによりまして、本県

への移住に関心がある方に登録を促す制度であ

りまして、移住相談にかかるデータベースとし

て活用し、移住の後押しにもつながっておりま

す。 

 移住相談会や県人会等での周知活動に取り組

んできた結果、本年1月末の登録者数は、目標

の1,300人を上回る2,407人となっており、登録
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者のうち本県出身者数は約4割で、登録者の現

住所は、関東が45％、九州が20％、関西が17％

となっております。 

 一方で、Ｕターン者が増加傾向にある中、本

県出身者の登録をさらに促す必要があり、求人

情報などの新しい情報を即時に発信する機能が

求められることや、増加する登録者へのきめ細

かなフォローが課題と考えております。 

 そのため、今後、「ながさき移住倶楽部」の

リニューアルの検討を進めるとともに、情報発

信機能やマッチング機能の充実を図り、魅力的

な制度とすることで、さらなる登録者の拡大を

目指してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） ありがとうございま

す。Ｕターン、あるいは移住促進、そういった

ものに力を入れているというのはわかるんです

けれども、移住してきても、あるいはＵターン

してきても働くところがないと、やっぱり生活

していけないわけでございますので、働く場所、

あるいは企業だけではなく、農業あるいは漁業、

そういったものにも従事できるような環境を整

えていただければと思います。 

 次に、集落維持・活性化のところについても、

再度質問をさせていただきます。 

 先ほどの答弁の中で、地域住民による助けあ

いの仕組みづくりに向け、「住民主体による移

動サービスのあり方研修会」についての言及が

ございましたが、開催状況及び成果等について、

お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 本研修会は、公

共交通機関以外での移動手段の確保に向け、地

域住民主体による移動サービスの取り組み促進

を目的に開催をしております。 

 昨年9月から10月にかけて、県内5地域で開催

し、市町職員のほか、社会福祉協議会や生活支

援コーディネーター、地域運営協議会の関係者

など延べ242名の方々に参加いただきました。 

 参加者からは、「住民自らが参画できる仕組

みづくりを行う必要がある」、あるいは、「地域

貢献活動として、移動支援を検討するきっかけ

となった」など、移動支援の重要性や仕組みづ

くりを理解するうえで、大変有意義だったとの

ご意見をいただいたところであります。 

 さらに、この研修会をきっかけに、参加者の

中から、個別勉強会の開催や先進地視察などの

取組を独自に実施する団体も出てきており、引

き続き、市町はじめ関係者の意識啓発等に努め

ながら、集落の維持・活性化に努めてまいりた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） ありがとうございま

す。集落維持・活性化ということなんですけれ

ども、田舎の方だけではなく、例えば長崎市内

も斜面地が多く、長崎市内中心部であっても、

例えば車が入っていかない、あるいは階段を50

段、100段登っていかないと、なかなか自分の

家まで行けないという場所もありますので、こ

の移動サービス、あるいは買い物サービスとい

うのも、その階段を登り降りするお年寄りの方

にとっては大変困難であるということもありま

すので、そういった斜面地にお住まいの方の問

題についても、ぜひ目を向けていただきたいと

思います。 

 次に、台湾からの誘致の取組状況について、

お尋ねをいたします。 

 これも、今年の1月に会派の視察で台湾の方

に行きまして、いろんな航空会社や旅行代理店

の方と意見交換を行いました。非常に長崎に魅
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力を感じておる、そういったお話を直接お伺い

したところでありますが、そういったことも踏

まえまして、再度、台湾からのチャーター便誘

致の取組状況について、お尋ねをいたします。 

 台湾からの連続チャーター便、あるいは定期

便化といった路線の誘致については、一定取組

が進んでいるということで、ぜひ早急の実現を

期待したいと思うわけでありますが、路線誘致

を成功したら終わりということではなく、やは

り安定した路線として続けていってもらう必要

があります。そのために、利用者をいかに確保

していくか、県としても協力できる部分は協力

していくということが重要になってまいります。 

 そこで、県として路線の利用促進に向けて、

どのように取り組んでいくのか、お尋ねをいた

します。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） 新たな

路線につきましては、まずは路線就航の周知を

図ることが重要でありますことから、就航が実

現すれば、航空会社などとも連携しながら、台

湾現地でのＰＲのほか、県内におきましても、

市町や団体、企業等へ利用促進をお願いしてま

いりたいと考えております。 

 また、台湾及び県内の旅行会社に対する旅行

商品の造成の働きかけをいたしますとともに、

その周知のため、台湾での地下鉄広告、あるい

はＷｅｂサイト、ＳＮＳでの情報発信等のほか、

県内におきましても、各種広告媒体を用いて情

報発信に取り組みたいと考えております。 

 さらに、現地旅行博への出展、観光説明会の

開催、メディアとのタイアップ広告、発信力の

高い人材の招聘等さまざまな情報発信を強化い

たしまして、路線就航の際の利用促進を図って

まいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） ありがとうございま

した。その際、台湾に行った時のやりとりの中

で、長崎は非常に魅力的であるということで、

就航をしたいという声が多かったんですが、一

部、どうしても福岡、熊本、大分といった三角

地帯の方が観光客を集めやすいと、商品化しや

すいというような意見もございまして、もっと

長崎に行きたいという魅力あるまちであれば、

もっと商品化がしやすいといった意見もござい

ましたので、できれば、そういったことも参考

にしていただきながら、今後進めていただけれ

ばと思います。 

 次に、観光人材の確保・育成について、お尋

ねをいたします。 

 旅行に行った場合に、どうしてもホテルに泊

まるわけでございますが、そこの従業員の方の

サービスや対応によっては、また、このまちを

訪れてみたいというように思うことも、私は経

験がございます。 

 そこでお尋ねをいたしますが、リピーターの

確保という観点では、既に働いている宿泊施設

の従業員のおもてなし向上などのスキルアップ

も重要であると考えますが、県ではどのように

取り組んでいるのか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 長崎ならで

はの観光の魅力や、これまでにない質の高い

サービスを提供することなどを目的として、本

県独自の制度である「長崎コンシェルジュ」の

育成に取り組んでいます。 

 これまでの5年間で、県内11の宿泊施設から

31名の「長崎コンシェルジュ」を認定しており、

現在、本事業を通して、身についたスキルを最

大限活用しながら、第一線でご活躍していただ
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いているところでございます。 

 今後とも、宿泊施設で既に働いている方々の

人材育成にも努め、ほかの地域にはない感動を

与え、何度も訪れたくなるような観光地となる

ことを目指してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） ありがとうございま

す。 

 次に、若者の定着について、お尋ねをいたし

ます。 

 昨日からも若者の定着の問題が、人口減少、

あるいは大学生の県内就職の問題がずっと質問

をされておるわけでございますが、そこで、若

者の県内就職に関しての意識が薄いのではない

かと感じております。時々学生の保護者や周り

の方から、県内には企業がないとか、若者が県

外に出て行って戻ってこないのは仕方がないん

だといった意見を耳にするのが現実であります。 

 そこで、県民全体の県内就職促進に対する意

識の醸成が必要と考えますが、どのように取り

組もうとしているのか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 若者の県内

就職促進のためには、県民全体の機運醸成を

図っていく必要があると考えております。 

 このため、これまでの求人票の早期提出要請、

高校講演、企業との交流会、保護者に対するお

手紙等々に加えまして、新たに県内企業の認知

度向上に資するテレビＣＭの制作や放映にかか

る支援を行うことといたしております。 

 これらの取組を一定期間、集中的に県内就職

キャンペーンとして実施することで、県民全体

の機運の醸成を図り、さらなる若者の県内就職

促進につなげてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） 時間もあと少しに

なったんですけれども、ふるさと教育の充実の

ところで再度質問をさせていただきます。 

 先ほど教育委員会教育長のご答弁を聞かせて

いただきましたが、大変すばらしい事業だとい

うふうに考えております。このようなすばらし

い取組をぜひとも県内すべての中学校ですべき

ではないかと考えますが、今後どのように展開

を考えているのか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） まず、本年

度、次年度の2カ年で実践校の取組を県内すべ

ての中学校に普及してまいりたいと考えており

ます。 

 今年度、6地区6校で実施しておりますが、そ

の実践内容をリーフレットにまとめて、全中学

校へ発信したいと考えておりますし、次年度は、

実践地区を8地区8校に拡大し、また、それぞれ

の実践成果を発表するフォーラム等を開催して、

広く県民に発信していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 久保田議員―11番。 

〇１１番(久保田将誠君） ご答弁ありがとうご

ざいました。 

 以上で、私の質問を終わります。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 １分 休憩 ― 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君）（拍手）〔登壇〕 自由民
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主党・県民会議の吉村 洋でございます。 

 通告書に基づきまして、一般質問をさせてい

ただきます。 

 まずは、新型コロナウイルスで各地が非常に

影響を受けているということで、私も、昨晩、

長崎市の夜の方を視察に行きましたが、人通り

が大変少のうございまして、一刻も早いコロナ

ウイルスの感染の拡大が収束することを願うも

のでございます。そういったところから質問を

させていただきたいと存じます。 

 1、地場中小・小規模企業振興について。 

 （1）小規模事業者振興について。 

 ①新型コロナウイルスの影響について。 

 去る2月27日発表の「新型コロナウイルス感

染症まとめ」によりますと、国外感染者数8万

254人、死亡者数2,757人、国内感染者数186人、

死亡者数3人、このうちクルーズ船の感染者数

705人、死亡者数4人となっており、収束のめど

が立っていない状況にあります。 

この数は、現在、刻々と増えておるところで

ございますが、感染者対策はもちろんでありま

すが、本県においては、特に、観光者の激減に

よる土産物等の売上の減少、宿泊客予約のキャ

ンセルが相次ぎ、県内経済に大きな影を落とし

ております。 

 今後、このような状況が長期に及べば、その

影響は観光関連産業ばかりではなく、製造業、

一般小売業等にも及び、地場中小・小規模事業

者にとっても多大な影響が出てくるものと考え

ます。 

 そこで、県としては、地場中小・小規模事業

者への影響をどのように認識し、考えておられ

るのか、お尋ねをいたします。 

 また、そのような状況に鑑み、国は、本年2

月13日に、「新型コロナウイルス感染症に関す

る緊急対応策」を決定し、影響を受けた観光業

等の地場中小・小規模事業者の資金繰り対策と

して、総額5,000億円を準備しているとのこと

であります。 

 具体的には、日本政策金融公庫の緊急貸付、

経営環境変化対応資金、新型コロナウイルス感

染症に係る衛生環境激変特別貸付等でございま

す。 

 また、自治体の要請があった場合に、国が

「セーフティネット保証（4号）」を指定するこ

ととなっております。「セーフティネット保証

（4号）」は、国と県の負担により、借り入れ時

の信用保証料を低く抑える制度でございます。

例えば、経営安定資金の場合、通常保証料

0.45％から1.3％を最低の0.45％に抑えるとい

うものでございます。 

 県としても、一刻も早い制度の適用に向けて

対応すべきと考えておりましたが、3月2日から

の適用が決定したということですので、多少安

心をしたところであります。今後の需要等につ

いては、細心の注意をはらいつつ、最善の対応

を怠らないようにお願いをいたします。 

 ②経営発達支援計画等について。 

 地場中小・小規模事業者を取り巻く環境は、

経営者の高齢化、人口減少による売り上げ不振

に加え、後継者不足や自然災害等の頻発化など、

その環境変化が厳しくなっているところでござ

います。 

 長崎県の企業数の99.9％、従業員数の91.8％

は中小企業であり、まさに、長崎の屋台骨を支

えていることから、彼らがこうした環境を乗り

越え、事業を継続していくことは、地域の大き

な課題となっております。 

 今般、令和元年7月16日に、「改正小規模事業

者支援法」が施行され、小規模事業者が地域で
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持続的に発展していくことへの支援について、

新たな規定が設けられております。これまでの

「経営発達支援計画」の変更点や新設された

「事業継続力強化支援計画」について、どのよ

うに把握をしておられるのか、お尋ねをいたし

ます。 

 ③地方交付税措置と小規模事業者支援につい

て。 

 今回の法改正を踏まえ、国は、商工業の振興

に関する地方交付税を増額したと聞いておりま

す。平成31年には、単価で17円増加していると

いう資料があるわけですが、県として、これを

小規模事業者支援にどのようにつなげておられ

るのか、お尋ねいたします。 

 ④販路拡大について。 

 商工会連合会が運営する「埼玉ながさき屋」

は、単なるアンテナショップではなく、商社機

能を持つ事業所を目指すもので、関東近辺の卸

屋との取引や直接納入に向けて取組を進められ

ております。 

 約1年を経過し、少しではありますが、成果

が見えかけてきたところであります。県内、特

に、小規模事業者地域の物産の販路拡大に有効

な取組であることから、「県としても応援をし

てほしい」という声が強いわけですが、いかが

でしょうか。 

 また、似たような施設ではありますが、アン

テナショップとして「埼玉ながさき屋」とは機

能を異にするする施設として「日本橋 長崎館」

がありますが、この施設については、新しい運

営事業者になって2年程度が経過するかと思い

ます。これまでの成果について、お伺いをいた

します。 

 （2）県北地域の産業振興へ向けた人材育成

について。 

 ①佐世保工業高校への造船系学科新設につい

て。 

 この件につきましては、平成29年から佐世保

市の要望として提起されておるところでござい

ますが、基本的には生徒数が減少していること、

指導者の確保の問題、需要があるのかというと

ころで先に進んでない状況にございます。 

 今回、再度質問するきっかけになりましたの

は、去る2月15日、「海事振興連盟タウンミー

ティング」が佐世保市で開催され、国会議員、

行政関係者、海運、旅客船、倉庫などの業界団

体から約100人の方々が出席のもと、日本造船

工業会などの代表から、若手造船技術者を養成

するためにも佐世保工業高校に関連学科を創設

するよう、決議がなされたところでございます。

平田副知事も出席されたと聞いております。 

 そこで、要望があった平成29年以降、何らか

の検討がなされたのか。また、今回の動きに対

し、どのような見解を持たれておるのか、お尋

ねをいたします。 

 以上で、演壇からの質問を終わりまして、再

質問は、対面演壇席より行わせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 新型コロナウイ

ルスの地場中小・小規模事業者への影響につい

ての認識についてのお尋ねでございますが、県

内の中小企業・小規模事業者への影響につきま

しては、関係団体を通じて聞き取り調査を行っ

たところ、キャンセルの発生等により、宿泊業

や運輸業をはじめ、幅広い業種において、既に

売上が減少している状況となっており、今後、

さらなる影響の拡大も懸念されているところで

あります。 

 このような中、議員ご承知のとおり、去る3

月2日に、県の融資制度で最も貸付条件が有利
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な「緊急資金繰り支援資金」を発動したところ

であり、今後とも、状況を十分に見極め、適

時・適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、小規模事業者支援法の改正に伴う「経

営発達支援計画」の変更点及び新設された「事

業継続力強化支援計画」についてのお尋ねでご

ざいますが、事業者の生産技術向上や新たな事

業分野の開拓などを目的とした経営発達支援計

画については、地域の商工行政との連携を深め

て効果的な支援を実施する観点から、商工会、

商工会議所が市町と共同で作成し、県の意見を

聞くスキームに見直されたほか、成果指標を定

め、フォローアップを強化することとされまし

た。 

 また、近年、多発する自然災害等に的確に対

応するため、商工会、商工会議所が、地域の防

災を担う市町と共同して「事業継続力強化支援

計画」を作成する制度が新設され、事業者の災

害対応力の強化と災害リスクの認知等を図るこ

ととされました。 

 次に、今回の法改正を踏まえ、国は、地方交

付税を増額しているが、小規模事業者支援にど

のようにつなげるのかとのお尋ねでございます

が、今回の法改正等に伴い、地方交付税が増額

しており、これを財源として小規模事業者のさ

らなる振興を図ることとしております。 

 具体的には、「経営発達支援計画」や「事業

継続力強化支援計画」の作成、実施を支援する

ため、令和2年度から新たに商工会連合会に計

画推進員を配置するなど、関係機関との調整や

総合的なアドバイスを実施してまいります。 

 また、両計画の取組を進めるうえで、小規模

事業者が直面する経営上の課題を解決するため、

商工団体が実施する中小企業診断士等の専門家

派遣を支援してまいります。 

 さらに、事業者グループにより販路拡大や付

加価値向上等の域外需要獲得に向けた取組への

支援を拡充するなど、関係機関と連携を図りな

がら、小規模事業者に対する支援を強化してま

いりたいと考えております。 

 次に、小規模事業者の販路拡大への取組であ

る「埼玉ながさき屋」への県の支援についての

お尋ねでございますが、商工会連合会において

は、新商品の開発や認知度向上のためのＰＲな

ど、小規模事業者の販路拡大に向けて積極的に

取り組んでいるところであり、「埼玉ながさき

屋」についても、その一環として首都圏への販

路拡大に寄与するものと考えております。 

 県が商工会連合会に補助を行っております小

規模事業経営支援事業費補助金の一部が本事業

に活用されており、今後とも、必要性や有効性

を見極めながら、事業者の販路拡大等につなが

る取組を支援してまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 「日本橋 

長崎館」の成果についてのお尋ねでございます

が、平成28年の開設以降、「日本橋 長崎館」の

来館者数は年々増加しており、特に、リニュー

アルを行った昨年度は、前年度比約4割増の56

万5,000人、今年度は前年度を超える約60万人

の来館者が見込まれるなど、多くの皆様に本県

の魅力を発信しております。 

 また、地元事業者におきましては、「日本橋 

長崎館」からの商品の売上の状況や消費者の声

などのフィードバックを受け、商品改良やデザ

イン等の見直しを行ったり、さらには、「日本

橋 長崎館」を通して新たな取引につなげた事

例も出ているところでございます。 

 今後とも、関係者と連携を図りながら、首都
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圏における本県の魅力発信や販路開拓に取り組

んでまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 佐世保工業

高校への造船系学科の新設に係る佐世保市から

の要望、また、今回の海事振興連盟の動きに対

する見解についてお尋ねですが、佐世保市から

の要望につきましては、本県の造船に関する教

育の考え方や、高校への求人の分析などをもと

に検討をしてまいりました。 

 また、先日、開催された海事振興連盟主催の

佐世保タウンミーティングにおいて決議された

事項の中に、造船コースの設置要望が盛り込ま

れたことは承知しており、造船業においては、

技能職をはじめとする人材不足の状況となって

いることについても、十分に認識をしていると

ころであります。 

 一方、本県におきましては、造船に関する教

育は、長崎工業高校の機械システム科に20名程

度のコースを設置し、船舶設計をはじめとする

造船技術者の育成を目指した教育活動を行って

おります。 

 造船関連企業から高校への求人は、設計など

を行う技術職と、溶接など現場で働く技能職に

区分され、技術職については、主に長崎工業高

校の造船コースから、技能職については、工業

高校をはじめ、普通科高校等からも就職してい

る状況となっております。 

 長崎工業高校造船コースの船舶設計に係る技

術職の求人数は、県外や県北地域の企業分を含

め、過去3年間の平均で10名程度となっており、

工業高校における専門教育が必要となる技術職

の求人は少ない状況となっております。 

 今後、指導に当たる教員の確保の問題や県北

地域の中学生の進路状況を見極めた対応が必要

であると考えているところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） それぞれお答えをいた

だきました。 

 まず、新型コロナウイルスの影響ですが、既

に3月2日に「セーフティネット保証（4号）」指

定を受けて発動されておるわけですが、この中

身が、先ほど、「頑張ってください」と言った

んですが、やっぱりこういう厳しい時に、国の

制度はそういうことで適用できると。しかし、

この貸付条件というのが、借りるわけですね、

ただでくれるわけじゃないですね、返さんばい

かんわけです。 

 なかなか、こういう厳しい状況下になると、

中小・小規模事業者については、その体力の弱

さゆえに、長引くと、もう潰れてしまうと、そ

ういうふうな条件に置かれるわけですよ。 

 ですから、より徹底した対策を打っていかな

いと潰れてしまう。小規模事業者あたりは、そ

の前に後継者不足で自然廃業が増えております。

そういうことにこういう悪条件が重なると、そ

こがなお加速をされていくというふうに考える

わけです。 

 ですから、国のメニューから県が制度資金を

つくるわけですが、限度額3,000万円で利率

1.3％、保証料が0.05％とか0.045％とか、そう

いうところでございまして、これに上積みをし

て、例えば、せめて利息はゼロ％にするとか、

そこら辺ぐらい考えられんとかなと。保証をつ

けないとなると、そこにリスクがかなり大きく

なるので大変なんですけれど、貸付利息ぐらい

はゼロ％にしていいんじゃなかろうかと思いま

すが、いかがですか、部長。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 中小・小規模事
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業者の今回のコロナウイルスの影響で経営に非

常に影響が出ているということは、十分認識し

ております。 

 この事業者に対して、どのような支援を行う

かということは、いろんな方法があろうかと思

いますけれども、今、国の方でさまざまな支援

策を検討されております。 

 そういうこともございますので、国の支援策

等も十分見極めながら、必要な措置が県として

あるかどうかを含めて今後検討を進めてまいり

たいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） 国が言ってくるのを待

つじゃなくて、進んで自分からやるぐらいの気

持ちを持ってもらいたいと思います。とりあえ

ず国の制度が確立されることが必要でしょうか

ら、その時には、それに上積みしてやるぐらい

の気持ちを県も持っておっていただきたいと要

望しておきます。 

 それから、「経営発達支援計画」ですが、こ

れも小規模事業者は、地域の方はだんだん数が

減るとともに、規模も小さくなっております。

だから、幾つかのグループが一つになって連携

をして事業をやろうと、それで外貨を取り込ん

でいこうということについて支援をするという

ことが今回の計画の中にあるわけですね。 

 だから、そういうことについて地域の声を吸

い上げて、時間を置かずに実行できるように心

がけていただきたいと要望しておきます。 

 それから、地方交付税措置についてですが、

これもなかなか何とも思っていなかったわけで

すが、たまたま、「平成31年度地方財政の見通

し・予算編成上の留意事項等」というのが総務

省からきて、中小企業庁からも、「各都道府県

商工担当課御中」で、「小規模事業者支援に係

る地方公共団体向け財政措置について」という

文書を目にしたものですから聞きたくなったん

ですが、先ほど申し上げたように、基準財政需

要額の中の商工行政単位費用というところでの

積み上げをされているということですから、そ

の目的によって予算を配分していただきたいと、

こう思うわけですね。 

 そういうことについて、部長、こういうのを

毎年意識して予算編成をされておったか、お聞

きしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 地方交付税は、地方

公共団体がそれぞれの実情に応じて自主的な判

断で各種の施策が実施できるように、あくまで

も一般財源として措置されているということ。

ですから、需要額の算出どおりに予算を配分す

るという単純なものではないということは、議

員もご理解いただいているものと考えておりま

す。 

 一方で、そういう財政措置がされているとい

うことにつきましては、私どもも、各所管部局

と十分に情報を共有しながら、本県の実情であ

りますとか課題を把握して、事業の必要性や予

算の規模、事業効果などを十分に見極めたうえ

で対応しているところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） ちょっと確認ですけれ

ども、今、私は、商工会の単位費用を言いまし

たが、ほかのいろんな費用についても、その項

目ごとに、これこれ、こういう対応をしますと

いうのが国から全部局に、このような形で今ま

でもきてたんですかね、これからもくるんです

かね、お尋ねいたします。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 地方交付税の算定の
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もととなります基準財政需要額を変更したり増

額するに当たりましては、国においても各省庁

と総務省の間で交渉がされると。先ほど議員も

おっしゃられましたように、この件であれば中

小企業庁と総務省の間、そうすると、中小企業

庁からそれぞれ所管課の方に連絡があるという

流れになっております。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） 了解しました。でも、

形としては、普通交付税で県に入ってくるとい

うことでございますので、くれぐれもそこら辺

は、その目的に応じたところでのことをやって

いただくようにお願いを申し上げておきます。 

 次に、販路拡大でございますが、以前から

「日本橋 長崎館」と「埼玉ながさき屋」と連

携して相乗効果を上げられないものかなという

話をしていましたが、なかなか連携してやると

いうことにつながっていかないと。 

例えば、輸送コストを下げるとか、そういう

ことを考えてはどうかという話をしていました

が、なかなかコンテナとかに合わせて積み込ん

で向こうで配送するということにコスト削減を

することがなかなか難しいというようなことで、

そういう連携はなかなかできないのかなと感じ

てはおるんですが、「日本橋 長崎館」はアンテ

ナショップですから、先ほど、部長から、「多

くの来館者で右肩上がりで伸びている」と。そ

れは、それだけ情報の発信と情報の収集という

ようなことができることにつながっていくわけ

ですけれども、「埼玉ながさき屋」の方は、商

社機能をもたせて関東圏域に長崎県の物産を販

売していこうという前段の作業なんですね。 

 ですから、今後、そこら辺を考えると、今よ

うやく、この前で10社程度ぐらいが取引できる

環境が構築されつつあるというふうになってき

ておるわけです。 

 ですから、そうなると、「日本橋 長崎館」と

「埼玉ながさき屋」というのは、向いている方

向は一緒なんですよね。長崎県の物産を発信し

て、知ってもらって販売していこうということ

ですから、将来的には「埼玉ながさき屋」で

やっている動きに、「日本橋 長崎館」も集束し

ていっていいんじゃなかろうかなと思ったりし

ているんですが、これは今年、来年、再来年と

かいう短い期間ではないですけれども、将来的

にそういう方向性も出てこないのかなと思うん

ですが、いかがでしょうか、その辺は。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 「埼玉なが

さき屋」と「日本橋 長崎館」の連携でござい

ますけれども、現在はホームページ等でお互い

の情報を発信したり、あるいは両店舗への周遊

を促すキャンペーンを実施するなどの連携に取

り組んでいるところでございます。 

 ただ、議員おっしゃいましたとおり、「埼玉

ながさき屋」は、「日本橋 長崎館」にない専任

職員による外商機能を有しておりますので、ま

ずは商談の場として、「日本橋 長崎館」は多く

の商品を揃えていますので、そこを活用してい

ただくとか、今後、そういったいろんな連携が

できないかと考えております。 

 「埼玉ながさき屋」の運営者であります長崎

県商工連合会とも今後十分に意見交換をしてま

いりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） そうですね。先々のこ

とにはなるんですけれども、お互いやっている

ことをそうやって連携しながら、今後、県の商

工会連合会とも、そういう話もちょっとはもっ

ていただければと思いますので、どうぞよろし
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くお願いします。 

 次に、佐世保工業高校の造船系学科ですけれ

ども、まずは、平田副知事、その場にご出席を

されておったとお聞きしますが、その時の感想

なり、佐世保工業に造船科をという話が出た状

況なりをお知らせいただければありがたいです。 

〇副議長(西川克己君） 平田副知事。 

〇副知事(平田 研君） 海事振興連盟の佐世保

タウンミーティングには、私は県の立場で参加

をいたしました。その際に、造船業界の皆様方

から現在の造船業界が置かれている厳しい状況

などについてのお話がありまして、さまざまな

要望事項が出され、決議がされたということで

ございまして、そこに参加しておられた国会議

員の皆様、また、中央省庁の皆様を含めて、そ

ういう議論がなされたというところで承知をし

ております。 

 佐世保工業高校への造船系学科の新設の話に

ついても要望が出されたわけでありますけれど

も、私の出席の立場は、どちらかというと海事

産業を担当している立場として出席しておった

わけでありますけれども、そういった佐世保工

業高校への造船系学科の要望ということについ

て、まずはそこで承りまして、一旦引き取らせ

ていただきたいということでお話をさせていた

だいたところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） 私は、海事振興連盟と

いうのをよく存じ上げてなかったものですから、

たまたま佐世保市で開催されたということで、

こういう話になったんだろうと思います。 

 会長は、国会議員の衛藤征士郎衆議院議員と

いうことで、この決議はなされたんですが、こ

れをどこに出すというんじゃなくて、自分たち

で頑張ろうという決議みたいです。これによっ

て、たまたま佐世保市で開かれたことによって、

佐世保市も参加をされております。 

 そういうことから、今回、県とも多少話のや

りとりがあったようですが、正式に佐世保市と

して、いわゆる造船系の企業の採用需要といい

ますか、そういう調査をやりたいということで

考えておられます。その結果をもって、そこに

そういう需要があるんだということになれば、

考えられないこともなかろうと思います。 

 全国を調べたところ、造船系学科があるのは、

県立高校では4校です。今治工業高校、須崎工

業高校、下関中央工業高校、長崎工業高校の4

校みたいです。 

 それで、造船が盛んなところに造船系学科が

できるということは自然で、そうなるんですが、

長崎には長崎工業高校があるからいいじゃない

かということですが、長崎県は独特で、長崎市

に三菱があって、佐世保市にＳＳＫがある。あ

んまり元気がないんですが、需要がないから、

できないんだとやってしまうと左回りになって

しまうわけですね。 

 ですから、そこにそういう人材をつくり上げ

て需要が高まるように、そして、企業の状況が

よくなるようにというふうにつくり込んでいく

というのも一つの方策ではなかろうかと思いま

す。 

 佐世保市の調査結果を待ってではありますが、

佐世保工業高校には長崎工業高校と同様な機械

科がありますから、そこを2年生から20人ずつ

に分けて、実際に定員を増やすのではなくて、

そういうやり方もできるのではないかと思うん

ですが、調査の結果が出た場合、そこら辺、ど

のように考えられますか。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 今、議員か
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らご指摘がありましたとおり、全国で造船に関

する教育を行う学校は、私どもが把握している

関係では6県6校です。県立が5校、それから大

分に今年度、私立で設置されました。いずれも

定員が10ないし20名程度ということであります

ので、それぞれ造船の盛んな都市に設置をされ

ておりますけれども、やはり先ほど申し上げた

とおり、高校卒の専門職としての企業での求人

状況を見ると、1県に20名程度の養成で賄える

のかなという判断を我々はしております。 

 今回の決議が出たことによりまして、佐世保

市において、造船関連企業におけるニーズ調査

をされるということでありますので、その結果

をもとにして佐世保市と意見交換をしたいと

思っております。 

 ですから、技術職が必要なのか、いわゆる技

能職が必要なのかということによって養成する

機関というのも変わってくると思いますので、

十分意見交換をしたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） 調査の結果ということ

ではありますが、ニーズといいますか、つくる

ことで企業のモチベーションも上がると思いま

すし、また、そういうふうに絞って取り込んで

いかなければいけないというところもあるわけ

です。やはり造船というのは、長崎の基幹産業

の一つですから、そういった意味でも、今後、

佐世保市とのすり合わせをやっていただくよう

にお願いいたします。 

 2、公の施設の見直しについて 

 （1）見直しの考え方について。 

 まず、平成29年に公の施設の総点検を実施す

ることとなったと伺っております。どのような

考え方で点検を行っているのか。例えば、公の

施設が設置された時点における設置の考え方や

必要性について、現在も変わっていないのかと

いった観点で点検を行われたのか。または財政

が厳しいことのみをもって行革の観点から一方

的な方向性の提示といったものはなかったのか。

また、総点検を実施してから現在までにどのよ

うな動きがあったのか、お知らせをいただきた

いと思います。 

 （2）県立世知原少年自然の家の運営につい

て。 

 ①今後の運営について。 

 昨年12月12日、文教厚生委員会において、教

育委員会教育長から「整理が必要」との見解が

示されたわけです。 

 理由としては、現在、青少年教育施設は、県

内に5カ所ございますが、全ての施設に空調設

備等の投資をするのは財政的に困難ということ

であります。平成29年からの動きの中での判断

ではあったかと思いますが、その過程が関係者

と共有されていなかったということについては、

余りにも独断に過ぎると言わざるを得ないと思

います。 

 そこで、どのような検討が行われたのか、お

知らせをいただきたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 公の施設について、

どのような考え方で見直しをしようとしている

のかというお尋ねでございます。 

 公の施設については、「長崎県行財政改革推

進プラン」に基づき、施設を設置した目的が今

では薄れていないかといった必要性の観点、施

設の稼働や利用者の状況の変化がないかといっ

た有効性の観点、市町や民間等の類似施設が設

置されていないかといった代替性の観点で、各

施設の所管部局が将来的な個々の施設のあり方

について点検を行い、施設の見直しを実施して
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いるところでございます。 

 これまで、例えば佐世保技能会館については、

当初の設置目的である技能労働者の研修や会議

としての利用が減少していることに加え、一般

の会議室としては、近隣に類似の施設があるこ

とから、利用の拡大が見込めないというような

ことから施設を廃止いたしております。 

 また、上五島海洋青少年の家については、供

用開始以降、新上五島町が管理運営をしてきた

こと、地元の利用者が多いことや、より地元に

密着した地域振興に資する柔軟な運営ができる

ということなどから、町に施設を移譲いたして

おります。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 青少年教育

施設は、青少年の健全育成に重要な役割を担う

施設と認識しております。 

 本県におきましては、県立の5施設のうち、

佐世保青少年の天地を除く4施設が、設置から

40年以上が経過し、今後、大規模改修を行う時

期を迎えます。 

 また、これらの施設の平成30年度の利用者数

は約13万人で、この5年間で約1万7,000人減少

しているところです。 

 このような状況ではありますが、重要な役割

を担う青少年教育施設を健全な状態で永続的に

維持していくためには、限られた予算や人員を

集中して、県内各エリアに適切に配置していく

べきと考えております。 

 そのため、県北地域の2つの施設については、

佐世保青少年の天地にその機能を集約すること

とし、世知原少年自然の家の廃止を表明したと

いうことでございます。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） 今、総務部長から全体

的な公の施設の配置とか設置に当たっての考え

方、それから、平成29年以降の見直しというこ

とについての考え方が示され、例も出されまし

た。 

 佐世保の技能会館あたりの廃止というのは、

ある程度理解はできるんですが、世知原少年自

然の家については、その用途、目的、役割とい

うのが、技能会館とはまた全然違うことがある

わけですね。 

 それで、教育委員会教育長が表明をされてか

ら動きがないならということであったんだろう

かと思いますが、おかげで佐世保市も、すぐ反

応されて、12月19日に市長と教育長が連名で知

事に要望を出されております。要望は、運営存

続についての要望です。 

 それから、年が明けて2月27日、これも朝長

佐世保市長が音頭をとられて、世知原少年自然

の家を利用されている関係自治体、佐世保市、

平戸市、松浦市、小値賀町、佐々町、この3市2

町の取りまとめを行われて、再び県に要望をさ

れております。 

 こういう動きを考える時に、これがどこから

出てくるかというと、市町村合併をする前の北

松浦郡という括りが出てくるわけですが、そう

いう時に、そこを含んで平戸市、松浦市、そう

いうところも、小値賀町も佐々町も北松浦郡

だったわけですけれども、そういう地域での施

設という、そういう地域の思いにつながってい

くものがあったのではなかろうかなと考えるわ

けです。 

 この動きと、加えて、佐世保市は、今、佐世

保市を中心とする連携中枢都市圏を構成されて、

佐々町もようやく加入されて完成したところで

すが、この動きの中での広域交流の促進という

ような視点も考えると、もう少し深めた論議を
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する必要があると思うわけです。 

 そういった意味で、今後、世知原少年自然の

家の件につきましては、期限を設けずにいろん

なあり方の議論を関係者、地域で話を進めると

いうテーブルをつくっていただきたいと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 先ほど申し

上げたとおり、世知原少年自然の家の廃止を表

明した後、議員ご指摘のとおり、関係自治体等

から存続の要望等を承りました。また、各校長

会、教育委員会等からも、さまざまな意見を寄

せていただいたところであります。 

 例えば、「佐世保青少年の天地に集約すると

遠くなって不便になる」とか、「自然体験のプ

ログラムが制約されるのではないか」というよ

うなご意見を承ったところであります。 

 そういったことを伺いましたので、集約後の

受け入れ体制の確保や自然体験プログラムの充

実等の対策をしっかり講じまして、それをお示

しすることで利用者の方々の不安を払拭してご

理解を得たいなと考えております。 

 そのためには一定の時間が必要であると考え

ますので、当初、令和2年度末に廃止をすると

いうふうに考えておりましたけれども、一定の

時間をかけて検討して、その結果を踏まえて関

係者の皆様方のご理解を得るような動きをした

いと考えているところであります。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） ありがとうございます。

そういうことで時間をかけてもう少しやってい

ただくというようなことでお願いします。それ

については圧力をあんまりかけないようにお願

いします。 

 3、地域振興について。 

 （1）過疎対策事業債について。 

 ①県下過疎地域における活用状況について。 

 地方債の機能として、財政支出と財政収入の

年度間調整、住民負担の世代間の公平のための

調整、一般財源の補完、国の経済政策との調整

という役割で地方債というのが設定されている

と思います。その中でも過疎地域に指定された

ところにあっては、有利な起債である過疎対策

事業債が活用できるわけでございます。それで、

この過疎債の活用状況について、お知らせをい

ただきたいと思います。 

 ②県の関わりについて。 

 過疎対策事業債は、過疎地域に指定された市

町村が「過疎地域自立促進市町村計画」に基づ

いて行う事業の財源として、総務大臣が各都道

府県に同意と予定額の通知を行い、各都道府県

知事が市町村ごとに同意（許可）を行うことと

なっています。 

 充当率は100％であり、その元利償還金の

70％は普通交付税の基準財政需要額に算入され

ることとなっておるようでございます。 

 そこで、起債手続の流れの中で「地方債同意

等基準」が定められていると思いますが、県は、

こういう観点から、どのように関わられるのか、

お伺いをいたしたいと思います。 

 （2）難視聴地域の環境改善について。 

 ①対応状況について。 

 平成29年2月定例会においても質問をしたと

ころでございますが、現在においても、ラジオ、

テレビの視聴ができない地区が存在しておりま

す。これまでの対応状況について、お尋ねをい

たします。 

 ②今後の対策について。 

 地理的要因も原因の一つではあると思います

が、ＮＨＫ受信料支払いの義務が放送法第64条
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で規定されていることを考えると、難視聴をな

くすことも受信料をもらう側の義務ではないか

と考えるわけです。 

 そこで、難視聴地域に住む県民のためにも、

県としても解消に向けた対策をすべきと考えま

すが、見解をお伺いいたします。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(前川謙介君） 過疎対策事

業債の活用状況についてのお尋ねでございます。 

 過疎対策事業債は、「過疎地域自立促進特別

措置法」で定められた過疎地域に該当する市町

村に限り、発行が認められた地方債でございま

して、対象事業は、産業振興施設、交通通信施

設などハード事業に加えまして、ソフト事業に

も充当ができ、過疎地域の振興を図るため、充

当率、交付税措置率ともに高い率が設定されて

おります。 

 このため、県内11市2町全ての過疎市町で活

用されておりまして、昨年度の過疎対策事業債

の発行額は、県下全体で106億8,500万円、今年

度は111億3,900万円の発行予定となっておりま

して、近年、約100億円程度の発行額で推移し

ているところでございます。 

 次に、市町の起債手続の中で、県はどのよう

に関わっているのかというお尋ねでございます。 

 過疎対策事業債を含む地方債の発行手続につ

きましては、地方自治法、地方財政法、地方債

同意等基準などによって規定されておりまして、

市町は、予算として議会での議決を経たうえで

県に協議がなされ、議員ご案内のとおり、県が

同意するという手続になっております。 

 この地方債同意等基準につきましては、地方

公共団体の自主性及び自立性を高めるとともに、

その運用の公正、透明性の確保を図るという観

点から定められたものでございまして、原則と

して、この基準に掲げられた事項に合致するも

のについては、県は同意するものと規定をされ

ております。 

 このため、同意に際しての県の関与につきま

しては、適債性があるのかですとか、該当する

事業債が適切に選択されているかなど、この基

準に合致するか否かの範囲内となっております。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） ラジオ及びテレビの

難視聴地域解消対策の進捗等についてのお尋ね

でございます。 

 ラジオや地上デジタル放送については、山間

部などの地理的、地形的な要因や、気象条件の

影響により受信できる電波が弱くなる場合、あ

るいは外国波の影響による混信が発生する場合

など、一部受信が困難となることがあります。 

 ラジオの難聴対策については、放送事業者に

おいて、ＡＭ放送をＦＭ放送に変換することで

受信状況を改善する補完中継局の整備に取り組

んでいただいており、平成29年2月に佐世保地

区において、さらに、本年3月には西海市大瀬

戸町において、ＦＭ補完放送が開始されること

になっております。 

 また、地上デジタル放送の難視聴対策として

は、テレビ放送事業者において、外国波との混

信が発生している地域のチャンネル周波数を変

更する「改善リパック」という手法で対応して

いただいているところであり、平成30年度に平

戸市、松浦市で、本年度は佐世保市相浦地区で

実施されております。 

 次に、難視聴地域解消としての対策について

のお尋ねでございます。 

 地上デジタル放送の難視聴対策としましては、

テレビ放送事業者により取り組んでいただいて

おりますが、その改善を図るためには、現象が
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生じた地区や時期、気象条件、受信環境などの

情報が重要であると考えております。 

 県では、地上デジタル放送に関する技術的な

検討や環境整備等の活動を目的として、放送事

業者を中心に組織されております「長崎県地上

デジタル放送技術連絡会議」に参加し、市町を

通して把握した難視聴地域の情報を提示して具

体的な解決策についての協議、改善依頼などを

行っているところです。 

 今後とも、市町と連携を図りながら、県民の

皆様に相談窓口をお知らせし、寄せられた情報

を放送事業者に提示するとともに、難視聴解消

について働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） ありがとうございます。

それぞれお答えいただきました。 

 まず、過疎対策事業債についてでございます

が、県下には過疎地域がたくさんあるので、そ

こら辺で活用ができていると、ここにいろんな

利活用されたメニューもあるんですが、大変助

かる事業なんですね。なので、過疎法を再度延

長するというふうになっていくわけですが、当

然、延長されていくものと考えております。 

 非常にいい制度ではあるんですが、これが基

礎自治体に非常に責任というか、権利が強くな

るといいますか、地方債制度がだんだんと改正

されて、平成18年4月は許可制から協議制に移

行したわけですね。平成24年4月に届出制の導

入が図られて、ここで県の関与がなかなかでき

なくなってきたというのがあるのかなと。 

 平成28年4月には届出制の拡大ということで、

地方債の協議不要基準を緩和し、従来の協議対

象を原則届出対象可ということで、県がだんだ

んと関与できなくなってきたというのが現状な

のかなと思います。 

 そこら辺が、もう県でどうにもならないとい

うところもあるのが内心忸怩たる思いなわけで

すけれども、2月26日の新聞に、五島産業汽船

の「びっぐあーす」に1億7,000万円、検査費が

不足するので、新上五島町は過疎債を発行して

充当するということになったわけです。 

 これは、「びっぐあーす」という船ですが、

これがずっと、平成21年、平成22年に新上五島

町が五島産業汽船から買った船ですね。その時

に5億7,300万円、補助金を使ってあります。リ

フレッシュ・リプレイス補助を使いながら、平

成27年度にエンジンを換装されて現在に至って

おるわけです。 

 こういう中で、国の補助事業は適用できない

という時に、過疎債を発行して、それに充てて

ていくという手法というのが、どうなんだろう

かなというのが一つ疑問に感じるところで、そ

ういうところを県としても、その前に協議をす

るとか、そういうことができないのかなと思う

んですが、もう一回、いかがでしょうか。（発

言する者あり） 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(前川謙介君） ご質問の補

助金につきましては、各種の行政上の目的を

もって交付要綱等を根拠に給付されるものでご

ざいまして、事業費ですとか規模、内容等に

よって補助基準等に満たない場合は、必要に応

じて市町は単独事業として事業を実施されてお

ります。 

 一方、地方債は、地方公共団体が資金調達の

ために負担する債務となっておりまして、ここ

は補助事業、単独事業にかかわらず、活用され

ることになっております。 

 補助金の対象とならなかった事業でありまし
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ても、先ほどご答弁申し上げましたとおり、地

方債同意等基準に合致する事項につきましては、

地方債の対象ということにはなっております。 

 地方分権が進むにつれまして、県と市町の関

係が、先ほど議員ご指摘のとおり、関係性が改

められてまいりまして、地方債同意等基準につ

きましても、こうした趣旨に沿って定められて

おりまして、議員ご指摘の件につきましては、

地方分権の観点からは、なかなか難しい課題で

はあろうと思っております。 

 こうした中でありますけれども、地方債等の

事務手続につきましては、国や他県との間で実

務的な意見交換の場などもございますので、他

県で同様の事例がなかったか、あるいは実務上

問題が生じなかったか、そういったことについ

て意見交換を行うなど、今後、研究課題とさせ

ていただきたいと思っております。 

〇副議長(西川克己君） 吉村議員―28番。 

〇２８番(吉村 洋君） なかなか難しい問題と

は思います。しかし、この新聞の記事は、九州

商船が提訴した時の記事ですけれど、県内でこ

こは競合路線だからこうだ、単独路線なら赤字

補塡ができると、そういうところの切り分けと、

この船は新上五島町の所有の船だから過疎債が

使えるんだということで、これがその船じゃな

かったらできんわけですけれども、こういう争

いのもとになるようなことが、そういうところ

で発生してくるわけですね。 

 ですから、今後、そういうところについて国

にも協議をしながら、もう少し整理できる場が

ないのかということを働きかけていただきたい

と思います。 

 それから、難視聴地域の環境改善についてで

ございますけれども、先ほど、総務部長の方か

らお話があったんですが、今でも地上デジタル

放送の難視聴対策についてということで、周波

数リパックという事業を行われているようでご

ざいまして、令和元年度に相浦で1局、平成30

年度に平戸・松浦、平成29年に松浦東、松浦・

平戸、平成28年度に宇久・小値賀とか、こうい

うことでやられているので、調査をかけて、今

でも映らないところの対策をしていただきたい

と思うわけです。 

 ちなみに、受信料の支払率は、長崎県はいい

んですよ、八十何％、ＮＨＫの受信料を払って

おられます。ですから、そういう意味でも働き

かけと調査をやっていただきたいと思います。 

 4、農林業振興について。 

 （1）農業振興について。 

 ①肉用牛繁殖経営支援について。 

 長崎県内における肉用牛の飼養については、

戸数は多少減少しているものの、繁殖雌牛の飼

育頭数は、平成28年度以降、増加しており、平

成31年4月現在で3万頭を超えるところまで回復

をしております。 

 子牛価格についても、平均価格で最高水準か

らは下回っているものの、依然として高水準を

維持しております。 

 このような中、ＪＡながさき西海管内におき

ましては、宇久・小値賀家畜市場を平戸口中央

家畜市場に統合し、現在、隔月で開催している

競り市を毎月開催できるよう、準備を進められ

ておるところでございます。これが実現すると、

競り市にも好影響を及ぼすものと期待をしてお

るわけですが、しかしながら、子牛価格の高止

まりは、逆に肥育農家にとっては原価率が高く

なり、厳しい経営環境になってしまうというと

ころがございます。 

 そこで、繁殖、肥育の両方が成り立つために

も、子牛生産の環境を整備していくことで、子
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牛価格の合理性を追求するためにも繁殖経営に

おけるさらなる規模拡大や生産性の向上に向け

た支援が必要であると考えますが、県としてど

のように取り組んでいるのか、お伺いをいたし

ます。 

 （2）林業振興について。 

 ①里山整備の拡大。 

 イノシシによる農業被害対策で、「防護」、

「すみ分け」、「捕獲」という3つの対策を総合

的に実施されておるわけですが、近年において

は、農地を越えて集落にまでイノシシが出没し

ており、住民の安心・安全を脅かしておるとこ

ろでございます。 

 そのすみ分け対策の一つとして、里山林の整

備が有効であると考えるわけですが、この整備

事業をどのように推進していくのか、お尋ねし

ます。 

 ②主伐に向けた環境整備。 

 長崎県の人工林面積の40％、蓄積量で全体の

67％が人工林でございます。伐期に入った46年

生以上の人工林は、面積で5万6,828ヘクタール、

材積では2,243万2,000立方メートルとなってお

ります。 

 地域林業を活性させるには、この資源を活用

して木材生産量を増やす必要がありますが、こ

の主伐に向けた環境整備に向けて、今後どのよ

うに取り組まれるのか、お伺いをいたします。 

〇副議長(西川克己君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） まず、肉用牛繁殖経

営の県の支援についてでございますけれども、

県では、農家所得向上に向けて、令和7年の畜

産産出額600億円達成に向けて、各地域で策定

した「畜産クラスター計画」に基づいて、繁殖

経営の規模拡大のための施設整備、家畜導入支

援のほか、キャトルステーションの活用やヘル

パー組織の育成による労力軽減、分娩看視装置

や発情発見装置等のＩＣＴ機器導入など、生産

性向上対策などを推進しているところでござい

ます。 

 一方で、議員ご指摘の繁殖、肥育経営の双方

が成り立つためには、肥育農家が求める高品質

な子牛を生産することが重要なことから、高能

力種雄牛の造成や優良種繁殖雌牛群の整備と

いった改良対策、購買者ニーズに沿った子牛育

成技術の向上対策などについて、関係団体等と

一体となって取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、里山林の整備についての考え方でござ

います。 

 議員ご指摘のとおり、里山林整備は、里山の

景観を守り、鳥獣被害を防止するなど、森林の

持つ公益的機能を…。 

〇副議長(西川克己君） 午前中の会議は、これ

にてとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１７分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君）（拍手）〔登壇〕 皆様、こ

んにちは。 

 自由民主党会派所属、大村市選出の北村貴寿

です。 

 県政一般質問は、原則年1回とされておりま

すが、会派の皆様のご配慮をいただき、2回目

の質問に立たせていただくことになりました。

今回も、全身全霊、全力で県民の皆様の負託と

信頼に応え、長崎県政にさらなるイノベーショ
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ンを起こすべく1時間を皆様とともにしたいと

存じます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、通告に従って一問一答形式で進め

てまいります。 

 1、骨髄ドナー及び骨髄移植患者の支援につ

いて。 

 （1）骨髄ドナー支援制度について。 

 ①市町におけるドナー助成制度への支援につ

いて。 

 2月19日付の西日本新聞に「骨髄ドナー支援

に地域差」という旨の報道がなされております。

このドナー支援の地域差は、本県にも存在して

おり、県内では、大村市及び佐世保市の2市の

みが制度化している状況ですが、記事によれば、

「長崎県は、時期は未定だが、残りの市町が一

斉にはじめられるように助成を検討中」との記

載があります。 

 前回の私の一般質問の最後に取り上げた際に

は、「まずは企業に対して、ドナーに対する休

暇制度を設けていただくようにお願いをした 

い」との答弁がありましたが、この記事のとお

りに進めていただければ非常によいことかなと

存じますけれども、現在の進捗状況と新聞報道

についての事実確認について、答弁を求めます。 

 残余の質問は対面演壇席より行います。知事

及び理事者の皆様には、簡潔かつ前向きな答弁

をいただきますようにお願いを申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 骨髄移植に際し

て、提供者から骨髄を採取するためには、概ね

7日程度の通院や入院が必要であり、国の調査

では、骨髄ドナーの候補にも関わらず提供でき

ない理由として、「仕事の都合」が43％で1位と

なっております。 

 県としましては、働く方がドナーとして骨髄

の提供を希望した場合に休暇が取得できるよう、

昨年10月に長崎県商工会議所連合会等に対しま

して、休暇制度の整備を依頼しております。 

 また、本年2月の市町担当課長会議では、大

村市に加えて、本年度から新たに助成制度を実

施している佐世保市の事例を紹介し、各市町の

認識を深めたところであります。 

 なお、ご指摘の新聞報道の件につきましては、

先ほど申し上げた市町担当課長会議におきまし

て、担当から、助成制度を設けるのであれば、

県内で格差があることは望ましいことではなく、

県内の全ての市町で取組を実施するのが望まし

い旨の説明をしたものであります。 

 骨髄ドナーの確保は、全国的な課題でもある

ことから、引き続き、地方自治体の衛生部長で

構成される全国衛生部長会を通じ、国に対して

制度の働きかけを行うとともに、各市町を通じ

まして、助成制度ニーズなどを確認し、県とし

ての必要な対策について検討していきたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。その制度

でありますが、各市町に制度を設けてほしいと

いう旨のお話をしていただいたということで、

非常にありがたいと思っております。 

 この支援制度について、少々お話をさせてい

ただきますが、全国に目を向ければ、22の都道

府県に既に同様の制度がありますし、九州にお

いては、大分県の18市町村全てが、この支援制

度を整えているところでございます。ドナーに

一日当たり2万円を最大7日間支給する制度であ

りまして、長崎県が50％助成をするとすれば、

一人当たり7万円。そして、この移植手術の件

数は年間に県内で数十件でありますから、予算

的なハードルは非常に高いということではない
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と考えております。ぜひ前向きに進めていただ

きたいと存じます。 

 皆様ご承知のとおり、東京オリンピックでメ

ダルが期待されていた競泳選手の池江璃花子さ

ん、突然白血病に冒されたのはご承知のとおり

であります。 

 幸いなことに先般、寛解され、テレビのイン

タビューで「次のオリンピックを目指す」とお

話をされておりました。その際に、気持ちが折

れるほどつらい時期があったことも明かされ、

「私にとっては、ここにいること、生きている

ことが奇跡。病気の方たちに、ここまで元気に

なれた人間がいるから、あなたも元気になれる

よと伝えたい」と述べられておられます。 

 この制度は、苦しんでいる人を救いたいが、

入院となると収入面の不安があるという県民の

背中を押す制度でありまして、難病で苦しむ患

者の普通に生きたいという希望に光を当てる制

度であります。ぜひ、こちらが、やるのであれ

ば補助しますよではなくて、長崎県がやりま

しょうよと、リーダーシップをとって進めてい

ただきますように、強く要望をいたします。 

 （2）骨髄移植患者の支援について。 

 ①二次性免疫不全について。 

 骨髄の移植後は、血液をつくり出す造血幹細

胞が入れ替わるため、移植前に接種したワクチ

ンによる免疫が消失、もしくは低下をいたしま

す。これは、二次性免疫不全という状態であり

まして、よって、移植後はさまざまなワクチン

を再接種、やり直すことになりますが、その接

種にかかる費用が公費適用されずに全額自己負

担となる場合があります。この費用は、個人差

はありますが、数十万円になるというケースも

ありまして、患者の大きな負担になっていると

ころです。 

 県内では、骨髄移植が年間平均数十件という

こともあり、ワクチンの再接種においては明確

に対応を定められておりません。ただ、先般、

新上五島町は、これを公費適用として対応して

おり、患者本位のすばらしい判断だなと考えて

おります。 

 県内でも、このような対応に統一する市町の

格差をなくす必要があると存じますが、本県の

考え方について答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 骨髄移植後のワ

クチン再接種につきましては、国が設置してお

ります厚生科学審議会におきまして検討が進め

られており、1月27日の審議会でも、個人の感

染予防の観点が強いワクチン再接種と感染症の

蔓延予防を目的とする予防接種法との関係、ま

た、骨髄移植以外の免疫が不十分な方への再接

種のあり方等について、引き続き、論点を整理

していくこととなったと伺っております。 

 再接種の公費負担につきましては、全国で89

市区町村、県内では新上五島町が実施しており

ますが、全国共通の課題でもあることから、国

の検討状況も確認しながら、引き続き、全国衛

生部長会を通じて、再接種の予防接種法上の定

期予防接種化、国による補助制度の創設等につ

いて要望していくとともに、再接種への支援の

あり方について、各市町の意向も確認してまい

りたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。このド

ナー支援制度、そして、患者さんの再接種の支

援制度でありますが、私も、大村市議会にいる

時代からずっと追いかけておりまして、当初は、

これは国でやることだというようなことで、先

ほどの答弁の中にも、国に要望をしていくとい
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うようなお話がありましたけれども、しかし、

なかなか進んでいかない。ですから、国がやら

ないなら、地方からやろうじゃないかというこ

とで、自治体がどんどん名乗りを挙げているん

ですね。繰り返しになりますが、ぜひ長崎県も

同様のリーダーシップをとっていただいて進め

ていただきたいと存じます。 

 2、人口減少対策について。 

 若者の人口流出防止や移住促進などの、いわ

ゆる社会減対策が現在進められていることと存

じますが、先般、五島市が社会増に転じるなど、

一定の効果があらわれているのかなというとこ

ろでございます。 

 ただ、人口減少対策の王道、これは自然減対

策でありまして、県内で生まれる子どもを増や

す、これが人口減少対策のど真ん中にあると考

えております。 

 （1）結婚・妊娠・出産・子育てを応援する

機運の情勢について。 

 本県の合計特殊出生率は、全国的には6番目

というような答弁が先日もなされているところ

でございます。これはこれで非常に高い水準で、

よいことかなと思いますが、平成28年1.71、平

成29年1.70、最新の数字は平成30年1.68と徐々

に低下する傾向にありまして、伸び悩みが心配

されている状況でございます。 

 国は、日本の人口を将来にわたって維持する

ためには、2.07の出生率が必要で、2025年度ま

でに、子どもをほしいと考える夫婦らの希望が

全てかなった場合の出生率、希望出生率を1.8

にする目的を掲げております。この目的達成の

ためには、本県において進められている結婚か

ら出産、そして、子育てまでの一貫した支援を

さらに強化していくことが必要です。 

 ①長崎県における婚活支援について。 

 まずは結婚についてでありますが、全国同様、

本県でも急速に未婚化が進んでいる状況におい

て、まずは男女の出会いが必要であります。官

民が協力しながら婚活支援を進めるべきだと考

えておりますが、県は、婚活支援をどのように

進めていくのか、答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 本県におきま

しては、平成28年に、県、市町、経済団体等か

らなる「長崎県婚活サポート官民連携協議会」

を立ち上げ、官民で連携しながら「お見合いシ

ステム」によるマッチング、「縁結び隊」によ

るお引き合わせ、婚活イベントによって出会い

の場を創出する、「ながさきめぐりあい」事業

などの施策を推進してまいりました。 

 この間、市町においては、お見合いシステム

の窓口設置や縁結び隊を活用した婚活サポー

ターの育成など、県の施策と連動した取組や新

婚世帯への住宅取得、家賃補助など、独自の支

援策の充実を図ってきているところでございま

す。 

 また、民間も含めた取組としては、県と市町

が共同で企業間のグループ交流を促進する

「ウィズコンながさき」や企業・団体で取り組

んでいただく「ながさき結婚・子育て応援宣言」

を昨年10月に立ち上げ、事業推進に努めており

ます。 

 次年度は、市町や企業・団体との連携をさら

に強化し、これらの事業を一体的に推進し、相

乗効果を高めていくとともに、独身者や親世代

に向けた意識啓発セミナーの実施や婚活イベン

トの充実など、これまで以上にきめ細かい支援

を実施してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。昨日の答
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弁で、目標10組に対して成婚が85組というよう

な答弁もあったところかなと思います。この数

をどんどん多くしていただきたいというところ

なんですが、この「ウィズコンながさき」につ

いて、少々お聞きをいたしますけれども、昨年

からはじめられたということで、今現在の登録

した企業の数などは今おわかりでしょうか、手

元にあれば。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 企業間交流事

業の2月29日現在におきまして、登録企業・団

体数が76企業、登録グループ数が45グループと

いう状況でございます。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。昨年ス

タートとしたにしては、なかなか伸びているな

という印象を持ちますが、こういったところも

しっかり伸ばしていただきたいなと思っており

ます。 

 先般、私、40代の友人の方から、「もう婚活

は諦めました」というような言葉をいただきま

して、本当に自営業者の方であるとか、農業者

の方であるとか、非常に厳しい状況もあるのか

なと考えているところであります。 

 ただ、最近というか、結婚する時が適齢期と

言われて久しいわけでございまして、晩婚化も

進んでおりますから、40代の方でも遅くないと。

未婚の方が希望の持てるような婚活支援を進め

ていただきたいと存じます。 

 次に、その次の段階となる出産に関してお尋

ねをいたします。 

 先日でありますが、育児真っ最中のお母様方、

そして、妊娠中で働いている保育士の皆さんと

意見交換を行わせていただいたところでありま

す。本当にさまざまなご意見をいただきまして、

中でも、家事や育児は男性も女性もともに行う

べきものであり、男性が育児を手伝っていると

いう感覚でいること自体がおかしいというお話

がありました。私も、反省しきりであります。 

 女性が、妊娠・出産しようという気持ちにな

るためには、男性の育児・家事への参加が必要

ですし、育児休業の取得のしやすさ、子育てし

ながら働きやすい環境も非常に重要であるとい

うようなご意見だろうと思います。 

 皆様のお手元にお配りをさせていただいた

ペーパーがございますが、（資料掲示）これは

内閣府の調査結果であります。ご覧いただけれ

ば一目瞭然でありますが、「子どもがいる夫婦

の夫の休日家事・育児時間別にみた、この13年

間の第2子以降の出生の状況」のデータであり

ます。 

 要は、このグラフの2番目、家事・育児時間

なしというような家庭には第2子が10％しか生

まれていない。しかし、6時間以上お父さんが

家事をするというような家庭では、87.1％が第

2子をもうけているという、これは明確な数値

での根拠であります。 

 ②知事部局における男性の育児休業の取得に

ついて。 

 男性が、育児や家事に積極的に参加をしてい

くためにも、男性の育児休業の取得を促進して

いく必要がございます。ただ、中小零細企業で

はなかなか進んでいない状況もあるかと存じま

す。 

 まずは、県内の大企業が率先して男性の育児

休業の取得の促進に取り組んでいただきたいと

存じますが、その機運を高めていくためには、

この長崎県内では、県民の幸せをつくり出す企

業として考えれば、この県庁が最大の大企業で

あります。 
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 そこで、知事部局における男性の育児休業の

取得の状況と取得を促すどのような取組を行っ

ているのか、答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 知事部局におきます

男性職員の育児休業の取得状況ですが、昨年度

の実績で取得者数が7名、取得の割合は7.7％と

なっております。 

 取得の促進に向けた取組につきましては、こ

れまでも、リーフレットによる制度等の周知の

ほかに、配偶者の出産を控えた男性職員に対し

て、積極的な取得を促すための所属長の面談、

声かけなどを実施しているところであります。 

 また、育児休業の取得を含めた育児参加につ

いて検討してもらうために、昨年8月からは、

育児休業や育児関連休暇の取得予定などを記載

した行動計画表、プランニングシートというも

のをつくってもらって、それを活用し、所属長

と面談を行う取組を開始したところでございま

す。 

 引き続き、家庭と仕事の両立が図れる職場環

境づくりを進めながら、男性職員の育児休業の

取得促進に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。7.7％と

いうようなことで、これは決して高いと言える

数字ではないのかなと存じます。やはり上司が

「育児休業取れよ」というような声かけを積極

的にしていただきたいと思いますし、先ほどの

プランニングシート、しっかり活用をしていた

だいて、そういった知見もぜひ民間に広げてい

く必要があるんだろうなと存じます。 

 ③子育てを応援する機運の醸成について。 

 育児休業の取得促進も重要でありますが、そ

のためには、長崎県を挙げて、子育てしやすい

環境づくりに向けた機運の醸成、これが必要で

あると考えます。 

 先ほど申し上げた母親の皆さんとの意見交換

では、ご主人が公的機関にお勤めの方、前回の

意見交換会では、ご主人が自衛隊であるとか、

消防士の方がいらっしゃいまして、そういった

ところでは非常に取得がしやすかったと。休業

しなさいというような雰囲気がありますが、民

間企業では、育児休業を取りたくてもなかなか

言い出しにくいという率直な女性の声がありま

した。この民間においても、子育てしやすい環

境づくりを広げようという機運の醸成が、まず

は必要かと考えておりますけれども、いろいろ

と先ほど応援宣言を行うというようなお話もあ

りました。 

 現在、本県はどのような取組を行っているの

か、答弁をお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 県におきまし

ては、先ほども申し上げましたが、昨年10月、

企業や団体において、従業員の方々の結婚や子

育ての応援を宣言していただく「ながさき結

婚・子育て応援宣言」を立ち上げるとともに、

ポータルサイトにおける一元的な情報発信やマ

スメディアと連携した効果的な情報発信などに

取り組んでいるところでございます。 

 また、地域での機運醸成については、お子様

連れにやさしい設備や割引等のサービスを提供

する「ながさき子育て応援の店事業」を平成18

年度から実施しております。 

 今後とも、県民の皆様が希望どおりに結婚・

妊娠・出産し、安心して子育てができる社会の

実現に向け、宣言企業や応援店舗の拡大を図る

とともに、情報発信を強化し、応援機運の醸成

に力を注いでまいりたいと考えております。 
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〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。子育て応

援をする店舗を増やしていくというような事業

をされているというところでありましたが、こ

の子育て応援の店、今どれぐらいあるのか、伸

び率などの数字があれば、お示しください。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 現在のところ、

最新の集計で1,005店舗でございます。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） 1,005店舗ということで、

まあまあの数字かなと思いますが、この子育て

応援をする店の存在をご存じなのかなという疑

問がありまして、私が意見交換をさせていただ

いたお母様方にもなかなか知られていないとい

うような状況もあるかと存じますけれども、こ

れはどういった方法で周知をされているのか、

ご答弁をお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 私ども、「コ

コロン」という通信媒体を持っておりまして、

そのココロンという情報提供する冊子は、県下

の保育園、幼稚園に全数配布することにいたし

ておりまして、そういった中で定期的にお知ら

せするといったことで、子育て世代の方々にな

るべく届くような周知を図っているところでご

ざいます。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。保育園と

か、そういったところには届いているというお

話だったろうと存じますが、今、やはり若いマ

マさんはスマートフォンでありますから、しっ

かりＳＮＳなどを通じて発信をしていただきま

すようにお願いを申し上げます。 

 ④待機児童の解消について。 

 待機児童の解消に向けては、これまでも重要

な課題として取り組んでいただいておりますが、

昨年10月からスタートした保育の無償化や共働

き世帯の増加等により、保育の需要は今後も増

加が見込まれるかと存じます。 

 大村市では、待機児童は、本年解消される見

込みであると聞き及んでおりますが、隠れ待機

と言われる潜在的な保育需要が喚起されれば、

これで安心とは言いがたいのかなと存じます。 

 待機児童を解消するためには、受け皿の整備

に加え、保育を担う人材確保が重要な課題であ

ります。 

 本県の待機児童の状況、そして、今後の見込

み、保育士の確保に向け、どう取り組んでいく

のか、答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 平成31年4月

現在の待機児童数は70人となり、昨年に比べ87

人の減少という状況でございます。 

 今年度から、市町とともに待機児童対策協議

会を立ち上げ、解消に向けて取り組んでいると

ころであり、現時点で、待機児童は今年4月に

は解消される見込みとなっております。 

 また、保育人材の確保については、離職防止

策として、処遇改善の要件となっているキャリ

アアップ研修の実施、潜在保育士対策としては、

保育士・保育所支援センターにおけるパソコン

やスマートフォンからの直接登録によって、手

続を簡素化した就職マッチングシステム「保

いっぷ」の運用、新卒者対策としては、就職面

談会や修学資金貸付などに取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 また、次年度、新たに潜在保育士の現状を把

握し、確保につなげるためのアンケート調査や

職場環境の改善に向けた管理者への啓発セミ
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ナーを実施するなど、保育士確保対策に努めて

まいります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） 先ほど答弁の中で、「待

機児童は解消される」というようなお話があり

ました。これは、全ての市町でという認識でよ

ろしいんでしょうか、確認です。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 現状の見込み

ということで、先ほど申し上げました対策協議

会の中で、これまで三度、もう一回開催する予

定ではございますけれども、その状況をお聞き

したうえで、各市町とも受け皿の整備は現状

整っている段階でございまして、現時点で確認

できる範囲では何とか解消できるのではないか

というお話を聞いておりますので、解消できる

見込みということとあわせて、現在、待機児童

が発生している大村市が70人で、大村市だけな

んですけれども、大村市の方でも解消できると

いうようなお話を伺っておりますので、現時点

で見込みとして、待機児童が解消できるという

ふうに答弁をさせていただきました。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。すばらし

いことかなと存じますが、今後、潜在的な保育

需要が喚起をされるかもしれないということも

鑑みながら、やはりまだ人材不足と、人手が足

りないというお話も伺っておりますので、マッ

チングシステム等々しっかり進めていただきた

いなと存じます。 

 ここで一つご紹介といいますか、その意見交

換会の中で、保育所には預けていないけれども、

ちょっとだけ預けたい時があると。で、一時預

かりでも対応ができないような時に、ファミ

リーサポートセンター、ファミサポという事業

が県内で行われているかと存じますが、これは、

現在21市町の中で11市町が設置をしており、来

年度からは13市町になるというお話でありまし

た。実は、私の大村市には設置がされておりま

せんで、そういったよい制度があるのであれば、

ぜひ利用をしたいというお話をいただきました。 

 これは、一言で言うと、公的なベビーシッ

ター制度みたいなものでございまして、料金は

最大1時間900円という自治体が多いようでござ

います。これは、県が運営費の3分の1補助をし

ておりますので、やるか、やらないかは市町の

判断になりますが、ぜひ県としてもバックアッ

プをしていただきたいと思いますし、県のホー

ムページを見ておりましたら、数カ所リンク切

れが発生をしておりましたので、これは自治体

側が変えたということだろうと思いますが、そ

ういったところも情報発信をスムーズに行うた

めにも見直しを行っていただければと存じます。 

 3、働き方改革とワーク・ライフ・バランス

の推進について。 

 （1）県庁の取り組みについて。 

 ①多様なワークスタイルの推進、ＩＣＴの活

用について。 

 昨今、この二つの言葉はよく耳にするように

なりました。生産世代の減少が進む日本では、

官民一体となって進むべき社会の課題でありま

すが、まずは官である県庁の取組について、お

尋ねをいたします。 

 これまでも、多様なワークスタイルやＩＣＴ

の活用について、さまざまな施策を推進されて

きたことと存じます。そして、今後はフレック

スタイムの本格導入やスマート県庁プロジェク

トの実施など、どのように働き方改革やワー

ク・ライフ・バランスを推進するのか、そして、

どのような成果を目指すのか、答弁を求めます。 
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〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 多様な働き方を推進

する取組につきましては、仕事と育児、介護の

両立を目的としたテレワークを導入しておりま

すほか、業務や職員の育児、介護の状況に応じ

て、柔軟に勤務時間の設定ができるフレックス

タイム制を本年の4月から導入をしたいと考え

ております。 

 「スマート県庁プロジェクト」の取組につい

ては、定型的なメール送信やデータ集計などの

業務を自動化するＲＰＡについて、今年度は試

行として5業務に着手していますが、来年度は

40業務で導入することと考えておりまして、合

わせて6,567時間の業務時間削減を見込んでお

ります。 

 さらに、ＡＩ技術を活用し、音声データから

自動的に会議録を作成するシステムを来年度か

ら本格的に導入しようと考えておりまして、こ

れで5,200時間の業務量のうち、約3分の1とな

る1,733時間の削減を見込んでおります。 

 このようにして生み出しました時間を、政策

立案など付加価値の高い業務、あるいはワー

ク・ライフ・バランスというような面に振り向

けて、行政サービスの向上、ワーク・ライフ・

バランスの推進につなげていきたいと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。このＩＣ

Ｔの活用などについて、要は業務の効率を上げ

ていくというようなお話なんですが、平成30年

11月定例会におきまして、宅島議員より、ペー

パーレス化についてのご質問があったかと存じ

ます。 

 平成25年度は、コピー用紙6,631万枚消費を

していたのが、直近の数字で平成30年5,293万

枚に減ったというようなお話でありますけれど

も、まだまだやっぱり多いなと考えているとこ

ろであります。 

 ただ、これは議会もしっかりペーパーレス化

を進めていかなければならない、ＩＣＴ化を進

めていかなければならないと考えておりまして、

電子メールの活用であるとか、今、議論をはじ

めているところであります。 

 先ほど申し上げられました、その成果、時間

をどう使うかというところで、これは、その時

間を生み出すことそのもの、効率化することそ

のものが目的ではなくて、いかに県民のために

質のいい政策を立案するか、そして、実行する

かにかかっているかと存じます。 

 それで、まず、この時間を生み出したことに

よって、政策立案を実行するというようなお話

でありましたが、それでどのようなものを生み

出したい、何人にその時間を充てることができ

ると、そういったところまではシミュレーショ

ンはされていらっしゃいますでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） これから導入してい

く話になりますので、実際に導入をして、その

状況を確かめながら推進していきたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。ぜひしっ

かりと職員の皆さんが質の高い政策立案に関わ

れるように時間の確保を取っていただきたいと

存じます。 

 これは、私の手前みその話で恐縮であります

が、先般、一般社団法人パブリテックという団

体が主催をいたします、デジタルトランス

フォーメーションセミナーというものを受講し

てまいりました。 
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 デジタルトランスフォーメーション、これは

ＤＸとよく表記をされておりますが、近年、企

業に定着しつつある言葉でありまして、ＡＩと

か、ＩＣＴとかを使い、イノベーションを起こ

して、私たちの業務全般を見直そうと、ビジネ

スモデルを変えていこうというような取組であ

ります。これは、行政では広島県が先駆的に取

り組んでいらっしゃいまして、地方自治体も興

味を持って進めている。大村市にそのセミナー

があったところでありまして、いろいろと話は

ありましたけれども、このセミナーでは、結び

として、ＩＣＴとか、ＩｏＴとか、ＡＩとか、

Ｒ Ｐ Ａ と か 、 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン と か 、

Society5.0とか、イノベーションとか、横文字

を並べられてもようわからんというような方々

がまだ大半であるというようなお話であります。 

 やはり、この新しい技術をどう使って、どう

進めて、どのような成果を出すかは、それに関

わるリーダーシップ、職員の情熱、そういった

体制にも関わっているというようなことでござ

いますので、ぜひ情熱を持って推進をしていた

だいて成果を生み出していただきたいなと存じ

ます。 

 （2）民間企業への取り組みについて。 

 民間企業でも、働き方改革やワーク・ライ

フ・バランスの推進が企業のイメージを良好な

ものにし、働く人々からはもちろんですが、消

費者からも選ばれる企業となることによって、

企業の持続可能性が高まり、ひいては経済の活

性化につながるかと存じます。 

 ①誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証

制度について。 

 これは、略称「Ｎぴか」と呼ばれている制度

でありますが、その概要と現在の認定状況はど

のようになっているのか、答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 「Ｎぴか」

は、仕事と育児、家庭の両立、働き方改革、女

性活躍の推進、男女共同参画の3分野50項目に

ついて審査を行い、その得点に応じて、☆一つ

から☆五つまでの5段階で認証する制度となっ

ております。 

 認証を取得した企業に対しては、県の広報媒

体への掲載や合同企業面談会の優先採択などの

インセンティブを設けておりますけれども、取

得企業は81社にとどまっており、これをいかに

増加させていくかが課題であると認識をいたし

ております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） 私も、このリストを事前

にいただきましたが、残念ながら大村市には認

定企業がないという状況でございまして、

ちょっとさびしい思いをしているところであり

ますが、これは周知がなされていない、そもそ

も知らないということもあろうかと思いますし、

もしくはこれを取ろうというインセンティブが

弱いということも考えられるかと存じます。 

 こういった制度の認証を受けようと企業が行

動を起こすのは、これは経営判断であります。

経営者の周知が重要かと存じますが、これまで

どのような周知をなされてきたのか、そして、

今後、認証企業をどのようにして増やしていく

のか、答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） これまで

「Ｎぴか」の認知度向上を図るために、専用

ホームページでの情報発信や経済団体と連携し

た周知・啓発、誘致企業等への企業訪問活動な

どを実施してまいりました。 

 今後、認証企業を増やしていくためには、企
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業経営者の意識改革が何よりも重要であると考

えておりますので、これまでの取組に加えまし

て、「Ｎぴか」取得に前向きな中小企業家同友

会をはじめとする経済団体への働きかけや企業

訪問活動の強化を徹底して実施することで、さ

らなる取得促進を図ってまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。中小企業

家同友会、私も会員でありまして、私もこの制

度の周知に力を注いでいきたいなと存じます。 

 ワーク・ライフ・バランスや育児休業取得の

しやすさ、そういったものには上司の職場の雰

囲気が重要であるよというお話をしてまいりま

したが、いろいろな事業をほかにもやっておら

れるということで、長崎県では、あなたのイク

ボス度をチェックということをやっておられま

すね。 

 イクボス度診断結果を私も受けてみたんです

が、この診断をされた理事者の皆さんってい

らっしゃいますか。イクボス度診断、いらっ

しゃいませんか。結構です。 

 私も、昨日はじめてやって、これは4つに分

かれるそうです。私は、最低ランクの昭和型ボ

スということで認証をされて、気合いと根性が

あれば何とかなると思っていませんかというよ

うに診断をされまして、反省しきりであります。

これは身内でやっているところでございますか

ら、ぜひこのイクボス度をチェックしていただ

いて、このワーク・ライフ・バランスを推進す

る、育児休業が取りやすい雰囲気をつくる、こ

のことがひいては少子化対策につながっていく

んだということでありますから、ぜひ実践をし

ていただきたいと思いますし、そのインセン

ティブであります。 

 これは、提案になってしまいますが、県でも

バナー広告など募集しておられますから、こう

いった「Ｎぴか」企業には、バナー広告を10％

割引しますよとか、そういったところも検討を

していただければと存じます。 

 4、介護人材確保の取組について。 

 （1）介護人材確保の取組について。 

 東京商工リサーチによれば、老人福祉介護事

業における倒産状況は、集計開始以来、過去最

多に並んでおります。県内に目を向ければ、新

規で開設する事業所は増えている一方で、廃止

する事業所も徐々に増加傾向にあります。 

 東京商工リサーチの分析によると、高齢化が

進む中での倒産、廃止件数の増加の主な理由と

して、人材不足と人件費の高騰が挙げられてお

ります。 

 県は、第7期老人福祉計画、介護保険事業支

援計画を策定した際、今後の介護人材の需要と

供給の推計を行っておられますが、2025年には

介護職員の不足を約3,300人と見込んでおられ

まして、介護人材の確保は非常に厳しい状況か

と存じます。 

 ①介護の仕事についての理解や関心を高める

取組について。 

 人材不足を補うためには、あらゆる世代から

の参入を促す取組が必要かと存じますが、その

中でも、特に若い世代に参入を働きかける必要

があると考えております。以前は、介護の仕事

といえば低賃金、3Ｋというイメージもありま

したが、現在は処遇改善加算などにより、徐々

に改善が図られているというイメージも広がり

つつあります。 

 介護の仕事について、特に、将来の働き手と

なる若者に対する理解や関心を高めるためにど

のような取組を行っているのか、答弁を求めま

す。 
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〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 介護職について、

理解や関心を高めるため、小中高校生を対象に、

高齢者や認知症、介護の仕事の重要性などの理

解を促す「基礎講座」や高齢者との触れ合いや

介護の仕事を体験する「職場体験」、また、介

護の魅力ややりがいを伝える「魅力伝道師の講

話」を実施しており、取組学校数は、昨年度の

51校に対しまして、本年度は75校の見込みで、

年々増加している状況でございます。 

 また、アンケート結果では、全体の9割の学

生から、「介護の仕事の理解が深まった」との

回答があり、約2割の学生から、「将来、介護の

仕事をやってみたい」との回答を得ており、取

組の効果があったものと考えております。 

 今後は、このような取組を通して、学生だけ

でなく、就職や進学の検討に関与される保護者

にも対象を広げて理解を深めてもらうとともに、

引き続き、学校関係者等に働きかけを行い、多

くの学生が「将来、介護の仕事をやってみたい」

と思えるよう、取組を進めてまいりたいと考え

ております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。ぜひ、子

どもたちに介護の仕事のすばらしさを教えてい

ただきたいなと存じます。 

 ②介護ロボットやＩＣＴの導入について。 

 先ほどから申し上げております人手不足を補

う手法としては、まず職員を増やしていく、そ

して、業務を効率化する。3人でやっていた仕

事を1人でできるようにするという手法がある

かと存じますが、この介護の仕事に就いた職員

が長く勤めていただくということも必要であり

ます。これには、職場環境の改善が必要になっ

てまいりますが、職員の負担軽減や介護業務の

効率化に効果があるとして期待をされておりま

すのが、徐々に導入が進んでおります介護ロ

ボットやＩＣＴ機器の活用であります。 

 県も、本年度より介護ロボット、ＩＣＴ機器

を導入する介護事業所に対する支援を実施され

ておりますが、単に補助を実施するだけでは導

入をためらう事業所もまだまだ多いかと感じて

おります。特に、小規模な事業所が導入に踏み

切ることはなかなか難しい状況だと考えており

ますが、県として、どのように普及促進を支援

していくのか、答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 昨年度、1,300

の県内介護事業所を対象とした介護ロボット等

導入実態調査では、回答があった847事業所の

うち137事業所が既に介護ロボット等を導入し

ており、114事業所が導入を検討しているとの

ことでした。 

 本年度は、特に、導入効果が見込まれるセン

サーマットなどの「見守り支援機器」、介護記

録等の「介護業務支援機器」の2種類を対象と

して、職場環境改善に意欲がある19事業所に導

入経費の助成を行っております。 

 今後、介護ロボット等の導入をさらに普及し

ていくためには、機器を活用する職員が、その

導入効果や活用方法を正しく理解することが重

要であると考え、本年度導入経費を助成した事

業所をモデルとして、導入による負担軽減や機

器の効果的な使用方法等をマニュアル化し、県

内の事業所に見える化することとしております。 

 また、導入効果がイメージできない等により、

導入をためらっている介護事業所に対して、ま

ずは離島地域から無料によるモニター使用や現

場に合った機器選定の支援を行い、介護ロボッ

ト、ＩＣＴのさらなる普及促進に努めてまいり
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たいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。介護ロ

ボットといいますと、すごく仰々しいものを思

い浮かべていらっしゃる方もあるかと存じます

が、これはあくまでもロボットに介護させると

いうことではなくて、介護現場の職員の負担を

軽減することにつながる便利な機械というよう

なことで捉えていただければ、事業者の皆さん

もよろしいのかなと存じます。そういった周知

をしっかりしていただきたいと存じますし、や

はり介護事業所には大きなところと小さなとこ

ろがあるわけでございまして、大きなところは

それなりに体力もあられるというところであり

ましょうから、やはり困っているのは小規模な

事業所でありますので、しっかりとそういった

ところにも目配りをしていただきたいと存じま

す。 

 ③外国人介護人材について。 

 静かな国難とも言われる人口減少であります

が、日本人の介護職員で足らざる部分、これは

外国人人材の受け入れも考えていく必要がある

のかなと存じます。 

 国も、外国人受け入れのために法整備を行い、

財政的な支援を行っていると承知をしておりま

すが、本県では、ベトナムのクァンナム省との

友好交流関係を活かし、看護系大学との覚書を

締結して優秀な人材の受け入れを進めるという

ことでありました。 

 現在の進捗状況と今後の進め方について、答

弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） ベトナム国クァ

ンナム省の看護系大学等からの受け入れにつき

ましては、昨年7月に引き続き、11月にも現地

大学を訪問し、人材送り出しに当たっての条件

や覚書の締結等について協議を行ってまいりま

した。 

 また、本県のスキームによる受け入れを希望

する介護事業所は、現在のところ、25事業所あ

り、50人程度の受け入れを希望されております。 

 今後、2025年度までに1,000人程度の外国人

材の確保を目指しており、そのうち民間での受

け入れを含めて、450人程度を技能実習や特定

技能の在留資格で確保していきたいと考えてお

ります。 

 当初のスケジュールでは、来年の3月を目途

に技能実習生として来県を目指す予定でしたが、

新型コロナウイルス感染症の関係で現地大学が

休校となり、現在、派遣者の選定等手続が中断

しております。今後、準備ができ次第、できる

だけ早く進めるよう、引き続き、現地との調整

を続けてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。1,000人

の外国人介護人材を目指すということで、

3,300人に対しまして3分の1弱というような大

きな目標であろうかと存じます。 

 これについて、私、今、インターン生を受け

入れておりまして、いろいろと調査をしていた

だきました。いろいろなメリットと課題がある

なということでまとめていただいておりまして、

やはり「日本語の読み書きがしっかりできるか

不安である」とか、「文化の違いがあるとか、

そういった不安があるので進んでいかない」と

いうようなお声があるそうであります。 

 そういった事業所についての不安、課題と

いったものをどのようにして課題解決をされて

いくのか、お考えがありましたら、お答えくだ

さい。 
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〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 今後、受け入れ

を希望していく事業者が増えてくるものと見込

まれます。 

 そこで、県といたしましては、各事業所に対

しまして、今現在受け入れられている施設に対

しまして、どういった点が課題であるのか、ま

た、どういった支援があれば、さらに進むのか、

そういったことをしっかりと意見を伺いながら、

今後必要な対策について検討していきたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。ぜひ、

しっかり進めていただきたいと存じます。 

 先ほど来申し述べております外国人の人材で

ありますとか、介護ロボット、ＩＣＴ機器、そ

して、何より職員が長く勤めていただける職場

環境、これを改善していくのはいわゆる経営判

断であります。ですので、制度をしっかりと充

実をさせるというようなことと同時に進めなけ

ればいけないのは、経営者の方の意識改善、

リーダーの方々の意識の改善だろうと存じます

ので、そういった意識改革についてもぜひ取り

組んでいただきたいと存じます。 

 5、障がいのある人もない人も共に生きる平

和な長崎県づくりについて。 

 （1）障がい者雇用の推進について。 

 長崎県内の民間企業の障害者法定雇用率は、

現在最新の数字で2.54％でありまして、全国平

均である2.11％を上回っております。本県の障

害者雇用の推進においては、一定の成果が出て

いると認識するところであります。ただ、教育

委員会のみが未達成ということで、さらに頑

張っていただきたいなと思いますが、ここでや

はり忘れてはならないのは、一般企業に就労が

難しい障害をお持ちの方々のことであります。 

 ①障がい者就労支援施設等からの物品等の調

達拡大について。 

 障害のある、なしにかかわらず、生活を送る

ためには一定の収入を得る必要があります。特

に、一般就労が難しい障害者就労施設の利用者

においては、障害者年金等の受給にあわせて、

事業所から支払われる工賃等の水準を引き上げ

ていく必要があります。その工賃を引き上げる

ためには、物が売れなければなりません。いわ

ゆる就労施設において、つくり出されるさまざ

まな材やサービスの売上を伸ばしていく、購入

を促す施策の推進が必要だと存じます。 

 ここで、長崎市においては、障害者就労施設

等から年間20万円以上の物品を調達している事

業者について、建設業の入札参加者の格付審査

の中で、加点評価をする制度を設けており、民

間事業者における障害者就労施設等からの物品

等の調達推進に取り組んでおられるところでご

ざいます。 

 そこで、提案でありますが、この制度に倣っ

て、県発注の入札における等級格付や総合評価

等において、障害者就労施設等からの物品の調

達に積極的な事業者については加点を行うと

いったインセンティブを設けるべきだと考えま

すが、県の見解について答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 県の調達につき

ましては、平成24年6月に公布されました「障

害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に

関する法律」に基づき、年度ごとに調達方針を

定めて、障害者就労施設等からの優先調達を

行っており、平成30年度の実績額は目標額の

2,430万円を上回る約2,786万円となっておりま

す。 
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 議員ご指摘の点につきましては、県といたし

まして、関係団体や障害者就労施設等から意見

も伺いながら、障害者就労施設等からの民間調

達が進む方策について、関係部局で検討してい

きたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。県にも、

優先取扱企業という制度があるところでありま

して、ただ、先ほど申し上げた長崎市の制度に

おいても、この県の制度においても、県におい

ては年間30万円以上購入している事業者を登録

対象としている制度については、まだまだ実績

がないと、ゼロということであります。長崎市

の制度については、数年が経っておりますが、

実績は7件ということで、なかなか難しいなと

いうところも実感としてございますが、やはり

これはそもそもそういう制度があるか知らない

ということかもしれませんし、それをやること

によって得られるインセンティブ、魅力がない

のかというようなところもございますので、ぜ

ひ、県の制度においては、年間50万円を30万円

程度に引き下げたというようなところでありま

す。長崎市においては、これは年間20万円程度

であります。これをもっと引き下げるとか、も

しくはさらにインセンティブを拡大していく、

格付の点数を上げていくとか、さっき言ったバ

ナー広告を出せますよとか、そういったところ

も検討をしていただいて、障害者施設から物を

買おうよという企業を増やしていただきたいと

存じますし、これは最後に申し述べます、ＳＤ

Ｇｓにおけるゴール12に関する取組であります。

いわゆる倫理的消費、エシカル消費というよう

なことで言われておりますが、こういった取組

が県全体に波及するような施策を進めていただ

きたいと存じます。 

 ②手話言語条例の制定について。 

 長崎県議会では、平成26年10月に、「手話言

語法制定を求める意見書」を県議会で採択をし

ております。これは、手話が音声言語と対等な

言語であることを広く国民に広め、聞こえない

子どもが手話を身につけ、手話で学べ、手話が

使え、さらには手話を言語として普及及び研究

することができる環境整備に向けた法整備を求

めるものであります。 

 その後、県としても、条例制定に向けた取組

がなされていると承知をしておりますが、現在

の状況について答弁をお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 平成26年10月に、

「手話言語法制定を求める意見書」が県議会で

採択されたこと等を踏まえ、県は、聾者の代表

者や市町の関係者等と、これまで10回にわたり

意見交換を実施しております。 

 聾者が抱えている課題としては、手話が言語

の一つであるという社会的な認知が進んでおら

ず、意思疎通や就労先が限られるなどがあり、

これらの課題を解決するためには、行政だけで

はなく、民間の方の協力を得ていく必要があり

ます。そのためには、どのような施策が必要か

議論を重ねており、例えば、条例による社会的

認知の向上、手話通訳者の育成の仕組み、就労

先の充実の対策等の意見をいただいているとこ

ろであります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） 一定理解をいたしました。

ただ、なかなか膠着状態が続いているという現

状があるのかなと存じますが、この条例の制定

には議員発議というものがあると思いますけれ

ども、その全国の状況はどうなっているのか、

ご答弁をお願いいたします。 



令和２年長崎県議会・２月定例会（３月４日） 

 ― 141 ―

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 全国の手話言語

条例の制定状況につきましては、令和2年1月現

在、27道府県であり、そのうち議員発議は16県

となっております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） 承知をいたしました。な

かなか膠着状態が続いているというところで、

県議会においても、議員発議というところも検

討をしていかなければならないのかなと存じま

す。その際には、県としてもご協力をいただく

ようにご要望をいたします。 

 6、鷹島水中遺跡について。 

 （1）鷹島水中遺跡の保存活用について。 

 ①研究機関の誘致について。 

 いわゆる「元寇」が、日本の国難の一つであ

りますが、その歴史を伝える貴重な水中遺跡が

「鷹島神崎遺跡」であります。この遺跡には、

松浦市や大学等において継続的に調査が行われ

ておりまして、松浦市からは、水中遺跡保護に

関する組織部署を独立行政法人国立文化財機構

九州国立博物館に設けること、その拠点となる

専門調査機関を松浦市鷹島町に設置することな

どを国に働きかけるように、要望が幾度となく

行われておりますが、県としては、どのように

対応しているのか、答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 鷹島神崎遺

跡は、平成24年に海底遺跡としてはじめて国史

跡に指定され、元寇に関する沈没船をはじめ、

木製いかり、武器、武具等多くの遺物が出土す

るなど、全国的に見ても大変重要な遺跡である

と考えております。 

 県といたしましても、松浦市の要望を踏まえ、

水中遺跡の調査・保護に専門的に取り組む組織

を九州国立博物館内に設置し、松浦市鷹島に現

地調査研究施設を置いて、調査研究及び保存管

理に国策として取り組むことを、政府施策要望

の重点項目として要望しているところでありま

す。 

 県教育委員会といたしましても、九州国立博

物館の担当部長と意見交換をさせていただき、

協力等を要請しているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。松浦市民

の中には、毎年の要望にもかかわらず、なかな

か進んでいかないといういら立ちの声をいただ

いているところでございます。 

 中村知事も、早期実現できるように関係予算

の確保を進めていきたいという報道も長崎新聞

になされておるところでございますが、本県の

松浦市に対する支援は今どうなっているのか、

答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 県におきま

しては、これまでも松浦市が実施する調査に対

し財政支援を行うほか、職員を派遣し、調査協

力や遺物の保存処理への技術支援及び指導助言

を行ってまいりました。 

 また、今年度からは潜水資格を持った文化財

専門職員を増員し、調査体制を充実・強化して

きたところであります。 

 県といたしましても、「鷹島神崎遺跡」での

調査・研究のさらなる成果が得られるよう、引

き続き積極的に支援してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。日本の考

古学者でもあり、九州大学の名誉教授である西

谷 正先生によりましたら、これは世界遺産に

も匹敵するというようなご評価もいただいてい
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るところでございます。この遺跡の保存活用に

これまで以上に力を注いでいただきますように

要望をいたします。 

 7、主要農作物種子法の廃止について。 

 （1）主要農作物種子法の廃止について。 

 ①主要農作物種子法の廃止における長崎県の

対応について。 

 米、麦及び大豆種子の生産供給体制を各都道

府県に義務づけた「種子法」が、平成30年4月

に廃止をされました。 

 先般、大村市において、若手農業者の方々と

意見交換をさせていただきましたが、その際、

「種子法の廃止により、優良で安価な種子の安

定供給について不安がある」とのご意見をいた

だきました。このようなご意見は、全国的にも

散見をされておりまして、他県においては、種

子条例を独自に制定している県もございます。

九州においては、熊本県、宮崎県が制定をして

おりますが、条例制定への賛否を含め、さまざ

まな議論がなされているところであります。 

 そこで、県では、種子法の廃止に伴い、どの

ような対応を行っているのか、答弁を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 県といたしましては、

米、麦、大豆の優良で安価な種子を、農家の皆

様に安定的に供給できる体制を維持することは

重要な責務であると認識しております。 

 そのため、主要農作物種子法の廃止に伴い、

農業団体からの要望に対応して、平成30年3月

に「長崎県主要農作物種子制度基本要綱」を制

定し、種子の生産供給体制を維持しているとこ

ろでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。県では、

基本要綱を制定し、米、麦、大豆の優良で安価

な種子の生産供給体制を維持していくというこ

とでありましたが、ただ、不安の声が根強くあ

るというのも事実でありまして、その基本要綱

の周知についてはどのように行っているのか、

お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 県では、制定しまし

た要綱等を市町や農業団体等に丁寧に説明する

とともに、リーフレットを作成して、県のホー

ムページへの掲載や、普及指導員から農家の皆

様に対して講習会等を通じて周知を図っている

ところでございます。 

 今後とも、農家の皆様の不安が解消されるよ

うに、あらゆる機会を通じまして周知に努めて

まいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。今後も、

やはり若い農業者の方々が不安なく農業を担っ

ていただけるような環境づくりに努めていただ

きたいと存じます。 

 ただ、この4月に種子法とセットで語られる

ことが多い種苗法が、今般改正されるという情

報もございますので、しっかりと国の動向を注

視しながら、本県の農業施策を推進していただ

きたいと存じます。 

 8、ＳＤＧｓの推進について。 

 （1）ＳＤＧｓの推進。 

 これまでも県議会でＳＤＧｓの取組について

質問がなされているところであります。本日、

私も付けておりますが、ＳＤＧｓの理念をあら

わすバッジも、ちまたでよく見かけるようにな

りました。県民の皆様にも少しずつ理解が進ん

できたように思っております。 

 おさらいいたしますと、ＳＤＧｓとは、サス

テイナブル・デベロップメント・ゴールズ、国
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連、サミットで採択された、2030年までに持続

可能でよりよい世界を目指す国際目標であり、

17のゴール、169のターゲットから構成をされ、

地球上の誰一人取り残さないことを誓っており

ます。 

 本定例会における知事の所信表明の中でも、

「ＳＤＧｓの理念を踏まえて施策を推進する」

という言葉もありました。本県の次期総合戦略

素案においては、ＳＤＧｓの理念がさまざまな

施策に反映をされております。そのような中で、

まずは、県職員の皆さんがＳＤＧｓをしっかり

説明できるようになるレベルまで理解を深める

必要があります。 

 先日、その職員研修が開催をされまして、私

のところに来ておりますインターンの大学生も

参加をさせていただきました。インターン生か

らは感想のレポートをいただいておりますけれ

ども、「ＳＤＧｓの問題は、自分とは少し遠い

問題であると考えたが、若者の視点でユニーク

なアイデアをどんどん出していかなければなら

ない」であるとか、「このカードゲームは、楽

しく学べるために、小学校や中学校で多く取り

入れられていくべきだ」というような感想もい

ただいているところでございます。 

 理解促進に非常に有効な取組であると考えて

おりますが、この研修をさらに幅広い職員に対

して、そして、県民向けに対して行うべきだと

思いますが、今後の進め方について答弁を求め

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） ご指摘の研修に

つきましては、企画振興部のほか、他部局の職

員も参加を呼びかけ、カードゲームを活用した

形でＳＤＧｓを学ぶという形で実施をいたしま

した。「楽しみながらＳＤＧｓへの理解を深め

ることができた」という参加者からのご意見も

いただき、有効な手段と考えておりますので、

今後は、他部局にもこうしたツールの活用を紹

介し、積極的なＳＤＧｓの普及の取組を促しま

すとともに、引き続き、企画振興部においても、

ＳＤＧｓの研修の機会を設けてまいりたいと考

えております。 

 また、カードゲームの活用を含めて、広く県

民を対象にしたセミナーの開催についても検討

してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） 本県が世界を変えるため

に発信拠点となるためには、ごうまなみ県議が

提案をされております国連機関の誘致が非常に

効果的だと考えております。世界をよりよくし

ていくリーダーシップをとれるように、官民一

体となった誘致運動を起こしていただけるよう

強く要望し、私の質問を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３０分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 大場議員―14番。 

〇１４番(大場博文君）（拍手）〔登壇〕 本日最

後の質問者になりました。 

 自由民主党・県民会議、島原市選出の大場博

文でございます。 

 理事者の皆様には、明瞭なご答弁をよろしく

お願いをいたします。 

 それでは、通告に従いまして質問を行います。 
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 1、観光振興について。 

 （1）インバウンド対策について。 

 ここ数年の日本国内における外国人旅行者数

は増加の傾向にあります。日本のインバウンド

市場も好況の波にあるといえます。 

 昨年の「ラグビーワールドカップ」、「東京

2020オリンピック・パラリンピック」、そして

2025年には「大阪万博」が控え、インバウンド

は、さらにその伸びが期待をされています。 

 今後、さらにインバウンドを伸ばすためには、

訪日外国人旅行客が快適に旅行できるようにＷ

ｉ−Ｆｉなどの整備等をすることにより、さら

なる伸びにつながることから、それらの整備状

況を含めて、まず、本県のインバウンドの取組

について、お尋ねをいたします。 

 （2）東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク期間中、終了後の誘客・ＰＲ対策について。 

 オリンピック・パラリンピック期間中、また、

開催後の本県の観光対策について、お尋ねをい

たします。 

 期間中は、国内外より、開催都市であります

東京を中心に約1,500万人もの来訪者が予想さ

れています。開催都市やその周辺では、大いに

経済効果等も期待をされています。 

 特に、訪日外国人客、インバウンド需要は、

過去6大会の例を見ても、開催後、長期間にわ

たり需要が喚起される傾向にあります。 

 そこで、大会期間中に観戦に訪れる多くの訪

問者の方々に広く本県の魅力をＰＲすることが、

開催年後の本県のインバウンドの需要拡大に

とっても非常に重要であると考えています。 

 県として、何らかの対策はお考えでしょうか、

お尋ねをいたします。 

 （3）新型コロナウイルスの影響による修学

旅行など国内対策について。 

 長崎では観光業が基幹産業の一つとなってお

りますが、これまで各地の地震や大雨などの災

害の発生で大きな影響を受けてきました。 

 本県観光業を見てみますと、昨年の日韓の関

係悪化による対馬の韓国人観光客減少の影響対

策をとり終える間もなく、本年1月よりの新型

コロナウイルスの感染拡大により甚大な被害が

予想されています。 

 既にホテル・旅館では、発生後、予約キャン

セルが約30％、中でも外国人観光客の予約はほ

とんどなくなるなど、現実の厳しい声が聞かれ、

これらの早急な対応が必要と考えます。 

 そこで、今回の新型コロナウイルスによる修

学旅行などの団体旅行に対する影響、またその

対策、国内旅行への今後の取組についてどのよ

うにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

 （4）「宿フェス」を活用した本県観光のＰＲ

について。 

 「令和の新しい時代に青年部らしいチャレン

ジ」をコンセプトに、東京オリンピック・パラ

リンピックの開催期間中、8月29日、30日の2日

間、上野恩師公園にて、全国旅館ホテル生活衛

生同業組合連合会青年部が、「第1回宿フェス」

の開催を企画されています。グルメ・物産ブー

ス、観光ブースの設置が可能ということであり

ます。 

 これを単なるＰＲと考えるのではなく、その

土地の文化や風土に触れていただくことで、旅

の力が持つ知的好奇心に訴え、その土地への興

味、関心が旅の一歩となる国内旅行への活性化

につながるいい機会だと考えています。 

 また、東京オリンピック・パラリンピック期

間中というタイミングでの開催を絶好と捉えて、

このイベントを活用してはと考えています。 

 そこで、本県もブースによる参加等を検討し
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てはいかがかと思いますが、県の考えをお尋ね

いたします。 

 （5）アクセシビリティ推進事業補助制度の

実施について。 

 アクセシビリティとは、近づきやすさやアク

セスのしやすさなどのことであります。また、

利用しやすさなどの意味でも広く使われていま

す。 

 現在、宮崎県では、宿泊施設のアクセシビリ

ティの向上を目的として、客室や通路等の施設

改修への補助を実施し、東京オリンピック・パ

ラリンピックキャンプ誘致の強化や福祉のまち

づくりの一層の推進を図られ、一定の効果が出

ているようです。ほかにも、こういった考えの

もと、事業への取組で観光振興につなげる例が

出てきております。 

 本県としても、このアクセシビリティを推進

する取組を実施してはと思いますが、これにつ

いての本県の考えをお尋ねいたします。 

 （6）宿泊施設との災害協定締結について。 

 近年、大規模災害発生が頻発し、ライフライ

ン等の途絶などにより、被災自治体単独では住

民にとって必要な活動を満足に遂行できないと

いう事態が生じています。 

 このような事態に対処するため、被災自治体

をサポートする協定が、多くの自治体と民間事

業者との間で締結をされています。 

 一度、大きな災害に被災すると、平時とは比

較にならないほど不自由な生活を余儀なくされ

ます。また、そのような状況が長期化すること

で、高齢者や障害者、子どもなど、いわゆる生

活弱者の心身の心配や衛生面の確保などで新た

な問題が顕在化してきます。 

 そこで、宿泊施設との災害協定締結を提案い

たします。 

 旅館・ホテルは、災害時には宿泊機能のみな

らず、衛生的な食事や入浴の提供機能を持ち、

ホスピタリティに富んだ事業を展開することが

できます。 

 また、被災すると、その被災周辺地域には観

光客や宿泊客の足が遠のき、旅館・ホテルの経

営の悪化が予想されますが、この協定を活用す

ることで速やかな復興の後押しだけでなく、宿

泊事業者の事業の継続が可能となり、相互に

とっての利点が見込まれます。 

 そこで、この宿泊施設との災害協定締結につ

いて、どのようにお考えでしょうか、お尋ねを

いたします。 

 2、島原半島の振興について。 

 （1）振興局の統合による影響について。 

 昨年11月、「長崎県地方機関再編の基本方針」

に基づく振興局見直しの方向性が示されました。 

 県南地区の長崎、県央、島原の各振興局庁舎

は、いずれも築50年以上が経過し老朽化が進み、

それぞれ早期の建替えが急務とのことです。 

 厳しさを増す県の財政状況や老朽化を考える

と理解するところもありますが、近年では大規

模災害も頻発してきており、その際の迅速な対

応や県民生活に必要な行政サービスの提供には

不安が残ります。 

 また、地域にはまだまだ解決しなければなら

ない問題が山積しており、今回の再編について

は地域住民も十分に理解されていないようであ

ります。 

 改めて、今回の再編に対する県の考え、また、

今後の進め方について、お尋ねをいたします。 

 （2）島原道路の進捗状況と今後の見通しに

ついて。 

 半島という地理的条件に恵まれていない島原

市は、道路交通への依存度が高く、農畜産物等
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の広域的物流の拡大や定住人口の増加につなが

る県央地域への通勤範囲の拡大、観光客やイベ

ント開催による交流人口の増加、企業誘致等を

進めるうえで、幹線道路網は最も重要な社会資

本であります。 

 そのため、国と県によって島原道路の整備が

進められていますが、現在の供用は全体50キロ

メートルのうち35％、約17キロメートルにとど

まり、いまだ全線の完成にはほど遠い状況にあ

ります。 

 また、未整備区間においては、現在、広域農

道が国道251号のバイパス的な役割も果たして

いるため、自動車の交通量も計画当時の約5倍

に増加しており、このような中、農耕車両や歩

行者、自転車が通行する状況であり、安全上の

問題が懸念されております。 

 事業中区間の早期完成が不可欠なのは言うに

及びませんが、島原道路の整備による効果を最

大限に発揮させ、活力ある地域づくりを進める

ためには、未着手区間である島原市有明町から

雲仙市瑞穂町間、約10キロメートルの整備が早

急の課題であります。そのため、一刻も早い事

業化が望まれますが、この区間の新規事業に対

する取組を知事にお尋ねをいたします。 

 （3）過疎法の延長について。 

 昭和30年代以降、日本経済の高度成長の中で、

農山漁村地域から都市地域に向けて大幅な人口

移動が起こり、地方では人口の減少により地域

の生産機能が低下してまいりました。 

 そのため、過疎対策として、昭和45年より現

在まで特別措置法を制定し、そのような地域に

おける住民福祉の向上や働く場の創出を図り、

魅力的な地域づくりを進めてきました。 

 しかしながら、過疎地域は、若年層の人口流

出をはじめとした人口減少と高齢化など地域の

問題は深刻さを増しています。引き続き、この

特別措置法を延長し、さらに地域産業の振興や

安心して子育てができる環境の整備、道路など

の社会資本の整備を進める必要があります。 

 また、過疎地域においては、依然として人口

減少、少子・高齢化が顕著であり、過疎対策事

業債をはじめとする現行の財政支援措置は欠か

すことのできない制度であります。 

 そのため、多くの離島・半島地域の振興のた

めにも、この令和3年3月末をもって失効する過

疎地域自立促進特別措置法に続く新たな過疎対

策法の制定に向けた積極的な取組をお願いした

いと思いますが、どのようにお考えでしょうか、

お尋ねをいたします。 

 （4）東京2020パラリンピックのキャンプ受

入支援について。 

 国が「東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会」において、共生社会、ホストタウ

ン等を推進する中、島原市においては、これま

でパラリンピック競技の事前キャンプ誘致に取

り組んできましたが、先月15日、ドイツ・フェ

アフルト市において、パラリンピック陸上競技

ドイツチームと事前キャンプの実施について覚

書が締結をされました。 

 島原市では、昨年のラグビーワールドカップ

日本大会において、トンガ代表のキャンプを受

け入れ、また、今年のオリンピックでもスペイ

ンレスリングチームの事前キャンプが予定をさ

れており、今回のパラリンピックキャンプが実

現をすれば、県内で唯一、昨年と今年、日本で

開催される国際スポーツイベントのキャンプを

受け入れる自治体となります。 

 キャンプ期間中に選手たちと交流することに

より、特に、地域の子どもたちに夢や希望、感

動を与え、また、大会後も交流が継続すること
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により、交流人口の拡大など地域の活性化につ

ながるものと期待をしております。 

 ただ、パラリンピックとしては、初めての

キャンプ受入れであり、県の支援もお願いした

いと考えていますが、今後の取組についてどの

ようにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

 3、農水産業の振興について。 

 （1）株式会社エヌの状況について。 

 国は、一定の専門性、技能を有し即戦力とな

る外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構

築する必要があるという考えから、人手不足の

解消に向け新たな在留資格を創設し、外国の人

材受入れを進めています。 

 本県も、株式会社エヌによる、活用人材不足

が言われている農業分野で特定技能外国人の派

遣就労が始まりました。 

 しかしながら、当初の計画では昨年5月にも

派遣開始との見込みでしたが、実際には12月の

開始と大きく遅れての事業開始となりました。 

 本県の農業分野の労力確保は非常に厳しい状

況にあり、現場としては、この事業に対し大き

な期待を寄せています。今後も、県内の農家

ニーズに対応し円滑に派遣就労を進めていくこ

とが重要と考えています。 

 そこで、まず、今回の派遣就労が計画より遅

れた要因と現在の就労状況、そして今後の取組

についてどのようにお考えでしょうか、お尋ね

をいたします。 

 （2）長崎和牛の輸出拡大と食肉センターの

現状について。 

 2012年開催の「全国和牛能力共進会長崎大会」

では、長崎県代表が「肉牛の部」で「内閣総理

大臣賞」を受賞しました。 

 生産者は、その後も長崎和牛の魅力を多くの

消費者に伝えていきたいと努力を続けられてい

ます。 

 ただ、そういった中で、国内市場においては

和牛価格単価の下落が続いています。近年は子

牛の価格が高止まりの状況にあり、約1年半の

飼育経費を加えると販売後赤字になるため、生

産者からは非常に厳しい声が聞かれます。 

 まずは、このように厳しい経営状況にある肉

用牛肥育農家への対応策について、お尋ねをい

たします。 

 また、今後、価格下落の状況はさらに全国的

な広がりを見せる状況にあり、国内販売の強化

が求められていますが、一方で、それにかわる

対応として海外への輸出にも力を入れていくべ

きだと考えますが、県としてどのようにお考え

でしょうか、お尋ねをいたします。 

 ただ、輸出を強化するためには、県内の食肉

センターの環境整備が必要と考えます。そのた

め、現在の食肉センターの現状と今後の取組に

ついて、併せてお尋ねをいたします。 

 （3）漁業の振興について。 

 近年、島原市における漁獲量は減少し、この

ことが漁業従事者を減少させる一因となってい

ます。 

 有明海の再生対策として、海底耕うん事業や

貝殻類の散布により底質改善が行われ、一定の

効果も見られており、今後も継続した事業の実

施が必要と考えています。 

 一方、昨年からは、特にクルマエビ、ヒラメ

等の落ち込みが激しく、早急な対応が必要であ

ります。 

 まずは、この現状を改善するための対応につ

いての考えをお尋ねいたします。 

 また、漁業従事者の減少や高齢化が進む中で、

有明海周辺の漁業は非常に厳しい状況下にあり

ます。今後の各地域漁業の担い手の確保や漁業
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振興を図るため、何らかの対策が必要と考えて

おりますが、その取組について、お尋ねをいた

します。 

 4、災害対策について。 

 （1）雲仙直轄砂防事業完了後の施設管理に

ついて。 

 雲仙直轄砂防事業については、令和2年度に

完了するとお聞きをしておりますが、「雲仙・

普賢岳噴火災害」から30年近くなる現在におい

ても、いまだ山麓には多くの火砕流堆積物と、

山頂には溶岩ドームが不安定な状態で存在して

います。溶岩ドームは、不安定な状態で微動を

続けていることから、地震による崩壊の危険性

や、火砕流堆積物を起源とした大雨による土石

流の発生も懸念されています。 

 現時点では、令和2年度の砂防事業の完了を

もって、雲仙直轄砂防事業の施設管理等につい

て県へ移管する方針と伺っております。 

 先ほどから述べましたとおり、不安定な溶岩

ドームや大雨による土石流の発生などが懸念さ

れており、立入禁止されている警戒区域の中で、

これらに対応するには高度な知見、技術力、即

応力が必要であります。また、島原半島3市で

も、引き続き国による施設の管理運営を要望さ

れています。 

 そこで、この事業完了後の施設管理について、

県の考えと今後の取組について、お尋ねをいた

します。 

 （2）極楽谷・炭酸水谷における治山ダム建

設について。 

 長崎県においては、雲仙地域防災対策総合治

山工事は、本年度で完成、終了の予定となって

います。 

 昨年7月に、雲仙地区治山対策検討委員会か

ら県知事へ提出された提言書では、「過去に設

置された4基の治山ダム工に新たに3基の治山ダ

ム工が加わり、浸食を抑制し土砂の流れを整え

る機能は一段と向上したと考えられる。しかし、

谷は引き続き不安定な状況にあり、7号治山ダ

ム完成後数年は、浸食による地形変化や土砂流

出状況について観測及び調査を実施し、結果を

見極め、必要に応じて追加対策を検討すべきで

ある」と提言をされています。 

 近年、私たちを取り巻く環境は変化をし、温

暖化が起因と考えられる豪雨による災害等が頻

発しています。雲仙・普賢岳でも降雨による大

小の土石流は毎年発生しており、地域住民の不

安は解消されていません。 

 このような状況を踏まえながら、県として、

極楽谷・炭酸水谷における治山ダム建設につい

て、どのようにお考えでしょうか、お尋ねをい

たします。 

 5、交通安全対策について。 

 （1）本県の高齢者ドライバーの事故状況と

免許返納状況について。 

 車社会が発展する一方で、全国的に高齢者に

よる交通事故が増加をし問題となっております。

高齢者ドライバーの事故や逆走などの危険運転

が連日のように報道されています。 

 ただ、高齢者ドライバーの事故を防ぐために

は、単に免許を返納してもらうだけでは解決は

しません。 

 一般的に高齢になると運動神経や体力、判断

力及び認知力の低下が考えられ、事故の可能性

が増すと言われています。併せて認知症の問題

も懸念されるような状況の中、今後、高齢者ド

ライバーは、車の運転とどう向きあえばいいの

か、考えなければならない時にきていると思い

ます。 

 そこで、本県の高齢者ドライバーの事故状況
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と免許返納状況について、お尋ねをいたします。 

 通常は、高齢に伴い外出の機会は減少してい

きますが、地域によっては仕事や病院への通院、

日常の買い物など、ニーズは高い状況にありま

す。そのため、地方においては、高齢者の自動

車の運転については、その関係について細かく

配慮していかなければいけないと考えています。 

 移動の自由の確保なしに免許返納問題は進み

ません。事故などを考えて返納しなければなら

ないと思うものの、返納してしまうと日常生活

がままならない状況にあり、このような地方の

実情を鑑みて、高齢者ドライバーの対策を打ち

出す必要があります。 

 何とか、少しでも高齢者ドライバーによる事

故を減少させるような講習や対策を考えていた

だければと思いますが、どのようにお考えで

しょうか、お尋ねをいたします。 

 以上で、檀上よりの質問を終らせていただき

ます。 

 なお、答弁次第によりまして、再質問を対面

演壇席より行わせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 大場議員のご質

問にお答えをいたします。 

 島原道路の進捗状況と今後の見通しについて

のお尋ねでございます。 

 島原道路は、地域間の交流と連携を図り、産

業振興や地域活性化を目指すうえで極めて重要

な道路であり、現在、国で1工区、県で4工区の

整備を進めているところであります。 

 また、半島内で唯一の未着手区間となってお

ります島原市有明町から雲仙市瑞穂町間の約10

キロメートル区間については、これまで事業化

に向け国と協議を重ねているところであります。 

 特に、今年度は、令和2年度の新規事業化に

ついて、関係4市及び地元経済界とともに国土

交通省や財務省に対して要望活動を5回実施し、

そのうち3回は私も参加いたしました。 

 直近の2月12日の要望においては、国も島原

道路の重要性を十分認識していただいていると

いう感触を受けたところであり、引き続き、気

を緩めることなく新規事業化の実現に向けて全

力を注いでまいりたいと考えているところであ

ります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 正樹君） 私から、

2点お答えをいたします。 

 まず、インバウンド対策の取組についてのお

尋ねでありますが、国内人口の減少が見込まれ

る中、インバウンドの受入れ拡大は重要な施策

であり、これまでもさまざまな事業を推進して

まいりました。 

 具体的には、県内宿泊施設の約 6割で   

Ｗｉ−Ｆｉ環境が整備済みとなっているほか、

多言語コールセンターの運用も昨年度から始め

ております。 

 また、魅力ある観光まちづくりを進めるため、

より市場ニーズを踏まえながら付加価値を高め

られるよう、本県を訪れた外国人旅行者の声を

市町や関係団体と共有し、受入れ環境の整備や

観光資源の磨き上げに取り組んでいるところで

ありまして、今後、さらに地域の主体的な取組

を促進してまいりたいと考えております。 

 さらに情報発信につきましては、海外現地に

おいて、他県と比較して本県の情報発信が少な

く、認知度が低下しているとの指摘を受けてい

ることから、メディアや旅行会社などとも連携

した現地プロモーションを強化するとともに、
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新たにターゲットを絞り込んだ動画広告等の配

信、検証を行うデジタルマーケティングにも取

り組むこととしております。 

 引き続き、市町や関係機関と連携しながら、

インバウンドの受入れ拡大に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次に、東京オリンピック・パラリンピック終

了後の誘客拡大につなげるための期間中のイン

バウンド対策についてのお尋ねでありますが、

オリンピック・パラリンピックでは、世界中の

注目が日本に集まりますことから、本県の魅力

を発信する絶好の機会だと考えております。 

 そのため、これまでも東京を訪れた方々に本

県を周遊していただけるよう、東京都や九州各

県と連携して専用のＷｅｂサイトの開設やメ

ディア、ブロガーの招聘などにも取り組んでき

ているところであります。 

 また、大会開催期間中につきましては、「日

本橋 長崎館」において、外国人向けに本県の

魅力をＰＲするほか、日本政府観光局が都内に

開設するメディアセンターの中に九州観光推進

機構などと連携してＰＲブースを設け、昨年11

月のローマ教皇台下のご来県や世界遺産、平和

など広く海外に訴求できるテーマを中心に発信

してまいりたいと考えております。 

 さらに、東京で実施する各種ＰＲでは、本県

の魅力に関するアンケートも実施をいたしまし

て、今後のインバウンド対策に活かしますとと

もに、今年度から新たに取り組むデジタルマー

ケティングなど、各市場の特性に応じた情報発

信の充実、強化を図ることによって、大会終了

後のインバウンドのさらなる誘客拡大につなげ

てまいりたいというふうに考えております。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 私の方から、

3点お答えさせていただきます。 

 まず、新型コロナウイルスによる国内旅行へ

の影響についてのお尋ねでございますが、全国

的なスポーツ、文化イベントの中止、延期など、

あるいは乗り物などの閉鎖空間を避ける傾向の

高まりから、国内観光についても旅行控えの状

況となっております。 

 修学旅行につきましても、大手旅行会社から

は、数千名規模でのキャンセルや、延期につい

て調整中の学校があると伺っております。今後

もさらにキャンセルが拡大していくおそれもあ

りますので、関係者と連携して修学旅行の動向

など情報収集に努めるとともに、感染症が収束

に向かう際には時機を逸することなく、一人で

も多くの観光客に本県においでいただけるよう、

旅行会社との連携や情報発信など効果的な誘客

対策を講じてまいります。 

 次に、「宿フェス」への参加を検討してはど

うかとのお尋ねでございますが、東京オリン

ピック・パラリンピック大会期間中は、東京都

内において、全国各地域をＰＲするイベントが

複数開催されますが、ご提案の「宿フェス」に

つきましては、47都道府県のホテル・旅館関係

者が一堂に会し、観光や物産をメインに各地域

の魅力を発信できる場になると考えております

ので、関係者とも相談しながら、参加に向けて

の準備を進めてまいりたいと考えております。 

 最後に、アクセシビリティを推進する取組に

ついてのお尋ねでございます。 

 「アクセシビリティ」の推進につきましては、

平成26年度の「長崎がんばらんば大会」を契機

として県内観光地等のバリアフリーマップを制

作したほか、平成27年度からは、バリアフリー

調査や情報発信、周遊ルートの開発、さらには

機運醸成に向けたセミナーやモニターツアーな
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どを官民が連携する形で実施してまいりました。 

 来年度からは、長崎空港におけるワンストッ

プ窓口の開設支援など、これまでの取組をさら

に強化し、高齢者等が安心して旅行を楽しむこ

とができる観光地となるよう受入れ環境整備を

図っていくこととしておりますが、ご提案のバ

リアフリー化に取り組む宿泊施設への補助につ

きましては、国による支援制度が整備されてお

りますので、当面は、この制度の活用に向け積

極的な働きかけを行うことで施設のバリアフ

リー化を促進してまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 宿泊事業者との災

害協定締結について、どのように考えるかとの

お尋ねですが、大規模災害時には、被災された

多くの住民の皆様が体育館等の避難所に避難さ

れますが、高齢者や障害者、乳幼児などの要配

慮者に対する支援は重要な課題であると認識し

ております。 

 要配慮者のうち、専門的支援や援護の必要性

の高い方は、福祉避難所への受け入れを行いま

すが、健康上の特段の配慮等が必要な方につい

ては、災害関連死などの二次被害防止の観点か

らも、宿泊設備や食事提供が可能な旅館、ホテ

ルに受け入れることは大変有用であると考えて

おります。 

 県としましては、今後、市町や旅館、ホテル

の宿泊事業者団体と協議を重ねながら、協定締

結に向けて前向きに検討してまいります。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 振興局の再編に関し

てのお尋ねでございます。 

 県南地区の長崎、県央、島原の各振興局庁舎

は、いずれも築50年以上が経過して老朽化が進

み、近いうちに建て替える必要があります。 

 また、平成20年3月に「長崎県地方機関再編

の基本方針」を策定し、最終的には県南地区の

地方機関を一つの総合地方機関に集約すること

としましたが、庁舎確保の必要があるため、現

段階では再編の途中段階にあります。 

 このため、今後の方向性について、昨年12月

に県の考え方を取りまとめ、県南地区を集約す

る新庁舎は諫早市に建設することとしたところ

です。 

 また、再編に当たっては、島原地区におきま

しては、県民の皆様への行政サービスの低下を

招かないように、税務関係窓口、保健所、土木

施設の維持管理機能等を配置するとともに、基

幹産業であります農林水産業の普及指導のほか、

雲仙・普賢岳関連などの災害対応や島原道路等

の大規模プロジェクトに関する業務などについ

て、必要な機能を配置することと考えておりま

す。 

 今後、県議会や各市町等のご意見もお伺いし

ながら、さらに検討を加え、来年度中をめどに

再編の実施案を策定し、庁舎の設計、建設を経

て、令和7年ごろの再編実施を目指してまいり

ます。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(前川謙介君） 新たな過疎

法制定に向けた積極的な取組についてのお尋ね

でございます。 

 過疎地域の振興につきましては、昭和45年に

「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、

4次にわたる特別措置法が制定され、この間、

交通・情報通信、生活環境の基盤整備、産業の

振興など一定の成果を上げてきたところでござ

います。 

 島原半島3市におきましても、過疎対策事業

債を活用し、簡易水道や道路、港湾の整備、病
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院建設などのハード事業、保育料の補助、乳幼

児の医療費給付、遠距離通学支援などのソフト

事業に積極的に取り組まれてきたところであり、

県内過疎地域の生活基盤を支えてきた大変重要

な制度であると認識しております。 

 本県は、県土の面積の約7割が過疎地域と

なっており、他の地域と比べて人口減少が急速

に進むなど、過疎地域を取り巻く環境は依然と

して厳しく、引き続き、総合的な過疎対策が不

可欠であると考えております。 

 これまでも政府施策要望などにおいて、新た

な過疎法の制定をはじめ、「みなし過疎」など

市町村合併に関する特例の堅持、過疎対策事業

債の拡充などを強く訴えてきたところでありま

す。 

 本年度末には国の過疎問題懇談会から提言案

が示される予定であり、今後数カ月間が特に重

要な時期となることを踏まえ、引き続き、県内

関係市町とも連携し、国や国会議員等への働き

かけを積極的に行ってまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長(西川克己君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 東京2020パラリ

ンピックのキャンプ受入れに当たっての県の支

援についてのお尋ねでございます。 

 議員ご指摘のとおり、島原市の積極的な誘致

活動により、ドイツ・パラリンピック陸上競技

の事前キャンプの実施が決定をいたしました。 

 パラリンピックのキャンプ受入れにおいては、

競技施設や宿泊施設のバリアフリー対応が重要

であると認識しておりますが、このことにつき

ましてはドイツ側から高い評価を得ていると聞

いております。 

 県としましては、これまで関係市と共同で進

めてきたオリンピックの事前キャンプと同様に、

経費面での支援をはじめ、選手団が安心してト

レーニングし、滞在できる環境の提供、さらに

は今回のキャンプ受入れが今後のドイツと本県

との国際交流の発展につながるよう、地元島原

市や県スポーツコミッション、関係団体等と連

携して取り組んでまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 私から、5点お答え

をいたします。 

 まず、エヌの派遣就労が計画より遅れた要因

と現在の就労状況、今後の取組についてのお尋

ねでございます。 

 株式会社エヌにおいては、従来からベトナム

国立農業大学との連携を進めてきたことから、

ベトナム国からの技能実習生ＯＢの受入れを前

提に準備をしてまいりましたが、二国間取り決

めの締結が遅れたこと、送り出しルールを定め

たガイドラインが策定されていないことから、

農家への派遣が実現できておりません。 

 一方で、農家からは多くの要望があるため、

エヌでは、既に体制が整っているカンボジア国

からの受入れ準備を進め、12月23日からＪＡ島

原雲仙に2名を派遣し、就労を開始したところ

であります。 

 2月末現在、カンボジア人16名が特定技能外

国人として島原地域で就労し、露地野菜や施設

野菜の収穫作業に従事しておりますが、作業や

日本語の能力も高く、受け入れたＪＡ等から高

く評価をされております。 

 エヌでは、さらに4月ごろまでにカンボジア

人10名程度の受け入れを進め、県内への円滑な

派遣に取り組むこととしております。 

 県といたしましては、昨年10月に受入れ市町

連絡協議会を設置した島原地域をモデルとして、

今後、県下各地域に取組を広げていきたいと考
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えております。 

 次に、厳しい経営状況にある肥育農家への対

応策についてのお尋ねでございます。 

 肥育経営は、近年の子牛価格の高止まりに加

えて、特に、需要期である11月以降の国内消費

の低迷などにより枝肉価格が低下し、大変厳し

い状況にあると認識しております。 

 一方、枝肉価格は、Ａ5ランクの価格は一定

維持していることから、経営対策と併せて上物

率を高める肉質向上対策に取り組むことが重要

と考えております。 

 このため、県では、経営対策として農業近代

化資金などの資金繰り対策や、肥育経営内で子

牛生産を行う一貫生産の推進などに努めている

ところであります。 

 また、肉質向上対策としましては、脂肪交雑

やオレイン酸などのうまみ成分に優れた高品質

子牛の生産拡大、子牛の飼養管理技術の改善に

取り組むとともに、地域内一貫体制構築や肥育

期間短縮によるコスト縮減対策を推進し、肥育

経営の安定・向上につなげてまいりたいと考え

ております。 

 次に、長崎和牛の国内販売、輸出の強化につ

いて、県としてどう考えているのかというお尋

ねでございます。 

 現在の長崎和牛の流通は、県内や関西地域量

販店等の需要に応じた国内流通が中心となって

おり、輸出については、香港やシンガポール等

に対して、平成30年度14.7トン、約1億500万円

で、全体流通量の1％未満にとどまっておりま

す。 

 一方で、今後、国際的な貿易ルールの進展や

人口減少の影響により国内での販売環境はさら

に厳しくなることが想定され、販路を海外に求

めることは重要と考えております。 

 このため、増頭等による長崎和牛のロット拡

大とともに、海外指定店の拡大やバイヤーの産

地招聘による販路開拓、ＰＲ事業による銘柄確

立の取組を進めながら、国内外の市場動向を踏

まえ、輸出を含めた流通のあり方について、生

産者や農業団体、流通業者と協議を進めてまい

りたいと考えております。 

 次に、食肉センターの現状と今後の取組につ

いてのお尋ねでございます。 

 牛肉の輸出については、輸出相手国が定めた

衛生管理基準等に対応した食肉処理施設が必要

でございますが、現在、県内では、タイやベト

ナムへの輸出が可能な施設はあるものの、輸出

が伸びております香港や米国には対応できてい

ない状況であります。 

 香港や米国への輸出には、施設の大規模改修

工事、または新設が必要であり多額の費用を要

すること、現在の出荷頭数では採算が見込めな

いことなどから、現状では対応は困難と考えて

おります。 

 一方、県内5カ所の食肉センターは、それぞ

れ老朽化や用地不足等の課題を抱えていること

から、今後、長崎和牛の増頭及び流通対策の検

討と併せて、施設関係者や生産者団体と輸出を

含めた施設整備のあり方について協議を進めて

まいりたいと考えております。 

 最後に、極楽谷・炭酸水谷における今後の治

山ダム建設の考え方についてのお尋ねでござい

ます。 

 極楽谷・炭酸水谷における治山ダム完成後の

対応につきましては、「雲仙地区治山対策検討

委員会」からの提言に基づき、観測及び調査を

実施することとしております。 

 具体的には、現地の地形変化等を把握するた

め、ドローン等による定期観測を四半期ごとに
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実施するとともに、一定規模の降雨等があった

場合には、土石の流出状況を確認するため、臨

時観測を実施いたします。 

 その結果、現地状況に大きな変化があった場

合は、検討委員会の意見を伺いながら、新たな

治山ダムの建設も含め、必要に応じた追加対策

を検討してまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） 私の方から、2点お

答えいたします。 

 まず、ヒラメやクルマエビの漁獲減への対応

についてのお尋ねですが、有明海の重要資源で

あるヒラメやクルマエビについては、年により

漁獲の変動があり、特に、令和元年の落ち込み

が大きいと島原市の漁協から伺っております。 

 県では、底生魚介類の資源回復を図るため、

引き続き地元要望を踏まえながら、海底に酸素

を供給して漁場環境を改善する海底耕うんを継

続して実施するとともに、有明海関係4県が共

同で行う湾奥部での人工種苗の放流や放流場所

及び時期の見直しなど、より効果的な放流技術

の開発に取り組んでまいります。 

 次に、漁業の担い手の確保や漁業の振興に向

けた長期的な取組についてのお尋ねですが、本

県水産業においては、漁業就業者の減少と高齢

化が進行し、今後も就業者の減少は避けがたく

非常に厳しい状況にあります。 

 このような状況の中、今後の施策の方向性と

しては、生産を支える担い手を確保するととも

に、個々の漁業者の生産性と所得を向上し、県

全体の生産規模を維持することが重要と考えて

おります。 

 このため、今般策定する「第二期長崎県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」では、新規就

業者の確保・育成、漁業所得向上や雇用確保に

向けた経営力強化、輸出などの需要に対応した

養殖業の成長産業化、国内外への販路強化等の

各施策を推進していくこととしております。 

 さらに、令和3年度からの次期長崎県水産振

興基本計画の策定に当たっては、漁業者をはじ

め関係者の皆様方のご意見を伺いながら、より

具体的な取組を盛り込んだ実効性のある計画と

なるよう検討を進めてまいります。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 雲仙直轄砂防事業完

了後の施設管理についての県の考えについての

お尋ねですが、水無川、中尾川及び湯江川で行

われてきました雲仙直轄砂防事業については、

施設の整備がほぼ完了し、事業は令和2年度で

終了する予定であります。通常であれば、事業

終了後は県に管理が移管されることとなります。 

 3つの渓流のうち中尾川、湯江川については、

一般的な砂防施設のため、県で管理を行ってい

くことを考えております。 

 一方、水無川流域については、人が立ち入れ

ない警戒区域がいまだ設定されており、また、

地震や大雨などにより、溶岩ドームの崩壊や土

石流が発生する大きなリスクが残されています。 

 このため、警戒区域内では無人化施工により

土砂撤去を行い、溶岩ドームの変動を精緻に監

視するなど、国の高度な技術力や機動力を活用

し直轄で管理することが不可欠と考えておりま

す。 

 現在、直轄管理が認められておりますのは、

全国では桜島火山砂防のみでありますが、県と

しましては、雲仙火山砂防の特殊な事情を考慮

し、直轄管理が実現できるよう、島原半島3市

と連携し国へ強く働きかけているところであり

ます。 

〇副議長(西川克己君） 警察本部長。 
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〇警察本部長(迫田裕治君） 高齢運転者の事故

状況と免許返納状況並びに事故抑止のための取

組はとのお尋ねですけれども、本県の令和元年

中における高齢運転者の方が加害者となった交

通事故につきましては、発生件数が1,005件で

ありまして、前年と比べて67件の減少となって

おります。 

 しかしながら、免許人口10万人当たりでの死

亡事故を発生させた件数を比較してみますと、

高齢運転者が引き起こした事故は、その他の世

代と比べて約1.5倍の発生割合となっておりま

す。 

 また、高齢運転者の方で運転免許を自主返納

された方は、暫定値でありますけれども、昨年

は5,736人ということでして、前年と比べて

1,695人の増加となっております。 

 そうした交通情勢を踏まえまして、県警にお

きましては、高齢運転者の方に安全な運転をし

ていただくために、高齢者が参加、体験、実践

できる運転者疑似体験型集合教育装置という機

器を用いた交通安全教育、また、交通事故歴を

有する高齢者宅への警察官の訪問を通じた個別

の交通安全教育を行っております。 

 さらに、自治体、関係機関、団体などと連携

した安全運転サポート車の普及啓発、運転免許

の取得、更新、返納に関する相談を含めた安全

運転相談の実施なども推進しているところでご

ざいます。 

 今後とも、関係機関、団体の皆様方のご協力

をいただきながら、高齢運転者による交通事故

の抑止に努めてまいります。 

〇副議長(西川克己君） 大場議員―14番。 

〇１４番(大場博文君） ご答弁いただきまして、

ありがとうございました。 

 中には本当に納得する、ありがたく前向きな

答弁もありましたが、また一方では、もう少し、

もうちょっと私も頑張って、今後、続けていか

なければいけないかなというふうな答弁もあっ

たようでございます。 

 若干時間がございますので、再質問をさせて

いただきます。 

 まずは、インバウンド対策であります。 

 今年を含めて、多くの外国人客がこの日本に

来られました。ただ、今回の新型コロナウイル

スというのは、本当に出鼻をくじかれたような

形で、非常に残念でなりません。 

 そういった例外を除きまして、本県に来られ

る外国人観光客は、本当に年々伸びを示してお

りました。ただ、その中にはクルーズ船の外国

人客を含むということでありまして、実際の数

として、この長崎県に観光で訪れる数は一体い

かほどなのかなというのが、ちょっと不思議に

思うところであります。 

 これから外国人を伸ばしていくうえでは、や

はり直で長崎に来ていただく、一つはクルーズ

船の活用というのもありますが、もう一つは空

からということで、長崎空港の活用は、私は絶

対に必要だというふうに思っております。 

 先日、九州観光推進機構の石原会長と九州観

光議連幹事会、福岡で意見交換をする場があり

ました。そこで石原会長は、今、4,000万人の

訪日外国人客、将来的には8,000万人といわれ

る中で、九州においてもその流れに乗り遅れな

いような対策をとっていきたいというふうな話

でありました。 

 そこでおっしゃったのが、これからインバウ

ンド対策に対して重要になってくるのが、各地

にあります空港の活用だと、やはり直行便をい

かに呼び込めるかで、今後、インバウンドに対

する伸び率は変わってくるというふうな認識を



令和２年長崎県議会・２月定例会（３月４日） 

 ― 156 ―

示されました。 

 そこで、この長崎の現状を考えて、長崎空港

と、広く、今、非常に取組を強められておりま

すが、長崎空港の利活用については、さらなる

取組が必要と考えておりますけれども、それに

向けた取り組み、考えについて、改めてお尋ね

をいたします。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 正樹君） 長崎空

港の国際航空路線につきましては、本県を訪れ

る外国人観光客の約8割を占めております東ア

ジアの4か国・地域を中心に路線の拡大に取り

組んできております。 

 具体的には、昨年就航40周年を迎えました上

海線では、夏に取り組んだ臨時チャーター便が

好調であったことなどから、本年2月から、さ

らに定期便の増便が実現をしているところでご

ざいます。 

 また、新規の路線といたしましては、台湾線

の誘致に、特に重点的に取り組んでおりまして、

昨年の連続チャーター便に続いて、現在は、本

年夏ごろの連続チャーター、あるいは定期便化

の実現を目指して航空会社等と協議を重ねてい

るところでございます。 

 さらに、現在、訪日旅行市場として拡大をし

ております東南アジアのエリアにつきましては、

歴史的なつながりやキリシタン関連遺産など、

誘客拡大に向けて本県の強みを活かせるベトナ

ム、あるいはフィリピン、こういったところを

中心にチャーター便の誘致に取り組んでいると

ころでございます。 

 議員ご指摘のように、現在は、日韓関係、あ

るいは新型コロナウイルスの感染拡大など、取

り巻く環境は大変難しい状況にありますけれど

も、本県の国際航空路線の維持拡大につきまし

ては、こうした影響も十分に見極めながら、今

後も積極的に取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

〇副議長(西川克己君） 大場議員―14番。 

〇１４番(大場博文君） ぜひ、しっかりとした

取組をお願いしたいと思います。 

 九州管内で、先日、宿泊関係者、観光関係者

の皆様とも意見交換をさせていただきましたが、

ようやく長崎県も、以前から言うドル箱路線、

香港であったり台湾であったり、ようやく長崎

にも乗り入れが決まってきたということで非常

に喜ばれていました。 

 ただ、これは正直申しまして、他県からいう

と非常に遅れての参入になっておりますので、

いわばインバウンドで香港、台湾から来られる

お客様の中で、ほかの県とは非常に離されてい

る状態である。やはりそこの部分をもっと埋め

ていくような対策等が必要かと、もっと積極的

に動いていただきたいと思いますし、これは情

報が一番でございます。いち早い情報をつかん

で、そこにセールスがかけられるような努力を

していただきたいと思います。 

 今、他県の取組をお聞きしたら、やはりお隣

の佐賀県、また北九州とかは、そういったイン

バウンド、直行便に向けた対策、取組というの

は非常に力を入れているという話でありますの

で、本県もそういった流れと、また、そこに負

けないような取組として、引き続き取り組んで

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 次に、東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク期間中、終了後の誘客ＰＲ対策について、期

間中は確かにそうでありまして、ぜひお願いし

たいと思います。 

 ただ、そこで一点懸念されますのが、これは
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過去のオリンピックの大会でよく見受けられま

すのが、オリンピック開催期間中というのは、

そのオリンピックを見に全国、また世界から来

られたうえで、その間の旅費であるとか宿泊費

が非常に高騰するという現象が起きております。 

 インバウンドの需要と国内観光の需要は、そ

ういった関係で抑制される傾向にあると思いま

すので、そういった期間中の本県観光客の減少

ですね、国内旅行がなくなるとか、海外旅行が

なくなるとか、そういった本県観光の振興のた

めに事前対策が必要と考えますけれども、そう

いった対策については何かお考えでございま

しょうか。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 東京オリン

ピック・パラリンピックの大会期間中は、ちょ

うど夏休み期間とも重なりますので、本県の自

然、特に、しまの魅力を活かした体験プログラ

ム付きのファミリー向け旅行商品等の造成、販

売を進めていきたいと思っています。 

 また、交通費高騰の影響の少ない地域、特に、

福岡地域でのＰＲにも力を注いでまいりたいと

考えております。 

 また、大会終了後、秋の行楽シーズンが始ま

りますけれど、それに向けましては、4月から

九州観光推進機構主催の旅行会社向けの観光素

材説明会がございますので、そこで積極的に本

県を売り込み、併せて独自に旅行会社へのセー

ルス活動も強化するなどして、本県への誘客活

動に積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

〇副議長(西川克己君） 大場議員―14番。 

〇１４番(大場博文君） ぜひ、お願いしたいと

思います。 

 やはりそういった宿泊関係者で、今回の新型

コロナウイルスにより、その減少を含めて、大

会があったとしても、非常に大会は盛り上がる

と思います。国内で、海外からも多くのお客様

が来られて、日本の経済の需要も非常に高まる

と思いますが、その一方で、高まりが集中する

一方で、地方においてはそういった動きがなく

なったりとか、もしくは旅行するのに非常に高

い旅費であったりとか、そういうふうな懸念が

消えないということでありますので、そういっ

た対策はしっかりととっていただければという

ふうに思います。 

 先ほど部長がおっしゃったとおり、夏休み期

間中ですので、一つの方法として考えられるの

は、遠くに行くのではなく、要はファミリー客

を目指して九州管内の旅行商品を増やすとか、

また、離島に行ける商品を増やすとか、そう

いったことでの対策も考えられると思いますの

で、ぜひご検討をよろしくお願いをいたします。 

 次に、漁業の振興についてであります。 

 今の漁業者は本当に、要は魚が捕れない、魚

価も非常に安いということで厳しい状況にある

とお聞きをしておりまして、そういった中で各

組合等々も厳しい経営状況にあるということで

ございます。 

 本日午前中にも、組合の再編や合併の話が出

ましたけれども、こういった傾向というのは続

くものでしょうか。県として、将来的な漁業振

興策、また、各地の漁業の存続に向けた取組に

ついて、何かお考えでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） 漁業者の所得向上や

水産物の販売力強化といった施策を推進してい

くためには、漁業者の活動や漁村地域を支える

漁協が、その役割を十分に果たしていくことが

重要と考えています。そのためには、経営基盤
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の弱い小規模な漁協の合併を推進する必要があ

ると考えております。 

 現在、協議を進めている地区の漁協合併の実

現と合併効果の着実な発現を図りながら、地域

の実情に応じたきめ細やかな指導、助言により、

漁協合併の動きを県内全域に広げていきたいと

考えております。 

〇副議長(西川克己君） 大場議員―14番。 

〇１４番(大場博文君） ありがとうございます。 

 先般もお話を伺った時に、今からそういった

将来的なことを考えておかないと、もう身動き

がとれない時がくるかもしれないと、そういう

ふうな認識をお持ちでございました。ですので、

これから先、長崎のこの漁業を守るために、

しっかりとした考えをもって取組をお願いした

いと思います。 

 若干時間が残っておりますが、私の質問はこ

れで終了させていただきます。 

 ただ、今回の新型コロナウイルスの対策につ

いて、県におかれましては、非常に大変な中、

ご尽力いただいておりますことに感謝を申し上

げます。 

 ただ、そういった中で、昨日も九州管内にて

新たな発生が発表され、県民の皆様も本当に不

安だと思います。 

 知事におかれましては、大変だと思いますが、

この長崎県では一件も発生させないと、そう

いった気持ちをもって、しっかりとした取組を

お願いしたいと思います。 

 私、また議会としても、そういった取組に

しっかりとお手伝い、また、ともに頑張ってい

きたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 以上で、終わります。（拍手） 

〇副議長(西川克己君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時５９分 散会 ― 
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１９番 深 堀 ひろし 君

２０番 山 口 初 實 君

２１番 近 藤 智 昭 君

２２番 宅 島 寿 一 君

２３番 松 本 洋 介 君

２４番 ご う まなみ 君

２５番 山 本 啓 介 君

２６番 前 田 哲 也 君

２７番 山 本 由 夫 君

２８番 吉 村   洋 君

２９番 大久保 潔 重 君

３０番 中 島 浩 介 君

３１番 浅 田 ますみ 君

３２番 山 田 博 司 君

３３番 堀 江 ひとみ 君

３４番 山 田 朋 子 君

３５番 西 川 克 己 君

３６番 外 間 雅 広 君

３７番 瀬 川 光 之 君

３８番 坂 本 智 徳 君

３９番 中 村 和 弥 君

４０番 徳 永 達 也 君

４１番 中 島 ● 義 君

４２番 溝 口 芙美雄 君

４３番 中 山   功 君

４４番 小 林 克 敏 君

４５番 田 中 愛 国 君

４６番 八 江 利 春 君

説明のため出席した者 

知 事 中 村 法 道 君

副 知 事 上 田 裕 司 君

副 知 事 平 田   研 君

統 轄 監 濱 田 厚 史 君

危 機 管 理 監 荒 木   秀 君

総 務 部 長 平 田 修 三 君

企 画 振 興 部 長 柿 本 敏 晶 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

県 民 生 活 部 長 木 山 勝 己 君

環 境 部 長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 中 田 勝 己 君

福 祉 保 健 部

こども政策局長
園 田 俊 輔 君

産 業 労 働 部 長 廣 田 義 美 君

水 産 部 長 坂 本 清 一 君

農 林 部 長 中 村   功 君

土 木 部 長 岩 見 洋 一 君

会 計 管 理 者 野 嶋 克 哉 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

企画振興部政策監 前 川 謙 介 君
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文化観光国際部政策監 浦   真 樹 君

産業労働部政策監 貞 方   学 君

教 育 委 員 会 

教 育 長 
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員 髙比良 末 男 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 中牟田 真 一 君

公安委員会委員長 片 岡 瑠美子 君

警 察 本 部 長 迫 田 裕 治 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長 

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

警察本部総務課長 多 田 浩 之 君

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

次長兼総務課長 柴 田 昌 造 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

─ 午前１０時 ０分 開議 ─ 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

おはようございます。 

 今日は、本定例会の一般質問の最終日であり

ます。 

 改革21、社会民主党の坂本 浩でございます。 

 質問通告に基づきまして、一問一答で行いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 1、被爆75年の平和・被爆者行政について。 

 （1）核廃絶へ向けた被爆県・長崎の取り組

み。 

 ①節目の年の決意と具体的な平和事業の内容

は。 

 本年は、広島、長崎への原爆投下から75年の

節目の年を迎えます。 

昨年11月には、ローマ教皇が来崎をされ、爆

心地から核兵器廃絶へ向けた力強いメッセージ

を発信されました。 

 また、核軍縮を目指す唯一の多国間条約であ

るＮＰＴ（核不拡散条約）が発効して50年の年

でもあり、4月には、5年ごとの「ＮＰＴ運用検

討会議」が開かれます。 

 しかし、アメリカの核開発を担った科学者ら

が、1947年に始めた終末時計が地球滅亡まで残

り100秒になったことを、今年1月に発表しまし

た。 

 開始以来、最も滅亡に近づいた理由は、核戦

争と地球温暖化という2つの脅威に加え、世界

の指導者が、この脅威に対処するための国際的

な取組を弱めているからだと指摘しています。 

 前回、2015年の「ＮＰＴ運用検討会議」は、

中東の非核化をめぐり決裂、その後もアメリカ、

ロシアの2国間条約の失効、中国を含む大国の

核戦力の増強、2017年に国連で採択された「核

兵器禁止条約」をめぐる核保有国と非保有国の

対立など、条約が義務づける核軍縮交渉は、停

滞をしているのが現状でございます。 

 被爆県として、核廃絶へ向けた内外への発信

をはじめ、節目の年の取組をしっかり行うべき
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と考えます。 

 今定例会開会日の議案説明でも触れられてお

りますけれども、改めて知事の決意を伺います。 

 以降の質問につきましては、対面演壇席より

行います。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 坂本 浩議員の

ご質問にお答えいたします。 

 被爆75年の節目を迎えて、知事の決意のほど

はどうかとのお尋ねであります。 

 県では、これまでも核兵器のない平和な世界

の実現に向けて、国境や世代を越えて、原爆の

悲惨さ、非人道性を世界に訴え続けてまいりま

した。 

 こうした中、昨年11月には、ローマ教皇フラ

ンシスコ台下が、原爆落下中心地から核兵器に

ついてのメッセージを世界に向けて発信され、

平和を願う全ての人々に大きな勇気、励みを与

えていただいたところであります。 

 ご指摘のとおり、今年は、被爆75年を迎え、

5年に一度の「ＮＰＴ運用検討会議」が開催さ

れる年であり、加えて、東京オリンピック・パ

ラリンピックも開催されますことから、被爆の

実相をより多くの方々に理解していただけるよ

う、ローマ教皇のメッセージや被爆体験の県内

外への周知、さらに、核兵器廃絶に向けた活動

を積極的に推進していきたいと考えております。 

 被爆から75年の今年を節目の年と捉え、長崎

市や関係団体と連携し、「長崎の惨禍を再び繰

り返さない」との強い決意のもと、核兵器廃絶

と世界恒久平和の実現を目指してまいりたいと

考えております。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。  

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） ありがとうございまし

た。 

 それでは次に、知事の決意を受けた節目の年

の具体的な平和発信の事業について、お尋ねい

たします。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） 県では、

これまでも長崎市や関係団体と連携しながら、

留学生などを対象とした被爆体験講和や被爆遺

構巡りを行う平和大学、県内市町や県外大学へ

の被爆体験講和者の派遣、ナガサキ・ユース代

表団の育成など、地域や世代を越えて被爆の実

相の継承事業を実施してきておりまして、引き

続き取り組んでまいりたいと考えております。 

 さらに、来年度は5年に一度の「ＮＰＴ運用

検討会議」が国連本部で開催されますことから、

現地におきまして、会議参加者等に被爆の実相

を理解していただけるよう、長崎市やＮＧＯと

も連携しながら、ローマ教皇のメッセージを発

信いたしますとともに、核兵器廃絶の訴えを

行っていくこととしております。 

 併せまして、平和ミニコンサートなどのイベ

ントや県内市町と連携した原爆展の開催などに

よりまして、広く県民の皆様の平和意識の高揚

を図ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 「ＮＰＴ運用検討会議」

への派遣、あるいは被爆75年の節目の平和のイ

ベントなど、新規事業を含む取組については、

理解をいたしました。 

 各イベント等を通しまして、ぜひ県民をはじ

めとする世論の高揚を図るとともに、知事答弁

にもあるように、ローマ教皇のメッセージを活

かした被爆県の発信をさらに強めていただきた

いと、そういうふうにお願いを申し上げます。 
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 ローマ教皇のメッセージが手元にありますの

で、若干抜粋を紹介させていただきます。 

 「この場所は、人間が過ちを犯しうる存在で

あることを、悲しみとおそれとともに意識させ

てくれます。 

 もっとも深い望みの一つは、安全保障、平和

と安定の望みですが、核兵器の所有は、それへ

の最良の答えではありません。 

 ここは、核兵器が人道的にも環境にも悲劇的

な結末をもたらすことの証人であるまちです。 

 カトリック教会は、核兵器禁止条約を含め、

核軍縮に関する国際法原則にのっとり訴えてい

くでしょう。 

 核兵器のない世界が可能であり、必要である

という確信をもって政治家にお願いします。核

兵器は、安全保障の脅威から私たちを守ってく

れるものではない、そう心に刻んでください。」 

 ローマ教皇庁があるバチカンは、小さな国で

ありますけれども、歴代の教皇は、一貫して核

廃絶を訴えてきておりまして、核兵器禁止条約

の署名、批准は、世界で一番早かったというこ

とを付け加えさせていただきます。 

 ②ＮＰＴ運用検討会議や8月9日に向けた被爆

県からの発信は。 

 日本政府は、核兵器禁止条約への参加を残念

ながら拒み続けておりますけれども、唯一の戦

争被爆国として核保有国と非保有国の橋渡し役

を自認しており、「ＮＰＴ運用検討会議」では、

その役割を発揮することが求められています。 

 核兵器禁止条約が成立した後、日本政府は、

橋渡しの取組として、核保有国と非保有国のメ

ンバー17人で構成する「核軍縮の実質的な進展

のための賢人会議」を立ち上げて議論を重ね、

昨年10月に議長レポートが発表されました。 

 それぞれの言い分の羅列が多いものの、核軍

縮をめぐる立場の隔たりを橋渡しするための守

るべき原則として、核兵器の不使用の規範が明

記されています。 

 メンバーのお一人でもある、被爆者で、元長

崎原爆病院院長の朝長先生によりますと、「こ

の規範とは、核兵器は、人道上、実際には使え

ないという国際的な認識であり、その認識には

被爆者の存在が大きい」ということでありまし

た。 

 現在、アメリカ、ロシア、中国が実践で使え

る小型核の開発と配備を進める中で、ＮＰＴ運

用検討会議の合意へ活かすことが非常に重要で

あると考えます。 

 ぜひ、被爆県長崎からも、そのことを日本政

府へ要請していただきたいと思いますし、そし

て何よりも、ローマ教皇のスピーチにありまし

たように、被爆国として、この核兵器禁止条約

に参加すること、それも含めて被爆県としてあ

らゆる手段を使って国に要請をしていただきた

いと思います。 

 また、知事答弁にありましたように、8月9日

は、東京オリンピックの閉会式と重なっており

ます。最初にこのことを聞いた時は、この長崎

の「原爆の日」にお祭り騒ぎなんですかと耳を

疑いました。被爆者からも、「日程を変えるべ

きじゃないのか」というふうな意見もいただい

たところであります。（発言する者あり）しか

し、この日程が変わることは、恐らく厳しいん

だろうと。 

 であるならば、世界が注目するこのイベント

で、「1945・8・9長崎」をアピールする何らか

の取組ができないか、県のお考えと、何らかの

取組をするのであれば、そのことを改めて確認

をさせていただきたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 
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〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） 核兵器

禁止条約への参加につきまして、政府は、現実

の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、核

兵器保有国や核兵器禁止条約支持国を含む国際

社会における橋渡し役を果たし、現実的かつ実

践的な取組を粘り強く進めていくという考え方

を示しておられます。 

 今年4月に開催される「ＮＰＴ運用検討会議｣

は、まさに、そのような場でありますので、近

年の核軍縮を取り巻く状況が厳しい中、国にお

かれましては、しっかりと橋渡しの役割を果た

し、核兵器廃絶に向けて具体的な成果を上げて

いただくよう要請してまいりたいと考えており

ます。 

 また、今年の8月9日は、東京オリンピックの

閉会式に重なっているということで、長崎市と

ともに、閉会式での黙祷実施につきまして、東

京オリンピック組織委員会にこれまで要望を

行っているところでありまして、引き続き、こ

うした長崎の思いをしっかりと伝えてまいりた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 政府に要請する具体的

な中身の答弁をほしかったんですけれども、中

身については、今後、県の方でもぜひ考えてい

ただいて、具体的に日本政府が行動できるよう

な、そういう中身をぜひ要請をしていただきた

いと思います。 

 特に、この核兵器禁止条約への参加を求める

要請ですね。この間の県議会での議論等々を考

えますと、県としても、なかなか動きづらいと

いうのがあるのではないかなというふうに推測

はできますけれども、しかし、この条約は、恐

らく「ＮＰＴ運用検討会議」の後、早ければ今

年いっぱいには発効するのではないかと言う方

もいらっしゃいます。 

 そうすると、締約国会議があるわけでござい

ますので、日本政府として橋渡しをする意思が

強いのであれば、せめてこの締約国会議にはオ

ブザーバーとして参加をする、そのことによっ

て橋渡し役を果たしていくというふうなことを

含めて、ぜひお願いを申し上げます。 

 ③資料や証言の保存・活用など被爆体験継承

の課題をどう考えるか。 

 被爆から75年がたちまして、原爆の惨禍を証

言してきた被爆者の平均年齢は82歳を超えよう

としています。内外に核廃絶を訴えてきた被爆

者の存在は、大きいものがありますけれども、

現実問題として、そうした活動が年々厳しく

なっていくことは、否定できません。 

 被爆75年を機に、県としてもぜひ考えていた

だきたいのは、被爆資料や証言などの書籍ある

いは映像、そうしたものを系統的に保存・活用

することの必要性であります。 

 もちろん、長崎には「長崎原爆資料館」があ

りますし、そして、「国立長崎原爆死没者追悼

平和祈念館」、そうしたところにこれまで蓄積

されたものもありますけれども、長崎市以外の

市町にもさまざまなものがあると思いますし、

あるいは被爆後、被爆者の皆さん方が社会的に

非常に厳しい中で生きてきた、そうした資料、

あるいは被爆者援護法制定へ向けたさまざまな

活動の記録、各市町の被爆者援護対策に関する

さまざまな文書等も含めた資料の掘り起こし、

それらの資料がワンストップで探せるような仕

組みを構築していく必要があると思います。 

 本県には、公文書館はありませんけれども、

ぜひ、そうした機能の必要性も含めて検討すべ

きだと考えますけれども、県の認識をお尋ねい

たします。 
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〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(浦 真樹君） 被爆資

料や被爆証言につきましては、後世に被爆の実

相を伝えていくためも大変重要なものでありま

して、被爆者の高齢化が進む中、今後、どのよ

うにつなげていくのかというのは、大きな課題

であると認識しております。 

 現在、長崎市におきましては、2万点の被爆

資料が所蔵されておりますとともに、新たな被

爆資料の収集にも引き続き取り組まれているほ

か、その他の機関におきましても、議員ご指摘

のように、継続して体験記や証言映像などの収

集が行われ、長崎原爆資料館等における展示、

あるいはＷｅｂでの公開など、広く活用が図ら

れているところでございます。 

 議員ご提案の被爆体験を継承していくために

は、被爆資料の掘り起こし、あるいはより活用

しやすい仕組みづくりにつきましては、県、長

崎市のほか、「国立長崎原爆死没者追悼平和祈

念館」あるいは平和推進協会、そういったさま

ざまな関係機関も含めまして、それぞれの役割

分担や連携のあり方などにつきまして、今後、

具体的に協議をさせていただきたいと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 特に、私が先ほど申し

上げたように、長崎市以外の県内の市町、原爆

の被害というのは長崎市内だけではありません

ので、ぜひそういったところも含めて資料等々

の掘り起こしを、ぜひ関係機関などと連携を

取ってやっていただくようにお願いを申し上げ

ます。 

 （2）被爆体験者問題の解決に向けた取り組

み。 

 原爆被爆から75年、被爆者援護法が施行され

て25年が経過しても、いまだに12キロ圏内であ

りながら、場所によって被爆者と被爆体験者に

分かれている状況が続いています。 

 被爆時に川一本、道一本を隔てていただけで、

援護施策に大きな格差があること自体が非科学

的であり、非合理的だと言わざるを得ません。 

 被爆の体験者といわれる第二種健康診断受診

者証と精神医療受給者証の所持者は約1万3000

人、平均年齢は82歳になろうとしており、早急

に抜本的な解決を図る必要があります。 

 長崎被爆体験者事業は、2002年、平成14年か

ら開始されました。その後、県外居住者の除外、

医療給付の対象となる疾病の限定、医療受給者

証の名称変更など、制度が後退をしてきました。 

 開始当時の厚生労働省の、当時は厚生省だっ

たと思いますけれども、説明は、「不満はある

と思うけれども、とりあえずこれで開始をして、

限りなく、被爆者に近づける努力をしていく」

ということだったんですけれども、逆になった

というふうに認識せざるを得ません。 

 ①対象合併症の拡大や手続の簡素化など、被

爆体験者支援事業の課題に対する認識と取り組

みは。 

 そういう状況の中で、長崎県としても、さま

ざまな取組を国に要請していただいております

けれども、対象合併症の拡大や手続の簡素化、

被爆体験者事業の課題に対する認識と取組につ

いて、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 被爆体験者の皆

様方におかれましては、既に平均年齢が80歳を

超え、医療を必要とする方も多く、高齢によっ

て日常生活に支障を生じ、更新手続の対応が困

難などの課題があると考えております。 

 県としましては、県議会と一体となって国に
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対する要望活動を行い、医療費の助成対象とな

る合併症については、平成28年度に認知症をは

じめ、その後、脳血管障害、糖尿病の合併症が、

今年度からは新たに脂質異常症が追加され、医

療の充実が図られております。 

 また、手続の簡素化につきましては、平成30

年度から受給者証の更新を毎年から、3年に一

回に緩和されております。 

 引き続き、県議会と一体となり、被爆体験者

の実態に即した事業の一層の充実を国に対して

要望していきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 手続簡素化の問題です

けれども、今、部長が言われたように、高齢化

と、そして苦痛を伴うんですね、被爆体験者の

皆さんの場合は。いわゆるＰＴＳＤということ

で、精神的な医療機関にかからなければならな

いというふうな苦痛を伴う。 

 そういうこともありまして国に要望していた

だいておりましたけれども、これは第二種受診

者証も含めて自動更新というのは無理なのか、

そこら辺をぜひ国に再度要望をしていただきた

いと思います。 

 対象合併症の拡大についても、がんが多いと

いうふうなことを伺っておりますので、がんに

ついて、何としても拡大をしていただきたい、

あるいは枠そのものを撤廃をしていただくとい

うことも必要じゃないかなと思います。 

 あと、被爆体験の記憶がないという方は対象

になっているんですけれども、胎児が含まれて

いないという問題もあると思いますので、そう

いった問題について、再度、国の方に強く要望

していただきたいと思います。 

 ②ＰＴＳＤ関連の疾病に対する健康管理手当

の新設を国に要望できないか。 

 第一種健康診断受診者証を持つ、いわゆる

「みなし地域」の皆さんは、11の疾病にかかる

と、被爆者手帳が交付されまして健康管理手当

を受けることができます。 

 それでいいますと、被爆体験者の皆さん方も、

同じように疾病なわけです。ところが、医療の

給付はありますけれど、健康管理手当はありま

せんので、新たにＰＴＳＤ関連の疾病に対する

健康管理手当の新設を国に要望できないかと

思っているんですけれども、そこら辺はいかが

ですか。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） ご指摘の健康管

理手当につきましては、「原子爆弾被爆者に対

する援護に関する法律」に基づき、原子爆弾の

放射能に起因する健康被害に苦しむ方の健康の

保持等を図るため、被爆者のうち造血機能障害

等の疾病にかかっている者に対して、月額3万

4,770円を健康管理のために支給するものでご

ざいます。 

 一方、被爆体験者精神影響等調査研究事業は、

被爆による放射線の影響ではなく、被爆体験に

よる精神的要因に基づく精神疾患や対象合併症

に対して支援するものであり、被爆者援護法に

基づく健康管理手当と同等の手当の新設には課

題があると考えております。 

 県としましては、高齢化する被爆体験者の援

護を進めるため、医療の支給対象である合併症

の拡大や手続の簡素化など、喫緊の課題につい

て国に要望していきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 対象合併症の拡大は、

ほぼもう限界にきているというふうなことが、

恐らく厚生労働省の認識だと思います。 

 これ以上、対象合併症を拡大しないというこ



令和２年長崎県議会・２月定例会（３月５日） 

 ― 167 ―

とになると、今、部長がおっしゃったことがな

かなか進まない。根本的な問題の解決として、

当然、これは被爆体験者の皆さんを被爆者とい

うふうに認定すれば済むことなんですけれども、

そうなってない現状の中で、高齢、それから病

気を抱えるという中で、どう解決するか、一人

でも救済をしていくという立場に立つならば、

この枠の撤廃、あるいは健康管理手当とか、そ

ういうのはぜひ必要だというふうに思います。

国の考えはそうかもしれませんけれども、ぜひ

被爆県長崎として、もう一歩、踏み込んでいた

だきたいということを要望いたします。 

 ③新たな訴訟を提起しなければならない被爆

体験者の立場をどう認識しているか。今こそ長

崎市と歩調を合わせ被爆地域是正を国に要望す

べきだが、どうか。 

 被爆体験者の皆さん方は、被爆した当時の行

政区域、南北12キロ、東西7キロ、この範囲で

指定されているという、その不合理に対して裁

判を提起して12年、その間、闘ってきました。 

 最初の裁判は、身体に原爆放射能の影響を受

けるような事情のもとにあったと規定する第3

号被爆者、これを訴えてきたわけですけれども、

残念ながら、12年の闘いの中で、第一陣、第二

陣とも敗訴いたしました。そういう不合理に起

因する裁判でありましたので、どうしても納得

できないということで、今度は第一種健康診断

受診者証、いわゆる、「みなし地域」の適用を

受けられないかということで新たに裁判が始ま

りました。 

 こうして新たな裁判を提起しなければならな

い被爆体験者の立場をどう認識しているので

しょうか。今こそ、長崎市と歩調を合わせて被

爆地域是正を国に要望すべきだというふうに思

いますけれども、認識をお聞かせください。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 県は、法定受託

事務として被爆者援護法に基づく手続を行って

おりますが、平成19年に、被爆体験者に対して、

被爆者援護法に基づく被爆者健康手帳の交付申

請と健康管理手当の認定申請を却下した処分に

ついて、国、長崎県及び長崎市に対して取り消

しを求める集団訴訟があり、平成29年に最高裁

にて原告側敗訴の判決となり、高齢化された被

爆体験者の方にとって大変厳しい状況であると

考えております。 

 被爆地域の拡大につきましては、長年にわた

り取り組んできた結果として、平成13年に被爆

体験者支援事業として国から提案がなされ、議

会とも協議のうえ、苦渋の決断として受け入れ、

被爆者団体等からなる実行委員会において了承

されたものであります。 

 国からは、被爆地域の拡大を行うには、科学

的、合理的根拠が求められており、また、平成

27年の県議会意見書を踏まえ、県としましては、

被爆体験者支援施策の充実に向けて、しっかり

と取り組んでいくことが重要であると考えてお

ります。 

 関係者に寄り添った援護対策が必要だという

思いで、高齢化された被爆体験者の支援施策の

充実に向け、これまでもあらゆる機会を捉えて

要望活動を行ってきており、今後も、被爆体験

者の実態に即した事業の一層の充実に努めてま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 私は、5年前にも被爆

70年で、その時にちょうど長崎市が、それまで

要望を一回取り下げていたのを、被爆70年の時

に再び国に対して被爆地域是正ということで国

への要望を再開いたしました。その時にも、県
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にも足並みを揃えてやってほしいということを

随分と要請したんですけれども、なかなかなっ

ていません。 

 今回新たに起こした裁判については、第一陣

の皆さん方が、もう既に行っておりまして、第

二陣が間もなくというふうに伺っております。

先ほど言いました、いわゆる、「みなし地域」

の適用を求める裁判ということになります。こ

の「みなし地域」、1974年と1976年、2回にわ

たって広がったわけですね。これは実質的な被

爆地域というふうな位置づけでいいんだろうと

思います。この受診者証の数は、ものすごく少

ないですから、ほとんどが何らかの病院に行っ

て、指定の疾病にかかった場合に被爆者手帳を

交付されるということで、被爆者ということに

なりますから、数が少ないんですけれども、こ

の拡大は、まさに政治的な拡大だったんですよ。

国がいう科学的根拠とか合理的根拠というのは

ないわけなんですよね。 

 だから、ぜひ、そういう政治的な拡大という

ものを求めていきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 あと、時間の関係がありますので、次にいき

ます。 

 2、子どもの未来のための職場体制の確立に

ついて。 

 県政における最重要課題は、人口減少、とり

わけ社会減に歯止めをかける対策であり、子ど

もの未来のための環境づくりが必要であります。 

 そのためにも、子どもの権利を守り、子ども

や家庭が直面しているさまざまな困難な課題に

向きあっている職場では、マンパワーの確保が

重要であり、子どもと向きあい、それぞれの専

門性を活かして対応するため、心身ともに健全

でいられる職場環境を確立することが必要だと

考えます。 

 そこで、社会問題にもなっている学校や児童

相談所での長時間労働問題について質問をさせ

ていただきます。 

 （1）教職員の労働時間規制（「給特法」改正）

に伴う取り組み。 

 一昨年の6月定例会で教職員の長時間労働に

ついて質問をいたしました。 

昨年1月には、公立学校の教師の勤務時間の

状況に関するガイドラインが文部科学省から出

されまして、子どもたちの健やかな成長と学び

のために、教職員が心身とも健全な形で子ども

に向きあうための環境整備は、引き続き重要な

課題だというふうに思います。 

 ①超勤改善等対策会議等による進捗状況と今

後の課題は。 

 県教委では、公立義務教育では、各市町教育

委員会と設置した「超勤改善等対策会議」を、

県立では「管理運営委員会」を設置して取組を

進めていると思いますけれども、長時間労働の

縮減に向けた進捗状況と今後の課題について、

質問させていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 教職員の超

勤改善の縮減に向け、ただいま議員からご指摘

がございましたけれど、小中学校では、県教育

委員会関係課、市町の教育委員会及び学校代表

者で構成する「超勤改善等対策会議」において、

目標に掲げた80時間超過勤務教職員ゼロを目指

し、週1回の定時退校日や週2回の部活動休養日

の設定、繁忙期の日課の工夫や通知表等作成資

料の見直し、また、教育委員会からの調査物削

減や学校への統合型校務支援システムの導入等

に全県的に取り組み、80時間超過勤務教職員の

割合は、平成29年度の7.3％から、本年度上半
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期は5.1％に減少しております。 

 また、県立学校におきましても、県教育委員

会と校長会の「管理運営委員会」が連携し、小

中学校と同様の取組のほか、各学校における好

事例の研究や文部科学省業務改善アドバイザー

派遣事業の活用により、80時間超過勤務教職員

は、平成29年度の14.9％から、本年度4月から

11月の集計では7.4％に減少しております。 

 一方で、このたび、国から超過勤務時間の目

安として月45時間という指針が出されました。

45時間超過勤務教職員の割合は、小中学校では

本年度上半期で29.8％、県立学校では、4月か

ら11月の集計で25.9％であり、指針の達成に向

け、教職員の意識改革や保護者、地域の理解の

もと、三者が一体となって地域の実態に応じた

持続可能な教育活動に方向転換していくことが

今後の課題であると認識をしております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 今の教育委員会教育長

の答弁によりますと、若干ではありますけれど

も、進んでいるというふうな認識でよろしいん

ですよね。 

 「超勤改善等対策会議」で、これは平成29年

につくられておりますけれども、その時の確認

で、2021年、令和3年度までの80時間超過勤務

ゼロが目標というふうに設定をされております

けれども、このペースでいって、そのことは可

能でしょうか、いかがですか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 現状では非

常に難しい課題だというふうに思っております。

しかしながら、先ほど申し上げたとおり、国も

指針を示しておりますし、県教委もこのたび、

ガイドライン、指針等を示したところでありま

すので、この達成に向けて一歩ずつかもしれま

せんけれども、着実に進めていかなければいけ

ないと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） わかりました。 

 次に、勤務時間の管理の問題です。 

 前回の質問の時にもお伺いしたんですけれど

も、出退勤の時間管理について、今、私が調べ

たところ、ＩＣカードとかタイムカード、パソ

コン使用記録、いわゆる労働安全衛生法体系の

理想的な手法と言われる客観的な把握ができて

いるのが、小中学校で、自治体でいうと12自治

体、半数というふうなことだと思うんですけれ

ども、それで間違いないですか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 本年の2月

末現在で、ＩＣカード、それからパソコンによ

る出退勤の管理を導入しているのが16市町、そ

れから、今後、先ほど申し上げた統合型支援シ

ステム等の導入に伴って導入をしようと予定し

ているところが5市であります。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） これは県立の場合は、

どうなっているんでしょうか。今答弁されたの

は、16市町と5市で21市町ということになりま

すが。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 県立の場合

は、パソコンによるログオン・ログオフで勤務

時間を把握するようにしております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） パソコンによるですか

ね。パソコンではなくて、「出退勤管理システ

ム」、それが今、教育委員会教育長が言われた

パソコンということですね。わかりました。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 
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〇教育委員会教育長(池松誠二君） 県立の場合

は、パソコンを使って、正確に言えば自己申告

でしているということであります。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） ということは、県立の

場合は、先ほど言った労働安全衛生法体系の理

想的な手法、客観的なものではないというふう

な認識でよろしいんですね。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 法的に言え

ば、その理想形ではないと、現状ではですね、

ということであります。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） そういう問題を含めて

勤務時間管理は大事になってくると思いますの

で、ぜひ県立、それから各市町を含めて客観的

な管理をするように前回もお願いしましたけれ

ども、引き続き、お願いを申し上げます。 

 それと、前回の質問で、「検討する」という

ふうなことだったと思うんですけれども、学校

現場ですから部活もありますし、それから、保

護者との関係があります。要するに、県民の皆

さんの理解を、学校現場の実態、それから、過

密労働になっているというふうな、そういうこ

とをぜひ広報をしてほしいということで、石川

県の教育委員会がパンフレットをつくって、そ

れから、ホームページにも掲載しておりました

ので、そういう問題を含めてやってもらいたい

ということで、「検討します」ということだっ

たんですけれど、その後は、私、ホームページ

を見たんですけれど、何も見当たらなかったも

のですから、どうなってますでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 全体的に働

き方改革の中で、例えば、部活動指導員を導入

する意味とか、それから、部活動のガイドライ

ンをつくって休養日を設定する意味というのは、

それは当然、保護者の方々にも理解をしていた

だかなければなりませんので、個別の広報、そ

れは校長会、ＰＴＡを通じて、広報しておりま

すので、全体的に働き方改革の意義そのものに

ついてのご指摘のような広報はありませんけれ

ども、そういう意味では、それぞれのＴＰＯに

応じて広報を行っているという認識をしており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 内部的な周知は、なか

なか一般の県民の方に難しいんですよね。石川

県の教育委員会の分が非常にわかりやすく、カ

ラー刷りでできていたものですから、多分、そ

の時に担当の方にお渡ししたと思いますので、

お金はかかると思いますけれど、ぜひそういう

ものを広く県民の皆さんに伝えるやり方を追求

をしていただきたいと思います。 

 ②「給特法」改正に伴う県教委・地教委の対

応は。 

 ③上限規制の実現のためには大胆な業務削減

か人員増が必要だと考えるが、認識はどうか。 

 そういう状況の中で、昨年「公立の義務教育

諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置

法」、いわゆる「給特法」が改正されました。 

 そのポイントは、勤務時間の上限規制化と、

休日のまとめ取りのための1年単位の変形労働

制の選択的導入ということになります。 

 この法改正に基づきまして、1月には昨年の

ガイドラインから格上げされた指針が文部科学

省から告示されました。これに伴って教職員の

勤務時間に関する県条例、それから規則等の改

正が必要となります。県教委並びに各市町の教

育委員会はどのように対応しているのか、お尋
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ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 給特法改正

に伴う対応でございますが、県教育委員会とい

たしましては、国による給特法の一部改正及び

文部科学省の指針の告示を受けまして、教育職

員の業務量の適切な管理等を実効性のある形で

進めるために、給特条例の一部改正を本議会に

議案として提出しております。 

 併せて、教育委員会規則において上限時間を

定めるとともに、「長崎県立学校の教育職員の

勤務時間の上限に関する方針」を策定し、条例、

規則に根拠を持たせたうえで、令和2年4月1日

から運用することとしております。 

 また、具体的な取組を推進していくために、

「長崎県立学校における業務改善アクションプ

ラン」を作成しており、地域等に対しても理解

と協力が得られるよう、周知してまいります。 

 市町教育委員会におきましても、県の規則や

上限方針を参考にして、各市町の教育委員会規

則において上限時間を定めるとともに、「教職

員の勤務時間の上限に関する方針」を年度内に

作成することを確認しております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 各市町の場合は、条例

じゃなくて規則の改正、それと方針の制定とい

うことになろうかと思いますけれども、これは

全部するということでよろしいんでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 先ほどご答

弁申し上げたとおり、年度内に作成することを

確認しております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） わかりました。 

 それで、この上限規制の問題ですけれども、

資料を見ましたら、上限時間の原則の例外とい

うことで、在校等時間というものを設定すると

いうことですけれども、ひと月45時間、年間

360時間、例外的に上限規制の原則の例外とい

うふうなことで、「児童生徒等に係る臨時的な

特別な事情がある場合の上限規制」というふう

なことが設定されておりますけれども、この例

外は、具体的にどういうふうな業務を想定して

いるのか、そこら辺、いかがですか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） まさに例外

ですから、生徒指導の問題で、例えば、いじめ

の問題とかいろんなことがあって、夜遅くまで

いろんな対策会議があったり、保護者等への説

明会があったりというようなこととか、また、

災害等が想定されるのではないかと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 災害はわかります、突

発的ですから。ただ、いじめとか学級崩壊とか、

そういう子どもたちに関わる部分、それは近年

の教職員の皆さんの多忙化の原因の一つじゃな

いかなと思ってるんですよ。 

 そういうことからいくと、もちろん突発的に

入るのは別ですよ、子どもが事故に巻き込まれ

たとか、そういうのはわかりますけれども、安

易に例外にすることは、働き方改革の趣旨から

逸脱をするのではないかと思っていますので、

むしろ、そうした課題に対する人的配置だとか、

あるいは現状の定数を改善させるとか、そうい

うことをやらないと、なし崩し的に例外が慣例

化にならないように、ぜひお願いしたいと思い

ます。 

 それで、今のことにも関連しますけれども、

この上限規制を実現させていくためには大幅な
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業務削減か人員増が必要だというふうに考えて

いるんですけれども、認識はいかがですか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 教職員の働

き方改革を実効性あるものにするためには、た

だいま議員からご指摘があったように、学校教

育活動全般を見直すことが重要であると認識し

ておりまして、超過勤務の要因を具体的に探る

とともに、その要因の解消のため、さまざまな

取組を進めていきたいと考えておりますし、人

員の増加につきましては、教職員を増やすこと

が業務削減に一定の効果があることは認識して

おりますので、国に対しましても、実効性のあ

る働き方改革を推進するための新たな「教職員

定数改善計画」の早期策定及び実施のほか、

チーム学校の考え方から、部活動指導員やス

クールサポートスタッフへの補助制度の拡充を

要望しているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） そういうのはぜひ積極

的に進めてもらいたいんですけれども、もう現

場の工夫とか、そういうのは限界にきているん

じゃないかなというふうに聞いておりますので、

ぜひ大きなかたまりというんですか、例えば、

県独自でやっている学力調査を、この際思い

切って廃止するとか、あるいは今話にありまし

た部活動の問題だとか、そういうふうに大胆で

象徴的な業務削減を実施する必要があるのでは

ないかなと思いますので、ぜひそういったこと

を含めて対応方をよろしくお願い申し上げます。 

 （2）児童虐待防止のための児童相談所の体

制強化の取り組み。 

 ①虐待相談件数の増加に伴う業務量の増など

職員の負担増についての認識と対策は。 

 全国の児童相談所の相談件数が、年々、増加

の一途をたどっておりまして、本県も例外では

ありません。 

 そういう中で、相談支援、一時保護などの業

務量が増えて職員の負担が増えているのではな

いかというふうに思っておりますし、そういう

現場の声が私にも届いているところであります。 

 現状を踏まえた県の認識と対策について、お

尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 児童相談所に

おいては、昨年度から他県における痛ましい死

亡事案を契機とした国の緊急総合対策に沿って、

子どもの安全確保を最優先とし、虐待通告後48

時間以内の子どもの安全確認の徹底や、躊躇な

く保護する取組に加え、警察との全件情報共有

をはじめとした関係機関との連携強化などに取

り組んでいるところであります。 

 これらの取組強化に伴う負担増に加え、連携

強化により、警察からの通告件数が大幅に増加

し、児童虐待相談対応件数が過去最大となった

ことから、職員一人当たりの業務量が増え、時

間外勤務が増加するなど、職員の負担が増して

いるものと認識しております。 

 そのため、その対策として、まずは非常勤職

員や臨時職員を配置し、時間外勤務の縮減を図

るとともに、警察との情報共有に係る事務の効

率化を図るためのケース管理システムの改修や、

児童の面前で配偶者に暴力をふるう心理的虐待、

いわゆる面前ＤＶの事案について、市町との役

割分担を踏まえ、警察からの通告後すぐに市町

へ引き継ぎ、地域で継続して支援する仕組みの

検討を進めているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 現場では時間外労働の

増加とか、ストレスによる体調不良を訴える職
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員もたくさんいらっしゃるということで、本当

に職員の疲弊、職場の疲弊は深刻だというふう

なことを伺っております。 

 担当するケースも、若干増員はされたけれど

も、児童福祉司1人で80～90ケースを受け持っ

ているようだというふうなことなんですね。今

度、法が改正されまして、40ケース相当という

ふうに配置基準が見直されるということであり

ますけれども、その倍を持っているというのが

現状であります。 

 昨年11月定例会でも改革21の山田朋子議員が

指摘しましたけれども、平成30年度の月平均の

時間外労働が24.8時間、最大72.4時間というふ

うなことだったと思うんですけれども、去年の

4月から7月までの4カ月間で月最大82.5時間と

いうことを私は聞きました。4カ月の間に月最

大82.5時間ということであります。 

 時間外労働の上限規制が昨年4月から始まり

ましたが、児童相談所の職員の皆さんは、他律

的業務に従事する職員に該当すると思うんです

けれども、1年のうち1カ月45時間を超えること

ができるのが6カ月までということです。 

 これで本当に1年間、勤務できるんだろうか、

超えてしまうよねということが、既に4カ月で

見通しがつくみたいな、そういう現状になって

いるのが現場の実態です。そういう上限規制を

守れるかどうかということを気にしながら仕事

をせざるを得ないというふうな状況と伺ってお

りますので、ぜひ、もっと現場の声というのを

きちんと受け止めていただいて対応をしていた

だきたいということを強く要望させていただき

ます。 

 ②児童虐待防止緊急対策や防止法改正に基づ

く計画的かつ適正な人員配置は。 

 児童虐待防止の緊急対策とか法改正に基づい

て計画的に適正人員を配置しなければならない

というふうになっておりますけれども、県の計

画はどのようになってますでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 先ほど、議員ご

指摘のとおり、児童福祉法が改正されまして、

児童相談所の児童福祉司につきましては、令和

4年度までに、現在の人口4万人に1人から人口3

万人に1人を配置すること、児童心理司につき

ましては、令和6年度までに児童福祉司の総数

の2分の1を配置することとなっております。 

 このため、専門職の採用に当たりましては、

インターンシップでの受け入れや担当者が実際

に大学へ赴き学生に対して説明するなど、働き

かけを強化しているほか、今年度は民間での相

談業務の経験者を採用し、即戦力となる職員の

採用に努めているところでございます。 

 また、人事配置に当たりましては、その専門

性を発揮できるよう、継続性にも十分配慮しつ

つ、幅広い経験が得られるよう計画的な人材育

成に努めながら、段階的に増員してまいりたい

と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 特に、児童福祉司の皆

さん方は、経験値がものをいう職場ですよね。

例えば、年度ごとにきちんと何人ずつというふ

うなことで、少しずつ、そして計画的に増やさ

なばならないと思います。 

 あと、一時保護については、男女のバランス

も重要だそうです。要するに、保護される子ど

もの比率が平均して女子が多いというふうなこ

とですから、そういうことも含めて増やしてい

ただきたいと思います。 

 そして、この増員は、ぜひ純増でお願いをし

たいと思います。確かに、長崎県は厳しい財政
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状況の中で人件費抑制のための合理化というこ

とで新行革プランで進めておられますけれども、

社会福祉司の資格を持つ方をほかの職場から回

すということはやめていただきたい。特に、社

会福祉の職場は、どこも厳しい現状になってい

ると思いますので、ぜひそういう立場でよろし

くお願いを申し上げます。 

 3、大型事業をめぐる課題について。 

 （1）石木ダム建設事業について。 

 石木ダム建設事業をめぐっては、付替道路の

工事が進む中で、平成7年度完成を目指して新

年度も予算が、今年度に引き続いて本体工事分

を含めて計上されているところであります。 

 ①反対地権者との話し合いを求めていくのか。 

 昨年9月、土地所有権が移行し、11月、建物

を含めて明渡し期限が過ぎたことで、県と佐世

保市は、知事に対して家屋などを取り壊したり、

住民を立ち退かせたりする行政代執行をいつで

も請求することができます。強権発動を再び発

動するのか、県民が見ているところであります

けれども、長崎県は、そうならないように反対

地権者の皆さんと話し合いをどのように進めて

いこうと考えているのでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） この石木ダム事業につき

ましては、繰り返しご議論をいただいてまいり

ましたように、地域の安全・安心を確保するう

えでは必要不可欠な事業だと考えているところ

であり、反対地権者の皆様方にも事業にご協力

いただけるよう、話し合いの呼びかけを行って

いるところでありますが、なかなかそうした機

会をいただけない状況が続いているところであ

ります。 

 これからも引き続き、粘り強く呼びかけ、ご

理解が得られるよう努力してまいりたいと考え

ているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 反対地権者の皆さんに

とっては、1975年の事業採択以来45年間、ずっ

と言われ続けているわけですね。長崎県、佐世

保市は、まさに石木ダムありきで結論づけた治

水、利水、あるいは途中の強権発動、こうした

県に対する非常な不信が積み重なっているん

じゃないか。そのことが県が呼びかけても、な

かなか話に乗っていただけない大きな要因では

ないかなと私は考えております。 

 強制収用ではなくて話し合いによって解決の

道を探るというのが最優先の課題で、その責任

は起業者である長崎県にあるということを再度

認識をしていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 昨年のいろんな河川の氾濫等々の中で、改め

て国土交通省も社会資本整備審議会の中で抜本

的な防災対策の見直しということも今進めてい

るようでありますし、あるいは昨年7月には、

以前からありましたけれども、もちろん、コン

クリートが全てだめとは言わないんですけれど

も、自然と組み合わせた最適なインフラ整備を

図っていくグリーンインフラというのが、これ

が今まで一部しかなかったのが、全体で取り組

んでいこうというふうなことも言われておりま

すので、ぜひそういった、一旦工事をやめる契

機がここにあるんじゃないかなと思いますので、

そういうことを踏まえて、今やっている工事を

一旦中断したうえで、地元住民との話し合いの

場を設けていただくことを改めて要請したいと

思います。 

 ②行政代執行は中村知事の汚点となりかねな

い。 

 とにかく、この行政代執行というのは、県政



令和２年長崎県議会・２月定例会（３月５日） 

 ― 175 ―

というよりも、最後に県と長崎市の申請を受け

てゴーサインを出すのは中村知事でありますの

で、まさに知事の汚点ともなりかねないという

ふうな問題、地域住民に対する人権に関わる問

題にも絡んでくると思いますので、ぜひそう

いったことにならないように、県としての再度

の努力を改めてお願いを申し上げたいと思いま

す。 

 （2）ＩＲカジノ統合型リゾート施設の誘致

について。 

 ①カジノが収益のエンジンであり、ＩＲの一

部とはならないと考えるがどうか。 

 ②依存症や周辺地域への影響をどう考えて対

策を打つのか。 

 私がＩＲと最初に出会ったのは議員になって

からであります。その時にポンチ絵みたいなも

のを見せていただきまして、カジノは、その中

の小さな一つだったんです。カジノ解禁だけど、

こんなもんなんだなと思ってましたら、このカ

ジノが、大きな統合型リゾート、ＩＲの収益の

エンジンだということに気づきました。もちろ

ん、ギャンブル依存症の問題かれこれあるんで

すけれども、そういうものに成長戦略ないしは

長崎県の観光戦略の柱に位置づけることはおか

しいんじゃないかというふうなことを思ってき

ました。 

 カジノが収益のエンジンであるということで、

ＩＲの3％ですから、カジノはほんの一部なん

ですよという言い方をよくされますけれども、

そういうふうにはならないんじゃないかという

ふうに考えているんですけれども、いかがです

か。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） ＩＲのカジノ施

設の床面積につきましては、ＩＲ整備法施行令

によりまして、ＩＲ施設全体の延床面積の3％

以下に制限されております。これは政府の有識

者会議等において、海外の先進事例を参考に適

切に検討されたものと伺っております。 

 実際に諸外国の例を見ても、カジノだけで利

益を上げているということではないことから、

県といたしましては、事業者から提出される事

業計画を十分精査し、現行制度のもとでカジノ

以外のさまざまなエンターテインメント施設な

どにおいても必要な収益を上げ、ＩＲ施設を安

定的かつ継続的に運営することができる事業者

を選定して、しっかりとした区域整備計画を策

定していきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 坂本 浩議員─18番。 

〇１８番(坂本 浩君） 安倍政権が進めようと

しているＩＲは、「日本型」というふうな言い

方をされています。しかし、雇用とか人材育成

だとか、あるいは施設運営による調達、そうい

うものが全部、海外を参考にして、こういうふ

うにすごい経済効果があるんですよということ

を言っているわけですね。 

 世界最高水準の規制と言っていますけれども、

1月にカジノ管理委員会ができましたけれども、

この中には、この間、九州観光議連の総会と、

それから九州観光振興大会がありました。その

時に、このＩＲの講演があったんですけれども、

この講演をされた方が所属している監査法人か

ら、この管理委員会に出向しているということ

で、まさに規制と推進と一緒になってしまって

いるというふうな、そういう問題もあろうかと

思っております。 

 それから、いろんな話を聞くと、例えば、設

置をして最初の10年、そして、それから5年ご

とに各議会の議決を得なければならないという

ことで、これで規制がかかるんですよというふ
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うに言いますけれども、しかし、萩生田大臣が

講演で、その時は担当大臣だったと思うんです

けれども、「業者にはそんなこと言えないで

しょう」っていうふうなことで、30年はそのま

んまというふうなことも言っているみたいです。 

 そういう意味でいくと、規制と経済効果が、

資料にあるように本当にうまくいくのかという

疑念を抱かざるを得ないんですよね。面積も

3％ですけれど、これは法律で決まった3％です

から、法律を変えれば5％、10％になる可能性

は否定できないわけですからね。そうすると、

よりギャンブル依存症や治安の問題が出てくる

んじゃないかなというふうに思っているんです

けれども、そういった対策をぜひ今後やってい

ただきたいと思います。 

 （3）長崎駅周辺をはじめ長崎市中心部の開

発・整備について。 

 ①行政と事業者による交通結節についての認

識は一致しているか。 

 交通結節点の検討会議というのがありました。

去年の8月でしたか、私は行ったんですけれど

も、今年は行けませんでした。 

 その中で、長崎駅のところは、私もいろいろ

問題意識があったんですけれども、電停から長

崎駅まで250メートルという離れ方をしている

ということで、今回、当初の計画から大幅に変

わるようであります。 

 要は、私は中身は一々言いませんけれども、

行政と交通事業者が認識が一致しているのかと

いうのが、率直に言って第1回目の検討会議の

時に本当に疑問に感じました。第2回目は、ご

ろっと変わったようなことが出てきましたので、

本当に認識が一致しているのかな、これで大丈

夫かなというふうに思ったんですけれども、そ

こら辺はいかがですか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 検討会には、学識経

験者や経済界、行政機関に加えて、路面電車や

バス等を運行する交通事業者にも委員として参

加していただいております。 

 これまで検討を重ねてきておりますけれども、

交通事業者を含めた各委員との協議を重ね、実

現可能な方策について検討を進めております。 

 今月末には第3回の検討会議を開催し、交通

結節の抜本的な方向性や実施すべき対応策を取

りまとめる予定ですが、課題に対する共通認識

が深まってきておりまして、最終的には関係者

の合意を得て実現可能な案としたいと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

─ 午前１１時 １分 休憩 ─ 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

こんにちは。 

 自由民主党、雲仙市選出、今年50歳になりま

す、全力疾走、宅島寿一でございます。 

 私たちが住む長崎県は、美しい自然に恵まれ、

歴史と文化に育まれた県として、また、被爆地

を有する県として、平和の大切さを何よりも重

く受け止め、平和な世界の実現に向け、寄与し

なければなりません。 

 単に争いをなくすということだけでなく、誰

もが基本的人権を有する個人として尊重され、

ともに生きていく社会をつくり、その実現に向
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かっていく必要があります。 

 しかしながら、現状は、社会的に弱い立場に

ある人や障害のある人に対して、どこかで線を

引いている部分が、まだまだ多くあると思いま

す。その線や障壁を取り払い、他県や世界から

もすばらしい長崎県だと言われるくらい、共生

社会の実現に向けて進んでいこうではありませ

んか。 

 それでは、通告に従いまして、分割方式にて

質問をさせていただきます。 

 知事はじめ関係部局長の明瞭な答弁をお願い

いたします。 

 １、国体・全国障害者スポーツ大会について。 

 （１）結団式・解団式の合同開催について。 

 国体や全国障害者スポーツ大会の結団式、解

団式につきましては、国体につきましては、県

立総合体育館で結団式がございます。多くの

方々が国体の選手を見送り、頑張ってきてくれ

とエールを送ります。 

 しかし、障害者スポーツ大会の選手団の皆様

方は、県庁のロビーで結団式を行い、それほど

多くもない皆様方に見送られ出発をいたします。

そのようなことを一緒にできないものなのかと

いうことを私は考えました。 

 長崎県は、誰もがともに共生できる条例を平

成26年に施行をいたしました。この実現につい

ては、そんなに難しいことではないと思います。

これを長崎県がまず全国に先駆けて実現をして、

国体の選手、そして全国障害者スポーツ大会の

選手をともに見送り出して、そしてまた、帰っ

てこられたら、ともにきちっと解団式を行うと

いうことで実現できないものなのか。 

 これをまず第1問として、以後の残余の質問

は対面演壇席から行わせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 国民体育大会及

び全国障害者スポーツ大会の団結式及び解団式

を合同開催できないかとのお尋ねでございます

が、議員ご指摘のとおり、県といたしましては、

「障害のある人もない人も共に生きる平和な長

崎県づくり条例」に基づき、障害のある、なし

にかかわらず、誰もがあらゆる社会活動に参加

できる共生社会の実現に取り組んでいるところ

でございます。 

 こうした中、全国障害者スポーツ大会の結団

式及び解団式を国民体育大会と合同で開催する

ことは、障害者スポーツへの認知度向上につな

がるとともに、障害及び障害者への県民の理解

が深まるものと期待されます。 

 しかしながら、例年は、国民体育大会は10月

に終了し、同月に全国障害者スポーツ大会が開

催されているため、スケジュールの調整や、そ

れに伴う参加選手の身体的な負担など克服すべ

き課題もありますので、今後、実際に参加され

る選手や関係団体のご意見も参考にしながら検

討してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君） それでは、池松教育委

員会教育長、いかがでございましょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） ご提案の件

につきましては、障害者スポーツの認知度向上

や共生社会の実現にもつながるものと考えてお

ります。 

 現在、スポーツ表彰につきましては、障害者

スポーツ、それから一般のスポーツの分野につ

いても一緒に表彰しているような事例もござい

ますので、県教育委員会といたしましても、福

祉保健部と連携しながら今後対応していきたい
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と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君） 教育長から、心強いお

言葉を、答弁をいただいたものと感謝いたしま

す。 

 我が県には、障害者手帳を持たれている方が

約10万人おられます。知的障害者の方が1万

5,000人、精神障害者の方が1万1,000人、身体

障害者の方が7万3,000人、10万人のこういった

方々の心を思いながら、ぜひ長崎県が率先をし

て、この県がつくった条例に基づいて、まず自

らがやるということを、ぜひ。 

 これは知事の答弁もなかなか難しいと思いま

すけれども、知事、いかがでございましょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） まさに今、福祉保健部長、

教育委員会教育長からお話がありましたように、

恐らくは開催時期に合わせた結団式、解団式の

開催の時期の違いによって、それぞれに対応し

てきているものと考えているところであり、

しっかりと関係者の皆様方のご意見もお伺いし

ながら、合同開催ということができれば好まし

い形になるのではなかろうかと考えているとこ

ろであります。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君） 知事からも力強い答弁

をいただきまして、感謝を申し上げます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 2、定額タクシー制度の導入について。 

 （1）他県の状況について。 

 県外から本県に飛行機や鉄道を使って観光客

が来訪された際に、空港や駅から目的地とする

観光地までタクシーを利用される場合、料金の

額が事前にわかりにくいことから、乗りづらい

と思われる方もいらっしゃるのではないかと思

います。料金が明確な定額タクシー制度を導入

することによって、観光客などの来訪者の方が

使いやすくなり、観光客などの増加につながる

ことが期待されるのではないかと思います。 

 例えば、大分では、大分空港や大分駅から湯

布院駅などの観光地へ事前に料金がわかる定額

タクシー制度が導入されているようですが、九

州各県の定額タクシーの導入状況について、お

伺いいたします。 

 （2）導入へ向けた本県の取り組みについて。 

 長崎県は、ハウステンボスや私の地元雲仙市

の雲仙温泉や小浜温泉、並びに「明治日本の産

業革命遺産」、「長崎と天草地方の潜伏キリシタ

ン関連遺産」などの魅力あふれる多くの観光資

源を有する観光県であります。 

 新幹線開業に向けた二次交通対策としても、

料金が明確で、ドア・ツー・ドアで乗り継ぎな

く移動できる定額タクシーを導入することによ

り観光客の増加にもつながり、また、県民の方

の利用も広がっていくものと考えております。 

 昨年11月に、九州新幹線西九州ルート交通対

策特別委員会の県内現地調査が地元雲仙市で行

われた際には、雲仙温泉観光協会から、諫早駅、

長崎駅、長崎空港などから観光客を増やすため、

公共交通機関の利便性の拡充について、関係機

関に対しての働きかけについて要望を受けてお

り、交通アクセスが少ない観光地からは、定額

タクシーの導入を求める声も挙がっております 

 定額タクシーの導入については、九州運輸局

への運賃認可等をタクシー事業者が行う必要が

あることは承知しておりますが、県として、県

タクシー協会等と導入に向けた取組ができない

か、お伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 定額タクシーに
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ついて、まず九州各県の導入状況についてのお

尋ねでございます。 

 定額タクシーは、事前に定めた一定区間を定

額の運賃で運行するものであり、旅行業者の手

配により運行するものと運輸局の運賃認可など

を受けて運行されるものがございます。 

 現在の九州内の状況としましては、熊本県に

おいては、熊本空港から黒川温泉など、旅行業

者の手配により定額タクシーが運行されており、

大分県、宮崎県、鹿児島県においても同様の事

例が見受けられます。 

 また、福岡県においては、福岡空港と大宰府

天満宮などを結ぶ運輸局の認可等を受けた定額

タクシーが14事業者において運行をされており、

大分県においても同様に27事業者において運行

されていると伺っております。 

 定額タクシーについては、国の認可などの基

準もあることから、九州各県での実施状況を見

ても、いずれの手法も通常のタクシーと同程度、

もしくは若干下回る運賃となっておりますが、

定額タクシーの利点としましては、目的地まで

の運賃が事前に示されることでわかりやすく、

利用しやすい制度であると考えております。 

 次に、県として導入に向けた取組ができない

かとのお尋ねでございますけれども、定額タク

シーは、目的地までの料金が事前に示され、県

外から訪れる観光客の方も安心して利用するこ

とができますことから、観光県である本県に

とって、交通手段の多様性を図る観点からも有

効であると考えております。 

 一方、タクシー事業者を取り巻く環境は、燃

料費や人件費の上昇、ドライバー不足などによ

り厳しい状況もあるということで、そういった

状況も十分踏まえる必要があるとも考えており

ます。 

 県としては、さまざまな運行ニーズに対応し

ていくためには定額タクシーの運行も選択肢の

一つであると考えておりますので、今後、利用

目的や運行区間をはじめ運行手法など、各地域

に適したあり方について、県タクシー協会や旅

行業者等との意見交換を行い、検討を働きかけ

てまいりたいと考えております。 

 また、新幹線開業後の対策として、来年度は

長崎駅や諫早駅と島原半島を結ぶ「予約制乗合

タクシー」の実証運行も行うこととしており、

幅広く二次交通対策の検討も行ってまいりたい

と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君） 長崎県は観光地であり

ますので、幅広い観光客や県民の皆様から利用

される定額タクシー制度の導入に向けて、県の

タクシー協会と協議を重ねていただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 3、国土強靭化対策について。 

 （1）農業用ため池の整備について。 

 豊富な水量を持つ大規模河川が少ない本県に

おいて、農業を営むうえで必要となる用水源と

して、ため池は重要な役割を担っております。 

 一方、ため池の下流には、受益地となる農地

を含め公共施設や住宅地などもあることから、

十分な安全対策が求められているところであり

ます。 

 このような中、平成30年7月に西日本を襲っ

た豪雨災害や、昨年10月に関東地方に甚大な被

害をもたらした台風19号とその後の大雨によっ

て、ため池の損傷や決壊などにより下流域の多

くの被害が発生しております。 

 国におかれても、近年多発する豪雨災害等を

受け、「防災・減災、国土強靭化のための3か年

緊急対策」として、臨時特別の措置が講じられ、
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ため池等の整備を進捗させるよう進められてい

るところであります。 

 本県においても多くのため池が存在している

中、豪雨等による被害を未然に防止するために

も、浸食や漏水等の老朽化したため池の早急な

整備が必要と考えているところであります。 

 そこで、整備が必要なため池がどれほどあり、

県としてどのように整備を進めていこうとして

いるのか、お尋ねをいたします。 

 （2）橋やトンネルの老朽化対策について。 

 道路は、県内外の主要都市間の広域的交流や

都市部と地方部の連携などさまざまな地域間の

交流促進や連携強化を図り、観光の振興や企業

立地の促進など日常生活の利便性等の向上はも

とより、地方創生や地域産業の競争力を強化す

る重要な施設であると考えております。 

 そこで、県が管理している橋やトンネルがど

のくらいあるのか、また、そのうち老朽化した

施設がどの程度あるのか、今後、県としてどの

ように維持管理を行っていくのかをお尋ねいた

します。 

 （3）河川内の浚渫及び伐木について。 

 近年、全国各地で豪雨災害が頻発、激甚化し

ており、特に、河川では氾濫等による大規模な

浸水被害が発生しております。 

 本県においても、昨年、2回の特別警報が出

され、住民の避難や家屋の浸水被害などが発生

しているところであります。 

 これらの異常気象に加えて、県が管理する二

級河川などでは、近年の大雨等により土砂が著

しく堆積している箇所が多く見受けられ、流水

の阻害になっている状況にあります。このまま

放置しておくと、河川の氾濫を招き大規模な浸

水被害が発生するのではないかと予想されます。 

 これまで幾度も一般質問等において河川内の

浚渫、伐木に関する質問がなされ、理事者より

県単独予算の確保や国への予算拡充要望などの

答弁がなされているところでありますが、現状

では、限られた予算の中で緊急性が高い箇所か

ら優先的に対応を行っていると認識しておりま

す。 

 昨今の異常な雨の降り方や河川内の土砂の堆

積、樹木の繁茂状況を見ると、対応はまだまだ

不十分であり、予算を上積みし、適切、迅速な

対応を行っていくことが喫緊の課題ではないか

と考えております。 

 そこで、令和2年度から緊急浚渫推進事業と

いう新たな事業が創設され、予算の拡充が見込

まれると思います。 

 県の担当課に確認いたしましたところ、県民

の皆様からは、浚渫、伐木に関する要望は、小

さなものを含めますと年間約180件寄せられて

おり、現状の予算では対応が困難であるため、

この事業を活用することにより格段に対応が向

上するのではないかと大いに期待するところで

あります。 

 つきましては、緊急浚渫推進事業の具体的な

事業内容と令和2年度の取組について、お尋ね

いたします。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 整備が必要なため池

がどれほどあり、県としてどのように整備を進

めていくのかとのお尋ねでございます。 

 県では、平成25年度から平成27年度に実施し

ました、ため池の一斉点検の結果をもとに、受

益面積2ヘクタール以上のため池を対象として、

漏水等により整備を必要とする105カ所を選定

しているところでございます。 

 そのうち、地元同意が整った77カ所について、

平成28年度から令和7年度までの10年間で整備
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に着手することとし、中でも緊急性が高い66カ

所については、5年間で着手する計画を進めて

いるところであります。 

 進捗につきましては、令和元年度までに48カ

所の整備に着手しており、令和2年度は新たに

19カ所に着手することで、計画を上回る67カ所

の整備に着手いたします。 

 今後は、整備個所の早期完成を目指し、しっ

かりと予算確保に努めるとともに、地元の同意

が得られていない28カ所のため池につきまして

も、引き続き、市町や地元と整備に向けた協議

を行ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 私からは、2点お答

えいたします。 

 まず、県が管理する橋やトンネルの現状、今

後の老朽化対策についてのお尋ねですが、県が

管理する橋梁やトンネルは、平成30年度末時点

で橋梁が2,111橋、トンネルが139本で、そのう

ち供用から50年以上経過したものは、橋梁が

880橋で全体の42％、トンネルが17本で全体の

12％あります。 

 橋梁につきましては、平成26年度までの点検

結果に基づき、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、

補修が必要とされた197橋のうち58橋の補修が

完了しており、残りの139橋も令和6年度までに

完了する予定です。 

 トンネルにつきましては、平成26年度までの

点検結果に基づき「トンネル維持管理計画」を

策定し、対策が必要な11本全ての補修が完了し

ております。 

 今後も定期的に点検を実施し、対策が必要な

施設の補修を計画的に行い、適切な維持管理に

努めてまいります。 

 次に、緊急浚渫推進事業の具体的な事業内容

と令和2年度の取組についてのお尋ねですが、

緊急浚渫推進事業とは、令和元年東日本台風の

被害を受け、地方自治体が管理する河川などの

浚渫を緊急的に実施できるよう、総務省が支援

する地方財政措置で、事業期間は令和2年度か

ら5年間となっております。 

 また、事業内容については、今後、緊急的に

実施する必要がある箇所として河川維持管理計

画に位置づけた河川の浚渫が対象で、浚渫には

土砂等の撤去、処分、樹木の伐採等も含むこと

となっております。 

 令和2年度は、事業費5億1,000万円の予算を

確保し、地域の要望の高い箇所を含め、対策が

必要な45カ所の浚渫及び伐木を実施していきた

いと考えております。 

 また、令和3年度以降も、緊急性の高いもの

について、本事業を最大限活用し、適切に対応

してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君） 今、土木部長から、45

カ所を選定して優先的にやるという答弁がござ

いましたけれども、例年150カ所から200カ所ぐ

らいの要望が県内からありますので、ぜひ幅広

く取り上げていただき、少しでも予算を獲得し

て、各地域の要望に応えていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 4、製造業の振興について。 

 （1）造船関連産業の振興について。 

 本県の経済を支えてきた造船関連産業は、世

界において厳しい市場環境が続く中、韓国や中

国では大手造船の経営統合が進むなど、競争が

一層激化しております。 

 このような中、国内においては、業界首位の

今治造船と2位のジャパン・マリン・ユナイ

テッドが資本業務提携を行うなど、かつてない
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ほど大きな業界再編の動きが出てきております。 

 県内においても、これまで約150年間、軍用

船をはじめ大型客船やＬＮＧ船などさまざまな

船舶の建造を行い、本県の基幹産業として地域

経済を支えてこられた三菱重工長崎造船所が、

国内最大級の建造ドックを持つ主力工場の香焼

工場について、大島造船所と譲渡を含めて検討

を開始することを発表されるなど、世界的な市

場環境が本県経済にも影響を及ぼし始めました。 

 このような中、造船やタービン、ボイラーな

どプラントの分野においては、中小企業を中心

に高い技術力を持つ多くの関連企業が県内に集

積し、依然として本県経済の屋台骨を支えてお

り、今後とも、これら県内中小企業に対する支

援の手を緩めるわけにはいかないものと考えて

おります。 

 今後、どのように取り組まれるのかをお尋ね

いたします。 

 （2）航空機関連産業の振興について。 

 産業構造の転換に向けては、将来の成長が期

待できる新しい分野に注力していく必要があり、

中でも航空機関連産業は、世界市場が拡大し県

内企業の高い技術力の活かせる分野であること

から、県におかれては、「航空機産業クラス

ター協議会」を設立し、企業間連携による新規

参入や事業拡大など積極的に支援されています。 

 そのような中、昨年8月には、知事を先頭に

誘致に取り組まれた三菱重工航空エンジン株式

会社が長崎進出を発表するなど具体的な成果も

見え始めており、航空機関連産業の振興につき

ましては、さらなる取組を強化し積極的に進め

ていく必要があると考えますが、来年度におい

てどのように取り組まれていくのか、お尋ねを

いたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 造船やプラント

分野の県内中小企業に対する支援について、今

後どのように取り組まれるのかとのお尋ねでご

ざいますが、昨年12月、三菱重工及び大島造船

所から、三菱重工長崎造船所香焼工場について、

譲渡を含めた検討を両社で開始するとの発表が

なされるなど、本県の基幹産業である造船業を

取り巻く環境は、一層厳しさを増しております。 

 このような中、本県におきましては、これま

で県外大手企業とのビジネスマッチングによる

県内中小企業の需要獲得のほか、航空機など成

長分野への進出を支援しております。 

 具体的には、企業間連携による航空機エンジ

ン部品を一貫受注のうえ増産できる体制を構築

し、大手重工メーカーとの取引が拡大した企業

のほか、造船関係で培った技術を活かし、航空

機エンジン部品の新規取引が始まった企業、環

境プラント機器を新たに受注した企業など具体

的な成果も見え始めております。 

 今後とも、県内中小企業の県外需要の獲得や

企業間連携による新分野進出を支援し、造船関

連産業をはじめ県内の製造業の振興を図ってま

いりたいと考えております。 

 次に、航空機関連産業の振興に向け、来年度

はどのように取り組まれていくのかとのお尋ね

でございますが、平成30年8月に「長崎県航空

機産業クラスター協議会」を設立し、これまで

バイヤー招聘によるビジネスマッチングや展示

会への出展、人材確保・育成など積極的な取組

を進められており、実際のビジネスにつながる

動きも出始めております。 

 さらに、本年中には三菱重工航空エンジンの

長崎工場竣工が予定されており、今後、県内企

業の需要獲得に向け、さらなるサプライチェー

ンの充実、強化を図るため、来年度においては、
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企業の設備投資や大学との共同研究に対する支

援のほか、大手重工メーカーとのビジネスマッ

チングや国内外の市場環境調査などを予定いた

しております。 

 今後とも、県内企業の状況に応じたきめ細か

な支援を行い、本県における航空機産業の振興

に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君） 特に、この長崎三菱重

工の造船の縮小は、本当に長崎市内にとってみ

ても大変なこと、また、県内のことにしても本

当に重要なことであると思いますので、どうか

よく見られて、特に、造船関連に約1,000社ほ

ど企業があるそうです。そういった企業が次に、

航空機産業に移れるような支援もぜひしていた

だきたいと思います。しっかり、取組を我々も

応援していきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 5、千千石漁港海岸対策について。 

 （1）高潮対策について。 

 雲仙市の千千石漁港海岸は、昭和62年に日本

の「白砂青松百選」、また、平成元年には「日

本の自然百選」に選ばれており、風光明媚な天

然の海浜地として多くの市民、県民の皆様が訪

れる海岸でございます。 

 ただ、近年は、台風が大型化するなどして海

岸線の砂が大きく減少しており、その結果、越

波としぶきが背後地に被害をもたらすなど、地

域住民の安全が脅かされる状況になっておりま

す。 

 また、平成29年には海水浴場も閉鎖されたこ

とから、平成30年11月には地元3自治会が、管

理者である雲仙市長に対し、海岸事業の早期整

備の陳情を行ったところでございます。 

 その後、雲仙市においても検討を行っている

こととは思いますが、地元としては、何とか早

くしてほしいという気持ちで過ごされておりま

す。 

 つきましては、早期事業着手に向けて、県も

一緒になって対策を検討していただきたいと考

えておりますが、県のお考えをお伺いいたしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君） 橘湾北東部に位置す

る千千石漁港海岸につきましては、議員のご発

言にもありましたとおり、日本の「白砂青松百

選」にも選ばれた景勝地でございます。 

 しかしながら、近年は、台風の来襲の際に護

岸や背後家屋がたびたび被災するなどしており、

平成30年には地元の3自治会が、雲仙市に対し

まして、海岸高潮災害の防止対策についての要

望書を提出し、早急な事業化を要望されたと

伺っております。 

 海岸保全施設の整備につきましては、事業主

体が海岸管理者である雲仙市となることから、

まずは雲仙市の意向を十分確認していく必要が

あると考えております。 

 県といたしましても、県民の生命・財産を守

り、災害に強く安全・安心で強靭な郷土づくり、

県土づくりを進めており、事業化を検討してい

く段階で効果が十分に発揮できる整備計画とな

るよう、雲仙市と十分に連携してまいりたいと

考えています。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君） どうぞよろしくお願い

します。 

 先般、この自治会の方々とお話をしましたと

ころ、「自分たちはもう、あきらめています」

と、「命を落とすかもしれませんけど」と大変

落胆をされていました。これを、ぜひ県民の生
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命・財産を守るという観点からも、県がきちっ

と雲仙市と前向きに検討をしていただきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 6、建設業における人材育成について。 

 （1）長崎県における取り組み状況について。 

 建設業は、地域のインフラの整備や災害が発

生した際の緊急対応、復旧工事など、県民の安

全・安心、暮らしを支える極めて重要な存在で

あります。 

 特に、ここ数年は、全国で激甚災害が多発し

ており、災害に強いインフラづくりが求められ

る状況となっており、建設業の役割がますます

重要になっているものといえます。 

 しかしながら、県内の建設企業からは、最近

は若い技術者が入ってこないと聞きます。また、

採用できたとしても、すぐにやめてしまうとも

聞きます。 

 これは、ハローワークにおける昨年1年間の

建設技術者の新規求人数に対する充足率が6％

程度と非常に低いことや、建設業における就職

後3年以内の離職率が45％と高いことからも明

らかであります。 

 このような状況が続くと、近い将来、建設技

術者が不足し、地域にとって欠かせない建設業

そのものの存在が危うい事態に陥りかねません。 

 特に、建設系学科を有する高校のない地域に

おいては、専門的な知識を持たないまま建設技

術者として就職し、その後に知識と技術を基礎

から習得しなければならないことなどから、そ

の習得に数年を要し、建設業の魅力や楽しさを

知る前に離職してしまう若者が多いと聞いてお

ります。 

 仮に就職後に専門的な研修を受けるとしても、

静岡県か宮崎県にある施設で受講するしか方法

がありません。企業の負担が大きいため簡単に

は派遣できないとのことであります。 

 このため、県内において建設業の人材を育成

し定着につなげていくことが重要であると考え

ておりますが、こうした状況は今に始まったこ

とではなく、数年前から県内建設業における重

要な課題となっていたことから、平成28年の一

般質問において、建設技術者の即戦力を養成し

てきた県立の建設大学校にかわるような研修、

教育の仕組みを県内において構築してほしいと、

建設業の人材育成の必要性、重要性を訴えてき

たところであります。 

 そこでお尋ねをいたしますが、建設技術者の

育成を図るための仕組みについて、県がどのよ

うに取り組んでおられるのかをお伺いいたしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 県内の建設技術者に

ついて、工事を管理するうえで必要となる主な

国家資格であります土木施工管理技士の所有者

を見ますと、60歳以上が約3割を占めており、

今後、これらの技術者の大量退職が見込まれる

ことから、若手技術者の育成と定着促進が重要

な課題であると考えております。 

 県では、平成28年度から、建設大学校にかわ

る技術者の教育制度の構築に向けた検討に着手

し、静岡県や宮崎県の教育施設を訪問して調査

を行うとともに、建設業協会などの関連団体と

協議、検討を重ね、準備を進めてまいりました。 

 その結果として、今年度から、長崎県建設技

術研究センターにおいて、就職後3年以内の経

験の少ない若手技術者を対象とした2カ月間の

育成研修をスタートさせたところであります。 

 この研修は、県内の建設業に精通した実務者

が講師を行っており、17名の受講生やその所属
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企業からは、「実践的でわかりやすい」、「社員

の意識が変わった」など好評を得ております。 

 県としましても、離島からの参加者の負担軽

減を目的として、交通費と宿泊費について、市

町と連携して補助を行っております。 

 現在、今年5月の開催に向けて受講生の募集

を行っているところであり、今後もこの研修を

継続し、若手技術者の育成と定着促進に努めて

まいります。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君） 以前は、建設大学校で

県内の若い人たちが技術を学び、一級土木施工

管理技士を目指して勉強されていました。 

 それがなくなり、今、おおよそ100万円ぐら

いを負担して、宮崎県や静岡県に、各企業がそ

ういう若い人たちを研修に出すということをさ

れていたわけでありますけれども、これが約半

分の50万円ぐらいで済むということで、県内の

建設業の方々からも本当に感謝をされておりま

す。 

 ぜひ、この制度をきちっと残していただいて、

県内の人口減少の歯止めや県勢の発展につなげ

ていただきたいと思います。 

 特に、こういう学校で知り合った見知らぬ人

たちが、同期の方たちが、その学校が終わった

後も長年たっても、一生の友としておつきあい

をされている姿を私も見て、やはりこういうこ

とが必要なんだなと。県内に就職して県内に

残っていただいて、県内で家族を持って生活を

していただくということが、こういったことか

らつながっていくんだなというふうに思ってお

りますので、財政が厳しいからといって、こう

いったいい制度を打ち切ったりといったことが

ないように心がけていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 7、食品ロス削減の推進について。 

 （1）長崎県における現状と今後の取組につ

いて。 

 我が国の平成30年度の食料自給率は、カロ

リーベースで37％であり、その多くを輸入に頼

らざるを得ない食料輸入国でありますが、農林

水産省及び環境省の推計によると、本来食べら

れるにもかかわらず捨てられている食品が、製

造、流通、小売り、飲食店及び一般家庭といっ

たさまざまな場面で年間約643万トン発生して

おります。 

 このような中、昨年10月1日に「食品ロスの

削減の推進に関する法律」が施行され、国、地

方公共団体、事業者の責務、消費者の役割、相

互の連携を示すとともに、地方公共団体には食

品ロス削減推進計画の策定を求めております。 

 本県を見ますと、平成29年度のカロリーベー

スでの食料自給率は47％であり、半数以上を県

外に依存している中、一人当たり1日で茶碗1杯

に相当する約139グラム、県全体で年間約6万

9,000トンの食品ロスが発生していると推計さ

れております。 

 その要因の一つとして、家庭では、あらかじ

め袋詰めされて販売されている食品など必要以

上に食品を購入し、使いきれずに廃棄されてい

る状況もあるようです。 

 また、宴会においては、いまだ多くの食べ残

しが発生しており、県では、宴会開始後30分間

と、お開き前10分間は、自分の席について食事

を楽しむ「3010運動」を広報誌等を活用して推

進されていますが、まだまだ浸透していないよ

うに見受けられます。 

 食品ロスの削減を推進することは、食品の有

効活用を図るとともに、家計への負担軽減、ま

た県民一人当たり平均で1日約47円の経費を要
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している市町のごみ処理経費の軽減につながる

ため、県民一人ひとりが自分のこととして意識

して取り組み、ライフスタイルを変える意識改

革が必要ではないかと考えております。 

 県民を巻き込んだ県民運動を展開して食品ロ

ス削減の推進を図る必要があると考えますが、

本県の現状と今後どのように取り組まれていく

のか、お聞きします。 

〇議長(瀬川光之君） 環境部長。 

〇環境部長(宮崎浩善君） 食品ロス削減の推進

について、本県の現状と今後どのように取り組

むのかとのお尋ねでございます。 

 食品ロスは、消費者のライフスタイルや事業

者の商習慣などが要因と考えられ、その削減に

向けては、食べものを無駄にしない意識の醸成

とその定着を図ること、まだ食べられる食品は

廃棄することなく、できるだけ食品として活用

することが求められております。 

 県といたしましては、これまで食品ロス削減

の広報啓発に取り組み、県民意識の醸成を図る

とともに、フードバンク活動を円滑に進めるた

め、食品の品質管理や衛生管理を定めた「フー

ドバンク活動ガイドライン」を策定したところ

でございます。 

 今後は、啓発ポスターの募集や県民の皆様を

対象といたしましたフェスタの開催等の啓発活

動を継続するとともに、県内市町、社会福祉協

議会等に対しまして、ガイドラインを活用した

取り組みを促し、フードバンク事業の拡大に努

めることとしております。 

 さらには、国の基本方針等を踏まえた、本県

の「食品ロス削減推進計画」を策定いたしまし

て、消費者の計画的な買い物などに関する意識

の改革や、食品の製造、販売、消費に至る一連

の過程におけます事業者の取組支援などを行い、

県民、事業者と一体となった食品ロス削減に向

けた県民運動に取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君） 特に、「3010運動」に

関しては、県も広報誌等々を通じて啓発に努め

られているわけでありますけれども、いろんな

飲食店やホテルや旅館等々にもきちっと、ポス

ターをつくるなり、そういった啓発活動をして

いただきたいと思います。 

 私の住む島原半島では、300人、400人の宴会

が結構多くありまして、見ますと、乾杯直後に

すぐお酒のやりとりが始まるんです。帰りに見

てみますと、料理が多数残っているという状況

でありますので、特に、そういったところも注

意をしていただきたいと思いますが、いかがで

ございましょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 環境部長。 

〇環境部長(宮崎浩善君） 議員おっしゃるとお

り、確かに宴会等においては、まだまだ食べ残

しが多くあります。やはり、私ども食品ロスを

削減するためには、こういうところから少しず

つ県民の皆様にご理解をいただいて、食品ロス

削減に努めてまいりたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君） 宴会開始後30分間は

座っていただきたいというお願いになろうかと

思うんですけれども、島原半島の方では、乾杯

まで1時間を要したり、1時間半を要したりする

んです。そこも、宴会というか、乾杯の後30分

間なのか、そういったところもぜひ明確に明記

をしていただいてですね。乾杯後30分間は必ず

座っていてくださいと、おいしい料理を食べて

くださいと、お開き前の15分間は最後まで料理

を残さず食べてくださいと、ぜひ、そういった

啓発をしていただきたいと思います。 
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 7項目にわたりまして、質問をさせていただ

きましたけれども、令和の時代になり、今まで

経験したことのない新型コロナウイルスや未曽

有の災害など、人類にとっても厳しい事態に

なっております。 

 これを長崎県として乗り越えるのも、中村知

事のリーダーシップにかかっていると思います。

どうか中村知事におかれましては、最大限の力

を発揮していただいて、我々長崎県民をすばら

しい長崎県に導いていただけますようにお願い

を申し上げたいと思います。 

 それと、長年、この長崎県に奉仕していただ

きました、本年3月に退職をされます長崎県職

員の皆様方、そしてまた、長崎県警察本部の皆

様方、多くの民間の方々も退職されます。 

 この退職される方々に心から、長年のご労苦

にねぎらいと感謝を申し上げ、私の一般質問を

終わらせていただきます。 

 まことにありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時 ５分 休憩 ― 

― 午後１時３０分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

こんにちは。 

 松浦市選挙区選出、自由民主党・県民会議の

石本政弘でございます。 

今回、新人でありながら、二度目の登板をさ

せていただきまして、自由民主党・県民会議の

皆様には心より感謝を申し上げます。 

中村知事並びに理事者の皆様の明確で、ご理

解ある答弁をよろしくお願いいたします。 

それでは、早速、通告に従い、質問に入りま

す。 

1、地場企業の振興について。 

（1）産業の育成について。 

これまで県は、平成28年に策定した「長崎県

総合計画 チャレンジ2020」及び「長崎県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進に取り

組まれてきたところですが、本県が抱える人口

減少、県民所得の向上、地域活力の低下といっ

た構造的な課題について、一部に改善の兆しが

見られるものの、いまだ十分な成果が得られて

いない状況にあります。 

そこで、県は、令和2年度から取り組む第2期

総合戦略の新たな施策体系として、1、地域で

活躍する人材を育て、未来を切り拓く、2、力

強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す、

3、夢や希望のあるまち、持続可能な地域を創

るの3点を掲げられております。 

また、産業労働部の令和2年度の基本方針に

おいても、成長産業の育成・創出、県内産業の

人材確保、若者の県内定着を重点施策として挙

げられております。 

この中で、今回、私は、地場企業の振興、中

でも人材確保に焦点を絞って質問をしたいと

思っております。 

本県の平成30年度の従業者規模別事業所数の

構成比率を見ると、いわゆる大企業は1.5％、

残りの98.5％は中小企業・小規模事業者となっ

ております。人口減少に歯止めをかけ、若者を

県内に定着させるためには、県が言う成長産業

の育成・創出も当然ながら必要であると考えま

すが、一方で、現在、県内各地で、地域発展の

ため、事業の継続・発展に一生懸命頑張ってお
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られる中小企業・小規模事業者である地場企業

の育成、支援が何より優先して実施されるべき

であると考えます。 

地元に安心して働ける企業が存在してはじめ

て、地元での若者の就職、定住、あるいは県外

大学生のＵターン、Ｉターンの促進等にもつな

がると思っております。 

私の地元である松浦市においても、地元の若

者を一人でも多く雇用できるようにと一生懸命

頑張っている中小企業・小規模事業者がありま

す。長崎県の将来を担う優秀な若者に県内にと

どまってもらうためには、このように地元の若

者の採用に努力されている県内各地の中小企業

者、小規模事業者を支援し、地域全体の底上げ

を図っていくことが大事であると考えておりま

す。 

そこで、地域における産業の育成について、

県はどのような取組を行っているのか、お尋ね

します。 

以降の質問については、対面演壇席より行い

ます。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 人口減少、高齢

化、地域活力の低下など、本県を取り巻く経済

状況が大きく変化する中で、地域経済を支える

中小企業・小規模事業者の支援は重要であると

考えております。 

そこで、地域の商工業やサービス業振興のた

め、県内各地域の商工会、商工会議所が主体と

なって、「地域産業活性化計画」を策定し、地

域ごとの産業特性に応じた目標を掲げ、事業者

や県、市町等と共有しながら、販路拡大や付加

価値向上等に取り組んでいるところであります。 

県といたしましては、この取組を進めるため、

商工会、商工会議所の計画推進に関するアドバ

イスやフォローアップへの支援、事業者の課題

解決に関する専門家派遣への助成を行っている

ほか、複数の事業者がグループによる地域外か

らの需要獲得に向けた取組に対する補助制度を

設けているところであります。 

今後とも、関係機関と連携しながら、やる気

のある事業者を支援し、地域産業の育成・強化

を図ってまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） 今、お話にありました

とおり、中小企業者・小規模事業者に対する県

の支援が何より大事と思っておりますので、ま

た、しっかり対応してほしいと思いますし、そ

うすることで、県が第2期総合戦略に掲げます

基本目標につながるものと期待をしております。 

 （2）県内産業の人材確保について。 

 ①重点戦略の考え方について。 

 令和2年度長崎県の重点戦略案では、重点的

な取組の1番目に人口減少対策を掲げて、「しご

と」と「ひと」のマッチング促進や県内企業の

採用力強化などに取り組むとされています。 

地場企業の振興を図るためには、企業の人材

確保が最も重要であり、いかに優秀な人材を確

保していくかが成功の秘訣であると考えます。

人手不足で困っている企業が受け皿となること

で、各地域において県内産業の人材確保並びに

若者の県内定着が図られ、ひいては人口減少抑

制につながっていくことを期待するものであり

ます。 

そこで、地元企業の人材確保について、今後、

県はどのように取り組もうとしているのか、お

尋ねします。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 来年度の重点戦

略におけます人材確保対策につきましては、若
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者の県内定着促進と企業の採用力強化の両面か

ら対策を講じてまいりたいと考えております。 

 まず、若者の県内定着促進につきましては、

キャリアサポートスタッフ等による高校生の県

内就職支援と、キャリアコーディネーターによ

る県内・県外の学生と企業とのマッチング促進

を柱として、新規学卒者対策などに取り組んで

いくこととしております。 

 また、企業の採用力強化につきましては、本

年4月に「人材活躍支援センター」を開設し、

雇用条件や職場環境の改善など、企業の採用力

向上を伴走型で支援するとともに、同センター

に無料職業紹介機能を持たせ、第二新卒、就職

氷河期世代を含む若者、女性、中高年、高齢者

など、県内外の多様な求職者と県内中小企業と

のマッチングを推進してまいりたいと考えてお

ります。 

〇副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） 今、きめ細かな発言を

されました対応についても、しっかりと取り組

んでいただきたいと思います。 

 ②高度人材の確保について。 

 ただいま、新年度における県内産業の全般的

な人材確保についての回答をいただいておりま

すが、これらの事業については積極的に取り組

んでいただきたいと思いますが、県内産業、地

場企業が成長するためには、人材の中でも、高

度人材の育成・確保が特に重要であると考えて

おります。 

 県が設置しております「長崎県プロフェッ

ショナル人材戦略拠点」は、新商品の開発や生

産性向上などの具体的取組を通じて、企業の成

長戦略を具現化していく高度な人材、わかりや

すく言えば、受け入れ企業の役員や管理職とな

るような人材を都市部から雇用する支援を行う

というものであります。 

 この取組は、企業の成長を実現するばかりか、

本県への人の流入にもつながることから、直接

的な人口減少対策にもなると考えます。私の地

元松浦においても、流通部門の中心的役割を担

う人材や財務管理ができる人材など7名を採用

することで、順調に業績を伸ばし、地域の中堅

企業として地元の雇用拡大に大いに貢献してい

ただいている企業もあります。 

 一方で、常用雇用という形になれば、複数の

高度人材を雇用するためには相応の経費負担が

発生することから、中小企業・小規模事業者が

大勢を占める本県においては、企業規模に応じ

た高度人材確保対策が必要であると考えます。 

 また、国は、昨年12月に、新たに副業・兼業

といった形態での高度人材を支援する方針を打

ち出しておりますが、これは県内企業が高度人

材を採用するうえでの追い風になるものと思い

ます。 

私は、県内の多くの企業がさまざまな形態で

高度人材を活用することで、互いに成長し、雇

用の拡大、給与などの処遇の改善につながって

いくことを期待しており、そういう観点からし

ても、この「プロフェッショナル人材戦略拠点」

の活用は非常に有効であると考えており、積極

的に取り組んでいただきたいと要望します。 

そこで、このプロフェッショナル人材戦略拠

点のこれまでの実績について、大企業と中小企

業別の割合も含め、お尋ねしたいと思います｡ 

あわせて、国の動きも踏まえたところで、県

は、今後どのように取り組んでいこうとされて

いるのか、お尋ねします。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 県におきまして

は、国の事業を活用して、平成28年2月に「プ
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ロフェッショナル人材戦略拠点」を開設し、県

内企業の人材確保を支援してきております。 

これまでの4年間の実績につきましては、101

名採用されており、このうち、従業員300人を

超える企業が約3割、300人以下の企業が約7割

となっております。 

 高度人材は、県内企業が競争力を発揮し、

成長を実現するうえで大きな要素となることか

ら、県におきましては、本事業を積極的に活用

しているところでございます。 

 また、国が新たに支援する副業・兼業を含め

た多様な形態での人材マッチング制度につきま

しては、導入コストが抑えられるなど、県内の

中小企業等が高度人材を活用する選択肢が広が

るものと考えております。 

 このようなことから、新年度におきましては、

県内企業のニーズを把握したうえで、予算措置

を含め検討してまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） ありがとうございます。

しっかりとした対応をぜひお願いしたいと思い

ます。 

 繰り返しになりますけれども、企業の成長に

は、その企業の核となる高度人材が不可欠であ

ります。この「プロフェッショナル人材戦略拠

点」を活用して高度人材を確保することにより、

地場企業が成長し、それが地場の若者の雇用拡

大につながり、高校新卒者や大学新卒者の県内

就職の増加や、Ｕターン・Ｉターン就職者の増

加につながっていくことを期待するものであり

ます。 

県としても、今後ともしっかり取り組んでい

ただきますよう要望して、次の質問に移らせて

いただきます。 

2、農山村集落の維持対策について。 

（1）農山村集落の現状について。 

農山村集落は、自然環境の保全や土砂災害の

防止、美しい環境形成等の多面的機能に加え、

最近では、多く発生しておりますイノシシなど

の鳥獣害防止などにつながるといったさまざま

な役割を担っております。そして、農山村集落

を維持することは、大変重要であると考えてお

ります。 

私の地元松浦市においても、特に、条件が厳

しい中山間地域の農山村集落では、高齢化や後

継者不足に加え、人口減少に伴う集落の維持が

困難になることを心配する声がよく聞かれ、こ

のままでは限界集落になりかねない地域も出て

くるものと考えられます。 

例えば、松浦市の竜尾川上流の田代集落があ

りますけれども、ここでは、中山間地域等直接

支払制度や多面的機能支払制度を活用し、集落

の68戸が共同して活動組織をつくり、地元の地

域の農道や水路などの保全活動等に集落一体と

なって取り組んでおります。 

しかしながら、一方で高齢化が進んでいる、

次の世代、担い手が不足している、将来の活動

の継続が心配だというような声が聞かれるなど、

大多数の農山村集落においては、共同活動の継

続や集落の維持について危惧されている現状に

あると考えております。 

そこで、県は、このような農山村集落の現状

について、どのように捉えているのか、お尋ね

します。 

〇副議長(西川克己君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 2015年農林業センサ

スによりますと、本県には2,941の農業集落が

ございますが、県の推計では、集落機能が低下

すると言われている10戸未満で、かつ65歳以上

の住民が50％以上の農業集落が、現状の54集落
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から、2040年には、約6倍となる344集落に増加

すると予測しております。 

 また、中山間地域等直接支払制度により、農

村環境整備の共同活動に取り組む1,005の組織

を対象に、県が2018年に実施したアンケートで

は、10年後には、約7割の725の組織が、高齢化

や後継者不足に伴うリーダーや従事者の不在な

どの理由により、現状の共同活動の継続は困難

というふうに回答されております。 

 このようなことから、県といたしましては、

これまで地域の方々の共同活動により守られて

きた水源の涵養や自然環境の保全など、農山村

が持つ多面的機能が低下し、頻発・激甚化する

土砂災害や、イノシシ等の鳥獣被害の市街地へ

の拡大を危惧しているところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） 今、お話がありました

けれども、実際の数値以上に、現場では集落の

維持管理が困難となってきているという実態が

あろうかと思いますので、引き続き、実態も十

分把握しながら、きめ細かい対応をしていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

（2）農山村集落の維持対策について。 

 本県の農山村集落の現状について回答いただ

きましたけれども、今後、中山間地域等の条件

が不利な農山村集落の人口減少はさらに厳しさ

を増すものと思われます。 

このような中山間地域の集落では、これまで

地域に活気と希望を与えてきた小学校は、児童

数の減少により統廃合が進み、地元のお祭りや

浮立などの伝統行事は、少子・高齢化の進行な

どによる担い手・後継者不足で将来継続が困難

となることも懸念されております。 

 一例を挙げますと、松浦市の志佐川上流に位

置する上志佐小学校では、集落の人口減少に伴

う児童数の減少により、小学校の存続問題が取

り沙汰されており、統廃合に反対する声も挙

がっているところでございます。 

 地域によっては、もう既に小学校が廃校と

なったところも幾つかございます。地域から子

どもがいなくなれば、その地域の活気やにぎわ

いがなくなる、これは、もうご承知のとおりで

ございます。 

 その一方で、「コスモス畑の収穫祭」とか、

地域によっては、「土谷棚田の火祭り」、また、

「土谷浮立」、「田ノ平浮立」といったさまざま

な伝統的なイベントを開催するなど、地域の伝

統行事や伝統文化の承継に活発に取り組まれて

いる地域もあります。 

 しかしながら、こういった地域においても、

年々、担い手や後継者不足により、今後、いつ

まで続けられるのかが心配だという声も聞かれ

ます。地域の伝統的な祭りは、古くから地域の

住民の心を一つにし、地域の融和を図り、共同

を図るといった重要な祭祀であったと考えます。 

こうした状況を見る時、これから特に、農山

村集落を維持し、農山村地域を活性化していく

ためには、集落の後継者の育成や若者の定住促

進は当然ながら、外部からの移住者の受け入れ

など、集落に人を呼び込むことにも力を入れて

いく必要があるのではないかと考えております。 

 そこで、今後、農山村集落を維持していくた

め、県はどのように取り組んでいこうと考えて

いるのか、お尋ねいたします。 

〇副議長(西川克己君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 議員ご指摘のとおり、

農山村集落の維持・活性化を図るためには、Ｕ

ターン・Ｉターン者の移住・定住対策が重要と

いうふうに考えております。 

 東京にある「ふるさと回帰支援センター」で
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の全国の移住相談件数は、20歳代から40歳代を

中心に、2018年には4万件を突破するなど年々

増加しており、移住先については、複数回答と

なりますが、地方都市の市街地への希望が約7

割と多く、農山村は約4割となっております。 

また、移住先選択の要件として、「就労の場

があること」が最も優先順位が高く、次いで

「自然環境がよいこと」、「住居があること」と

なっていることから、農山村の持つ自然環境の

魅力に加え、生活に必要な情報をあわせて発信

することで、市街地から農山村への移住につな

げていくことが重要であると考えております。 

 このため、県では、集落自らが集落内の課題

や将来像に関する話し合いを行ってもらい、移

住者の世話役、相談役の設置など、受け入れ体

制を整備したうえで、自然環境や伝統文化など、

集落の魅力、農地付き空き家、病院、学校、

スーパーなどの生活情報をまとめて発信するこ

ととしております。 

 あわせて、集落の魅力を実感して移住を検討

してもらうための「お試し移住」を実施するな

ど、移住促進に向けた取組を市や町と連携して

取り組んでまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） 農山村集落を維持して

いく、または継続するためには、私の考えとし

ては、やはりその地域にある伝統的な行事なり

祭り、こういったものを中心に集落は発展して

きたと思いますし、それがなくなると、どうし

ても集落の結束といいますか、まとまりがなく

なるというのはもう目に見えておりますので、

一生懸命頑張っている地域もあります。そう

いったところに力を入れて、ほかの地域にもそ

ういった取組が広がるような形をぜひとも県の

方でもご支援をいただきたいと思います。 

（3）農山村集落における関係人口拡大につ

いて。 

 農山村集落の維持・活性化を目指し、農山村

集落に移住者を増加させるための県の取組につ

いて答弁いただきましたけれども、ぜひとも各

市町と一体となって、しっかり取り組んでいた

だきたいと思います。 

 ただ、移住者を増加させるだけでは集落を

守っていくことは困難であると考えており、移

住対策とあわせて、都市部に住みながら地方と

関わり続ける、いわゆる「関係人口」という観

点から農山村集落の活性化に取り組むことも大

変重要であると考えております。 

 幸いにも、農家民泊や農業体験などの農泊に

ついては、県北地域では、松浦を中心に農林漁

業体験民宿を地域ビジネスと捉えて取り組んで

いるところも多く見られます。 

 集落単位で共同して都市部の学生や市民との

交流を深め、加えて、インバウンドを呼び込む

など積極的な取組により、農家所得の向上にも

つながっており、地域の活性化の一翼を担って

いる状況も見てとれます。 

 また、都市部の企業においても、最近では社

会貢献活動に対する関心が高まってきており、

都会と地方との交流を深めるさまざまな活動が

行われております。 

 今後、農山村地域の活性化を図るためには、

このような活動を農山村地域と結びつけていく

ことが重要であると考えます。 

 そこで、農山村地域における今後の関係人口

の拡大について、県はどのような取組、また、

支援策を考えているのか、お尋ねいたします。 

〇副議長(西川克己君） 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君） 県では、これまで、

農山村地域の活性化のために、交流人口の拡大
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や地産地消の推進による地域全体でもうかる仕

組みづくりに取り組んでまいりました。 

 具体的には、農産物直売所を販売・交流拠点

とした、特産物等の地域資源の情報発信、少量

多品目産地の育成、農泊を推進することで、農

産物直売所と農泊の売上額は、平成27年の105

億円から平成30年の113億円と増加してきてお

ります。 

 しかしながら、農山村地域の高齢化や、人口

減少が進む中、地域住民の活動だけでは集落の

維持は困難であることから、先ほど答弁いたし

ました移住対策に加えて、議員ご指摘の「関係

人口」の拡大を進める必要があると考えており

ます。 

 このため、社会貢献活動に関心が高い県内企

業や学生、定年退職者等と農山村集落とのマッ

チングを行う場を県が新たに設置し、共同して

集落維持活動を行う仕組みを構築することで農

山村地域の維持・活性化が図られるよう、市、

町、関係機関と協力して取り組んでまいりたい

と考えております。 

〇副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） ありがとうございます。 

 先ほど言いました各農山村集落におけるいろ

んな行事もありますけれども、松浦ではほかに、

今、ヤマメの里といった、地元できれいな渓流

を使ったヤマメの養殖、そして、それらをまた

販売まで、要するに、稚魚を購入して、それを

育てて、そしてまた地元の旅館等に提供する、

または、今後、販売に向けて取り組んでいく、

そういった新たな取組をされている地区もあり

ます。 

 そういった農山村の活性化につながる事業に

つきましては、ぜひとも県として、今後とも支

援をお願いしたいと思っております。 

 まとめになりますけれども、農山村集落の人

口減少は、中山間地域の耕作放棄地の拡大を招

き、ひいては日本の原風景である心のふるさと

でもある美しい森や水、そして、田畑を守って

いるふるさとの崩壊につながりかねません。農

山村集落を後世にわたりしっかりと維持してい

くためにも、万全な対策をよろしくお願いいた

します。 

 3、水害に対する河川の防災・減災対策につ

いて。 

（1）取組の現状と今後の対応について。 

 午前中に宅島議員の方からも質問があってお

りますけれども、各地域において、河川等の防

災・減災、最近では毎年のように県内のどこか

で、また、日本全国のどこかで必ず豪雨、台風

被害等が頻発しております。昨今、こういった

豪雨等により全国各地で水害が頻発し、家屋等

の大規模な浸水が発生するなど、甚大な被害を

与えている状況が数多く見られます。 

 本県においても、昨年8月の県北地域を中心

とした豪雨では、大雨洪水警報や大雨特別警報

が発令されるなど、県北を中心に河川の氾濫な

どによる家屋の浸水被害が発生しております。

地元松浦におきましても、河川の氾濫までには

至らなかったものの、二級河川志佐川において、

一時的に氾濫危険水位に達するなど、また、今

福町浜ノ脇地区の道路崩壊や不老山山腹の崩壊

が発生するなど、未曾有の災害に見舞われてお

ります。そして、地域住民の生活に現在でも支

障を来している状況でございます。 

 全国的に河川氾濫等による大規模な浸水被害

が相次ぐ中、県管理河川においても、ハード・

ソフト両面から早急な対策が必要と考えますが、

現在の県の取組状況と今後の対応について、お

尋ねいたします。 
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〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 県の防災・減災対策

につきましては、通常の河川改修事業に加え、

国の「防災・減災、国土強靱化のための3か年

緊急対策」を活用し、ハード・ソフト一体とし

て取り組んでいるところであります。 

 ハード対策としましては、県内29河川の河川

改修を進めており、さらに緊急的に14河川の浚

渫、伐木などを実施しているところです。 

 また、ソフト対策としましては、浸水想定区

域図の作成や、水位情報周知河川の拡大、危機

管理型水位計の設置、さらには、市町において

ハザードマップの作成を行うなど、防災・減災

の推進に努めているところであります。 

今後は、引き続き、防災インフラの整備を進

めるとともに、監視カメラの新設や、新たに創

設された有利な地方債を活用し、河川の浚渫な

どを重点的に実施してまいりたいと考えており

ます。 

○副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） 今回、国の方でも緊急

浚渫推進事業というのが創設されておりますの

で、県としてもしっかりとそれに基づき対応し

ていただきたいと思っております。 

（2）二級河川志佐川の防災対策について。 

 松浦市の市街地を流れる二級河川志佐川にお

いては、平成28年の大雨により河川の水位が上

昇し、氾濫危険水位まで達したことから、志佐

地区において約2,400世帯、5,420名の人に避難

勧告が発令されました。 

 また、平成30年及び昨年の豪雨においても、

大雨特別警報が発令され、氾濫危険水位に達し、

避難勧告が発令されるなど、地域住民の水害に

対する不安は一層高まっている状況にあります。 

 志佐川においては、平成13年に河川改修工事

が完了しているものの、その後、約20年が経過

しており、特に、河川の周辺には家屋等が集中

している中流から下流にかけて河川内に大量の

土砂の堆積や樹木の繁茂が見られ、流水の阻害

となっている状況が見られます。 

 このまま放置しておきますと、河川の氾濫等

により家屋の浸水や人命に危険を及ぼすおそれ

があるため、早急な対策が必要と考えますが、

県として、今後どのような防災対策を講じてい

くのか、お尋ねいたします。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 志佐川においては、

これまで土砂堆積の著しい高野橋付近や、支川

合流部などにおいて浚渫及び伐木を行ってきた

ところです。 

 今後は、令和2年度から新たに創設される緊

急浚渫推進事業などの有利な起債事業を積極的

に活用し、現地の危険度を調査したうえ、治水

安全上支障となる箇所について、来年度から計

画的に浚渫及び伐木を実施してまいりたいと考

えております。 

○副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） この志佐川の防災対策

については、松浦市民の長年の念願であり、市

民の財産、そして、生命に直結する喫緊の課題

でありますので、ぜひとも可能な限り、速やか

な対応をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 4、新福島大橋の建設促進について。 

 （1）現状と今後の対応にいて。 

 福島大橋につきましては、県の計画に基づい

て適切に管理を行っているということでありま

すが、福島町民にとっては、福島大橋は、九州

本土とを結ぶ唯一の橋であり、玄海原子力発電

所における事故発生時などの有事の際の唯一の
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避難道路であり、町民の命の橋でもあります。 

 また、島内には、ＬＰＧ国家備蓄基地があり、

20万トンの備蓄量を有し、日本の年間供給量の

5.6日分相当を保管しています。九州を中心に

西日本一帯に年間70万トンのＬＰガスを供給し

ており、最近、頻発する地震や台風災害発生等

の有事の際には、福島大橋を大型タンクロー

リー車が頻繁に往来する事態が想定されます。 

 このような中、県は適切に管理しているとい

うようなことでありますけれども、架設から既

に52年を経過していることに加え、橋の幅員は

6メートルと西九州道路の半分しかなく、大型

車両の離合に支障を来しております。 

 また、橋には歩道があるといっても20センチ

程度の幅しかなく、とても人が安全に渡れるも

のではありません。車両の通行だけでなく、人

の通行にも安全面での支障を来しております。

町民の皆様にとって橋の架け替えは長年の悲願

であり、橋の架け替えについて強い要望が挙

がっております。 

 地元では、「新福島大橋建設促進期成会」が

結成され、本年1月にも国土強靱化計画による

新福島大橋架橋に関する要望について、知事あ

て提出されているところであります。 

 また、昨年12月17日に、現地において、県の

方より現状説明会が開催されており、そこでも

架け替えの意見が出されたと伺っておりますが、

説明会での地元の意見等も含めて、福島大橋の

現状と今後の対応について、お尋ねいたします。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 福島大橋は、昭和42

年に架設した橋長225メートルの橋で、架設後

52年が経過しております。これまでに塗装の塗

り替え、橋脚や支承部など適宜補修を行ってお

り、安全に利用できる状態が保たれております。 

 また、幅員については、2車線あるものの、

路肩がやや狭く、まれに大型トレーラー同士で

はスムーズな離合が困難な場合もありますが、

通常のタンクローリー車同士の離合には大きな

問題はないと認識しております。 

 一方、昨年度、最新の基準に基づいて耐震性

能の検討を行った結果、一部耐震補強が必要と

なりましたので、来年度から耐震補強に着手す

る予定です。 

 県としましては、現福島大橋の維持管理を適

切に行うことで、できるだけ長く利用できるよ

う努めてまいりたいと考えております。（発言

する者あり） 

○副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） 今、部長の方から回答

をいただきましたけれども、確かに、県として

は調査をした結果、まだ耐震補強すればもてる

というような回答でございます。また、歩道に

ついても、大型タンクローリーが離合する場合

には危険だけれども、そのほかでは大丈夫とい

うような回答かと思いますが、実際、部長も

行っていただければ、おわかりかと思いますが、

タンクローリーが通ってなくても、車が通る時

に、人があの20センチもない歩道を渡るという

ことは、私には自信がございません。（発言す

る者あり）橋を見た時に、人が通っていない、

人通りがないというお話ですけれども、あそこ

を人が渡って通れということこそが問題であっ

て、（発言する者あり）とても子どもたちの安

全を守れるという状況にはない。大人でさえも、

カニ歩きをしていても、多分、車が来れば危険

だというような状況でありますので、何とかそ

こら辺を、十分なご理解をいただいて対応をし

ていただきたいと思っております。（発言する

者あり）もう一回、部長、よろしいですか。



令和２年長崎県議会・２月定例会（３月５日） 

 ― 196 ―

（発言する者あり） 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 現福島大橋の幅員の

拡幅や歩道設置については、多額の費用が想定

され、また、長期間の通行止めも生じるなど、

地域の生活にも影響を与えることから、現実的

に大きな課題がございます。 

 今後は、地元と意見交換をしながら、長期的

な視点で検討していかなければならないと考え

ているところでございます。（発言する者あり） 

○副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） 先ほどもちょっとお話

しましたけれども、昨年の12月に説明会をして

いると、そのときに地元から挙げられた意見が

あれば、お教え願いたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 地元からは、耐震の

補修についてはご理解いただいたと聞いており

ます。 

 それから、幅員が狭くて、先ほど議員がおっ

しゃったように、車の離合も速度を落とせばで

きますけれども、やはりちょっと高齢者にとっ

ては危険を感じるような時もある。それから、

人については、なかなか歩けないと。それで、

将来的には、やはり架け替えとか、そういった

ことも考えてほしいと。先ほど申し上げました

ように、現況の幅員を拡幅するとなると通行止

めとかが生じたりするので、それはそれでまた

問題があるというようなことの意見交換がなさ

れたというふうに聞いております。 

 いずれにしましても、歩道については、ここ

は通りにくいから、そもそも通ってないんだと

いうお話もありますけれども、ニーズがどのく

らいあるのか。要するに、整備をする投資と効

果、そのあたりをよく検討しないといけないと

考えておりますので、いずれにしましても、地

元の方と意見交換を続けながら、どうしたらい

いのかということについて、今後検討していき

たいと考えております。 

○副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） 確かに、行政から見れ

ば、費用対効果というものが一番に上がってく

るかと思いますが、やっぱり地元の人から言わ

せますと、一人の命と、その事業対効果とどち

らが大事かということをしっかりと考えていた

だきたいと思います。 

 やはり一旦有事があった場合は、あの橋でし

か逃げられないという状況もありますので、そ

こら辺を地元の人の身になってしっかりと考え

ていただきたいと思います。 

（2）幅員の拡幅及び歩道の設置について。 

 当面は、耐震工事を行い、今すぐの架け替え

が無理としても、いずれ架け替えの時期が必ず

やってきます。しかし、その時までに、今後、

発生が想定される南海トラフ地震や、福島の原

発事故のような想定外の災害が発生することも

十分考えられます。 

 したがって、架け替えの時期がくるまで当面

の対策として、大型車両が安全に離合できるよ

うな幅員の拡幅、また、歩行者が安全に通行す

るための歩道の設置など、当面の対策について、

いま一度県の考えをお尋ねします。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 当面の対策として、

現況を拡幅したり、歩道が設置できないかとい

うご質問だと思いますが、これにつきましては、

先ほどの繰り返しになりますけれども、拡幅す

るには多額の費用が想定されまして、また、通

行止めをしないと実際の改修に入れないという

ことがございまして、地域の生活にも影響を与
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えることになります。 

 そういった課題がありまして、今すぐこの現

橋の拡幅工事に入るというようなことはなかな

か難しいのではないかと考えております。そう

いった意味で、長期的な視点で検討していかな

ければならないと認識しているところでござい

ます。 

○副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） これもなかなか簡単に

いきませんけれども、一つの方策としては、並

行して新たな橋を架ける、そうすれば50年スパ

ンで、通行止めをすることなく通れるようにな

るという方法もあるということも頭に入れてお

いていただきたいと思います。 

 確かに、費用対効果という面から言うと、多

額の経費がかかるという橋の架け替えについて

は困難だということは十分理解できますけれど

も、繰り返し言いますが、島民にとっては、福

島大橋は、本土と島を結ぶ唯一の生命線である

橋でありまして、特に、原発からは20キロ圏内

以下に入っておるというような、一旦事故があ

れば住民の命に関わるというような状況があり

ますので、島民が一日でも早く安心することの

できるよう、今後の対応について特段のご配慮

をお願いいたしまして、次の質問に入ります。 

 5、国史跡鷹島神崎遺跡の保存と活用につい

て。 

 この件につきましては、昨日、北村議員から

も鷹島水中遺跡についてのご質問をいただきま

して、お礼を申し上げます。ありがとうござい

ます。 

議員の質問により、大村市民の皆様方にも、

この鷹島の水中遺跡について十分な周知がなさ

れるものと期待しているものであります。 

（1）国の水中考古学専門の調査研究機関の設

置について。 

 平成24年3月に、松浦市鷹島沖が「蒙古襲来」

に関わる古戦場として認められ、「鷹島神崎遺

跡」は、海底遺跡として国内ではじめて「国史

跡」に指定をされました。 

これを契機として、文化庁は、平成25年3月、

我が国における水中遺跡保護のあり方について

指針を示すことを目的に、「水中遺跡調査検討

委員会」を設置し、平成29年6月まで13回の検

討が行われてきております。 

 そして、平成27年5月に閣議決定されました

「文化芸術の振興に関する基本的な方針」の中

で、重点取組事業の施策の一つとして、水中文

化遺産の保護・活用のあり方についての調査研

究を進めるとともに、地方公共団体の取組を促

すとされ、国として水中遺跡保護の取組の方向

性が示されたところであります。 

鷹島海底遺跡について、これまで40年以上に

わたり継続的に発掘調査が行われており、平成

23年には琉球大学の調査により沈没船の一部が

発見され、平成26年には2隻目となる沈没船が

発見されたところであります。 

 この鷹島神崎遺跡は、日本はもとより、世界

的にも「蒙古襲来」に関わる海底遺跡として世

界遺産にも匹敵するような非常に貴重な遺跡で

あります。 

 しかし、残念ながら、現在、国内においては、

海底遺跡などの水中考古学を研究する公的機関

がなく、研究が遅れている状況にあります。海

底遺跡の調査や遺物の引き揚げ、保存・処理等

は技術的に難しく、多額の経費負担が伴うこと

から、市、県レベルでの対応は困難であると考

えております。 

 また、鷹島神崎遺跡は、史実を立証する遺跡

として貴重なものであり、水中考古学的見地か
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らしても、遺跡の研究は大変重要であると考え

ております。 

 したがって、この鷹島神崎遺跡の保存と活用

並びに研究者等の育成に係る財政支援等につい

ては、国策として取り組んでいただくようにお

願いしたいと思っております。 

 また、さらに、水中考古学研究の拠点として

は、遺跡が現存する松浦市鷹島町が最適な場所

であり、日本初となる水中考古学の専門研究機

関の設置について切望するものであります。 

 平成28年7月に、谷川弥一文部科学委員会委

員長が、同委員会の委員19名とともに同遺跡を

視察されています。そのとき、谷川委員長から

は、「遺跡の大切さは十分に認識した。県に

もっと動いてもらい、全力をかけて取り組むべ

き課題であると感じた」との発言があっており

ます。 

松浦市では、平成25年以来、毎年、先の研究

施設の設置について、知事、教育委員会教育長

及び県議会議長等に対する要望活動を行ってき

ておりますけれども、これまで具体的な動きが

見えないのが現状であります。 

 そこで、日本初となる水中考古学の専門研究

機関の設置に関して、中村知事の考えと意気込

みについて、お尋ねいたします。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） この松浦市鷹島町の鷹島

神崎遺跡は、昭和55年から40年間にわたり埋蔵

文化財調査が行われ、「元寇」に関する約4,000

点の遺物が出土するなど、全国的に見ても大変

重要な遺跡であると認識しております。 

 また、水中遺跡調査の方法、あるいは海中か

ら出土した遺物の保存処理方法等を研究するう

えでも有効な場所であると考えているところで

あります。 

 国においては、平成29年度にまとめられまし

た報告書「水中遺跡保護の在り方について」の

中で、この水中遺跡保護に関する適切な組織・

部署を独立行政法人国立文化財機構内部に設置

するとの方向性が示されたことから、県として

も、その当該組織を九州国立博物館に設置して

いただきたい。そしてまた、その現地調査研究

施設を松浦市鷹島町に設置していただきたいと

いうことで、政府施策要望の重点項目として、

国に対して要望を重ねてきているところであり

ます。 

 現在、国の方では、水中遺跡保護に係る第2

期の事業を立ち上げ、水中遺跡保護体制の整

備・充実に関する調査研究事業に着手している

とうことで、具体的な取組も進んでいると伺っ

ているところであまりす。 

今後、令和4年を目途に、地方公共団体用の

水中遺跡調査のためのマニュアル作成が進めら

れていく中で、この組織体制についても検討が

なされるものと考えているところであり、今後

の国の動きも見極めながら、継続して粘り強く

国に対して要請活動を進めてまいりたいと考え

ているところであります。 

○副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） ありがとうございます。

知事の力強いお言葉、大変頼りになっておりま

す。 

 今後とも、中村知事を先頭に、県、松浦市が

一体となって、専門研究機関の設置について、

国や政府の関係機関に対する強い要望活動をお

願いしたいと思っております。よろしくお願い

します。 

（2）調査研究機関の設置に向けた県民の認

知度向上について。 

 日本の歴史で「蒙古襲来」、いわゆる「元寇」
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という言葉はご存じと思いますが、鎌倉時代の

1281年、今から739年前の「弘安の役」で沈没

した元の船2隻の一部と、その他海底から引き

揚げられた壺や刀、碇石などの遺物4,000点が、

現在、鷹島町の埋蔵文化センターに展示されて

おります。間近で見学することができ、歴史に

興味がある方であれば、当時の壮大なロマンを

感じることができるものと思います。 

また、当センター内には３Ｄ、トリックアー

トやヘッドマウントディスプレイにより、当時

の「蒙古襲来」の様子をリアルに感じることが

でき、私もはじめて見た時には本当に感動をい

たしました。 

松浦市では、これまでの調査研究成果を広く

周知するため、平成29年4月に「松浦市立水中

考古学研究センター」を設置し、水中考古学の

拠点づくりを図っているところであります。 

このほか、松浦市においても、現地でシンポ

ジウムを開催するなど、調査研究機関の設置に

向けた機運の醸成に努力しているところであり

ます。 

県におかれましても、松浦市と連携し、世界

遺産にも匹敵するような鷹島神崎遺跡について、

県民の認知度を高める対策を図っていただきた

いと考えますが、県はどのように対応している

のか、お尋ねいたします。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 県におきま

しても、九州国立博物館や県庁舎ロビーで出土

遺物等の展示を行い、水中遺跡保護の機運醸成

に努めてまいりました。 

 また、令和2年度は、調査開始から40年目の

節目を迎えることから、これまでの調査研究の

成果を県内外へ周知するために、県、松浦市が

協力して、文化庁主催の「発掘された日本列島

2020年展」への出展をはじめ、「蒙古襲来」の

歴史を活かした取組への支援を行うこととして

おります。 

○副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） よろしくお願いします。 

（3）水中遺跡と食をコラボした観光周遊対

策について。 

 遺跡のある鷹島町は、松浦市の北端で、佐賀

県唐津市と橋でつながる島で、第一次産業中心

の島ですが、人口減少に伴い、島内唯一の産業

とも言える鷹島産の阿翁石を活用した石工業業

界も衰退の傾向にあります。 

 一方、史跡のすぐそばで鷹島大橋のたもとに

ある道の駅「鷹ら島」では、鷹島周辺で養殖し

ている本マグロや生産量日本一を誇るトラフグ

などの海の幸が堪能できます。 

 そこで、鷹島の活性化を図るためにも、鷹島

神崎遺跡の周知とあわせ、阿翁石の工芸品、風

光明媚なモンゴル村等の鷹島の魅力を最大に活

用するとともに、県北地域の世界遺産といった

コンテンツや、地理的、歴史的にも関係の深い

唐津市の名護屋城跡などを組み合わせた観光周

遊地として誘客が可能と考えますが、県として

はどのように考えているのか、伺います。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 鷹島には、

先ほど議員より、ご紹介ありました、「元寇」

の歴史や海底遺跡を学べる場所である「埋蔵文

化財センター」がございます。現在、旅行商品

素材集を制作しておりますが、新たにこのセン

ターの掲載を予定しているところでありまして、

商品造成に向けて、鷹島の食や物産の魅力とあ

わせ、旅行会社に紹介していきたいと考えてお

ります。 

 また、県北地域の世界遺産との組み合わせに
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ついて、ご提案がございましたけれども、これ

はマイカー利用の個人客が主なターゲットにな

ると思われますので、鷹島の多彩な魅力を、 

Ｗｅｂ等を通じて発信してまいりたいと考えて

います。 

また、佐賀県との組み合わせについても、旅

行商品にとって有効であると考えておりますの

で、現在、佐賀県と結んである地方創生に係る

連携協定に基づき設立しました「佐賀・長崎観

光振興推進協議会」、この場におきまして、当

該エリアへの誘客促進について協議してまいり

たいと考えております。 

○副議長(西川克己君） 石本議員―12番。 

〇１２番(石本政弘君） ありがとうございます。 

 水中遺跡の研究拠点として認知されることに

なれば、東南アジア地域をはじめとする諸外国

との文化交流の促進にもつながると思います。 

また、さらに、長崎県松浦市鷹島などの知名

度が上がることにより、交流人口の拡大や県北

地域の活性化にもつながると思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 6、新型コロナウイルス感染症への具体的な

対応について。 

（1）これまでの県の具体的な対応について。 

 これまで、新型コロナウイルスの感染症につ

いては、ほかの議員の皆様からも質問があって

おりますので、結論だけを申し上げたいと思い

ます。 

 現在、このコロナウイルスの感染者は、本県

は出ていないと思いますが、今後、出た場合の

具体的な対応についても、県としてもしっかり

と対応していただきたいと思っておりますし、

特に、現在、小・中・高校等が、また特別支援

学校で臨時休校となっておりますけれども、そ

の一方で、放課後児童クラブ等にその児童が増

えるといったようなことで大変現場が混乱して

いるという話も伺っております。 

こういった教育現場で大変な思いで頑張って

おられます人たちの身になって、しっかりとし

た対応が必要と考えております。どうか県にお

かれましても、十分な対応、そして、支援をぜ

ひともお願いしたいと思います。 

このコロナウイルス対策については、今後ど

うなるかわかりませんけれども、とにかく、一

人でも本県で発生しないような対応について、

県当局、また、各市町とともに協力して、しっ

かりとした対応をしていただきたいと思います。 

 これで終わります。 

ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(西川克己君） これより、しばらく休

憩いたします。 

会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君）（拍手）〔登壇〕 公明党

の川崎祥司でございます。 

 今般、発生しました新型コロナウイルスに関

し、感染された方々、また、経済的被害が深刻

な企業の皆様、また、日常生活に制約が生じら

れた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。 

 また、最前線で拡大防止に奔走する関係者の

皆様、そして、中村知事はじめ県職員の皆様の

懸命なご努力に心より敬意を表します。 

 一刻も早い収束を真に祈っております。 

 県民の皆様に正しい情報を提供し、不安を軽

減するとともに、落ち着いた行動をとっていた
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だきたく、まずは、新型コロナウイルス対策に

関する質問からはじめさせていただきます。 

 1、新型コロナウイルス対策について。 

 （1）県内経済悪影響への対策。 

 観光や飲食業をはじめ、交流由来の産業が多

大なダメージを受け、事業者から、連日、悲痛

な声が届いております。しっかり支援をしてい

ただきたい。 

 まず、支援の相談体制はどうなっていますか。

また、最も必要とされる資金繰り支援はどう

いった内容か。そして、これらの対策がしっか

り伝わって、必要とする企業が遅滞なく利用で

きるよう、どう周知徹底していかれるのか。 

 さらに、誤報が流れ、一部生活雑貨の品薄が

消費者に新たな不安を生じさせています。誤報

に惑わされることなく、適正な購買活動となる

よう、県民にしっかりと、繰り返し、訴えてい

ただきたく、見解を求めます。 

 （2）教育現場における対応。 

 今週からはじまった一斉休校も、やむを得な

い措置と理解しますが、児童、保護者の負担が

大きいことも事実です。とりわけ、放課後児童

クラブでは、急激な需要に人手不足など問題視

され、懸念していた、入所できない児童も既に

出ています。入れない児童に、教育委員会はど

う対応されるのか、また、より配慮が必要な特

別支援学校の児童生徒にはどう対応していくの

か、伺います。 

 2、平和行政について。 

 （1）2020年、被爆75年の取り組み。 

 被爆75年の本年8月9日は、東京オリンピック

閉会日です。前回の一般質問で、この日、日本

中で黙禱をささげ、世界恒久平和、核廃絶の願

いを世界へ発信してほしいと主張したところ、

知事も賛同いただき、東京オリンピック・パラ

リンピック競技組織委員会に、長崎市と共同で

要望書を提出していただきました。心より感謝

を申し上げます。 

 何としても、実現せねばならないとの思いも

募り、私も、公明党秋野公造参議院議員に国会

での質疑をお願いし、担当閣僚からは、後押し

の答弁もありました。 

 あと5カ月に迫りました。世界中の要人も、

来日を機に長崎市へ招き、被爆地の実相に触れ

てもらうことも併せ、県はこの間、どう動いて

こられたのか。必ず実現するとの強い決意をお

聞かせください。 

 3、県都・長崎市の街づくりについて。 

 （1）松が枝国際埠頭2バース化。 

 長崎のインバウンド増加を支えてきたのはク

ルーズ船であり、その主要寄港地が、長崎港松

が枝国際埠頭です。2018年は220回、2019年は

183回の入港実績がありました。 

 アジアに最も近く、港が市街地に近いとの地

理的優位性が奏功していますが、近年、入港数

の急増と船の大型化で、入港をお断りするも

2018年は255回、2019年は160回に上り、1隻当

たりの観光消費額5,800万円を乗じると、おの

おの約148億円、93億円を逸失しました。 

 県は、この重大な課題に対し、松が枝埠頭2

バース化を国へ、そして、2017年8月、公明党

山口代表にも要望されました。 

 我々公明党会派は、これを受け、国会議員と

連携を図り、国交省より、事業化に必要な「1、

出島岸壁の有効活用」、「2、長崎港内の航行

ルールの策定」、「3、埋め立ての承認」、「4、地

元の理解と協力」、この4条件を引き出し、県に

お伝えをいたしました。 

 県も解決に向けて取り組み、4条件クリアの

めどが立った2018年4月、公明党山口代表に現
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地視察をお願いしました。 

 知事より、早期事業化の要望を受けた山口代

表からは、「事業化のことを国土交通大臣に伝

えておきます」との後押しもいただきました。 

 さらに、企業が集積する当該エリアにおいて

は、4つ目の条件となっていた地元の協力姿勢

を明確に示すため、2019年1月、民間企業で構

成する長崎港クルーズ研究会会長より、国土交

通大臣に対し、「長崎のみんなが2バース化を待

ち望んでいます」と要望していただきました。 

 大臣は、「松が枝埠頭は、重要な港、視察に

伺う」と応じ、翌2月、現地視察が実現をしま

した。 

 大臣からは、「港と中心市街地が非常に近く、

発展の可能性を感じる。新幹線の駅も近く、連

携すれば、広域観光も期待できる」と、同埠頭

が持つ大きなポテンシャルに深く理解を示され、

「新規事業化について検討する」と発言。 

 そして、ついに昨年3月、事業化検証調査費

3,000万円が計上され、大きな一歩を踏み出す

ことができたわけであります。 

 2バース化がもたらす効果は、寄港船の確実

な取り込みはもちろん、東アジアにはシンガ

ポールにしかないクルーズ船の修繕拠点港にも

なり、さらに、発着クルーズ船の設定で、前泊、

後泊による宿泊の増加、そして、周辺エリアの

再整備による地域振興など、長崎経済の起爆剤

となることから、確実に推進しなければなりま

せん。 

 先月28日には、新規事業候補として、県に意

見照会があり、その後、事業評価を受けること

から、まさに、今が正念場です。事業化を勝ち

取り、さらに、その後の予算を確保するため、

時機を逸することなく、国土交通大臣に対して、

知事自らが強い思いを持って要望を行っていく

べきです。知事の決意のほどを伺います。 

 （2）県庁舎跡地活用。 

 埋蔵文化財発掘調査で多くの遺跡が発見され、

県では、さらに時間をかけ、調査する方針とし

ております。 

 一方、これまで計画していた「質の高い文化

芸術ホール」については、整備主体者である長

崎市が、「整備にかかる時間的優位性が失われ

たため、現市庁舎跡地において再整備する」と

方針を転換、知事も、本会議冒頭、「県庁舎跡

地に同様の機能を有するホール整備は必要ない」

と見解を示されました。 

 メインの建造物がなくなるとの前提条件が変

更になった以上、新たな活用方法の検討を優先

すべきです。 

 今後の進め方については、本議会でも答弁が

あり、了といたしますが、検討に当たっては、

出島とのコラボや、ＡＲなど先端技術も活用し

ながら、重層的な歴史を踏まえた活用策を策定

いただきたく、知事の考えを伺います。 

 （3）大型ヨットの受入れ。 

 長崎港には、長さ40メートルを超す大型ヨッ

ト、通称メガヨットが時々寄港しているようで

すが、経済効果も高いことから、今後、寄港数

を伸ばすため、どう取り組まれるのか、県のお

考えをお聞かせください。 

 （4）川口町県営住宅の整備。 

 当住宅は、耐震工事を計画していたものの、

建て替えも視野に再検討となりました。 

 住環境がいいため、継続入居を希望される方

も多く、今後の整備のあり方を注視されていま

す。生活の基盤となる住居に関わることから、

早期に明確な方針を示すべきです。 

 （5）交通渋滞対策。 

 三菱重工幸町工場跡地では、ジャパネット
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ホールディングスによるスタジアムシティ計画

が進捗しています。新たな街の形成で、人・車

の往来が激しくなり、周辺の交通渋滞が懸念さ

れます。対策は講じられているのか、お伺いい

たします。 

 また、県道113号、長与大橋町線の岩屋橋交

差点から昭和町交差点の渋滞問題を指摘したと

ころ、交通量調査を行い、解決に向け着手いた

だきました。中心部向け2車線、長崎バイパス

向け1車線という変則状態を、都市計画決定ど

おり、双方2車線にし、渋滞解消を図るべきと

主張しておりましたが、検討状況について伺い

ます。 

 4、公文書管理について。 

 （1）公文書管理条例の制定。 

 平成30年11月定例会で、公文書に対し、知事

は、「県の諸活動や歴史的事実の記録でもあり、

県民に対して説明責任を果たすために必要な県

民の貴重な知的資源である」との認識を示され

ました。 

 よって、公文書が県民の財産である以上、保

存対象や期間、廃棄対象の可否を管理規程では

なく、県民の代表である県議会で議論できるよ

う条例を制定すべきであります。 

 公文書については、国政を通じ、県民の関心

も高く、県民の財産がどう管理・活用され、県

民に豊かさを還元しているのか、厳正に管理す

べきであり、条例化を避けるわけにはまいりま

せん。改めて、見解を伺います。 

 5、サイクルツーリズムの推進について。 

 （1）サイクルロードの整備。 

 今日、言われるサイクルツーリズムは、コー

スが比較的長距離で、タイムレースではなく、

走りながら地域の自然や景色、文化、歴史、食

を楽しむスタイルとなっています。 

 県内にも、長崎市の「ツール・ド・ちゃんぽ

ん」や「大村湾ＺＥＫＫＥＩライド」、「島原半

島ヒルクライム『イッキ！』」など、県下全域

でイベントが開催されています。 

 一方、推進に当たり、道路整備は必要です。 

 南島原市では、島原鉄道廃線跡を自転車専用

道路にすべく、「南島原市自転車活用推進計画」

を策定、来年度より整備を行うため、先月、国

土交通大臣に支援の要望を行い、私も同席をい

たしました。 

 大臣も、「一生懸命取り組みます」と応じて

いただいたところです。 

 当該道路は、市道であるものの、大分県から

熊本県、そして海を越えて本県までの九州横断

自転車道の一部と位置づけています。構想を実

現させ、周辺自治体へ波及させることも大事な

振興施策です。 

 南島原市における整備計画の早期完成には、

県の支援も欠かせないことから、見解を伺いま

す。 

 6、危機管理について。 

 （1）非常用電源の確保。 

 昨年、台風15号により、千葉県では、長期間

の停電が発生しました。中には、医療器具が使

用できず、命の危機に迫られた方がいらっ

しゃったと推測され、供給時間が数時間程度の

バッテリーでは命が守れないことから、このよ

うな事態にも備えが必要と思料します。 

 国土交通省では、河川監視カメラの非常用電

源にＬＰガスを使った、最低72時間、電力供給

可能なスペックを求めています。 

 何よりも、災害避難所等は、優先して長時間

電力を供給できる非常用電源を整備しておくべ

きと考えますが、総括的に伺います。 

 また、交通規制に不可欠な信号制御も交通混
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乱を回避するため、非常用電源が備えられてい

るか、県警本部長に伺います。 

 7、高校生の教育環境について。 

 （1）長期入院生徒への学習支援。 

 県立高校では、がんなどの治療で、長期間の

入院により通学できない高校生はどれくらいい

らっしゃいますか。また、そのことで退学や転

校などを余儀なくされた生徒がいらっしゃった

でしょうか。さらに、この入院期間中の学習状

況について伺います。 

 8、ＳＤＧｓを踏まえた施策の推進について。 

 （1）理解促進。 

 ＳＤＧｓをおのおのの立場で具体的にどう取

り組んで成果を出していけばいいのか、実感す

るには、まだまだ時間を要するものと考えます。 

 他方、2030年までの目標となっており、あと

10年です。まずは、知ってもらうことから力を

入れましょう。 

 身近な取組として、公明党会派全員が着用し

ている、このようなバッジがあると思います。

「これは、何のマークですか」との問いかけか

ら対話が弾むこともしばしば。 

 そこで提案です。 

 このバッジは、間伐材でできています。  

ＳＤＧｓが掲げる17分野の目標の14番目に、

「陸の豊かさも守ろう」とあります。間伐も行

いながら、適正に森林を管理することは、立派

なＳＤＧｓです。県内の間伐材を使用した長崎

県オリジナルのバッジを作成し、啓発に臨みま

せんか。 

 製作は、ぜひ福祉就労施設等にお願いして、

農福連携の取組につなげられないものか、県の

考えをお聞かせください。 

 （2）性の多様性への理解促進。 

 ＳＤＧｓの目標の5番目に、「ジェンダー平等

の実現」とあります。 

 近年は、生物学的男女の区分けだけではない、

多様な性が存在しますが、このことで差別や偏

見に苦しむ方が多くいらっしゃることも事実で

す。 

 県におかれましては、我々の求めに応じ、性

的少数者に関するアンケートを実施、先般、結

果を公表しました。この調査のメンタルヘルス

の問いに、心と体の性が一致していないトラン

スジェンダーの方の、なんと61.2%が「死んで

しまいたいと思ったことがある」との回答があ

り、驚愕をいたしました。苦しみを理解し、寄

り添っていける社会が構築されれば、死にたい

との思いに至らずに済むのかもしれません。 

 例えば、名前と外観上の性が一致しないこと

もあるため、病院受付では、名前ではなく、番

号で呼んであげたり、公的機関の男女区分の記

載欄を撤廃したりなど、身近にできることはた

くさんあります。 

 理解の輪を広げるため、学校現場も含め、県

は、どう取り組んでいくのか、お伺いします。 

 （3）ユニバーサルツーリズムの構築。 

 ＳＤＧｓの目標10番目に、「人や国の不平等

をなくそう」とあります。 

 長年、議会で訴えておりますが、障害のある

人もない人も差別なく、また、高齢者やベビー

カーの使用者も、心から旅行を楽しめる環境を

提供するユニバーサルツーリズムの構築も  

ＳＤＧｓの理念に合致します。 

 本年、東京オリンピック・パラリンピックが

開催され、世界中から多くの方が日本へ、長崎

へお越しになります。長崎空港での受け入れ窓

口や相談体制の整備、車いすなどの貸し出しな

ど、世界中から評価される安心・安全な国際観

光都市を形成していただきたい。このために、
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ユニバーサルツーリズムをどう構築し、今後、

成長させていこうとされるのか、見解を伺いま

す。 

 9、ドローンの活用について。 

 （1）災害や事故現場等における活用。 

 災害現場における実態把握や捜索など、ド

ローンを活用し、迅速かつ確実な対応を図るべ

きです。 

 県には、ドローンを操作する専門家の配置や

機材を保有していると伺っておりますが、十分

な備えには限界もあることから、民間事業者の

協力を得て、体制を強化することが現実的と考

えます。 

 つきましては、当該団体等と災害時協定を締

結し、緊急時に備えておくべきではないでしょ

うか、見解を伺います。 

 （2）産業界での活用。 

 災害現場に限らず、ドローンの活用範囲は広

がっているものの、活用できる余地はまだまだ

広く、より一層活用を促進すべきと考えますが、

いかがでしょうか。 

 また、ドローンなどの新技術を活用した新た

なサービスの創出は、若者の県内定着にも貢献

すると考えますが、県の見解を伺います。 

 10、就職氷河期世代への支援について。 

 （1）県内の就職氷河期世代の実態。 

 （2）支援の在り方。 

 バブル崩壊後の不況で、希望する就職先に恵

まれなかった方々、いわゆる就職氷河期世代に

ついて、長崎県内にどれくらいいらっしゃいま

すか。就職すれば、在職期間中、不測の事態に

も社会保障で保護され、退職後も年金制度で生

活を維持できることから、就労が大事であるこ

とは論をまちません。 

 このことから、国においては、就職氷河期世

代の支援に乗り出し、既に、国や一部の自治体

では、職員採用による支援などがはじまってい

ます。 

 県は、この課題にどう向きあっていくのか、

お尋ねいたします。 

 以上、本壇からの質問とさせていただきます。 

 知事はじめ理事者の皆様には、簡潔かつ前向

きな答弁を賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 川崎議員のご質

問にお答えいたします。 

 まず、2020年、被爆75年を迎えて、平和の行

政にどのように取り組んでいくのかとのお尋ね

でございます。 

 8月9日に開催される東京オリンピックの閉会

式において、被爆地の思いを世界に向けて発信

することは、大変意義深いことであると考えて

おります。 

 そのため、県においては、長崎市とともに、

東京オリンピック組織委員会に対し、閉会式で

の黙禱の実施について要望書を提出するなど、

機会を捉えて、これまでも働きかけを進めてき

たところであります。 

 現時点では、組織委員会からの明確な回答は

得られておりませんが、長崎の思いはしっかり

とお伝えできているものと考えております。 

 また、オリンピックの開会式、閉会式には、

多くの各国要人の来日が予想されますことから、

この機会を捉え、被爆の実相を理解し、核兵器

廃絶への思いを共有していただけるよう、長崎

市、広島県・市とともに、各国大使館を通じて

被爆地訪問の要請を行うこととしております。 

 被爆から75年という節目の年に、東京オリン

ピックが開催されるこの機会に、「長崎を最後
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の被爆地に」との思いを、世界の人々と共有で

きるよう、引き続き、努力してまいりたいと考

えております。 

 次に、松が枝国際観光船埠頭の2バース化に

向けた取組についてのお尋ねであります。 

 松が枝岸壁2バース化は、造船所のメンテナ

ンス事業と連携することで、地域産業の活性化

につながり、また、背後のまちづくりと一体と

なって整備することにより、雇用の創出、消費

拡大など、地域全体に大きな活力をもたらすこ

とが期待されております。 

 このため、今年度は、長崎商工会議所や長崎

市などによって設立された整備促進期成会と一

体となって、国に対し、新規事業化を強く要望

してまいりました。 

 そうした中、先月28日には、国土交通省から、

令和2年度の新規事業評価の手続に入る旨、報

告を受け、事業化に向けて大きく前進したとこ

ろであります。 

 私といたしましても、令和2年度に新規事業

の予算化が決定されるよう、今後とも、国土交

通大臣に対し、しっかりと要望をしてまいりた

いと考えております。 

 次に、県庁舎跡地の整備について、重層的な

歴史を活かした利活用策を策定すべきではない

かとのお尋ねであります。 

 県としても、県庁舎跡地の活用を検討するに

当たっては、この地が持つさまざまな歴史を活

かしていくことが大切であると考えております。 

 そうした考え方のもと、歴史ある石垣につい

ては、これを顕在化することを考えていたとこ

ろであり、今般の埋蔵文化財調査においても、

江戸時代の石垣が良好な状態で確認されている

ことから、これらの石垣の活用も検討しながら、

この地を訪れる方々に歴史を感じていただける

よう、努めてまいりたいと考えております。 

 また、「交流・おもてなしの空間」について

も、この地が有するさまざまな歴史に関する情

報をわかりやすく発信するため、具体的な機能

や手法等について検討を進めているところであ

り、議員ご提案のＶＲやＡＲなどの先端技術に

ついても、効果的な情報発信の一つとして活用

を検討してまいりたいと考えております。 

 引き続き、県議会におけるご議論などを踏ま

えながら、重層的な歴史の活用を図るとともに、

県民・市民や観光客による新たな交流を生み出

し、これまで、長崎の街になかった賑わいの創

出につなげてまいりたいと考えております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 私の方から4点

について、お答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中

小企業者への支援策についてのお尋ねでござい

ますが、県におきましては、商工団体、信用保

証協会及び金融機関とともに、去る2月7日から

相談窓口を設置いたしております。 

 また、資金繰り支援につきましては、国にお

いて、日本政策金融公庫の緊急貸付枠の確保や、

「セーフティネット保証4号」の指定を行うと

ともに、金融機関に対し、既存融資の条件変更

等への丁寧な対応を要請しております。 

 一方、県におきましては、去る3月2日に、国

の指定と連動する形で、県制度資金で最も貸し

付け条件が有利な「緊急資金繰り支援資金」を

発動したところであります。 

 これらの支援策については、県のホームペー

ジをはじめ、商工団体等を通じて、県内企業に

お知らせするなど、周知を図ってきております
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けれども、今後とも、市町や商工団体等としっ

かりと連携をしながら、取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、ドローンの活用に向け、県はどのよう

に取り組むのかとのお尋ねでございますが、現

在、県内におきましては、赤潮の予兆をいち早

く検知するシステムの開発をはじめ、災害状況

の把握や工事の施工管理など、さまざまな分野

においてドローンの活用が進んでおります。 

 今後、県次世代情報産業クラスター協議会の

会員企業をはじめ、幅広い方々に対して、全国

の事例紹介や技能講習等に関する情報提供を行

うなど、さらなる活用を促進してまいります。 

 また、ロボット・ＩоＴ関連産業育成事業に

おける開発・実証の支援策等により、ドローン

などの新しい技術を活用した新サービスの創出

につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、就職氷河期世代の方々が長崎県内にど

のくらいおられるかということについてのお尋

ねでございますが、平成29年に実施されました

総務省の就業構造基本調査に基づく独立行政法

人労働政策研究研修機構の推計によりますと、

長崎県内の35歳から44歳までの人口約15万

8,000人のうち、不本意ながら非正規雇用で働

く方が約5,000人、長期にわたり無業の状態に

ある方が約4,000人となっております。 

 次に、県は、就職氷河期世代の課題にどう向

きあっていくのかということについてのお尋ね

でございますが、県といたしましては、就労の

意欲、能力がありながら、希望に沿った就労が

できない就職氷河期世代の方を、可能な限り、

希望する就労に結びつけていくことが必要であ

ると考えております。 

 このため、新たに開設する人材活躍支援セン

ターにおいて、県内外の多様な求職者と県内企

業のマッチングを実施することとしており、就

職氷河期世代の方についても、このセンターに

おいて支援してまいりたいと考えております。 

 また、今後、長崎労働局を中心に、国、県、

経済団体、労働団体、支援団体等で構成する就

職氷河期世代活躍支援のためのプラットホーム

を立ち上げることとなっており、これらの関係

機関と連携を図りながら、対応してまいりたい

と思います。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木山勝己君） 私の方から、2

点お答えをさせていただきます。 

 まず、新型コロナウイルス対策に関し、適正

な購買活動となるよう、繰り返し周知すべきで

はないかとのお尋ねでございます。 

 先日の知事の記者会見におきましても、県民

の皆様に、不正確な情報に惑わされることなく、

冷静な対応をとっていただくようお願いをした

ところでございます。 

 現在、トイレットペーパー等の紙製品につき

ましては、十分な供給量、在庫が確保されてい

ることを、県のホームページやツイッターによ

りお知らせするとともに、安心して、落ち着い

た行動をとっていただくよう呼びかけを行って

いるところでございます。 

 今後とも、ラジオなどの県のパブリシティを

活用しながら、県民の皆様が不安を抱かず、適

切な行動をとっていただくことができるよう、

繰り返し、情報発信を行ってまいります。 

 次に、性の多様性について、県民の理解の輪

を広げるため、県はどう取り組んでいくのかと

のお尋ねでございます。 

 議員のご発言にもありましたとおり、このた

び、県内における性的少数者を取り巻く課題や

実態を把握するため、「性的少数者に関するア
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ンケート」を実施し、先般、その結果を公表し

たところであります。 

 このアンケート結果も踏まえ、性の多様性に

ついての理解と対応をわかりやすく解説した

「啓発ハンドブック」を今年度中に作成し、各

種研修会をはじめ、学校、職場など、さまざま

な分野で活用することとしております。 

 また、来年度は、広く県民の皆様に、性の多

様性についての理解と認識を深めていただくた

め、テレビコマーシャルによる啓発を実施する

予定としております。 

 加えまして、県職員向けの、理解と適切な対

応例などをまとめましたガイドブックを作成し、

市町とも共有してまいりたいと考えております。 

 今後とも、性の多様性を認め合い、誰もが安

心して暮らせる社会を目指し、教育・啓発に取

り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 学校の一斉

休業に伴う対応によって、放課後児童クラブ等

に入れない児童及び特別支援学校の児童生徒へ

の対応についてのお尋ねでありますけれども、

小学校低学年など、見守りが必要な児童のうち、

どうしても保護者等見守る者がいない、また、

放課後児童クラブ等への受け入れもできない児

童については、市町の教育委員会からは、「保

護者の相談に対応する」と伺っておりますし、

県教育委員会からの要請も行っております。 

 その対応の一つに、感染防止のための配慮を

行ったうえでの学校への受け入れがありますが、

各市町は、学校数や児童数など、それぞれに状

況が異なりますので、市町ごとに関係機関と連

携しながら、実情に応じた適切な判断がなされ

るものと認識をしております。 

 また、特別支援学校の児童生徒につきまして

も、放課後等デイサービス事業所等での受け入

れを積極的に働きかけるよう、各市町の障害児

支援担当課長に対し、依頼をしたところであり

ます。 

 なお、福祉サービスの人員確保の問題等で、

児童生徒の居場所を確保できない旨の相談が

あった場合は、特別支援学校内に居場所を確保

し、受け入れるよう、個別の状況に応じた対応

を各学校長に指示をいたしました。 

 次に、高校生の長期入院による生徒数、それ

と入院期間中の学習支援へのお尋ねですけれど

も、長期入院により通学できない期間があった

県立高校の生徒は、平成29年度に4名、平成30

年度に2名おりました。そのうち、転学をした

生徒は、平成29年度の1名のみで、退学をした

生徒はおりません。 

 入院期間中の学習支援については、生徒の体

調の様子を見ながら、可能な範囲で、自習用教

材等により実施しているという状況であります。 

 次に、性の多様性の理解の輪を広げるための

取組についてのお尋ねですが、県教育委員会で

は、「地区別人権教育研修会」の実施や、人権

教育の啓発資料「人権教育をすすめるために」

の活用を通して、性の多様性に関する理解の推

進に努めております。 

 また、長崎県公立高等学校入学者選抜検査で

は、今年度、入学願書の男女区分欄を撤廃をい

たしました。 

 また、児童生徒の名簿につきましても、ＬＧ

ＢＴへの配慮や、男女平等教育に鑑み、令和2

年度から、高等学校で、性別で分けない名簿を

原則使用するよう、校長会等に検討を依頼して

いるところであります。 

 今後も、各種研修会等を通して、教職員が、

児童生徒及び保護者に、きめ細やかな対応がで
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きるよう、資質向上を図るとともに、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカー等

とも連携しながら、性の多様性について、正し

く理解される学校づくりに努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 私から、5点お答え

いたします。 

 まず、長崎港への大型ヨット寄港増加への取

組についてのお尋ねですが、近年、日本への大

型ヨットの来訪は、年間10隻程度ありますが、

そのうち1～2隻が長崎港に寄港しており、出島

岸壁や尾上岸壁などに、通算5隻を受け入れて

きました。 

 県としましても、大型ヨットは地域への大き

な経済効果が見込めることから、受け入れをさ

らに増加させたいと考えております。 

 このため、受け入れ代理店や関係機関とも連

携しながら、寄港時のニーズを把握し、長崎の

魅力や受け入れ施設の状況など、さらなるＰＲ

に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、川口町県営住宅の整備方針についての

お尋ねですが、議員ご指摘のとおり、川口ア

パートは、耐震改修工事を計画しておりました

が、住みながらの工事は騒音等で困難と判断し、

隣地を含めた非現地建て替えの検討を行ってお

ります。 

 これまで、川口アパートは、交通等の利便性

のよい中心市街地に立地しているため、建て替

えにあわせ、人口減少や雇用の場の創出などの

県政の課題解消に向けた活用ができないかにつ

いても検討してまいりました。 

 その結果、事業手法として、民間のノウハウ

や資金を活用し、県の施策目的に合致した民間

施設等の導入が可能なＰＰＰ／ＰＦＩ事業を検

討しているところであり、令和2年度中には、

民間事業者の意向調査等を行ったうえで、整備

方針を決定し、説明を行いたいと考えておりま

す。 

 次に、長崎スタジアムシティ周辺の交通渋滞

対策についてのお尋ねですが、「長崎スタジア

ムシティプロジェクト」は、サッカースタジア

ムを中核とした複合開発計画であり、特に、

サッカー競技開催時には、多くの観戦客が訪れ

るものと予想されます。 

 このため、交通渋滞が起きないよう、公共交

通機関を最大限に活用することについて、事業

者であるジャパネットホールディングスグルー

プや関係者と協議を行っているところでありま

す。 

 また、スタジアムと駅や電停との間を行き来

する非常に多くの歩行者の安全確保も必要と考

えており、今後、施設の配置など、開発計画の

詳細が明らかになる中で、具体的な対応策を検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、県道113号、長与大橋町線における渋

滞対策検討についてのお尋ねですが、県道長与

大橋町線の昭和町交差点から岩屋橋交差点間は、

1日に2万台を超える交通量があり、朝夕の交通

が集中する時間帯には、渋滞が発生しておりま

す。 

 このため、昨年度実施した交通量調査をもと

に、今年度、対策のシミュレーションを行うな

ど検討を進めてまいりました。 

 その結果、二郷橋交差点の右折帯の設置や、

昭和町交差点のバス停車帯の設置、文教町交差

点の改良等が、渋滞緩和に効果があるというこ

とが確認できたことから、今後、具体的な対策

の実施に向けて、準備を行ってまいります。 

 最後に、南島原市の自転車・歩行者専用道路

計画への県の支援についてのお尋ねですが、南
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島原市においては、島原鉄道の廃線跡地約32キ

ロメートルを、自転車・歩行者専用道路として

活用するため、来年度から、具体的な検討に着

手する予定であります。 

 県としましては、サイクルツーリズムは、観

光振興や健康増進において重要な施策と考えて

おり、県・市の関係部局や地元団体等と一体と

なって、ハード整備やソフト施策を効果的に推

進できるように取り組んでまいります。 

 このため、県・市及び地元団体等で組織する

「長崎県サイクルツーリズム推進協議会」を今

月末に立ち上げ、整備手法やソフト施策につい

て、詳細な検討を行うこととしており、県とし

ましても積極的に支援してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 公文書管理条例を制

定すべきと考えるが、見解はどうかとのお尋ね

でございますが、公文書の管理については、文

書事務の適正かつ効率的な処理を図るため、

「長崎県文書取扱規程」を定めており、電子文

書化や新たな保存管理手法の導入、文書保存期

間など、必要に応じて、これまで見直しを行っ

てきております。 

 また、歴史的文化的価値を有する、いわゆる

「歴史的文書等」につきましても、その具体的

な選別基準などを定めて、客観的で統一した選

別・収集を図っているところであります。 

 また、今後の課題として、歴史的文書の閲覧

や利用手続の簡素化など、県民が利用しやすい

公開方法の整備、廃棄予定文書ファイルリスト

などの情報公開等を検討しているところであり

ます。 

 今後とも、適正処理の徹底と、現行規程の適

切な見直しにより、公文書の管理と歴史的文書

の保存活用を進めていきたいと考えております

が、引き続き、どのような形式の定め方がふさ

わしいか、検討してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 私から、2点お答

えさせていただきます。 

 まず、県や市町の庁舎や避難所等における非

常用電源の取組状況についてのお尋ねですが、

大規模災害時には、国も人命救助で重要とされ

る発災後72時間は、外部からの供給なしで稼働

する非常用電源の整備を求めているところであ

ります。 

 県内の防災拠点施設につきましては、県は、

72時間以上稼働できる設備を整備しており、ま

た、市町については、19市町で整備済みであり、

そのうち、11市町が72時間以上稼働可能となっ

ております。 

 一方、市町の指定避難所における非常用電源

につきましては、可搬型を含め16市町で整備済

みであります。 

 県では、県・市町の庁舎や避難所等に非常用

電源を提供できるよう、県空調衛生設備業協会

と「災害時応援協定」を締結しておりますが、

非常用電源が未整備の市町に対しましては、早

急に整備するよう、引き続き、働きかけてまい

ります。 

 次に、災害時におけるドローンの活用のため、

関係団体等との災害協定を締結すべきではない

かとのお尋ねですが、ドローンは、被災状況の

収集や行方不明者の捜索などに活用されており、

災害発生時の初動や応急対策に有用であると認

識しております。 

 県では、熊本地震で実績のあった大手損害保

険会社と災害協定を締結しておりますが、迅速

な対応のためには、県内事業者との協力も必要

と考えております。 
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 これまで、県内のドローンを扱う事業所は、

個人や企業単位で、一元的な組織体となってい

なかったため、協定締結には至っておりません

でしたが、協会が設立されているとのことであ

りますので、協定締結に向けて検討してまいり

たいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 警察本部長。 

〇警察本部長(迫田裕治君） 信号機用の非常用

電源の整備状況はとのお尋ねですけれども、県

警におきましては、平成7年度から、信号機用

非常用電源装置の整備を進めてまいりました。 

 その結果、令和元年度末までに、県下の主要

な交差点190カ所を対象に、停電時に自動で作

動する据付型電源装置185基を設置しておりま

す。これには、1つの装置で2つの交差点をカ

バーするものも含めたものでございます。 

 また、緊急対応用として、持ち運び可能な発

電機89台を各警察署等に配備して、停電時の安

全確保を図っているところでございます。 

 県警といたしましては、より安全な信号機運

用のため、現時点で、さらに、約80カ所の交差

点に据付型電源装置が必要だと考えておりまし

て、今後とも、非常用電源装置の整備に努めて

まいります。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） ＳＤＧｓについ

て、県内の間伐材を使用したバッジ等を作成し、

啓発を行ってはどうかとのお尋ねでございます。 

 県としましても、ＳＤＧｓは、重要な取組で

あると考え、先進的に取り組まれている民間団

体等と意見交換を行っており、県内では、県産

品である波佐見焼で、創意工夫を凝らしながら、

ＳＤＧｓバッジを製作されている取組もあるこ

とから、民間の自主的なＳＤＧｓの取組を、さ

らに促進してまいりたいと考えております。 

 ご提案の県産間伐材を活用した取組は、ＳＤ

Ｇｓの理念にも通じるものであり、他県では、

障害者就労施設が地元産の木材を用いて製作・

販売している事例もあることから、県内の障害

者就労施設等に意見を伺いながら、取組を促進

してまいりたいと考えております。 

 県におきましては、このようなさまざまな民

間のＳＤＧｓの取組を積極的に周知、後押しし、

県内へのＳＤＧｓの普及、啓発に努めてまいり

たいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） ユニバーサ

ルツーリズムをどう構築していこうかというお

尋ねでございますけれども、来年度からは、今

後の国内旅行の市場規模縮小などの環境変化を

見据えて、新たな旅行需要を開拓し、高齢者や

障害者の皆様から選ばれる観光地となることが

できるよう、持続可能な受け入れ体制を構築し

ていくこととしております。 

 具体的には、長崎空港のワンストップ窓口の

開設や、各種サービスのネットワーク構築に取

り組む団体を支援してまいりたいと考えており

ます。 

 県といたしましては、県域全体でのユニバー

サルツーリズムの推進に向けては、これらの団

体と二人三脚で取り組んでいく必要があると考

えており、市町や観光協会、民間事業者との連

携強化を主導していくとともに、ユニバーサル

ツーリズムを推進する団体が実施する各種サー

ビスの自立化に向けて、強力に後押しをしてま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） ご答弁ありがとうござ

いました。 

 コロナウイルスにつきましては、本当に連日、
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ご相談、悲痛な声が届いております。 

 まさに、資金繰りに関しては、これからだと

思います。今現在の状況が、1カ月、2カ月後に

資金繰りが発生をするわけで、したがいまして、

これから、相談件数が多分に増えてくると思い

ますので、しっかりと構築をしていただきなが

ら、真摯に対応していただいて、長崎経済に混

乱を来さないようにお願いをしたいと思います。 

 細かくは、納税の問題とか、今、政府で打ち

出されている資金の援助の上限額がこれでは低

すぎるとか、具体的に声も届いておりますので、

そういったところにも耳を傾けながら、ぜひ、

長崎経済を守っていただきたいと思います。 

 我々公明党も、地域の皆様の声をしっかりと

賜りながら、昨日は政府の方に、党として取り

まとめた提言も行わせていただいたところでご

ざいまして、今申し上げました地元の要望も、

しっかりと届けさせていただきました。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 再質問をさせていただきたいと思います。 

 まずは、高校生の教育環境でございますが、

長期入院生徒への学習支援のことですけれども、

先ほど、平成29年は4名、平成30年度は2名の方

が長期入院をされ、転校された方は平成29年度

に1名おられたというご答弁でありまして、幸

いにして退学はなかったということであります

が、1名の方は転校せざるを得ないと。ぜひ、

一人も置き去りにすることなく卒業させていた

だきたい、そのように思うわけでございまして、

今般、先に審議をさせていただいた、すいすい

スクールネットワーク整備事業、これでは校内

にＷｉ－Ｆｉの整備をして、ＩＣＴの環境を整

備をいたしました。 

 一方、受け手側の方が、パソコンや通信回線、

そういったものが整備されれば、いわゆるＩＣ

Ｔによる授業を受けるということも可能になっ

てくるんだろうというふうに思います。そう

いった技術を活用して、正規の卒業まで学習支

援を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） まず、病気

療養中の生徒に対するＩＣＴ技術を活用した学

習支援でありますけれども、これは、これまで

はいわゆる教員の配置等の縛りがあったんです

が、令和元年の11月に、文部科学省から、「長

期入院中の生徒については、遠隔授業で、同時

双方向型の配信を行う場合には、必ずしも受信

側の病室等に生徒が在籍している学校の教員を

配置する必要はない」という判断が示されまし

た。 

 こうした判断を踏まえまして、議員ご発言が

ありました、来年度整備を考えております高速

型通信ネットワーク環境を活用して、今後は、

生徒の体調や、入院先における通信機器の使用

条件等の環境が整えば、ＩＣＴ技術を活用した

授業も可能になると考えております。 

 併せて、ホームルーム活動での同級生との交

流や、担任の先生との面談等も可能になり、入

院中の生徒の精神面での支援もできるようにな

るのではないかと考えているところでございま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君））ありがとうございます。 

 治療に専念をするというのが先ではあるもの

の、やはり将来が本当に不安にならずに、しっ

かりと学習し、そして卒業できるように、ご指

導、お導きいただければというふうに思ってお

ります。 

 次に、松が枝の国際埠頭の2バース化でござ

います。大きく前進をして、知事も本当正念場
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でございますので、最後の詰めの要望活動を

しっかりとやっていただきながら、私も一緒に

なって、何としてでも勝ち取って、大きく長崎

の経済浮揚につなげていきたい、そのように

思っているところでございます。 

 この松が枝の2バース化につきましては、今

回、360メートルが最終820メートルまで延伸を

し、460メートル伸びるわけでございますが、

その長さにおける部分は、今回、国が整備する

岸壁の事業ですけれども、その内側、国道と挟

むエリアについては、新たな街を形成して、再

開発もしっかりと取り組んでいくべきと、この

ように考えております。 

 県の方針並びに開発の推進手法について、お

尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 2バース化を予定し

ております松が枝埠頭の背後地については、ク

ルーズ客の受け入れ拠点、並びに長崎の新たな

観光交流拠点として再整備する方向で、県と長

崎市が共同で再開発の検討を進めております。 

 検討エリアに導入すべき機能としましては、

「国際ターミナル機能」、「交通結節機能」、「観

光交流機能」などがありますが、国際ターミナ

ル機能や交通結節機能については、行政と交通

事業者が連携し、また、観光交流機能につきま

しては、民間開発によって整備することを想定

しております。 

 このため、具体的な施設のアイデアや採算性、

事業参入の可能性などについて、複数の民間事

業者にヒアリングを行っているところでありま

す。それらを踏まえて、再開発構想の内容や事

業のスキームを、長崎市とともに検討してまい

りたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） 今、3つ機能について

説明をいただきました。民間の開発も視野に入

れていると。本当に民間の知恵、そういったも

のを活用しながら、この100年のまちづくりで

ありますので、しっかりと取り組んでいただき

たいというふうに思います。 

 どうか、繰り返しになりますが、長崎の経済

の浮揚に向けて、あのエリアが再編をするとい

うことは、長崎市民、県民、期待をしていると

ころでございますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 2バース化になって、大きな船が2隻同時停泊

と、たくさんのお客様が下船をされ、長崎市を

楽しんでいただくわけでありますが、長崎市の

中心市街地へ移動していただく手段として、路

面電車の活用が議論をされています。 

 交通結節点機能向上のために、長崎駅からこ

の松が枝エリアに路面電車を直通させることは

大変重要ではありますが、出島の前から、みな

とメディカルセンター前の間に軌道の敷設が必

要となってまいります。 

 他方、長崎市では、出島復元を長期計画で推

進をしておりまして、出島の護岸沿いの軌道も、

いずれ海に戻したいという意向も確認をいたし

ております。軌道敷設は、大がかりな整備であ

りまして、100年のまちづくりの観点から、今

次の延伸構想に併せて、出島護岸沿いルートに

ついても、復元事業を見据えながら、事業者は

じめ関係機関との協議テーマにすべきではない

かと考えますが、見解を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君） 長崎市中心部の交通

結節等検討会議において、路面電車を松が枝地

区まで延伸するとともに、長崎駅方面へ直通運

行することを検討しております。 
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 直通運行を実現する方法としましては、出島

電停とみなとメディカルセンター電停を直結す

る新たな軌道を整備する案と、新地中華街電停

付近で、松が枝方面から出島方面への分岐を追

加する案が考えられます。 

 短期的に実現可能なのは、分岐を追加する案

でありますが、利用者の利便性や運行の安全性、

まちづくりのあり方などを総合的に勘案し、将

来は、新たに直結する軌道を整備することも検

討していきたいと考えております。 

 その際は、長崎市による「出島の長期復元計

画」や、長崎南北幹線道路の未着手区間であり

ます、夢彩都前交差点から、ながさき出島道路

までの整備計画の検討との整合を図る必要があ

り、長崎市と十分連携しながら取り組んでまい

りたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） 少し長期的な展望では

ありますが、今、やはりきちんと計画を立てて

おくことが大事かと思います。どうぞ関係機関

の皆様としっかりと協議を進めてください。 

 次に、公文書管理について、お尋ねをいたし

ます。 

 先ほど、条例の制定について、質問させてい

ただきました。前回同様の、引き続き検討とい

うことでありましたので、私は、今、適正に行

われていると承知をしております。問題が起

こってないというふうな認識ではありますが、

そのルールそのものがどうなのかということを、

しっかりと、県民の財産でありますから議論を

したい、そのために条例化をお願いしたいとい

うことでありまして、ぜひ、引き続き、これを

条例化できるように議論を重ねていきたいとい

うふうに思っております。 

 その公文書、歴史的文書を保管するハードの

方なんですけれども、長崎県には公文書館があ

りません。公文書館の整備の必要性も、前回、

議会で問わせていただきました。その時には、

「県の歴史的文書は、原爆や昭和25年の立山庁

舎の火災により、戦前の公文書のほとんどが焼

失したことから、独立した公文書館ではなく、

現在計画中の『（仮称）県立図書館郷土資料セ

ンター』の中に『公文書コーナー』を設置し、

公文書館の機能を持たせる」と答弁をされまし

た。 

 公文書コーナーと公文書館の違いは、量的な

基準だけなのでしょうか。 

 今後、県政にかかる重大な公文書が、歴史的

文書として蓄積をされ、増えていくわけです。

将来活用をしていくためにも、量に関わらず、

厳正に管理運用、そして、県勢浮揚に活用され、

研究にも供すべきと考えます。 

 いま一度、公文書館の設置について、答弁を

賜ります。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(平田修三君） 県が保有をしており

ます歴史的文書等を適切に保存し、広く県民の

皆様に公開をするという公文書館の機能の最も

重要な点におきまして、「県立図書館郷土資料

センター（仮称）」のうちに設置を予定してお

ります「公文書コーナー」は、公文書館と同等

の機能を持つものと考えております。 

 歴史的文書の選別につきましては、具体的な

判断基準により、客観的、統一的に行うことと

しており、さらに、この公文書コーナーにおき

まして、収集した文書の収納、保存、管理方法

を定めて、適切な管理を行うこととしておりま

す。 

 また、簡易な閲覧、利用手続や、インター

ネットでの文書検索機能などを設けて、より広
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く県民の皆様の利用に供するための効果的な運

用を行ってまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） 現在、「公文書コー

ナー」のキャパとか、そういったものを全部つ

まびらかに承知をしているわけではありません

が、所管は教育委員会というふうに思いますの

で、委員会の方でも、また確認をさせていただ

きたいと思っております。 

 公文書館と公文書コーナーの違いは、職員の

配置、館長並びに専門職員がいらっしゃる、

「公文書館法」という根拠法に基づいて配置を

するということと、関連する調査研究にも資す

る、そういったところが求められているのが公

文書館と承知をしておりますので、ぜひそう

いった形で、スタートは公文書コーナーとして

も、いずれ、公文書館というしっかりとした管

理、そういったものに発展できるように、また、

これも議論を進めていきたいと思います。 

 次に、サイクルツーリズムの推進について、

お尋ねをいたします。 

 先ほどは、ハード整備について、質問させて

いただきました。 

 今度は、このサイクルツーリズムを楽しみに

長崎に来られる方についてですが、先ほど大分、

熊本、そして長崎、九州横断自転車道の構想と

いうこともご紹介をさせていただきました。こ

れは国土交通省の担当の方も、大変前向きな取

組でして、実際、ご本人も南島原市に来られて、

コースを走り、そして、この構想は、非常に日

本の象徴になるということも言ってくださいま

して、何としても、この構想で地域振興を図っ

ていきたいと、そういうふうに思っているわけ

でありますが、本県への入り込み方法というの

が、幾通りもあるわけで、全部それが自転車で

来るわけにはいきません。よって、公共交通機

関とのコラボしたコース設定も必要というふう

に思います。 

 先進国のドイツでは、公共交通機関に自転車

を乗せられるのが当たり前となっており、島原

鉄道においても、サイクルトレインの導入を検

討し、島原半島地域へ新たな観光客層の獲得に

取り組んでいます。 

 県 に お い て は 、 来 年 度 、 Ｍ ａ ａ Ｓ

（Mobility as ａ service）を構築しよ

うとしていますが、バスや電車、タクシーと

いった公共交通機関に加えて、この自転車も含

めたＭａａＳの構築も視野に入れるべきと考え

ますが、見解を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君）ＭａａＳにつき

ましては、公共交通機関に限らず、さまざまな

交通手段の情報を発信していくことが重要であ

ると考えております。 

 今後、ＭａａＳの導入を検討するに当たりま

しては、議員ご指摘のサイクリングロードであ

りますとか、レンタサイクルを提供する事業者

の情報、それからサイクルトレインが導入され

ましたら、そういった情報も含めまして、情報

を取り込んでいくということを検討していくこ

とも可能でありますので、今後の導入指針の策

定の中で議論をしてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） ありがとうございまし

た。 

 ＭａａＳは、本当に便利ですので、長崎で早

く構築されて、多くの方にご利用いただければ

というふうに思っているところであります。 
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 企画振興部長におかれましては、ＳＤＧｓの

推進のお立場でありまして、今日はバッジをつ

けてご答弁もいただきまして、大変にありがと

うございました。 

 私、目が悪いのか、思い入れが強いのか、そ

の丸いバッジが自転車の車輪に見えてなりませ

ん。（笑声）どうか、このサイクルツーリズム

をしっかりと推進をしていって、本当に新たな

お客様がこの長崎県に来られるという意味では、

自転車の魅力は知れば知るほどすごいものがあ

りますので、ぜひ推進をお願いしたいと思いま

す。 

 ＭａａＳについて、もう一つお尋ねをいたし

ます。 

 先ほど申し上げましたように、非常に便利で、

私も、東京都視察、出張等に行きますと、もう

これはなくてはならないようなアプリでして、

しかしながら、定時性が高い電車には非常に有

効かと思いますが、交通事情によって遅延など

が発生するバスですね、そういったことで予定

時刻だけのお知らせでは、なかなか実用に耐え

られないのではないかと推測をいたします。 

 したがいまして、バスロケーションシステム

の導入も併せて検討していただき、活発に利用

いただいて、交流人口の拡大につながるよう、

システムの構築を検討いただきたいと思います

が、ご見解を賜ります。 

〇議長(瀬川光之君） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君） 今回のＭａａＳ

の導入指針の検討に当たりましては、本県にお

いて、今後、どのような形のＭａａＳを導入し

ていくことが適切かということを検討したいと

考えております。 

 その中で、バスロケーションシステムの導入

につきましては、利用者の利便性の向上につな

がるものと考えておりますけれども、バス事業

者の積極的な取組も必要不可欠となってまいり

ますので、関係事業者のご意見を十分に伺いな

がら、より利便性の高いＭａａＳの導入につな

げられるように、協議を行ってまいりたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） ご答弁ありがとうござ

いました。 

 どうせ構築するなら、どうせという言い方は

ちょっと失礼ですね、これまでにないような、

すばらしい実用性があるものに仕上げていって

いただきたい。そのためにも、地元の情報とい

いますか、いろいろと地元の情報もしっかりと

入手できるような、そういった構築体制も整備

していただいて、前に進めていただきたいと思

います。 

 たくさん質問させていただきまして、ご答弁

いただき大変にありがとうございました。 

 本当に、今年は、被爆75年、本年の8月9日は、

東京オリンピックの閉会日、知事からも決意を

いただきましたけれども、本当に、世界が日本

を、そして、この長崎を注目していただいてい

るこの8月9日に、しっかりと世界恒久平和、核

廃絶の思いを世界に発信していく絶好のチャン

スであると、そう考えています。 

 演出のことですので、事前にそれをお知らせ

いただくということは困難かとは思いますが、

何としても、思いを届けていただいたというこ

とであれば、ぎりぎりまでお願いをし続けて、

何としても、この8月9日の平和の祈りを実現し

ていきたいと、私も頑張ってまいります。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 ありがとうございました。（拍手） 
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〇議長(瀬川光之君） 以上で、県政一般に対す

る質問を終了いたします。 

 先に上程いたしました、第1号議案ないし第

71号議案及び第73号議案ないし第90号議案につ

きましては、お手元の議案付託表のとおり、そ

れぞれの委員会に付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 第93号議案「長崎県監査委員の選任について

議会の同意を求めることについて」は、委員会

付託を省略することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、第93号議案は、委員会付託を省略い

たします。 

 次に、第1号請願「長崎県歯・口腔の健康づ

くり推進条例改定を求める請願書」が提出され

ておりますので、これを上程いたします。 

 ただいま上程いたしました請願につきまして

は、お手元の請願付託表のとおり、文教厚生委

員会に付託いたします。 

 次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますようお願いいたします。 

 以上で、本日の会議を終了いたします。 

 明日より、3月18日までは、委員会開催等の

ため、本会議は休会、3月19日は、定刻より本

会議を開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４８分 散会 ― 
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１０ 閉    会 
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産業労働部政策監 貞 方   学 君

教 育 委 員 会 

教 育 長 
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員長 葺 本 昭 晴 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 中牟田 真 一 君

公安委員会委員 山 中 勝 義 君

警 察 本 部 長 迫 田 裕 治 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長 

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

警察本部総務課長 多 田 浩 之 君

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

次長兼総務課長 柴 田 昌 造 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君
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議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 この際、知事より、第94号議案の送付があり

ましたので、これを上程いたします。 

 ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 本日提出いたし

ました追加議案について、ご説明いたします。 

 第94号議案「令和元年度長崎県一般会計補正

予算（第8号）」は、国が3月10日に決定した

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応

策（第2弾）」に対応するものであります。 

 今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染

症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度にお

ける緊急小口資金等の特例貸付の実施に要する

経費について計上いたしました。 

 この特例貸付については、今般の新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けて、生活に困窮さ

れた方々のセーフティネットを強化するため、

休業等により収入減少があった世帯の資金需要

に対応するためのものであります。 

 また、今回の特例措置では、新たに償還時に

おいて、なお所得の減少が続く住民税非課税世

帯の償還を免除することができ、生活に困窮さ

れた方々の生活に対して、きめ細かに配慮する

こととされております。 

 県としましては、本制度に基づき、適切な取

り扱いを図るとともに、今回の特例措置に関し、

県民の皆様への幅広い周知に努めてまいりたい

と考えております。 

補正予算の総額は、一般会計2億1,400万円の

増額補正をしております。 

これを現計予算及び既に提案しております 

2月補正予算と合算いたしますと、一般会計

7,167億114万8,000円となります。 

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

何とぞ、適正なるご決定を賜りますよう、お

願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 ただいま上程いたしました第94号議案「令和

元年度長崎県一般会計補正予算（第8号）」につ

きましては、議会運営委員会において、ご了承

を得ておりますので、この際、委員会付託並び
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に質疑・討論を省略し、直ちに採決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 本議案は、原案のとおり、可決することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、第94号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第93号議案「長崎県監査委員の選任に

ついて議会の同意を求めることについて」を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、砺山和仁君について、採決いたします。 

 原案のとおり、同意を与えることにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、砺山和仁君に同意を与えることに決

定されました。 

 次に、浅田ますみ君、ごうまなみ君について、

採決いたします。 

 原案のとおり、同意を与えることにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、浅田ますみ君、ごうまなみ君に、そ

れぞれ同意を与えることに決定されました。 

これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。 

まず、総務委員長の報告を求めます。 

 山口経正委員長―15番。 

〇総務委員長（山口経正君）（拍手）〔登壇〕 

皆さん、おはようございます。 

総務委員会の審査の結果並びに経過の概要に

ついて、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました議案は、第17号議

案「長崎県危険物等に係る事務手数料条例の一

部を改正する条例」ほか18件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、第31号議案「警察署の名称、位置及び

管轄区域に関する条例の一部を改正する条例」

に関し、本年4月1日から管轄区域が見直される

こととなっているが、見直される警察署の所管

対象人口と職員体制はどのようになっているの

か。また、関係する交番・駐在所の統廃合はあ

るのかとの質問に対し、新長崎署においては、

管内人口16万3,000人で、職員数は約310人、浦

上警察署が管内人口14万6,000人で、職員数は

約195人となる予定である。 

なお、今回の改正に関しては、交番・駐在所

の統廃合はないとの答弁がありました。 

次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

危機管理監の所管事項について、県内自治体

における国土強靭化地域計画の策定の進捗状況

はどうなっているのかとの質問に対し、本年2

月現在で、時津町と新上五島町の2町が策定済
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みであり、3月中には9市町で策定する予定とし

ている。残りの10市町のうち9市町が9月までに、

1町が来年3月の策定を予定している状況である

との答弁がありました。 

これに対し、国土強靭化地域計画の地域版を

明確に策定し、災害に強い長崎県づくりを目指

してもらいたいとの意見がありました。 

 以上のほか、一、長崎県市町消防広域化推進

計画の再策定について、一、長崎県自治体クラ

ウドサービスの現況について、一、ワーケー

ションマッチング事業について、一、新型コロ

ナウイルス感染症による本県観光への影響につ

いてなど、総務行政全般にわたり活発な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 

 以上で、総務委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） この際、念のため申し上

げます。 

 本委員会と文教厚生委員会に分割して付託い

たしておりました第18号議案「長崎県手数料条

例の一部を改正する条例」、及び第20号議案

「職員の服務の宣誓に関する条例及び議会の議

員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部を改正する条例」、並びに第21号

議案「職員の勤務時間、休暇等に関する条例及

び市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例」につ

きましては、文教厚生委員長の報告終了後に、

本委員会と環境生活委員会及び農水経済委員会

に分割して付託いたしておりました第19号議案

「長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部

を改正する条例」につきましては、農水経済委

員長の報告終了後に、一括して審議することに

いたします。 

お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第23号議案「内部組織の設置に関する

条例の一部を改正する条例」について、採決い

たします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第23号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第27号議案「長崎県税条例の一部を改

正する条例」について、採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第27号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第29号議案「長崎県住民基本台帳法施

行条例の一部を改正する条例」について、採決

いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第29号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 
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各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

 次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

 深堀委員長―19番。 

〇文教厚生委員長(深堀ひろし君）（拍手）〔登

壇〕 文教厚生委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第18号議

案「長崎県手数料条例の一部を改正する条例」

のうち関係部分ほか、15件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、第18号議案

「長崎県手数料条例の一部を改正する条例」の

うち関係部分、第32号議案「長崎県公立大学法

人の役員等の損害賠償責任の一部免除の額を定

める条例」、第38号議案「市町村立学校県費負

担教職員定数条例及び県立学校職員定数条例の

一部を改正する条例」、第60号議案「長崎県公

立大学法人が徴収する料金の上限に関する定め

の変更の認可について」、第75号議案「長崎県

子育て条例行動計画について」、第76号議案

「第三期長崎県立高等学校改革基本方針につい

て」につきましては、起立採決の結果、原案の

とおり、可決すべきものと決定されました。 

 その他の議案については、いずれも異議なく、

原案のとおり、可決すべきものと決定されまし

た。 

 また、第1号請願「『長崎県歯・口腔の健康づ

くり推進条例』改定を求める請願」につきまし

ては、異議なく、採択とすべきものと決定され

ました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、第76号議案「第三期長崎県立高等学校

改革基本方針について」、この第三期の基本方

針は、令和3年度から10年間にわたる計画であ

る。現在、県立の全日制高校の約3割、15校が1

学年2学級以下の小規模校となっているという

ことであるが、今後の小規模校の統廃合をどの

ように考えているのかとの質問に対し、基本方

針にうたっているとおり、定員を大きく下回っ

ている1学年2学級以下の小規模校においては、

地元の方々を交えた協議会を設置し、期間を定

めて学校の活性化策について協議を行い、その

活性化策に取り組んだうえで、成果等を踏まえ

ながら判断していくこととなるとの答弁があり

ました。 

 これに対し、この15校は、ほぼ離島・半島の

学校である。人口減少対策の視点や、国境離島

新法などの趣旨を踏まえ、高校生に離島・半島

に残ってもらうためにも、1学年の学級の生徒

数や小・中・高校の連携などを含め、特例措置

を検討する必要がある。地域の方々の意見を

しっかり聞いて、議論していただきたいとの意

見がありました。 

 次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

 まず、教育委員会関係の新型コロナウイルス

の影響による学校の臨時休業に関し、学校の臨

時休業により、児童・生徒の状況把握に関して

は、教職員による電話や巡回・家庭訪問などの

対応が必要と思われる。 

また、どうしても家庭で見ることができない

児童は、国からも学校で対応できるように通知

があっているが、どのように対応できているの

かとの質問に対し、いずれの学校も、まずは、

感染症予防として臨時休業の趣旨を踏まえたう
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えでの指導を行い、さらには、家庭での学習や

児童・生徒の居場所づくり、安全確保に努め、

家庭訪問や電話連絡、臨時登校を設定するなど、

各市町の教育委員会や学校において取り組んで

いる。 

また、家庭で見ることができない児童に対し

ては、各市町の状況に応じて、学校での受け入

れを行っているとの答弁がありました。 

 これに対し、地域によっては、タブレットを

活用し、遠隔操作により児童・生徒の状況把握

や学習指導も行っている。臨時休業という不測

の事態にも効果を発揮しているＩＣＴ教育の

ハード整備を、もう少し前倒しで進めていただ

きたいとの意見がありました。 

 次に、福祉保健部関係について、新型コロナ

ウイルス感染症への対策に関し、本県で感染者

が発生した場合の対応は具体的にどうなるのか

との質問に対し、感染者には、感染症指定医療

機関に入院してもらうと同時に、濃厚接触者を

特定し、医師が必要と判断した場合は、ＰＣＲ

検査を実施する。その結果、陽性であれば指定

医療機関へ入院してもらい、陰性であっても、

保健所が14日間の健康観察を実施するとの答弁

がありました。 

 これに関連し、県民に対する情報発信をわか

りやすい内容で行うべきと考えるが、現在どの

ように行っているのか。また、電話相談や病院

を受診する際の案内などもわかりやすくすべき

であるとの質問に対し、県内での感染者発生状

況や検査状況等を、毎日午前9時には発信して

おり、今後もわかりやすい情報発信に努めてい

きたいとの答弁がありました。 

 これに対し、県民の不安払拭のため、正確な

情報発信はもちろん、感染者を生じないような

予防対策、そして、万が一、発生した際の不測

事態にも対応できるよう、県として万全の体制

を講じていただきたいとの意見がありました。 

 なお、今回、本委員会において、去る2月29

日の土曜日に、「新型コロナウイルス感染症の

対応等」について委員会を開催し、県内学校の

臨時休業に関する課題や、感染症への対応等に

ついて審査を行いました。 

以上のほか、一、県立高校の志願者数につい

て、一、医師確保計画及び外来医療計画につい

て、一、里親・ファミリーホーム委託について、

一、県立大学生や高校生の県内就職率について、

一、県立学校の教職員の勤務時間の上限に関す

る方針について、一、鷹島神崎遺跡の保存と活

用について、一、新規就業看護師の状況につい

て、一、出産に関する経済的支援についてなど、

教育及び福祉保健行政全般にわたり熱心な論議

が交わされましたが、その詳細については、こ

の際、省略させていただきます。 

 以上で、文教厚生委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 本委員会と総務委員会に分割して付託いたし

ておりました第18号議案及び第20号議案並びに

第21号議案を含め、各案件は、質疑・討論を省

略し、直ちに採決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

まず、第18号議案「長崎県手数料条例の一部

を改正する条例」について、採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第18号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第32号議案「長崎県公立大学法人の役

員等の損害賠償責任の一部免除の額を定める条

例」について、採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第32号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第38号議案「市町村立学校県費負担教

職員定数条例及び県立学校職員定数条例の一部

を改正する条例」について、採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第38号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第60号議案「長崎県公立大学法人が徴

収する料金の上限に関する定めの変更の認可に

ついて」、採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第60号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第75号議案「長崎県子育て条例行動計

画について」、採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第75号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第76号議案「第三期長崎県立高等学校

改革基本方針について」、採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第76号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、その他の案件について、一括して採決

いたします。 

 各案件は、委員長報告のとおり、決すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

され、請願は採択されました。 

次に、環境生活委員長の報告を求めます。 

山本由夫委員長―27番。 

〇環境生活委員長（山本由夫君）（拍手）〔登

壇〕 おはようございます。 

環境生活委員会の審査の結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第19号議

案「長崎県の事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例」のうち関係部分、ほか19件

であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案について

は、いずれも異議なく、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、第51号議案「長崎県営住宅条例の一部
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を改正する条例」に関し、連帯保証人の人数を、

2名から1名に緩和するとのことだが、他県では

保証人を撤廃するところもある。1名とした根

拠はどのようなことかとの質問に対し、平成30

年に、国土交通省から、「公営住宅管理標準条

例における連帯保証人の義務付けを廃止する」

との通知があり、その中で、「連帯保証人制度

を残す場合は、保証人がいないために入居でき

ないということがないよう配慮すること」と

なっている。 

そのため、長崎県営住宅条例施行規則を改正

し、連帯保証人の人数を現行の2名から1名にす

るほか、連帯保証人の連署を免除する基準を作

成し、対応するものであるとの答弁がありまし

た。 

次に、第45号議案「長崎県浄化槽保守点検業

者の登録に関する条例の一部を改正する条例」

に関し、研修の受講が義務付けられる浄化槽管

理士は、県内に何名いるのか。また、この研修

に対して、県はどのように関わっていくのかと

の質問に対し、県の登録者が435名で、長崎市

と佐世保市の登録者を合わせると500名程度が

対象となる。 

また、今回の法改正を受けた研修は、全国的

な公的機関が、全国各地で統一的な研修を開催

することとなっているため、県の関わりとして

は、長崎県浄化槽協会と連携して周知を図るこ

とを考えているとの答弁がありました。 

次に、第42号議案「旅館業法施行条例の一部

改正する条例」及び第43号議案「公衆浴場法施

行条例の一部を改正する条例」に関し、構造設

備に関し、浴槽水循環配管へのオーバーフロー

還水管の直接接続を禁止することが追加され、

県内に対象施設が809施設あるとのことだが、

構造設備の改修は不要との理解でよいかとの質

問に対し、県内に809施設ある対象施設で、条

例改正により構造設備の改修が必要となる既存

の施設はないとの答弁がありました。 

次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

環境部関係について、地球温暖化対策の推進

に関し、ＳＤＧs未来都市である壱岐市が、「気

候非常事態宣言」を表明したが、県ではどのよ

うに取り組んでいくのか。 

また、地球温暖化防止を進めるための取組の

一つとして、レジ袋の削減に取り組むべきと考

えるが、現状と今後の対応予定はどのように

なっているのかとの質問に対し、来年度、「次

期地球温暖化対策実行計画」を策定することと

しており、明確なビジョンや今後の方向性を示

しながら、温室効果ガスの削減目標を設定し、

その周知の手法についても併せて検討していき

たい。 

また、レジ袋の削減について、イオン九州の

6店舗と新上五島町の8事業者16店舗が、県と協

定を締結し、レジ袋の有料化に既に取り組んで

おり、7月から開始される有料化については、

国と連携しながら周知に努めていくとの答弁が

ありました。 

 以上のほか、一、石木ダム建設事業について、

一、九州新幹線西九州ルート事業に伴う複線化

工事について、一、県が管理する道路の維持管

理について、一、国立公園の活性化について、

一、汚水処理施設の整備について、一、女性活

躍の推進について、一、人権が尊重される社会

づくりの推進について、一、公衆衛生獣医師の

現状と処遇改善について、一、新型コロナウイ

ルス感染症による影響と対策について、一、バ

ス運転士の確保についてなど、環境生活行政全

般にわたり熱心な論議が交わされましたが、そ
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の詳細については、この際、省略させていただ

きます。 

 以上で、環境生活委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしく

お願いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第46号議案「長崎県立都市公園条例の

一部を改正する条例」について、採決いたしま

す。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第46号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第64号議案「契約の締結の一部変更に

ついて」、採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第64号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

次に、農水経済委員長の報告を求めます。 

 近藤委員長―21番。 

〇農水経済委員長（近藤智昭君）（拍手）〔登

壇〕 おはようございます。 

農水経済委員会の審査の結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。 

本委員会に付託されました案件は、第19号議

案「長崎県の事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例」のうち関係部分、ほか8件

であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり、可

決すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、第70号議案「権利の放棄」に関し、当

該債権については、昭和56年に発生したもので

あるが、今回の手続までに長期間を要した経緯

はとの質問に対し、主債務者が漁業経営の悪化

により自己破産したため、連帯保証人に督促等

を行ってきたところであり、少額ながらも分割

返済されていたこと等により長期間にわたり債

権管理を行ってきたものである。 

 しかしながら、連帯保証人の死亡等により回

収が困難となったため、今回、権利の放棄を行

うこととしたものであるとの答弁がありました。 

 次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

 まず、新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた中小企業への対策に関し、新型コロナウイ

ルス感染症のため、本県でも様々な業種で影響

が出てきており、緊急資金繰り支援資金の取り

扱いを開始したところであるが、相談件数はど

のような状況かとの質問に対し、相談窓口を設
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置した2月7日から3月の第一週までの合計で198

件となっている。宿泊業や小売業、飲食業等、

幅広い業種から相談が寄せられており、日ごと

に相談件数が増加しているところであるとの答

弁がありました。 

 これに対し、先行きが不透明な状況の中、本

県の事業者も不安を抱えており、今後も幅広い

相談に応じるとともに、事業者に寄り添って対

応していただきたいとの意見がありました。 

 次に、新型コロナウイルス感染症の影響で全

国的に行事が自粛され、花卉生産者は大きな打

撃を受けているところであり、支援の必要があ

ると考えるが、見解はとの質問に対し、花卉に

は、青果物の野菜価格安定対策事業のような価

格補填の事業がないため、まずは農林漁業セー

フティネット資金を活用して、資金面での支援

をしっかり行っていく必要があると考えている。 

 加えて、国では、「花いっぱいプロジェクト」

を実施しており、本県でもホームページ等を通

じて取り組みを紹介しているところであるが、

さらなる推進を図り、花卉の消費拡大に取り組

んでまいりたいとの答弁がありました。 

 以上のほか、一、企業誘致の今後のあり方に

ついて、一、魅力的な地域ブルーツーリズムの

構築について、一、株式会社エヌについて、一、

長崎和牛の輸出についてなど、農水経済行政全

般にわたり熱心な論議が交わされましたが、そ

の詳細については、この際、省略させていただ

きます。 

 以上で、農水経済委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 本委員会と総務委員会及び環境生活委員会に

に分割して付託いたしておりました第19号議案

を含め、各議案は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

まず、第19号議案「長崎県の事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について、

採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第19号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第53号議案「長崎県魚市場条例を廃止

する条例」について、採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第53号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第54号議案「長崎県地方卸売市場長崎

魚市場条例」について、採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第54号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第56号議案「長崎県卸売市場条例及び

長崎県卸売市場審議会の組織及び運営に関する

条例を廃止する条例」について、採決いたしま

す。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに
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賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第56号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

次に、予算決算委員長の報告を求めます。 

 大久保委員長―29番。 

〇予算決算委員長（大久保潔重君）（拍手）〔登

壇〕 おはようございます。 

予算決算委員会の審査の結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。 

 本委員会で審査いたしました案件は、第1号

議案「令和2年度長崎県一般会計予算」ほか29

件でございます。 

 慎重に審査いたしました結果、第1号議案、

第13号議案及び第77号議案につきましては、起

立採決の結果、原案のとおり、可決すべきもの

と決定されました。 

その他の議案につきましては、いずれも異議

なく、原案のとおり、可決すべきものと決定さ

れました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、3月6日に行いました総括質疑において

は、令和2年度当初予算案についてをはじめ、

人口減少対策について、「第2期まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」について、ＩＲ対策につい

て、新幹線開業対策について、society5.0戦略

についてなど、多岐にわたり活発な論議が交わ

されました。 

次に、総務分科会では、ユニバーサルツーリ

ズム受入体制整備促進事業費に関し、ユニバー

サルツーリズムセンター設置の概要はどのよう

なものなのかとの質問に対し、ユニバーサル

ツーリズムセンターについては、長崎空港内に

設置する予定であり、比較的利用者が多い時間

帯を中心に、常時2名体制での対応を予定して

おり、高齢者や障害者の方々が安心して旅行が

できるよう、県内の宿泊施設や観光地を含めた

様々なバリアフリー情報の提供などを行うこと

としているとの答弁がありました。 

次に、文教厚生分科会では、保育士人材確保

等事業費について、保育所の待機児童が解消で

きない根本には、保育士の人材不足がある。潜

在保育士数の把握はできているのか。 

また、保育士人材確保対策の取り組みとして、

潜在保育士と保育所とのマッチングシステム

「保いっぷ」が昨年から稼働しているが、その

実績はどうなっているのかとの質問に対し、潜

在保育士数は、平成28年の調査時では、20代か

ら40代において、約7,500人となっている。 

なお、昨年11月に稼働した「保いっぷ」を含

めた実績として、今年度は現時点で27名を再就

職へマッチングすることができたとの答弁があ

りました。 

次に、環境生活分科会では、資源循環型社会

推進費に関し、政策的新規事業として、食品ロ

ス削減推進事業費が計上されており、「長崎県

食品ロス削減推進計画」を策定するとのことだ

が、時期はいつ頃を予定しているのか。また、

関係機関と連携して策定する必要があると考え

るが、どのように取り組むのかとの質問に対し、
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今月中に国の基本方針が出されるので、それを

踏まえたうえで令和2年度に策定する予定であ

る 

また、策定に当たっては、有識者、県食品産

業協議会、県内フードバンク事業者、ながさき

子ども食堂ネットワーク、県社会福祉協議会、

長崎市等で構成する長崎県食品ロス削減推進協

議会において協議するとともに、県庁内関係各

課の意見を聞きながら策定したいとの答弁があ

りました。 

 次に、農水経済分科会では、人材確保総合支

援事業費に関し、現在の「長崎県総合就業支援

センター」については、新たに「長崎県人材活

躍支援センター」として、産業人材の確保等に

も取り組んでいくとのことだが、運営方法を業

務委託から直営に変更する理由は何かとの質問

に対し、産業人材の人手不足の深刻化により、

企業の採用力向上支援に注力する必要があると

考えており、業界団体や企業の経営者と県の幹

部職員が直接話をすることが効果的であること

から、直営で取り組むこととしているとの答弁

がありました。 

 以上のほか、予算全般に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 

 以上で、予算決算委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、第1号議案

「令和2年度長崎県一般会計予算」について、

質疑・討論に入ります。 

堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君）〔登壇〕 日本共産党

の堀江ひとみです。 

 新型コロナウイルス感染拡大予防と対応のた

めに、日本共産党も全力を尽くします。 

 ただいま議題となりました第1号議案「令和2

年度長崎県一般会計予算」については、乳幼児

医療費助成事業など、県民の願いに応えた予算

については、当然のこととして賛成です。しか

し、以下の理由を申し上げ、反対いたします。 

1、長崎新幹線事業関連194億5,597万円。 

 長崎から「特急かもめ」で乗り換えること

なく博多まで行けるものを、2022年暫定開業予

定の長崎新幹線は、武雄温泉で必ず乗り換えな

ければなりません。「特急かもめ」もなくなり

ます。 

長崎から武雄温泉間は、フル規格のため料金

が上がります。必ず乗り換えなくてはならず、

料金も上がる長崎だけ新幹線、県民にとってい

いことはありません。 

武雄温泉から新鳥栖間のフル規格化は、合意

の見通しも、実現の見通しもありません。一旦、

立ち止まって、県民の声をよく聞くこと、長崎

新幹線計画は凍結するよう求めます。 

2、石木ダム事業8億3,111万円に加え、令和3

年度の年度を超えて一括契約する債務負担とし

て1億2,250万円が計上されています。 

8億3,111万円の内訳を、予算総括質疑で質問

しましたが、土木部長は、「国と協議中であり、

確定していない」と答弁しませんでした。 

長崎県は、新年度、本体工事に着手する考え

を示していますが、行政代執行が選択肢の一つ

になります。 

「ふるさとに住み続けたいだけ」という県民

の家と土地を取り上げて、ダムを造る必要はあ

りません。石木ダム建設中止を求めます。 

3、特定複合観光施設（ＩＲ）導入推進事業 

1億6,653万円。 

長崎県庁組織を改正し、カジノ推進を重要施
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策と位置づけました。 

刑法が禁じた賭博を、特別に認める地域とし

て「長崎県を認めてください」と、区域認定申

請の諸準備に一層拍車をかけます。長崎県、佐

世保市、ハウステンボスに賭博場をつくること

は反対です。新幹線や石木ダムより、暮らしと

福祉の充実を求めます。 

新幹線に頼らない交通網の整備を、県内どこ

に住んでも確保される地域公共交通体系のさら

なる充実を、高すぎる国保税を引き下げるため、

長崎県独自の支援策を、乳幼児医療費助成事業

は、長崎県の補助対象年齢を引き上げること等

を求め、以上、反対討論といたします。 

〇議長(瀬川光之君） 前田議員―26番。 

〇２６番（前田哲也君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党、前田哲也でございます。 

会派を代表いたしまして、第1号議案「令和2

年度長崎県一般会計予算」について、賛成の立

場で意見を述べ、議員各位のご賛同を賜りたい

と存じます。 

来年度は、「長崎県総合計画 チャレンジ2020」

の最終年度、さらに、「第2期長崎県まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」のスタートの年度で

あり、当初予算においては、地域経済の下支え

と県民の安全・安心、そして、本県の未来を切

り拓くべく、その目標達成に向け、若者の県内

定着や力強い産業の育成、持続可能な地域づく

りなどの政策群を重点的に投入し、地方創生を

推進するという基本方針のもと、編成されてお

ります。 

また、国の経済対策に対応した令和元年度2

月補正予算と一体的な予算として編成のうえ、

令和元年度から2年度にかけて、切れ目なく対

策を講じられております。 

県議会でも、経済対策予算については、ほか

の議案に先行して可決されたところであります

ので、県におかれては、早期の予算執行に努め、

少しでも早く、その効果があらわれるよう取り

組んでほしいと思います。 

さて、当初予算の内容を見ますと、具体的な

成果に直結する政策への集中化、重点化が図ら

れる一方で、これまで順次取り組んできた財政

構造計画のための総点検、並びに行財政改革推

進プランの収支改善対策等により、財政健全化

についても着実に推進されており、昨年度の予

算編成時よりも、基金取り崩し額が圧縮される

など、持続可能で、安定的な財政運営に向けた

努力も見受けられます。 

また、地方創生推進交付金や有人国境離島法

関係交付金などの国庫補助制度の積極的な活用

に加え、緊急自然災害防止事業債等の有利な起

債の活用に努め、厳しい財政状況の中において

も、必要な施策について積極的に推進する姿勢

が見られます。 

このほかにも、教育・医療・福祉・子ども関

連施策の充実や、さらに、その推進のための人

材確保・育成対策など、本県が抱える課題解決

について、必要な施策が計上されるとともに、

九州新幹線西九州ルートの建設工事及び新幹線

開業対策をはじめ、石木ダム建設事業、特定複

合観光施設（ＩＲ）区域整備の事業の推進等の

重要プロジェクトについても、しっかりと予算

化されているところであります。県民のご理解

のもと、着実な事業の推進を図っていかなけれ

ばなりません。 

このように今回の当初予算は、本県県勢の発

展に向け、全力を注いでいくとの知事の強い思

いが込められた、積極的かつバランスの取れた

予算であると評価しております。 

知事におかれましては、これらの施策を一刻
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も早く県民の皆様に届けていただき、県民の誰

もが具体的な成果を実感できるよう、そしてま

た、現在、大きな脅威となっている新型コロナ

ウイルス感染症対策について、感染拡大防止へ

のご尽力を期待いたします。 

以上、第1号議案について、賛成意見を申し

述べ、議員各位のご賛同を賜りますよう、お願

いいたしまして、賛成の討論とさせていただき

ます。 

ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第1号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第13号議案「令和2年度長崎県国民健

康保険特別会計予算」について、採決いたしま

す。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第13号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、第77号議案「令和元年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」について、採決いたしま

す。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第77号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

 次に、議会運営委員会より、「新型コロナウ

イルスの感染拡大防止等を求める意見書（案）」

が、お手元に配付いたしておりますとおり提出

されておりますので、これを議題といたします。 

 提出者を代表して、中島浩介委員長が朗読い

たします。 

 中島浩介委員長―30番。 

〔朗 読〕 

〇議会運営委員会委員長（中島浩介君）（拍手）

〔登壇〕 「新型コロナウイルスの感染拡大防

止等を求める意見書案」 

新型コロナウイルスによる感染は、急速な勢

いで世界中に拡散し、世界保健機関（ＷＨＯ）

において、「国際的に懸念される公衆衛生上の

緊急事態」に該当する旨の宣言が出され国際的

な脅威となっている。国会においてもさらなる

感染拡大に備え「緊急事態宣言」を可能にする

新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案が

成立した。益々予断を許さない状況において、

今後も国と地方公共団体が一体となった迅速か
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つ適切な対応が強く求められる。 

本県においては、早い段階より県庁内に諸対

策会議が設置され、県民への感染予防に関する

情報発信や電話相談窓口における相談対応、医

療福祉分野での現場の状況に応じた対応、また、

学校の休校措置を受けて児童・生徒の日々の生

活や保護者に対しての支援等、安全で安心な県

民生活を確保するために様々な対策を講じてい

る。 

政府見解によると、まだ終息の見込みが予測

できない状況のなかで、国においては第二弾と

なる「新型コロナウイルス感染症対策に関する

緊急対応策」が打ち出されたが、国民の命と健

康を守ることを最優先として、感染拡大の防止

対策や企業の経済活動支援など、下記の事項に

積極的に取り組まれるよう改めて強く要望する。 

1 国外からの新型コロナウイルスの侵入を

防止するため、空港や港湾等での検疫体制の強

化など水際体制に引き続き万全を期すこと。 

2 国内外の正確な情報を迅速に収集し国民

に提供しながら、国内各地における適切な検

査・治療体制を早急に整え、地域と連携して入

院体制整備のための支援を行うこと。 

3 簡易検査キット、ワクチン、治療薬の開

発・製造を早急に行うとともに、症状に応じた

治療法を速やかに確立すること。また、絶対的

に不足しているマスク、防護服、消毒液等の医

療物資の確保に努め、国民への円滑な供給体制

を迅速に整えること。特に医療機関や高齢者施

設への供給を優先すること。 

4 観光業や商工業をはじめ経済的に影響を

受けた地域の事業者に対して、政府が打ち出し

た対策の速やかな周知と実施の徹底、並びに地

域の現状に応じた弾力的な運用を図るとともに、

地域における消費喚起を促すための必要な支援

策を講じること。また、金融機関に対して、企

業活動の継続に必要な資金の円滑な融資及び既

貸付金の元金返済猶予等、具体的な支援策の実

行を要請するとともにそれらに要する財政支援

を講じること。 

5 子ども達への支援、学校施設等の衛生環

境への配慮及び保護者・関係業者等の負担の軽

減について、特段の措置を行うこと。また、学

校の臨時休業やイベントの自粛等により、学校

給食関連事業者など大幅な減収が生じる地域の

事業者に加え、売上等に影響が懸念される農林

水産業者等に対する支援策を講じること。 

6 地方公共団体が実施する新型コロナウイ

ルス感染症対策への財政支援を行うこと。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

令和2年3月19日 

長崎県議会 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

本動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

本動議は、可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本動議は、可決されました。 

次に、議会運営委員会より、「新型コロナウ

イルスの感染拡大防止等に関する決議案」が、

お手元に配付いたしておりますとおり提出され

ておりますので、これを議題といたします。 

 提出者を代表して、宅島副委員長が朗読いた

します。 
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 宅島副委員長―22番。 

〔朗 読〕 

〇議会運営委員会副委員長（宅島寿一君）（拍

手）〔登壇〕 「新型コロナウイルスの感染拡大

防止等に関する決議案」を朗読させていただき

ます。 

令和2年3月14日、本県1例目となる新型コロ

ナウイルスの感染者が確認された。 

県民は発生した事実を受け止めつつ、冷静に

対応しているが、それぞれの暮らしには多くの

不安と恐怖があることは間違いない。 

中国での発生後、令和2年1月16日に我が国初

の感染者が確認されると、徐々に経済や国民生

活へ影響を及ぼし、それらは本県の産業や暮ら

しにも顕著に表れてきた。 

そして今回の県内における発生は、経済、教

育、福祉など更なる負担を県民に強いるととも

に、広範囲そして長期的により一層の影響を生

じさせることとなる。 

県民の命や健康、暮らしを守る為には感染拡

大を阻止し、適切な支援を講じなければならな

い。その為には丁寧な行政の説明と先を見据え

た力強いリーダーシップが求められている。 

県民に結束を呼びかけ協力を集めなければ、

この危機を乗り越えることはできない。 

今こそ県民に寄り添う姿勢が必要である。 

本県議会は新型コロナウイルスの感染拡大防

止等のため、県民と一体となって取り組む決意

を表明するとともに、県におかれては以下のと

おり対策を講じるよう求めるものである。 

1 観光業や商工業をはじめ、経済的に影響

を受けた地域の事業者及び個人・世帯に対し、

きめ細かな情報把握に基づく県独自の必要かつ

十分な支援策を適宜、講じること。 

2 県民の安心・安全や公共衛生の保持のた

め、迅速かつ正確な情報収集を行うとともに、

時機を逸することなく的確な情報発信に努める

こと。 

3 保育施設、高齢者施設、障害者施設及び

医療機関などの施設や、その関係者の安心・安

全対策について、積極的に支援すること。 

4 学校の臨時休業が長期化する中で、こど

もの学習環境及び健全育成に対する十分な配慮

と、保護者の負担軽減を図ること。 

5 雇用維持に努める企業への支援と地域に

おける消費喚起の施策を積極的に展開すること。 

6 感染拡大防止対策や情報発信の実施に際

して、市町との連携をこれまで以上に図ること。 

 以上、決議する。 

  令和2年3月19日 

長崎県議会 

 議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

本動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

本動議は、可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本動議は、可決されました。 

次に、議会運営委員会より、発議第194号

「長崎県議会委員会条例の一部を改正する条例

案」が、発議第195号「長崎県議会会議規則の

一部を改正する規則案」が、発議第196号「知

事の専決処分に属する軽易な事項の指定の一部

改正案」が、お手元に配付いたしておりますと



令和２年長崎県議会・２月定例会（３月１９日） 

 ― 236 ―

おり提出されておりますので、これを一括して

議題といたします。 

お諮りいたします。 

発議第194号、発議第195号及び発議第196号

につきましては、質疑・討論を省略し、直ちに

採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

まず、発議第196号「知事の専決処分に属す

る軽易な事項の指定の一部改正案」について、

原案のとおり、可決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、発議第196号は、原案のとおり可決

されました。 

次に、発議第194号「長崎県議会委員会条例

の一部を改正する条例案」及び発議第195号

「長崎県議会会議規則の一部を改正する規則案」

は、原案のとおり、可決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、発議第194号及び発議第195号は、原

案のとおり可決されました。 

次に、各委員会から議会閉会中の付託事件と

して、お手元の一覧表のとおり申し出があって

おりますので、これを許可することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されまし

た案件の審議は、終了いたしました。 

 この際、知事より、ご挨拶があります―知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 2月定例県議会の

閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 このたびの議会は、去る2月25日から本日ま

での24日間にわたり開かれましたが、議員の皆

様方には、本会議及び委員会を通じ、終始熱心

にご審議いただくとともに、それぞれ適正なご

決定を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対策。 

 去る3月13日、新型インフルエンザ等対策特

別措置法の改正の動きを踏まえ、県においては、

「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置

し、国の基本方針や「県新型インフルエンザ等

対策行動計画」に基づき、各種対策を実施する

ことなどを確認いたしました。 

 こうした中、翌14日には県内1例目の感染者

が壱岐保健所管内で確認されたことから、同本

部会議を開催し、情報を共有のうえ、必要な対

策について迅速に取り組むことといたしました。 

 まず、感染者については、速やかに壱岐市内

の感染症指定医療機関に入院していただくとと

もに、同行された2名についても濃厚接触者と

してＰＣＲ検査を実施したところであります。 

 両名とも陰性の結果でありましたが、引き続

き、不要不急の外出を控えることなどをお願い

し、現在、経過観察を行っております。 

 また、行動歴等を確認する疫学調査により、

感染された方は、ジェットフォイルで壱岐島内

に入り、市役所や飲食店等に立ち寄られたこと

が判明したことから、直ちに関係先に連絡を行

い、航路事業者においては、船内放送での周知

や船内消毒が速やかに実施されるとともに、各

立ち寄り先においても消毒等が完了したところ
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であります。 

 さらに、同じジェットフォイル便に乗船され

ていた乗客については、専門家の助言に基づき、

県内外の4名の方を濃厚接触者として把握のう

え、ご本人や各保健所に連絡し、健康状態の確

認等を行っております。 

 一方、国が3月10日に決定した新型コロナウ

イルス感染症に関する緊急対応策の一環として、

県では、生活に困窮される方々への個人向け緊

急小口資金など、生活福祉資金の特例貸し付け

を実施するとともに、介護施設や障害者施設、

保育所等の消毒液及びマスクの確保並びに医療

機関における人工呼吸器等の設備整備などに順

次取り組んでいるところであります。 

 さらに、県独自の県内中小企業者への資金繰

り対策として、関係事業者からの要請等を踏ま

え、県の制度資金である緊急資金繰り支援資金

の限度額の引き上げを行ったところであります。 

 今後とも、さらなる感染拡大の防止に力を注

ぐとともに、県民生活や地域経済への影響を最

少化できるよう、全力で取り組んでまいります。 

 なお、新型コロナウイルス感染症への対応に

際し、県議会におかれましては、議会運営等に

ついて格別のご高配を賜り、改めて感謝申し上

げます。 

 今後、各種対策に係る予算措置については、

急を要する場合もあることから、状況に応じ、

専決処分も含め、適切に対応してまいりたいと

存じます。 

 引き続き、県議会の皆様のご意見やご協力を

賜りながら、県民の安全・安心の確保に万全を

期してまいりたいと考えております。 

 2022年度デスティネーションキャンペーンの

開催。 

 今般、ＪＲグループによる全国的な観光キャ

ンペーンである「デスティネーションキャン

ペーン」が、2022年秋に、長崎・佐賀の広域エ

リアにおいて実施されることが決定いたしまし

た。 

 この「デスティネーションキャンペーン」は、

ＪＲ6社、地元自治体、大手旅行会社等が連携

して全国で集中的に宣伝・販売促進活動を行う

国内最大規模の観光キャンペーンであります。 

 本県としては、九州新幹線西九州ルートの開

業効果を県内各地に広げるため、佐賀県と連携

しながら、沿線地域だけでなく、広域的な誘客

につながるよう、力を注いでまいります。 

 スポーツの振興。 

 去る2月22日から3月1日の9日間、ニュージー

ランドで開催された「ＷＢＳＣ第13回男子ソフ

トボールＵ18ワールドカップ」において、佐世

保西高校の小山竜加選手と大村工業高校の小笹

慶斗選手が出場した日本代表チームが優勝を飾

りました。 

国際大会における本県高校生の活躍は、県民

に大きな感動を与えてくれました。選手並びに

関係者の皆様のご検討を心から讃えるとともに、

今後とも、世界で活躍できる選手の発掘や育

成・強化に努めてまいります。 

 このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。 

 さて、年度がわりの時期を迎え、皆様方には、

何かとご多様なことと存じます。どうか健康に

は一段とご留意いただき、ますますご活躍され

ますことを心からお祈り申し上げます。 

 最後になりますが、報道関係の方々には、会

期中、終始、県議会の広報についてご協力を賜

り、ありがとうございました。 
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 この機会にお礼を申し上げまして、閉会のご

挨拶といたします。 

〇議長(瀬川光之君） 令和2年2月定例会の閉会

に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る2月25日に開会いたしました本定例会も、

全ての案件の審議を終了し、本日、閉会の運び

となりました。 

 この定例会中は、令和2年度当初予算の審議

をはじめ、新型コロナウイルス感染症対策、人

口減少対策、特定複合観光施設（ＩＲ）の誘致

促進、県庁舎跡地活用、九州新幹線西九州ルー

トの整備促進、農林水産業振興対策、観光振興

対策、土木行政、教育行政、福祉行政等、当面

する県政の重要課題について、終始熱心にご論

議をいただきました。 

この間の議員各位のご努力と、知事をはじめ、

理事者の皆様並びに報道関係の皆様方のご協力

に対し、心から厚くお礼を申し上げます。 

 さて、先ほども申し上げましたとおり、国内

外において、新型コロナウイルスの感染拡大が

続いており、県内では、国際定期航空路線の欠

航、クルーズ船の寄港中止や国内外からの旅行

キャンセルが相次いでいるほか、感染症対策を

さらに進めるために示された政府の基本方針に

より、本県でも各種イベントが中止や開催延期

となるなど、観光産業をはじめ、大きな影響も

生じております。 

 そのような中、去る3月14日、壱岐市内にお

いて感染者が確認され、県内に大きな衝撃が走

りました。 

 この件については、先ほど関連の補正予算に

加え、国に対する「新型コロナウイルスの感染

拡大防止等を求める意見書」及び「新型コロナ

ウイルスの感染拡大防止等に関する決議」を全

会一致で可決したところでありますが、県議会

といたしましても、引き続き、理事者と一体と

なって、医療、福祉、教育、経済などの暮らし

の支援はもとより、県民の皆様の日ごろの不安

や恐れなどに対しても、真摯に向きあい、新型

コロナウイルス対策に万全を期してまいりたい

と存じます。 

 さて、いよいよ新年度も目前に迫り、皆様に

は公私ともにご多忙のことと存じますが、くれ

ぐれも健康にご留意のうえ、県勢発展のために

一層のご協力、ご支援をお願い申し上げまして、

閉会に当たってのご挨拶とさせていただきます。 

これをもちまして、令和2年2月定例会を閉会

いたします。 

― 午前１１時１３分 閉会 ― 
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回
っ

て
お

り
、

道
路

な
ど

の
社

会
基

盤
整

備
や

雇
用

創
出

・
産

業
振

興
な

ど
で

課
題

を
抱

え
て

い
る

。
 

そ
の

よ
う

な
中

、
特

定
有

人
国

境
離

島
地

域
に

お
い

て
は

、
平

成
２

９
年

４
月

に
施

行

さ
れ

た
有

人
国

境
離

島
法

が
活

用
さ

れ
、

雇
用

機
会

拡
充

、
航

路
・

航
空

路
の

運
賃

低
廉

化
や

輸
送

コ
ス

ト
の

支
援

、
滞

在
型

観
光

の
促

進
に

取
り

組
ん

だ
結

果
、

人
口

の
社

会
減

の
抑

制
が

図
ら

れ
る

な
ど

一
定

の
効

果
が

現
れ

て
い

る
が

、
こ

れ
を

一
過

性
と

す
る

こ
と

な
く

、
継

続
し

、
さ

ら
に

拡
充

し
て

い
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

ま
た

、
半

島
地

域
に

お
い

て
も

半
島

振
興

計
画

な
ど

に
基

づ
き

、
半

島
地

域
が

有
す

る

豊
か

な
地

域
資

源
を

活
か

し
つ

つ
、

地
域

の
創

意
工

夫
と

多
様

な
主

体
の

連
携

・
協

力
の

も
と

で
、

雇
用

の
場

の
創

出
を

は
じ

め
と

す
る

総
合

的
な

対
策

が
必

要
で

あ
る

。
 

よ
っ

て
、

県
に

対
し

て
、

下
記

の
事

項
に

つ
い

て
、

積
極

的
か

つ
真

摯
に

取
り

組
ま

れ

る
よ

う
、

強
く

要
望

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

 

記
 

 １
 

離
島

・
半

島
地

域
振

興
対

策
に

つ
い

て
 

（
１

）
世

界
遺

産
「

長
崎

と
天

草
地

方
の

潜
伏

キ
リ

シ
タ

ン
関

連
遺

産
」

に
つ

い
て

、
構

成
資

産
へ

と
誘

う
交

通
ア

ク
セ

ス
に

つ
い

て
は

、
道

路
等

の
整

備
を

促
進

す
る

こ
と

。

ま
た

、
九

州
内

か
ら

の
来

訪
者

の
拡

大
、

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

対
策

と
し

て
の

受
入

環
境

の
整

備
、

構
成

資
産

の
維

持
管

理
等

に
つ

い
て

も
対

策
を

講
じ

、
交

流
人

口
の

拡
大

を
図

る
こ

と
。

 

（
２

）
Ｕ

Ｉ
タ

ー
ン

の
促

進
、

雇
用

の
増

加
等

を
図

る
た

め
、

離
島

に
お

け
る

ケ
ー

ブ
ル

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
へ

の
対

応
や

半
島

を
含

め
た

超
高

速
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

の
整

備
を

市
町

と
連

携
し

て
進

め
、

情
報

イ
ン

フ
ラ

の
格

差
解

消
に

努
め

る
こ

と
。

 

（
３

）
長

崎
市

野
母

崎
地

区
の

振
興

策
に

つ
い

て
、
長

崎
市

が
整

備
す

る
恐

竜
博

物
館
（

仮

宮

島

宮

本

赤

木

中
村
(泰)

饗

庭
堤

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

28 29 30 3122 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 21

44 45 4638 39 40 41 42 4332 33 34 35 36 37

議　　　席　　　表
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動
 

 
 

 
 

 
 

議
 

 
 

 
 

 
 

提
 

 
 

出
 

 
 

者
 

 
 

 
 

Ｉ
Ｒ

・
観

光
振

興
対

策
特

別
委

員
会

 

 
 

 
 

 
 

提
 

出
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

令
和

２
年

２
月

２
５

日
 

種
 

 
類

 
 

意
見

書
 

件
 

 
名

 
Ｉ

Ｒ
推

進
及

び
観

光
振

興
に

つ
い

て
 

要
 

 
旨

 

 近
年

の
本

県
に

お
け

る
観

光
客

数
は

、
「

明
治

日
本

の
産

業
革

命
遺

産
 

製
鉄

・
製

鋼
、

造
船

、
石

炭
産

業
」

と
「

長
崎

と
天

草
地

方
の

潜
伏

キ
リ

シ
タ

ン
関

連
遺

産
」

の
２

つ
の

世
界

遺
産

登
録

に
よ

る
効

果
に

加
え

、
旺

盛
な

ク
ル

ー
ズ

客
船

の
寄

港
等

も
あ

り
、

増
加

傾
向

に
あ

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
県

内
各

地
に

点
在

す
る

観
光

地
へ

の
交

通
ア

ク
セ

ス
や

、
宿

泊
者

数

及
び

観
光

消
費

額
の

伸
び

悩
み

は
、

本
県

に
と

っ
て

長
年

の
課

題
で

あ
り

、
未

だ
改

善
で

き
て

い
な

い
。

 

国
は

観
光

を
成

長
戦

略
の

柱
、

地
方

創
生

の
切

り
札

と
の

認
識

の
下

、
２

０
３

０
年

に

訪
日

外
国

人
旅

行
者

数
を

６
０

０
０

万
人

、
旅

行
消

費
額

を
１

５
兆

円
に

す
る

こ
と

を
目

標
に

掲
げ

、
そ

の
受

入
環

境
の

整
備

に
関

す
る

事
業

を
展

開
し

て
お

り
、

本
県

に
お

い
て

も
こ

の
機

会
を

捉
え

、
国

の
補

助
金

を
活

用
し

て
様

々
な

事
業

に
取

り
組

ん
で

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

ま
た

、
上

記
目

標
達

成
に

大
き

な
貢

献
が

見
込

ま
れ

る
九

州
・

長
崎

Ｉ
Ｒ

は
、

最
大

３

箇
所

が
上

限
と

さ
れ

る
国

の
区

域
認

定
を

受
け

る
べ

く
、

民
間

・
行

政
・

議
会

が
一

体
と

な
っ

た
「

オ
ー

ル
九

州
」

に
よ

る
誘

致
活

動
を

展
開

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

本
年

（
２

０
２

０
年

）
は

共
同

で
区

域
整

備
計

画
を

策
定

す
る

事
業

者
を

選
定

す
る

な
ど

、
認

定
申

請
に

向
け

た
諸

準
備

を
進

め
る

重
要

な
年

で
あ

る
。

 

よ
っ

て
、

県
に

対
し

て
、

下
記

の
項

目
に

つ
い

て
真

摯
に

取
り

組
ま

れ
る

よ
う

、
強

く

要
望

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

 

記
 

 １
 

Ｉ
Ｒ

対
策

に
つ

い
て

 

（
１

）
Ｉ

Ｒ
の

整
備

は
、
観

光
振

興
や

地
域

経
済

の
活

性
化

、
新

た
な

雇
用

の
創

出
な

ど
、

九
州
・
長

崎
の

地
方

創
生

の
起

爆
剤

と
な

る
千

載
一

遇
の

好
機

で
あ

る
。
さ

ら
に

は
、

ア
ジ

ア
か

ら
の

新
た

な
ゲ

ー
ト

ウ
ェ

イ
と

し
て

、
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
を

飛
躍

的
に

増
加

さ
せ

る
も

の
で

あ
り

、
我

が
国

の
成

長
に

も
大

き
く

貢
献

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

上
限

３
箇

所
と

さ
れ

る
区

域
認

定
の

獲
得

に
向

け
、

庁
内

各
部

局
が

一
丸

と
な

っ
て

諸
準

備
を

加
速

さ
せ

、
万

全
を

期
す

こ
と

。
 

（
２

）
交

通
ア

ク
セ

ス
の

強
化

は
区

域
認

定
の

獲
得

に
向

け
た

重
要

な
課

題
の

一
つ

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

国
や

交
通

事
業

者
と

の
連

携
を

密
に

し
な

が
ら

、
Ｉ

Ｒ
区

域
周

辺
の

国
道

や
県

道
に

お
け

る
交

通
量

増
加

を
見

据
え

た
対

策
案

を
検

討
す

る
と

と
も

に
、

Ｉ
Ｒ

区
域

へ
の

主
要

な
交

通
イ

ン
フ

ラ
で

あ
る

道
路

や
鉄

道
、

港
湾

、
空

港
の

整
備

称
）

等
を

核
と

し
て

、
地

域
の

交
流

人
口

の
拡

大
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
長

崎
市

や
地

域
住

民
等

と
連

携
し

取
り

組
む

こ
と

。
 

（
４

）
対

馬
に

お
け

る
韓

国
人

観
光

客
の

減
少

対
策

と
し

て
、

国
の

予
算

等
を

活
用

し
た

切
れ

目
の

な
い

支
援

や
両

国
の

地
域

間
交

流
を

継
続

す
る

と
と

も
に

、
国

内
観

光
客

の
誘

客
強

化
等

を
図

る
こ

と
。

 

 ２
 

有
人

国
境

離
島

法
対

策
に

つ
い

て
 

（
１

）
雇

用
機

会
拡

充
事

業
に

つ
い

て
は

、
採

択
事

業
者

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

等
を

十
分

に
行

う
と

と
も

に
、
人

材
確

保
や

新
た

な
事

業
者

の
掘

り
起

こ
し

、
関

係
市

町
と

の

情
報

共
有

等
に

引
き

続
き

努
め

る
こ

と
。
ま

た
、
島

外
か

ら
の

創
業

や
事

業
を

拡
大

す
る

事
業

者
を

増
や

す
た

め
の

情
報

発
信

の
強

化
を

図
る

と
と

も
に

、
若

者
の

島
内

定
着

を
図

る
た

め
新

規
高

校
卒

業
者

の
採

用
を

促
進

す
る

こ
と

。
 

（
２

）
航

路
・
航

空
路

の
運

賃
低

廉
化

に
関

し
て

は
、
準

住
民

の
適

用
範

囲
の

拡
大

に
加

え
、
島

民
以

外
に

も
運

賃
の

割
引

が
な

さ
れ

る
よ

う
必

要
な

支
援

制
度

の
充

実
等

を

国
へ

要
望

す
る

こ
と

。
 

 ３
 

離
島

地
域

航
路

・
航

空
路

対
策

に
つ

い
て

 

（
１

）
ジ

ェ
ッ

ト
フ

ォ
イ

ル
に

お
け

る
船

舶
共

有
建

造
制

度
に

お
い

て
は

、
事

業
者

の
自

己
負

担
が

大
き

い
た

め
、
新

た
な

補
助

制
度

の
創

設
を

国
に

強
く

要
望

す
る

等
、
ジ

ェ
ッ

ト
フ

ォ
イ

ル
の

更
新

に
必

要
な

取
組

を
進

め
る

こ
と

。
 

 ４
 

人
口

減
少

対
策

に
つ

い
て

 

（
１

）
若

年
層

は
、
子

ど
も

の
教

育
、
医

療
、
福

祉
等

に
対

す
る

支
援

を
期

待
し

て
お

り
、

子
ど

も
を

産
み

育
て

や
す

い
環

境
を

整
備

し
、

女
性

の
県

内
定

着
の

促
進

及
び

Ｕ
Ｉ

タ
ー

ン
の

拡
大

促
進

に
結

び
つ

け
る

こ
と

。
 

（
２

）
県

立
高

校
に

配
置

し
て

い
る

キ
ャ

リ
ア

サ
ポ

ー
ト

ス
タ

ッ
フ

に
つ

い
て

は
、

高
校

生
の

県
内

就
職

の
促

進
に

有
効

な
こ

と
か

ら
、

現
状

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

ス
タ

ッ
フ

の
人

数
を

含
め

改
善

を
図

る
こ

と
。

 

（
３

）
Ｕ

Ｉ
タ

ー
ン

に
つ

い
て

は
、

な
が

さ
き

移
住

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

を
中

心
に

き
め

細
か

な
対

応
等

を
行

っ
た

結
果

、
一

定
の

成
果

が
確

認
さ

れ
て

お
り

、
今

後
も

市
町

と
連

携
し

、
更

な
る

移
住

相
談

体
制

の
充

実
･
強

化
を

図
る

こ
と

。
 

（
４

）
農

業
分

野
に

お
け

る
外

国
人

材
（

特
定

技
能

）
の

活
用

に
つ

い
て

は
、

株
式

会
社

エ
ヌ

を
設

置
し

、
受

入
れ

を
実

現
し

た
も

の
の

、
当

初
目

標
か

ら
の

遅
れ

が
み

ら
れ

る
た

め
、

よ
り

早
期

に
要

望
に

沿
っ

た
受

入
れ

が
行

わ
れ

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。
 

 

な
お

、
文

案
の

作
成

及
び

提
出

の
諸

手
続

に
つ

い
て

は
、

議
長

に
一

任
す

る
。

 

 

提
 
出

 
先

 
知

 
事
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動
 

 
 

 
 

 
 

議
 

 
 

 
 

 
 

提
 

 
 

出
 

 
 

者
 

 
 

九
州

新
幹

線
西

九
州

ル
ー

ト
・

交
通

対
策

特
別

委
員

会
 

 
 

 
 

 
 

提
 

出
 

年
 

月
 

日
 

 
 

令
和

２
年

２
月

２
５

日
 

種
 

 
類

 
 

意
見

書
 

件
 

 
名

 
九

州
新

幹
線

西
九

州
ル

ー
ト

の
整

備
促

進
・

交
通

対
策

に
つ

い
て

 

要
 

 
旨

 

 九
州

新
幹

線
西

九
州

ル
ー

ト
は

、
西

九
州

地
域

の
産

業
振

興
や

交
流

人
口

の
拡

大
等

に

つ
な

が
る

重
要

な
交

通
基

盤
で

あ
り

、
関

西
・

中
国

圏
と

の
連

携
に

よ
る

社
会

経
済

の
発

展
に

寄
与

す
る

も
の

で
あ

る
。

ま
た

、
沿

線
地

域
で

は
、

官
民

が
一

体
と

な
っ

て
新

幹
線

の
効

果
を

最
大

限
に

発
揮

で
き

る
よ

う
、

ソ
フ

ト
・

ハ
ー

ド
両

面
か

ら
新

幹
線

を
活

用
し

た
魅

力
あ

る
ま

ち
づ

く
り

に
取

り
組

ん
で

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
一

日
も

早
い

全
線

開
業

が
期

待
さ

れ
て

い
る

。
 

将
来

の
西

九
州

地
域

の
発

展
の

た
め

に
は

、
フ

ル
規

格
に

よ
っ

て
、

新
大

阪
へ

の
直

通

運
行

を
実

現
し

、
全

国
の

新
幹

線
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

こ
と

が
必

要
不

可
欠

で
あ

る
。

 

ま
た

、
地

域
二

次
交

通
は

、
本

県
の

産
業

振
興

や
交

流
人

口
の

拡
大

、
地

域
の

活
性

化

を
図

る
た

め
、

広
域

的
な

二
次

交
通

体
系

を
形

成
し

、
鉄

道
、

乗
合

バ
ス

等
の

地
域

交
通

を
整

備
・

改
善

し
て

い
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
人

口
減

少
・

少
子

高
齢

化
の

進
展

に
よ

り
、

地
域

交
通

を
と

り
ま

く

環
境

が
年

々
厳

し
さ

を
増

し
て

お
り

、
輸

送
人

員
の

減
少

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
水

準
の

低
下

が
懸

念
さ

れ
る

。
 

さ
ら

に
、

近
年

、
高

齢
者

に
よ

る
重

大
交

通
事

故
が

社
会

問
題

化
し

て
い

る
中

、
運

転

免
許

返
納

者
が

増
え

て
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

返
納

者
や

公
共

交
通

空
白

地
域

の
住

民
、

高
齢

者
等

交
通

弱
者

の
外

出
の

機
会

を
増

や
す

た
め

、
公

共
交

通
等

の
移

動
手

段
の

確
保

は
重

要
な

課
題

で
あ

る
。

 

一
方

、
近

年
、

訪
日

客
が

増
加

し
て

い
る

現
状

に
お

い
て

、
長

崎
空

港
が

担
う

役
割

は

大
き

く
な

っ
て

お
り

、
交

流
人

口
拡

大
や

地
域

活
性

化
の

た
め

、
過

密
化

す
る

福
岡

空
港

の
代

替
空

港
化

、
航

空
路

線
の

誘
致

等
の

推
進

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

よ
っ

て
、

県
に

対
し

て
、

下
記

の
事

項
に

つ
い

て
、

積
極

的
か

つ
真

摯
に

取
り

組
ま

れ

る
よ

う
、

強
く

要
望

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

 

記
 

 

１
 

九
州

新
幹

線
西

九
州

ル
ー

ト
整

備
対

策
に

つ
い

て
 

（
１

）
武

雄
温

泉
駅

で
の

対
面

乗
換

を
早

期
に

解
消

す
る

た
め

、
一

刻
も

早
く

新
鳥

栖
・

武
雄

温
泉

間
の

フ
ル

規
格

に
よ

る
整

備
を

実
現

す
る

こ
と

。
 

（
２

）
北

陸
新

幹
線

と
一

体
的

に
財

源
確

保
の

議
論

を
進

め
る

た
め

、
早

期
に

ル
ー

ト
を

決
定

す
る

と
と

も
に

、
地

方
負

担
、

並
行

在
来

線
等

の
課

題
解

決
に

向
け

て
、

関
係

者
間

の
合

意
形

成
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
政

府
・

与
党

等
へ

働
き

か
け

を
行

う
こ

と
。

や
機
能
拡
大
な
ど
、
陸
海
空
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
セ
ス
強
化
を
図
る
こ
と
。
 

（
３

）
Ｉ

Ｒ
の

整
備

に
あ

た
っ

て
は

、
県

民
の

理
解

促
進

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、

懸
念

さ
れ

る
社

会
的

リ
ス

ク
の

最
小

化
に

向
け

、
ギ

ャ
ン

ブ
ル

依
存

症
対

策
や

青
少

年
の

健
全

育
成

、
周

辺
環

境
の

保
全

等
に

つ
い

て
、

国
や

関
係

団
体

等
と

連
携

し
、

十
分

な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。
 

 ２
 
観
光
振
興
対
策
に
つ
い
て
 

（
１

）
観

光
県

長
崎

の
さ

ら
な

る
魅

力
ア

ッ
プ

や
経

済
振

興
の

た
め

、
観

光
関

連
予

算
の

拡
充
や
国
、
九
州
各
県
及
び
県
内
市
町
と
の
連
携
強
化
に
努
め
る
こ
と
。
 

（
２

）
県

内
各

地
に

点
在

す
る

世
界

遺
産

の
効

率
的

な
周

遊
ル

ー
ト

や
、

世
界

遺
産

に
限

ら
ず

複
数

の
観

光
地

を
巡

る
周

遊
ル

ー
ト

の
開

発
、

さ
ら

に
は

朝
型

観
光

の
推

進
な

ど
、
旅
行
者
に
県
内
周
遊
や
延
泊
を
促
す
取
組
に
力
を
入
れ
る
こ
と
。
 

（
３

）
国

内
の

人
口

減
少

や
高

齢
化

が
進

む
中

、
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
ツ

ー
リ

ズ
ム

市
場

の
対

象
と

な
る

高
齢

者
や

障
害

者
等

は
人

口
の

約
３

分
の

１
を

占
め

て
お

り
、

今
後

宿
泊

客
の

維
持

・
拡

大
を

図
る

た
め

に
は

、
こ

の
方

々
を

受
け

入
れ

る
窓

口
を

は
じ

め
と

し
た

環
境

づ
く

り
が

急
務

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

市
町

や
観

光
及

び
福

祉
関

係
団

体
・

事
業

者
と

連
携

し
、

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

ツ
ー

リ
ズ

ム
の

推
進

に
引

き
続

き
取

り
組

ん
で

い
く
こ
と
。
 

 ３
 
国
際
戦
略
に
つ
い
て
 

（
１

）
中

国
発

着
ク

ル
ー

ズ
の

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
が

確
立

さ
れ

た
中

に
あ

っ
て

も
、

ラ
ン

ド
オ

ペ
レ

ー
タ

ー
に

対
す

る
周

遊
プ

ラ
ン

の
提

案
や

県
産

品
販

売
の

機
会

創
出

等
に

よ
り
、
県
内
経
済
へ
の
波
及
効
果
を
最
大
限
高
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

（
２

）
韓

国
人

観
光

客
の

減
少

が
本

県
の

観
光

に
も

大
き

く
影

響
す

る
中

、
既

に
様

々
な

対
策

に
取

り
組

ん
で

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

今
後

と
も

現
場

の
声

を
聴

き
、

多
面

的
か
つ
効
果
的
な
支
援
を
続
け
て
い
く
こ
と
。
 

（
３
）
観
光
資
源
の
多
言
語
解
説
や
Ｗ
ｉ
－
Ｆ
ｉ
環
境
の
整
備
、
洋
式
ト
イ
レ
の
増
設
等
、

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

受
入

体
制

の
強

化
に

向
け

た
取

組
を

、
国

の
事

業
も

活
用

し
な

が
ら

市
町

や
民

間
事

業
者

と
と

も
に

進
め

る
こ

と
。

ま
た

、
整

備
し

た
受

入
体

制
と

と
も

に
県

内
各

地
の

魅
力

を
外

国
人

観
光

客
に

広
く

知
っ

て
も

ら
い

、
実

際
に

訪
問

し
て

も
ら
う
た
め
、
海
外
へ
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
る
積
極
的
な
情
報
発
信
を
強
化
、

継
続
す
る
こ
と
。
 

 

な
お
、
文
案
の
作
成
及
び
提
出
の
諸
手
続
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。
 

 

提
 
出
 
先
 

知
 
事
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委
 
 
員

 
 
会

委
 
員

 
長

副
委

員
長

小
林

　
克

敏
山

口
　

初
實

前
田

　
哲

也
中

島
　

浩
介

総
務

委
員

会
山

本
　

啓
介

大
久

保
潔

重
吉

村
　

　
洋

麻
生

　
　

隆

（
１

２
名

）
堤

　
　

典
子

浦
川

　
基

継

中
山

　
　

功
外

間
　

雅
広

堀
江

ひ
と

み
中

村
　

和
弥

文
教

厚
生

委
員

会
川

崎
　

祥
司

松
本

　
洋

介
大

場
　

博
文

下
条

　
博

文

（
１

１
名

）
赤

木
　

幸
仁

田
中

　
愛

国
溝

口
芙

美
雄

徳
永

　
達

也
山

田
　

朋
子

環
境

生
活

委
員

会
ご

う
ま

な
み

宅
島

　
寿

一
宮

島
　

大
典

宮
本

　
法

広

（
１

１
名

）
中

村
　

泰
輔

八
江

　
利

春
坂

本
　

智
徳

中
島

　


義
山

田
　

博
司

農
水

経
済

委
員

会
浅

田
ま

す
み

西
川

　
克

己
坂

本
　

　
浩

饗
庭

　
敦

子

（
１

１
名

）
山

下
　

博
史

予
算

決
算

委
員

会

（
４

５
名

）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
中

山
　

　
功

外
間

　
雅

広
中

村
　

和
弥

深
堀

ひ
ろ

し

議
会

運
営

委
員

会
吉

村
　

　
洋

山
口

　
経

正
近

藤
　

智
昭

宮
本

　
法

広

（
１

３
名

）
浦

川
　

基
継

北
村

　
貴

寿
赤

木
　

幸
仁

深
堀

ひ
ろ

し
石

本
　

政
弘

◎
常

任
委

員
会

・
議

会
運

営
委

員
会

委
員

選
任

名
簿

(
案

)

委
　

　
　

　
　

　
　

員

山
口

　
経

正
北

村
　

貴
寿

議
長

、
正

副
委

員
長

を
除

く
全

議
員

中
島

　
浩

介
宅

島
　

寿
一

山
本

　
由

夫
久

保
田

将
誠

近
藤

　
智

昭
中

村
　

一
三

大
久

保
潔

重
松

本
　

洋
介

（
３

）
令

和
４

年
度

の
開

業
に

つ
い

て
、

新
幹

線
の

整
備

効
果

等
に

対
す

る
県

民
の

理
解

促
進

が
図

ら
れ

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。
ま

た
、

開
業

効
果

を
高

め
、

県
内

各
地

へ
波

及
・

拡
大

さ
せ

る
た

め
、

市
町

等
と

の
連

携
を

強
化

し
、

受
入

体
制

の
構

築
を

図
る

こ
と

。
 

 

２
 

地
域

二
次

交
通

対
策

に
つ

い
て

 

地
域

公
共

交
通

網
形

成
計

画
に

つ
い

て
、
快

適
な

地
域

の
暮

ら
し

や
活

性
化

の
た

め
、

市
町

が
速

や
か

に
計

画
策

定
に

取
り

組
め

る
よ

う
に

、
総

合
調

整
の

役
割

を
果

た
し

、

市
町

の
取

組
の

後
押

し
を

図
る

こ
と

。
 

 

３
 

交
通

弱
者

対
策

に
つ

い
て

 

（
１

）
運

転
免

許
証

自
主

返
納

高
齢

者
等

に
つ

い
て

、
各

地
域

の
実

情
に

応
じ

、
公

共
交

通
利

用
等

の
支

援
策

が
講

じ
ら

れ
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

 

（
２

）
市

町
と

連
携

し
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

交
通

の
利

用
促

進
を

図
る

こ
と

。
 

 

４
 

長
崎

空
港

対
策

に
つ

い
て

 

（
１

）
国

際
線

利
用

者
の

増
加

に
向

け
、

定
期

便
化

を
見

据
え

た
チ

ャ
ー

タ
ー

便
の

誘
致

な
ど

に
取

り
組

む
こ

と
。

 

（
２

）
長

崎
空

港
の

２
４

時
間

化
を

目
指

す
中

で
、

一
部

リ
モ

ー
ト

化
に

よ
る

運
用

時
間

の
延

長
に

取
り

組
む

こ
と

。
 

（
３

）
空

港
活

性
化

の
た

め
に

、
引

き
続

き
、

コ
ン

セ
ッ

シ
ョ

ン
方

式
を

含
め

た
運

営
手

法
に

つ
い

て
検

討
を

継
続

す
る

こ
と

。
 

 

な
お

、
文

案
の

作
成

及
び

提
出

の
諸

手
続

に
つ

い
て

は
、

議
長

に
一

任
す

る
。

 

 

提
 
出

 
先

 
知

 
事
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委
　

員
　

会
委

 
員

 
長

副
委

員
長

坂
本
　
智
徳

徳
永
　
達
也

堀
江
ひ
と
み

山
田
　
朋
子

山
本
　
啓
介

大
久
保
潔
重

大
場
　
博
文

石
本
　
政
弘

田
中
　
愛
国

小
林
　
克
敏

山
田
　
博
司

前
田
　
哲
也

松
本
　
洋
介

坂
本
　
　
浩

久
保
田
将
誠

中
村
　
泰
輔

溝
口
芙
美
雄

中
島
　

義

西
川
　
克
己

山
本
　
由
夫

麻
生
　
　
隆

宮
島
　
大
典

饗
庭
　
敦
子

下
条
　
博
文

◎
特

別
委

員
会

委
員

選
任

名
簿

(
案

)

委
　

　
　

　
　

　
　

　
員

離
島


半

島
地

域
振

興
特

別
委

員
会

（
１

０
名

）

山
下
　
博
史

堤
　
　
典
子

観
光

振
興


交

通
対

策
特

別
委

員
会

（
１

０
名

）

八
江
　
利
春

川
崎
　
祥
司

人
口

減
少


雇

用
対

策
特

別
委

員
会

（
１

０
名

）

山
口
　
初
實

中
村
　
一
三

名
称

付
議
事
件

設
置
期
限

離
島

・
半

島
地

域
振

興
・
 
離
島
・
半
島
地
域
振
興
対
策

調
査
終
了
時
ま
で

特
別

委
員

会
・
 
有
人
国
境
離
島
法
対
策

・
 
離
島
地
域
航
路
・
航
空
路
対
策

観
光

振
興

・
交

通
対

策
・
 
Ｉ
Ｒ
対
策

調
査
終
了
時
ま
で

特
別

委
員

会
・
 
新
幹
線
対
策

・
 
観
光
振
興
対
策

・
 
国
際
戦
略

・
 
交
通
対
策

人
口

減
少

・
雇

用
対

策
・
 
社
会
減
対
策

調
査
終
了
時
ま
で

特
別

委
員

会
・
 
人
材
確
保
対
策

・
 
若
者
・
女
性
対
策

特
別
委
員
会
の
付
議
事
件
等
一
覧
表
（
案
）
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議
 
案

 
番

 
号

件
名

第
2
7

号
長

崎
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
2
8

号
ふ

る
さ

と
長

崎
応

援
寄

附
金

基
金

条
例

第
2
9

号
長

崎
県

住
民

基
本

台
帳

法
施

行
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
3
0

号
長

崎
県

監
査

委
員

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
3
1

号
警

察
署

の
名

称
、

位
置

及
び

管
轄

区
域

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
3
2

号
長

崎
県

公
立

大
学

法
人

の
役

員
等

の
損

害
賠

償
責

任
の

一
部

免
除

の
額

を
定

め
る

条
例

第
3
3

号
長

崎
県

無
料

低
額

宿
泊

所
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例

第
3
4

号
長

崎
県

医
療

施
設

耐
震

化
臨

時
特

例
基

金
条

例
を

廃
止

す
る

条
例

第
3
5

号
長

崎
県

薬
務

関
係

手
数

料
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
3
6

号
長

崎
県

子
育

て
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
3
7

号
長

崎
県

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
の

学
級

の
編

制
、

職
員

、
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
3
8

号
市

町
村

立
学

校
県

費
負

担
教

職
員

定
数

条
例

及
び

県
立

学
校

職
員

定
数

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
3
9

号
義

務
教

育
諸

学
校

等
の

教
育

職
員

の
給

与
等

に
関

す
る

特
別

措
置

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
4
0

号
長

崎
県

文
化

財
保

護
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
4
1

号
長

崎
県

立
対

馬
歴

史
民

俗
資

料
館

条
例

を
廃

止
す

る
条

例

第
4
2

号
旅

館
業

法
施

行
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
4
3

号
公

衆
浴

場
法

施
行

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
4
4

号
長

崎
県

食
品

衛
生

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
4
5

号
長

崎
県

浄
化

槽
保

守
点

検
業

者
の

登
録

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
4
6

号
長

崎
県

立
都

市
公

園
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
4
7

号
長

崎
県

港
湾

整
備

事
業

の
設

置
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
4
8

号
長

崎
県

災
害

危
険

住
宅

の
移

転
促

進
等

の
助

成
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
4
9

号
長

崎
県

建
築

関
係

手
数

料
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
5
0

号
長

崎
県

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
5
1

号
長

崎
県

営
住

宅
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
5
2

号
長

崎
県

営
交

通
事

業
の

設
置

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
5
3

号
長

崎
県

魚
市

場
条

例
を

廃
止

す
る

条
例

第
5
4

号
長

崎
県

地
方

卸
売

市
場

長
崎

魚
市

場
条

例

第
5
5

号
長

崎
県

漁
港

管
理

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

議
 
案

 
番

 
号

件
名

第
1

号
令

和
２

年
度

長
崎

県
一

般
会

計
予

算

第
2

号
令

和
２

年
度

長
崎

県
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
特

別
会

計
予

算

第
3

号
令

和
２

年
度

長
崎

県
農

業
改

良
資

金
特

別
会

計
予

算

第
4

号
令

和
２

年
度

長
崎

県
林

業
改

善
資

金
特

別
会

計
予

算

第
5

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

県
営

林
特

別
会

計
予

算

第
6

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

沿
岸

漁
業

改
善

資
金

特
別

会
計

予
算

第
7

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

小
規

模
企

業
者

等
設

備
導

入
資

金
特

別
会

計
予

算

第
8

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

用
地

特
別

会
計

予
算

第
9

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

庁
用

管
理

特
別

会
計

予
算

第
1
0

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

長
崎

魚
市

場
特

別
会

計
予

算

第
1
1

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

港
湾

施
設

整
備

特
別

会
計

予
算

第
1
2

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

公
債

管
理

特
別

会
計

予
算

第
1
3

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

予
算

第
1
4

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

港
湾

整
備

事
業

会
計

予
算

第
1
5

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

交
通

事
業

会
計

予
算

第
1
6

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

流
域

下
水

道
事

業
会

計
予

算

第
1
7

号
長

崎
県

危
険

物
等

に
係

る
事

務
手

数
料

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
1
8

号
長

崎
県

手
数

料
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
1
9

号
長

崎
県

の
事

務
処

理
の

特
例

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
2
0

号
職

員
の

服
務

の
宣

誓
に

関
す

る
条

例
及

び
議

会
の

議
員

そ
の

他
非

常
勤

の
職

員
の

公
務

災
害

補
償

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
2
1

号
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

暇
等

に
関

す
る

条
例

及
び

市
町

村
立

学
校

県
費

負
担

教
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

暇
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
2
2

号
知

事
等

の
損

害
賠

償
責

任
の

一
部

免
責

に
関

す
る

条
例

第
2
3

号
内

部
組

織
の

設
置

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
2
4

号
長

崎
県

吏
員

恩
給

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
2
5

号
長

崎
県

恩
給

並
び

に
他

の
地

方
公

共
団

体
の

退
職

年
金

及
び

退
職

一
時

金
の

基
礎

と
な

る
べ

き
在

職
期

間
と

長
崎

県
吏

員
恩

給
条

例
に

よ
る

恩
給

の
基

礎
と

な
る

べ
き

在
職

期
間

と
の

通
算

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
2
6

号
長

崎
県

県
庁

舎
建

設
整

備
基

金
条

例
を

廃
止

す
る

条
例

令
和

２
年

２
月

定
例

会

上
　

程
　

議
　

案
　

件
　

名
　

表
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議
 
案

 
番

 
号

件
名

第
8
5

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
港

湾
施

設
整

備
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
4
号

）

第
8
6

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
流

域
下

水
道

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

3
号

）

第
8
7

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
公

債
管

理
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

第
8
8

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
1
号

）

第
8
9

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
港

湾
整

備
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
3
号

）

第
9
0

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
交

通
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

第
9
1

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
7
号

）

第
9
2

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
県

営
林

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

2
号

）

第
9
3

号
長

崎
県

監
査

委
員

の
選

任
に

つ
い

て
議

会
の

同
意

を
求

め
る

こ
と

に
つ

い
て

第
9
4

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
8
号

）

発
議

第
1
9
4
号

長
崎

県
議

会
委

員
会

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

発
議

第
1
9
5
号

長
崎

県
議

会
会

議
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則

発
議

第
1
9
6
号

知
事

の
専

決
処

分
に

属
す

る
軽

易
な

事
項

の
指

定
の

一
部

改
正

議
 
案

 
番

 
号

件
名

第
5
6

号
長

崎
県

卸
売

市
場

条
例

及
び

長
崎

県
卸

売
市

場
審

議
会

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
条

例
を

廃
止

す
る

条
例

第
5
7

号
財

産
の

取
得

に
つ

い
て

第
5
8

号
和

解
及

び
損

害
賠

償
の

額
の

決
定

に
つ

い
て

第
5
9

号
包

括
外

部
監

査
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

第
6
0

号
長

崎
県

公
立

大
学

法
人

が
徴

収
す

る
料

金
の

上
限

に
関

す
る

定
め

の
変

更
の

認
可

に
つ

い
て

第
6
1

号
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

第
6
2

号
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

第
6
3

号
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

第
6
4

号
契

約
の

締
結

の
一

部
変

更
に

つ
い

て

第
6
5

号
契

約
の

締
結

の
一

部
変

更
に

つ
い

て

第
6
6

号
財

産
の

処
分

に
つ

い
て

第
6
7

号
権

利
の

放
棄

に
つ

い
て

第
6
8

号
権

利
の

放
棄

に
つ

い
て

第
6
9

号
権

利
の

放
棄

に
つ

い
て

第
7
0

号
権

利
の

放
棄

に
つ

い
て

第
7
1

号
権

利
の

放
棄

に
つ

い
て

第
7
2

号
直

轄
特

定
漁

港
漁

場
整

備
事

業
に

対
す

る
県

の
負

担
に

つ
い

て
の

一
部

変
更

に
つ

い
て

第
7
3

号
直

轄
特

定
漁

港
漁

場
整

備
事

業
に

対
す

る
県

の
負

担
に

つ
い

て

第
7
4

号
長

崎
県

観
光

振
興

基
本

計
画

の
変

更
に

つ
い

て

第
7
5

号
長

崎
県

子
育

て
条

例
行

動
計

画
に

つ
い

て

第
7
6

号
第

三
期

長
崎

県
立

高
等

学
校

改
革

基
本

方
針

に
つ

い
て

第
7
7

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
6
号

）

第
7
8

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
農

業
改

良
資

金
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
1
号

）

第
7
9

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
林

業
改

善
資

金
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
1
号

）

第
8
0

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
県

営
林

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

1
号

）

第
8
1

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
沿

岸
漁

業
改

善
資

金
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
1
号

）

第
8
2

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
小

規
模

企
業

者
等

設
備

導
入

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

第
8
3

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
用

地
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
1
号

）

第
8
4

号
令

和
元

年
度

長
崎

県
庁

用
管

理
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
1
号

）
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令
和

２
年

２
月

定
例

会

月
日

曜
日

開
会

時
刻

3
月

6
日

金
１

０
：

０
０

予
算

決
算

委
員

会
（

総
括

質
疑

）
議

場

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

3
月

1
9
日

木
１

１
：

０
０

予
算

決
算

委
員

会
（

分
科

会
長

報
告

、
採

決
）

議
場

金
１

０
：

０
０

3
月

9
日

月
１

０
：

０
０

3
月

1
0
日

火

3
月

1
3
日

(
予

備
日

)

委
員

会
名

場
所

委
員

会
開

催
日

程
表

3
月

1
2
日

１
０

：
０

０

3
月

1
1
日

水
１

０
：

０
０

木
１

０
：

０
０

令
和
２
年
２
月
定
例
会

委
員
会
名

請
願
番
号

件
　
　
　
　
　
名

提
　
　
出
　
　
者

紹
介
議
員

文
教

厚
生

委
員

会
第
１
号

「
長
崎
県
歯
・
口
腔
の
健
康
づ
く
り

推
進
条
例
」
改
定
を
求
め
る
請
願
書

一
般
社
団
法
人
長
崎
県
歯
科
医
師
会

会
長
　
宮
口
　
嚴

浅
田
 
ま
す
み

ご
う
 
ま
な
み

（
計
　
１
件
）

請
　
　
願
　
　
付
　
　
託
　
　
表
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件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

番
　

　
　

号
 

長
崎

県
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

原
案

可
決

長
崎

県
監

査
委

員
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

警
察

署
の

名
称

、
位

置
及

び
管

轄
区

域
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

財
産

の
取

得
に

つ
い

て
原

案
可

決

和
解

及
び

損
害

賠
償

の
額

の
決

定
に

つ
い

て
原

案
可

決

包
括

外
部

監
査

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
原

案
可

決

長
崎

県
観

光
振

興
基

本
計

画
の

変
更

に
つ

い
て

原
案

可
決

計
　

１
９

件
（

原
案

可
決

　
１

９
件

）

第
3
1
号

議
案

第
5
7
号

議
案

第
5
8
号

議
案

第
7
4
号

議
案

第
5
9
号

議
案

第
3
0
号

議
案

第
2
9
号

議
案

令
和

２
年

２
月

定
例

会

審
　

　
  

査
　

　
  

報
　

　
  

告
　

　
  

書

総
務

委
員

会
委

員
長

　
　

山
口

　
経

正

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

長
崎

県
危

険
物

等
に

係
る

事
務

手
数

料
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
手

数
料

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
関

係
分

）
原

案
可

決

長
崎

県
の

事
務

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

関
係

分
）

原
案

可
決

職
員

の
服

務
の

宣
誓

に
関

す
る

条
例

及
び

議
会

の
議

員
そ

の
他

非
常

勤
の

職
員

の
公

務
災

害
補

償
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
関

係
分

）
原

案
可

決

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
暇

等
に

関
す

る
条

例
及

び
市

町
村

立
学

校
県

費
負

担
教

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
暇

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

関
係

分
）

原
案

可
決

知
事

等
の

損
害

賠
償

責
任

の
一

部
免

責
に

関
す

る
条

例
原

案
可

決

内
部

組
織

の
設

置
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
吏

員
恩

給
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
恩

給
並

び
に

他
の

地
方

公
共

団
体

の
退

職
年

金
及

び
退

職
一

時
金

の
基

礎
と

な
る

べ
き

在
職

期
間

と
長

崎
県

吏
員

恩
給

条
例

に
よ

る
恩

給
の

基
礎

と
な

る
べ

き
在

職
期

間
と

の
通

算
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
県

庁
舎

建
設

整
備

基
金

条
例

を
廃

止
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
税

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

原
案

可
決

ふ
る

さ
と

長
崎

応
援

寄
附

金
基

金
条

例
原

案
可

決

第
2
3
号

議
案

第
2
2
号

議
案

記

総
務

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

２
年

３
月

１
２

日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

番
　

　
　

号
 

第
1
7
号

議
案

第
1
8
号

議
案

第
1
9
号

議
案

第
2
0
号

議
案

第
2
1
号

議
案

第
2
4
号

議
案

第
2
6
号

議
案

第
2
7
号

議
案

第
2
5
号

議
案

第
2
8
号

議
案
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２
　

請
　

　
願

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

第
1

号
「

長
崎

県
歯

・
口

腔
の

健
康

づ
く

り
推

進
条

例
」

改
定

を
求

め
る

請
願

書
採

択

計
　

　
１

 
件

（
採

択
　

　
 
１

 
件

）

番
　

　
　

号
 

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
長

　
　

深
堀

　
ひ

ろ
し

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

長
崎

県
手

数
料

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
関

係
分

）
原

案
可

決

職
員

の
服

務
の

宣
誓

に
関

す
る

条
例

及
び

議
会

の
議

員
そ

の
他

非
常

勤
の

職
員

の
公

務
災

害
補

償
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
関

係
分

）
原

案
可

決

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
暇

等
に

関
す

る
条

例
及

び
市

町
村

立
学

校
県

費
負

担
教

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
暇

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

関
係

分
）

原
案

可
決

長
崎

県
公

立
大

学
法

人
の

役
員

等
の

損
害

賠
償

責
任

の
一

部
免

除
の

額
を

定
め

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
無

料
低

額
宿

泊
所

の
設

置
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

原
案

可
決

長
崎

県
医

療
施

設
耐

震
化

臨
時

特
例

基
金

条
例

を
廃

止
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
薬

務
関

係
手

数
料

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

原
案

可
決

長
崎

県
子

育
て

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

原
案

可
決

長
崎

県
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
学

級
の

編
制

、
職

員
、

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

市
町

村
立

学
校

県
費

負
担

教
職

員
定

数
条

例
及

び
県

立
学

校
職

員
定

数
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
特

別
措

置
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
文

化
財

保
護

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
立

対
馬

歴
史

民
俗

資
料

館
条

例
を

廃
止

す
る

条
例

原
案

可
決

長
崎

県
公

立
大

学
法

人
が

徴
収

す
る

料
金

の
上

限
に

関
す

る
定

め
の

変
更

の
認

可
に

つ
い

て
原

案
可

決

長
崎

県
子

育
て

条
例

行
動

計
画

に
つ

い
て

原
案

可
決

第
三

期
長

崎
県

立
高

等
学

校
改

革
基

本
方

針
に

つ
い

て
原

案
可

決

計
　

１
６

件
（

原
案

可
決

　
１

６
件

）

記

第
4
0
号

議
案

第
7
6
号

議
案

第
3
2
号

議
案

第
3
3
号

議
案

第
3
4
号

議
案

第
3
9
号

議
案

第
3
5
号

議
案

第
3
6
号

議
案

第
3
7
号

議
案

第
4
1
号

議
案

第
6
0
号

議
案

第
7
5
号

議
案

第
3
8
号

議
案

第
2
1
号

議
案

文
教

厚
生

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

２
年

３
月

１
２

日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
2
0
号

議
案

番
　

　
号

 

第
1
8
号

議
案
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件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

番
　
　
号
 

契
約
の
締
結
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

原
案
可
決

財
産
の
処
分
に
つ
い
て

原
案
可
決

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

原
案
可
決

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

原
案
可
決

計
　
　
２
０
件
（
原
案
可
決
　
２
０
件
）

第
6
8
号

議
案

第
6
5
号

議
案

第
6
6
号

議
案

第
6
7
号

議
案

環
境
生
活
委
員
会
委
員
長
　
　
山
本
　
由
夫

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

長
崎
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
関

係
分
）

原
案
可
決

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

原
案
可
決

長
崎
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
港
湾
整
備
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
災
害
危
険
住
宅
の
移
転
促
進
等
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
建
築
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
営
交
通
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

原
案
可
決

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

原
案
可
決

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

原
案
可
決

契
約
の
締
結
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

原
案
可
決

第
4
8
号

議
案

第
5
1
号

議
案

第
5
2
号

議
案

第
6
1
号

議
案

第
4
3
号

議
案

第
4
4
号

議
案

第
4
5
号

議
案

第
4
6
号

議
案

第
4
7
号

議
案

第
4
9
号

議
案

第
5
0
号

議
案

第
6
4
号

議
案

第
6
2
号

議
案

第
6
3
号

議
案

第
4
2
号

議
案

番
　
　
号
 

第
1
9
号

議
案

記

環
境

生
活

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
２
年
３
月
１
１
日

　
　
　
　
議
長
　
　
瀬
川
　
光
之
　
　
様
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予
算
決
算
委
員
会
委
員
長
　
　
大
久
保
　
潔
重

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

令
和
２
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
農
業
改
良
資
金
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
県
営
林
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
用
地
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
庁
用
管
理
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
長
崎
魚
市
場
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
度
長
崎
県
港
湾
施
設
整
備
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
公
債
管
理
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
港
湾
整
備
事
業
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
交
通
事
業
会
計
予
算

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算

原
案
可
決

第
7
号

議
案

第
8
号

議
案

第
9
号

議
案

第
1
6
号

議
案

第
2
号

議
案

第
3
号

議
案

第
4
号

議
案

第
5
号

議
案

第
6
号

議
案

第
1
4
号

議
案

第
1
5
号

議
案

第
1
0
号

議
案

第
1
1
号

議
案

第
1
2
号

議
案

第
1
3
号

議
案

第
1
号

議
案

番
　
　
号

記

予
算

決
算

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
２
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
議
長
　
　
瀬
川
　
光
之
　
　
様

農
水
経
済
委
員
会
委
員
長
　
　
近
藤
　
智
昭

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

長
崎
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
関

係
分
）

原
案
可
決

長
崎
県
魚
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
地
方
卸
売
市
場
長
崎
魚
市
場
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
卸
売
市
場
条
例
及
び
長
崎
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に

関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

原
案
可
決

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

原
案
可
決

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

原
案
可
決

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

原
案
可
決

直
轄
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
に
対
す
る
県
の
負
担
に
つ
い
て

原
案
可
決

計
　
９
件
（
原
案
可
決
　
９
件
）

番
　
　
号
 

記

農
水

経
済

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
２
年
３
月
１
１
日

　
　
　
　
議
長
　
　
瀬
川
　
光
之
　
　
様

第
1
9
号

議
案

第
5
4
号

議
案

第
5
5
号

議
案

第
5
6
号

議
案

第
5
3
号

議
案

第
7
0
号

議
案

第
7
1
号

議
案

第
7
3
号

議
案

第
6
9
号

議
案



 ― 13 ―

令
和
２
年
２
月
定
例
会

１
　
委
員
会
等
提
出

区
　
分

提
出
先

件
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

可
　

否
掲

載
ペ

ー
ジ

意
見

書
知

　
事

離
島

・
半

島
地

域
の

振
興

対
策

に
つ

い
て

離
島

・
半

島
地

域
振

興
特

別
委

員
会

可
決

付
録

　
　

 
1
ペ

ー
ジ

意
見

書
知

　
事

Ｉ
Ｒ

推
進

及
び

観
光

振
興

に
つ

い
て

Ｉ
Ｒ

・
観

光
振

興
対

策
特

別
委

員
会

可
決

付
録

　
　

 
2
ペ

ー
ジ

意
見

書
知

　
事

九
州

新
幹

線
西

九
州

ル
ー

ト
の

整
備

促
進

・
交

通
対

策
に

つ
い

て

九
州

新
幹

線
西

九
州

ル
ー

ト
・

交
通

対
策

特
別

委
員

会
可

決
付

録

　
　

 
3
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

拡
大

防
止

等
を

求
め

る
意

見
書

議
会

運
営

委
員

会
可

決
付

録

　
　

1
4
ペ

ー
ジ

決
　

議
知

　
事

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

拡
大

防
止

等
に

関
す

る
決

議
議

会
運

営
委

員
会

可
決

付
録

　
　

1
5
ペ

ー
ジ

２
　
そ
の
他

区
　
分

提
出
先

件
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

可
　

否
掲

載
ペ

ー
ジ

発
議

第
1
9
4
号

－
長

崎
県

議
会

委
員

会
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
議

会
運

営
委

員
会

可
決

付
録

　
　

1
6
ペ

ー
ジ

発
議

第
1
9
5
号

－
長

崎
県

議
会

会
議

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

議
会

運
営

委
員

会
可

決
付

録

　
　

1
8
ペ

ー
ジ

発
議

第
1
9
6
号

－
知

事
の

専
決

処
分

に
属

す
る

軽
易

な
事

項
の

指
定

の
一

部
改

正
議

会
運

営
委

員
会

可
決

付
録

　
　

1
9
ペ

ー
ジ

動
　

議
　

件
　

名
　

一
　

覧
　

表
（

結
果

）

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

番
　
　
号

令
和
元
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
農
業
改
良
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
県
営
林
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
用
地
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
庁
用
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
港
湾
施
設
整
備
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
公
債
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
港
湾
整
備
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
交
通
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

原
案
可
決

計
　
３
１
件
（
原
案
可
決
　
３
１
件
）

第
9
0
号

議
案

第
7
9
号

議
案

第
8
0
号

議
案

第
7
7
号

議
案

第
7
8
号

議
案

第
9
4
号

議
案

第
8
9
号

議
案

第
8
1
号

議
案

第
8
2
号

議
案

第
8
3
号

議
案

第
8
4
号

議
案

第
8
5
号

議
案

第
8
6
号

議
案

第
8
7
号

議
案

第
8
8
号

議
案



 ― 14 ―

 

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

拡
大

防
止

等
を

求
め

る
意

見
書

（
案

）
 

 
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
よ

る
感

染
は

急
速

な
勢

い
で

世
界

中
に

拡
散

し
、
世

界
保

健
機

関
（

Ｗ
Ｈ

Ｏ
）
に

お
い

て
「

国
際

的
に

懸
念

さ
れ

る
公

衆
衛

生
上

の
緊

急
事

態
」
に

該
当

す
る

旨
の

宣
言

が
出

さ

れ
国

際
的

な
脅

威
と

な
っ

て
い

る
。
国

会
に

お
い

て
も

さ
ら

な
る

感
染

拡
大

に
備

え
「

緊
急

事
態

宣
言

」

を
可

能
に

す
る

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

特
別

措
置

法
改

正
案

が
成

立
し

た
。
益

々
予

断
を

許
さ

な
い

状
況

に
お

い
て

、
今

後
も

国
と

地
方

公
共

団
体

が
一

体
と

な
っ

た
迅

速
か

つ
適

切
な

対
応

が
強

く

求
め

ら
れ

る
。

 
本

県
に

お
い

て
は

、
早

い
段

階
よ

り
県

庁
内

に
諸

対
策

会
議

が
設

置
さ

れ
（

現
在

は
対

策
本

部
）
、

県
民

へ
の

感
染

予
防

に
関

す
る

情
報

発
信

や
電

話
相

談
窓

口
に

お
け

る
相

談
対

応
、
医

療
福

祉
分

野
で

の
現

場
の

状
況

に
応

じ
た

対
応

、
ま

た
、
学

校
の

休
校

措
置

を
受

け
て

児
童
・
生

徒
の

日
々

の
生

活
や

保
護

者
に

対
し

て
の

支
援

等
、
安

全
で

安
心

な
県

民
生

活
を

確
保

す
る

た
め

に
様

々
な

対
策

を
講

じ
て

い
る

。
 

政
府

見
解

に
よ

る
と

、
ま

だ
終

息
の

見
込

み
が

予
測

で
き

な
い

状
況

の
な

か
で

、
国

に
お

い
て

は
第

二
弾

と
な

る
「

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

に
関

す
る

緊
急

対
応

策
」

が
打

ち
出

さ
れ

た
が

、

国
民

の
命

と
健

康
を

守
る

こ
と

を
最

優
先

と
し

て
、
感

染
拡

大
の

防
止

対
策

や
企

業
の

経
済

活
動

支
援

な
ど

、
下

記
の

事
項

に
積

極
的

に
取

り
組

ま
れ

る
よ

う
改

め
て

強
く

要
望

す
る

。
 

 
記

 
 １

 
国

外
か

ら
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

侵
入

を
防

止
す

る
た

め
、
空

港
や

港
湾

等
で

の
検

疫
体

制

の
強

化
な

ど
水

際
体

制
に

引
き

続
き

万
全

を
期

す
こ

と
。

 
 ２

 
国

内
外

の
正

確
な

情
報

を
迅

速
に

収
集

し
国

民
に

提
供

し
な

が
ら

、
国

内
各

地
に

お
け

る
適

切
な

検
査
・
治

療
体

制
を

早
急

に
整

え
、
地

域
と

連
携

し
て

入
院

体
制

整
備

の
た

め
の

支
援

を
行

う
こ

と
。
 

 ３
 

簡
易

検
査

キ
ッ

ト
、
ワ

ク
チ

ン
、
治

療
薬

の
開

発
・
製

造
を

早
急

に
行

う
と

と
も

に
、
症

状
に

応

じ
た

治
療

法
を

速
や

か
に

確
立

す
る

こ
と

。
ま

た
、

絶
対

的
に

不
足

し
て

い
る

マ
ス

ク
、

防
護

服
、

消
毒

液
等

の
医

療
物

資
の

確
保

に
努

め
、

国
民

へ
の

円
滑

な
供

給
体

制
を

迅
速

に
整

え
る

こ
と

。

特
に

医
療

機
関

や
高

齢
者

施
設

へ
の

供
給

を
優

先
す

る
こ

と
。

 
 ４

 
観

光
業

や
商

工
業

を
は

じ
め

経
済

的
に

影
響

を
受

け
た

地
域

の
事

業
者

に
対

し
て

、
政

府
が

打
ち

出
し

た
対

策
の

速
や

か
な

周
知

と
実

施
の

徹
底

、
並

び
に

地
域

の
現

状
に

応
じ

た
弾

力
的

な
運

用
を

図
る

と
と

も
に

、
地

域
に

お
け

る
消

費
喚

起
を

促
す

た
め

の
必

要
な

支
援

策
を

講
じ

る
こ

と
。

ま
た

、
金

融
機

関
に

対
し

て
、
企

業
活

動
の

継
続

に
必

要
な

資
金

の
円

滑
な

融
資

及
び

既
貸

付
金

の

元
金

返
済

猶
予

等
、
具

体
的

な
支

援
策

の
実

行
を

要
請

す
る

と
と

も
に

そ
れ

ら
に

要
す

る
財

政
支

援

を
講

じ
る

こ
と

。
 

 
 

 

 
動
 
 
 
 
 
議

 
   

 
  新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止
等

を
求

め
る

意
見

書
（

案
）

を
別

紙
の

と
お

り
提

出
す

る
。

 
   

 
  令
和
２
年
３
月
１
９
日

 
     

議
会

運
営

委
員

会
委

員
長

 
 

中
島

 
浩

介
 

        長
崎
県
議
会
議
長
 
 
瀬
川
 
光
之
 
様
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動
 
 
 
 
 
議

 
   

 
  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
等
に
関
す
る
決
議
（
案
）
を
別
紙
の
と
お
り
提
出
す
る
。

 
   

 
  

令
和
２
年
３
月
１
９
日

 
     

議
会

運
営

委
員

会
委

員
長

 
 

中
島

 
浩

介
 

         
長
崎
県
議
会
議
長
 

 
瀬

川
 

光
之
 
様

 
               

５
 

子
ど

も
達

へ
の

支
援

、
学

校
施

設
等

の
衛

生
環

境
へ

の
配

慮
及

び
保

護
者
・
関

係
業

者
等

の
負

担

の
軽

減
に

つ
い

て
、
特

段
の

措
置

を
行

う
こ

と
。
ま

た
、
学

校
の

臨
時

休
業

や
イ

ベ
ン

ト
の

自
粛

等

に
よ

り
、
学

校
給

食
関

連
事

業
者

な
ど

大
幅

な
減

収
が

生
じ

る
地

域
の

事
業

者
に

加
え

、
売

上
等

に

影
響

が
懸

念
さ

れ
る

農
林

水
産

業
者

等
に

対
す

る
支

援
策

を
講

じ
る

こ
と

。
 

 ６
 

地
方

公
共

団
体

が
実

施
す

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
へ

の
財

政
支

援
を

行
う

こ
と

。
 

 以
上

、
地

方
自

治
法

第
９

９
条

の
規

定
に

よ
り

意
見

書
を

提
出

す
る

。
 

  

令
和

２
年

３
月

１
９

日
 

 長
崎

県
議

会
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発
議

第
１

９
４

号
 

   

長
崎

県
議

会
委

員
会

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

案
を

別
紙

の
と

お
り

提
出

す
る

。
 

 

 

 
令

和
２

年
３

月
１

９
日

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
議

会
運

営
委

員
会

委
員

長
 

中
島

 
浩

介
 

    

長
崎

県
議

会
議

長
 

 
瀬

川
 

光
之

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
等

に
関
す
る
決
議
（
案
）
 

 

令
和
２
年
３
月

１
４
日
、
本
県
１
例
目
と
な
る
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
が
確
認
さ
れ
た
。
 

県
民
は
発
生
し

た
事
実
を
受
け
止
め
つ
つ
、
冷
静
に
対
応
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
に
は
多
く

の
不
安
と
恐
怖
が

あ
る
事
は
間
違
い
な
い
。
 

中
国
で
の
発
生

後
、
令
和
２
年
１
月
１
６
日
に
我
が
国
初
の
感
染
者
が
確
認
さ
れ
る
と
、
徐
々
に
経
済
や

国
民
生
活
へ
影
響

を
及
ぼ
し
、
そ
れ
ら
は
本
県
の
産
業
や
暮
ら

し
に
も
顕
著
に
表
れ
て
き
た
。
 

そ
し
て
今
回
の

県
内
に
お
け
る
発
生
は
、
経
済
、
教
育
、
福

祉
な
ど
更
な
る
負
担
を
県
民
に
強
い
る
と
と

も
に
、
広
範
囲
そ

し
て
長
期
的
に
よ
り
一
層
の
影
響
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
と
な
る
。
 

県
民
の
命
や
健

康
、
暮
ら
し
を
守
る
為
に
は
感
染
拡
大
を
阻
止
し
、
適
切
な
支
援
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
為
に
は
丁
寧
な
行
政
の
説
明
と
先
を
見
据
え
た
力

強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

県
民
に
結
束
を

呼
び
か
け
協
力
を
集
め
な
け
れ
ば
、
こ
の
危

機
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

今
こ
そ
県
民
に

寄
り
添
う
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。
 

本
県
議
会
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
等
の

た
め
、
県
民
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
決

意
を
表
明
す
る
と

と
も
に
、
県
に
お
か

れ
て

は
以

下
の

と
お

り
対

策
を

講
じ

る
よ

う
求

め
る

も
の

で
あ

る
。
 

  １
 

観
光

業
や

商
工

業
を

は
じ

め
、

経
済

的
に

影
響

を
受

け
た

地
域

の
事

業
者

及
び

個
人

・
世

帯
に

対
し

、

き
め
細
か
な
情
報
把
握
に
基
づ
く
県
独
自
の
必
要
か
つ
十
分
な
支
援
策
を
適
宜
、
講
じ
る
こ
と
。
 

 ２
 

県
民

の
安

心
・

安
全

や
公

共
衛

生
の

保
持

の
た

め
、

迅
速

か
つ

正
確

な
情

報
収

集
を

行
う

と
と

も
に

、

時
機
を
逸
す
る
こ
と
な
く
的
確
な
情
報
発
信
に
努
め
る
こ
と
。
 

 ３
 
保
育
施
設
、
高
齢
者
施
設
、
障
害
者
施
設
及
び
医
療
機
関
な
ど
の
施
設
や
、
そ
の
関
係
者
の
安
心
・
安

全
対
策
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
。
 

 ４
 
学
校
の
臨
時
休
業
が
長
期
化
す
る
中
で
、
こ
ど
も
の
学
習
環
境
及
び
健
全
育
成
に
対
す
る
十
分
な
配
慮

と
、
保
護
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
。
 

 ５
 

雇
用

維
持

に
努

め
る

企
業

へ
の

支
援

と
地

域
に

お
け

る
消

費
喚

起
の

施
策

を
積

極
的

に
展

開
す

る
こ

と
。
 

 ６
 
感
染
拡
大
防
止
対
策
や
情
報
発
信
の
実
施
に
際
し
て
、
市
町
と
の
連
携
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
図
る
こ
と
。
 

  
以
上
、
決
議
す

る
。
 

   
 

 
令
和
２
年

３
月
１
９
日
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
長
 
崎
 
県
 
議
 
会
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2/
2 

附
 

則
 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

（
経

過
措

置
）

 

２
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

際
、

現
に

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
前

の
長

崎
県

議
会

委
員

会
条

例
（

以
下

「
旧

条

例
」

と
い

う
。

）
の

規
定

に
よ

る
常

任
委

員
会

の
委

員
で

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

常
任

委
員

会
の

委
員

長
、

副
委

員
長

及
び

委
員

で
あ

る
者

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

後
の

長
崎

県
議

会
委

員
会

条
例

（
以

下
「

新
条

例
」

と
い

う
。

）
の

規
定

に
よ

る
常

任
委

員
会

の
委

員
長

、
副

委
員

長
及

び
委

員
と

な
る

も
の

と
し

、
そ

の
任

期
は

、
旧

条
例

の
規

定
に

よ
る

委
員

会
の

委
員

長
、

副
委

員
長

及
び

委
員

の
そ

れ
ぞ

れ
の

残
任

期
間

と
す

る
。

 

総
務

委
員

会
 

総
務

委
員

会
 

 

環
境

生
活

委
員

会
 

環
境

生
活

建
設

委
員

会
 

３
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

際
、

現
に

旧
条

例
の

規
定

に
よ

る
常

任
委

員
会

に
お

い
て

審
査

又
は

調
査

中
の

事

件
は

、
新

条
例

の
規

定
に

よ
り

そ
の

事
件

を
所

管
す

る
こ

と
と

な
る

常
任

委
員

会
に

そ
れ

ぞ
れ

付
託

さ
れ

た
も

の
と

み
な

す
。

 

 

（
提

案
理

由
）

 

 
令

和
２

年
４

月
１

日
付

け
の

県
の

組
織

改
正

等
に

伴
い

、
所

要
の

改
正

を
し

よ
う

と
す

る
も

の
で

あ
る

。

こ
れ

が
、

こ
の

条
例

案
を

提
出

す
る

理
由

で
あ

る
。

 

 

 

1
/
2
 

長
崎
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
 

長
崎
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
3
8
年
長
崎
県
条
例
第
4
7
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下
線
の
部
分
で
あ
る
。
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
常
任
委
員
会
の
設
置
）
 

（
常
任
委
員
会
の
設
置
）
 

第
１
条
 
議
会
に
次
の
常
任
委
員
会
を
置
く
。
 

(
1
)
及
び
(
2
)
 
略
 

(
3
)
 
環
境
生
活
建
設
委
員
会
 

(
4
)
及
び
(
5
)
 
略
 

第
１
条
 
議
会
に
次
の
常
任
委
員
会
を
置
く
。
 

(
1
)
及
び
(
2
)
 
略
 

(
3
)
 
環
境
生
活
委
員
会
 

(
4
)
及
び
(
5
)
 
略
 

２
及
び
３
 
略
 

２
及
び
３
 
略
 

（
常
任
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
所
管
）
 

（
常
任
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
所
管
）
 

第
２

条
 

常
任

委
員

会
の

委
員

の
定

数
及

び
所

管

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
議

長
は

、

臨
時

に
設

け
ら

れ
た

事
務

に
つ

い
て

、
特

に
必

要

と
認

め
る

と
き

は
、

別
に

そ
の

所
管

を
定

め
る

こ

と
が
で
き
る
。
 

第
２

条
 

常
任

委
員

会
の

委
員

の
定

数
及

び
所

管

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
議

長
は

、

臨
時

に
設

け
ら

れ
た

事
務

に
つ

い
て

、
特

に
必

要

と
認

め
る

と
き

は
、

別
に

そ
の

所
管

を
定

め
る

こ

と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
 
総
務
委
員
会
 
1
2
人
以
内
 

(
1
)
 
総
務
委
員
会
 
1
2
人
以
内
 

危
機

管
理

、
防

災
、

消
防

、
危

険
物

の
規

制

等
に
関
す
る
事
務
、
企
画
部
、
総
務
部
（
学
事
に

関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
及
び
地
域
振
興
部
の
分

掌
に

属
す

る
事

務
並

び
に

出
納

局
の

所
管

に
属

す
る
事
務
並
び
に
人
事
委
員
会
、
公
安
委
員
会
、

労
働
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
監
査
委
員

の
所

管
に

属
す

る
事

務
並

び
に

他
の

委
員

会
の

所
管
に
属
し
な
い
事
務
 

危
機

管
理

、
防

災
、

消
防

、
危

険
物

の
規

制

等
に
関
す
る
事
務
、
総
務
部
（
学
事
に
関
す
る
事

務
を
除
く
。
）
、
企
画
振
興
部
及
び
文
化
観
光
国

際
部

の
分

掌
に

属
す

る
事

務
並

び
に

出
納

局
の

所
管
に
属
す
る
事
務
並
び
に
人
事
委
員
会
、
公
安

委
員
会
、
労
働
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
及
び

監
査

委
員

の
所

管
に

属
す

る
事

務
並

び
に

他
の

委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
事
務
 

(
2
)
 
略
 

(
2
)
 
略
 

(
3
)
 
環
境
生
活
建
設
委
員
会
 
1
2
人
以
内
 

(
3
)
 
環
境
生
活
委
員
会
 
1
2
人
以
内
 

文
化

観
光

国
際

部
、

県
民

生
活

環
境

部
及

び

土
木

部
の

分
掌

に
属

す
る

事
務

並
び

に
交

通
局

の
所

管
に

属
す

る
事

務
並

び
に

収
用

委
員

会
の

所
管
に
属
す
る
事
務
 

県
民

生
活

部
、

環
境

部
及

び
土

木
部

の
分

掌

に
属

す
る

事
務

並
び

に
交

通
局

の
所

管
に

属
す

る
事

務
並

び
に

収
用

委
員

会
の

所
管

に
属

す
る

事
務
 

(
4
)
及
び
(
5
)
 
略
 

(
4
)
及
び
(
5
)
 
略
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長
崎

県
議

会
会

議
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
案

 

長
崎

県
議

会
会

議
規

則
（

昭
和

３
８

年
長

崎
県

議
会

規
則

第
１

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

次
の

表
に

掲
げ

る
規

定
の

改
正

部
分

は
、

下
線

の
部

分
で

あ
る

。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 

（
欠

席
の

届
出

）
 

第
２

条
 

議
員

は
、

公
務

、
疾

病
、

出
産

、
育

児
、

家
族

の
看

護
又

は
介

護
、
家

族
の

弔
事

、
配

偶
者

の
出

産
補

助
、
そ

の
他

の
や

む
を

得
な

い
事
由

に

よ
り

会
議

に
出

席
で

き
な

い
と

き
は

、
あ

ら
か

じ

め
そ

の
理

由
を

記
載

し
た

欠
席

届
を

議
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

（
欠

席
の

届
出

）
 

第
２

条
 

議
員

は
、
公

務
、
疾

病
、
出

産
そ

の
他

の

事
故

の
た

め
、

会
議

に
出

席
で

き
な

い
と

き
は

、

あ
ら

か
じ

め
そ

の
理

由
を

記
載

し
た

欠
席

届
を

議
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

  

 
附

 
則

 

こ
の

規
則

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 （
提

案
理

由
）

 
 

会
議

の
欠

席
理

由
に

つ
い

て
、

所
要

の
改

正
を

し
よ

う
と

す
る

も
の

で
あ

る
。

こ
れ

が
こ

の
規

則
案

を
提

出
す

る
理

由
で

あ
る

。
  

 

 
 

 

発
議
第
１
９
５
号

 
   

 
  

長
崎
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
を
別
紙
の
と
お
り
提
出
す
る
。

 
   

 
  令
和
２
年
３
月
１
９
日

 
     

議
会

運
営

委
員

会
委

員
長

 
 

中
島

 
浩

介
 

         
 

長
崎
県
議
会
議
長
 

 
瀬
川
 

光
之
 

様
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知
事

の
専

決
処

分
に

属
す

る
軽

易
な

事
項

の
指

定
の

一
部

改
正

案
 

知
事

の
専

決
処

分
に

属
す

る
軽

易
な

事
項

の
指

定
（

昭
和

２
２

年
長

崎
県

告
示

第
４

４
０

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

次
の

表
に

掲
げ

る
規

定
の

改
正

部
分

は
、

下
線

の
部

分
で

あ
る

。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 ９
 

債
権

１
件

に
つ

き
5
0
万

円
以

下
の

権
利

の
放

棄
に

関
す

る
こ

と
。

 

 
 

 

 

 
 

 

発
議
第
１
９
６
号

 
   

 
  知

事
の
専
決
処
分
に
属
す
る
軽
易
な
事
項
の
指
定
の
一
部
改
正
案
を
別
紙
の
と
お
り
提
出
す
る
。

 
   

 
  令
和
２
年
３
月
１
９
日

 
     

議
会

運
営

委
員

会
委

員
長

 
 

中
島

 
浩

介
 

         
 

長
崎
県
議
会
議
長
 

 
瀬
川
 

光
之
 

様
 

               



 ― 20 ―

№
２
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

環
境

生
活

 
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 
 
・
県
民
生
活
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
民
と
の
協
働
推
進
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
人
権
・
同
和
問
題
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
交
通
安
全
の
企
画
、
交
通
安
全
運
動
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
統
計
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
生
活
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
食
の
安
全
・
安
心
及
び
消
費
者
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
環
境
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
環
境
保
全
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
生
活
排
水
対
策
及
び
水
資
源
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
廃
棄
物
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
自
然
環
境
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
道
路
及
び
河
川
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
土
砂
災
害
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
住
宅
及
び
建
築
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
  

  
・
県
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
住
宅
供
給
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
道
路
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
港
湾
、
空
港
そ
の
他
土
木
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
県
営
交
通
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

農
水

経
済

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
労
働
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
産
業
技
術
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
水
産
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
漁
港
漁
場
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

  
・
農
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
林
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

予
算

決
算

 
○
委
員
会
、
要
望
活
動

 
・
一
般
会
計
、
特
別
会
計
及
び
企
業
会
計
予
算
等
に
つ
い
て

 

議
会

運
営

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
議
会
の
会
議
規
則
、
委
員
会
に
関
す
る
条
例
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

離
島
・
半
島
地
域
振
興

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
・
離
島
・
半
島
地
域
振
興
対
策
 

 
 
 
・
有
人
国
境
離
島
法
対
策
 

・
離
島
地
域
航
路
・
航
空
路
対
策
 

観
光
振
興
・
交
通
対
策

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

Ｉ
Ｒ
対
策

 
 
 
・
新
幹
線
対
策

・
観
光
振
興
対
策

・
国
際
戦
略

・
交
通
対
策
 

人
口
減
少
・
雇
用
対
策

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  
 
 
・
社
会
減
対
策

・
人
材
確
保
対
策

・
若
者
・
女
性
対
策
 

 

令
和
２
年
２
月
定
例
会
議
会
閉
会
中

 委
員
会
付
託
申
出
一
覧
表

 
№
１
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

総
務

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 
 
・
危
機
管
理
、
防
災
、
消
防
、
危
険
物
の
規
制
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
職
員
の
人
事
、
勤
務
条
件
、
給
与
、
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
行
政
改
革
、
情
報
公
開
等
県
の
行
政
一
般
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
の
予
算
、
財
政
、
県
税
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
政
策
評
価
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
公
有
財
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
秘
書
、
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
地
域
・
行
政
情
報
化
そ
の
他
他
部
の
主
管
に
属
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
重
要
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
離
島
・
半
島
及
び
地
域
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
内
市
町
の
行
政
、
財
政
、
選
挙
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
土
地
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
交
通
運
輸
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
庁
舎
の
跡
地
活
用
に
関
す
る
こ
と
 

 
 
 
・
文
化
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
世
界
遺
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
観
光
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
物
産
流
通
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
国
際
関
連
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
出
納
及
び
物
品
調
達
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
議
会
事
務
局
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
監
査
事
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
人
事
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
労
働
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
警
察
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
交
通
安
全
、
防
犯
対
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
公
安
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

文
教

厚
生

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
  
・
私
立
学
校
及
び
県
立
大
学
（
公
立
大
学
法
人
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
福
祉
保
健
行
政
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
の
指
導
監
査
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
医
療
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
医
療
人
材
の
確
保
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
薬
務
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
国
民
健
康
保
険
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
高
齢
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
障
害
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
原
爆
被
爆
者
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
子
ど
も
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
教
育
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
教
職
員
の
定
数
、
勤
務
条
件
及
び
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
県
立
学
校
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
義
務
教
育
及
び
高
校
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
生
涯
学
習
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
  
 
・
学
芸
文
化
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
保
健
体
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
競
技
力
の
向
上
に
関
す
る
こ
と

 


